
行橋市民体育館改修工事
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機械工事特記仕様書（２）
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電気工事特記仕様書（１）

浄 化 槽 更 新 工 事 (建 築 ） 浄 化 槽 更 新 工 事 （ 電 気 ） 浄 化 槽 更 新 工 事 (機 械 設 備 ）
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案内図・配置図

１／５０

浄化槽　改修前　受水槽廻り平面図 １／５０

浄化槽　改修後　受水槽廻り平面図

浄化槽　平面図 １／５０

浄化槽　断面図 １／５０

浄化槽　仕様書

１／５００

浄化槽　基礎配筋図

浄化槽　制御盤配線図 １／１０

１／５０

浄化槽　制御盤回路図

１／５０浄化槽　２次側配線図

１／－既設浄化槽　ﾌﾛ-ｼ-ﾄ及び機器表（撤去）

既設浄化槽　平面図 １／５０

１／５０既設浄化槽　断面図

１／５００

１／５００現況配置図・案内図

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材除去等工事特記仕様書(1)

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材除去等工事特記仕様書(2)

１／１００

現況浄化槽平面参考図

現況浄化槽断面参考図

１／－

１／－

及び現況浄化槽仕上げ表　立面図

更新後外構平面図

改修前後　案内図.配置図

１／２００

改修後配置図・案内図・山止計画図

浄化槽　制御盤動作表

Ｅ－　４ 改修前後　構内配電線路設備 １／２００

改修後　既設第１受変電設備
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　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法

　図面番号　図面番号　図面番号　図面番号　図面番号　図面番号　図面番号

　工事名称　工事名称　工事名称　工事名称　工事名称　工事名称　工事名称　承認覧　承認覧　承認覧　承認覧　承認覧　承認覧　承認覧　備考　備考　備考　備考　備考　備考　備考

　日付　日付　日付　日付　日付　日付　日付

　尺度　尺度　尺度　尺度　尺度　尺度　尺度

　図面名称　図面名称　図面名称　図面名称　図面名称　図面名称　図面名称
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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の対象となる工事に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の対象となる工事に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の対象となる工事に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の対象となる工事に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の対象となる工事に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の対象となる工事に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の対象となる工事に

該当（※現場説明書による。・する　・しない）該当（※現場説明書による。・する　・しない）該当（※現場説明書による。・する　・しない）該当（※現場説明書による。・する　・しない）該当（※現場説明書による。・する　・しない）該当（※現場説明書による。・する　・しない）該当（※現場説明書による。・する　・しない）

 指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの） 指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの） 指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの） 指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの） 指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの） 指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの） 指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの）

 その他の副産物 その他の副産物 その他の副産物 その他の副産物 その他の副産物 その他の副産物 その他の副産物

・廃プラスチック・廃プラスチック・廃プラスチック・廃プラスチック・廃プラスチック・廃プラスチック・廃プラスチック

　(アスファルト塊）　(アスファルト塊）　(アスファルト塊）　(アスファルト塊）　(アスファルト塊）　(アスファルト塊）　(アスファルト塊） ・木くず・木くず・木くず・木くず・木くず・木くず・木くず

・汚泥・汚泥・汚泥・汚泥・汚泥・汚泥・汚泥

・ガラス、陶磁器くず・ガラス、陶磁器くず・ガラス、陶磁器くず・ガラス、陶磁器くず・ガラス、陶磁器くず・ガラス、陶磁器くず・ガラス、陶磁器くず ・廃石こうボード・廃石こうボード・廃石こうボード・廃石こうボード・廃石こうボード・廃石こうボード・廃石こうボード ・金属くず・金属くず・金属くず・金属くず・金属くず・金属くず・金属くず

 特別管理産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 特別管理産業廃棄物

・廃石綿等・廃石綿等・廃石綿等・廃石綿等・廃石綿等・廃石綿等・廃石綿等

・廃ＰＣＢ等・廃ＰＣＢ等・廃ＰＣＢ等・廃ＰＣＢ等・廃ＰＣＢ等・廃ＰＣＢ等・廃ＰＣＢ等

建　設　副　産　物　の　処　理　に　つ　い　て建　設　副　産　物　の　処　理　に　つ　い　て建　設　副　産　物　の　処　理　に　つ　い　て建　設　副　産　物　の　処　理　に　つ　い　て建　設　副　産　物　の　処　理　に　つ　い　て建　設　副　産　物　の　処　理　に　つ　い　て建　設　副　産　物　の　処　理　に　つ　い　て

　(コンクリート塊）　(コンクリート塊）　(コンクリート塊）　(コンクリート塊）　(コンクリート塊）　(コンクリート塊）　(コンクリート塊）・がれき類・がれき類・がれき類・がれき類・がれき類・がれき類・がれき類

・建設発生土・建設発生土・建設発生土・建設発生土・建設発生土・建設発生土・建設発生土
　指定副産物の工事現場からの搬出、再生資材等の利用等については、「リサイクル原　指定副産物の工事現場からの搬出、再生資材等の利用等については、「リサイクル原　指定副産物の工事現場からの搬出、再生資材等の利用等については、「リサイクル原　指定副産物の工事現場からの搬出、再生資材等の利用等については、「リサイクル原　指定副産物の工事現場からの搬出、再生資材等の利用等については、「リサイクル原　指定副産物の工事現場からの搬出、再生資材等の利用等については、「リサイクル原　指定副産物の工事現場からの搬出、再生資材等の利用等については、「リサイクル原
  則化ルール（平成１８年６月１２日策定）」により実施する。  則化ルール（平成１８年６月１２日策定）」により実施する。  則化ルール（平成１８年６月１２日策定）」により実施する。  則化ルール（平成１８年６月１２日策定）」により実施する。  則化ルール（平成１８年６月１２日策定）」により実施する。  則化ルール（平成１８年６月１２日策定）」により実施する。  則化ルール（平成１８年６月１２日策定）」により実施する。

　建設汚泥については、｢建設汚泥の再生利用に関するガイドライン　建設汚泥については、｢建設汚泥の再生利用に関するガイドライン　建設汚泥については、｢建設汚泥の再生利用に関するガイドライン　建設汚泥については、｢建設汚泥の再生利用に関するガイドライン　建設汚泥については、｢建設汚泥の再生利用に関するガイドライン　建設汚泥については、｢建設汚泥の再生利用に関するガイドライン　建設汚泥については、｢建設汚泥の再生利用に関するガイドライン
（平成１８年６月１２日事務次官通知）｣に従い、建設汚泥の再生利用を推進する。（平成１８年６月１２日事務次官通知）｣に従い、建設汚泥の再生利用を推進する。（平成１８年６月１２日事務次官通知）｣に従い、建設汚泥の再生利用を推進する。（平成１８年６月１２日事務次官通知）｣に従い、建設汚泥の再生利用を推進する。（平成１８年６月１２日事務次官通知）｣に従い、建設汚泥の再生利用を推進する。（平成１８年６月１２日事務次官通知）｣に従い、建設汚泥の再生利用を推進する。（平成１８年６月１２日事務次官通知）｣に従い、建設汚泥の再生利用を推進する。

・繊維くず・繊維くず・繊維くず・繊維くず・繊維くず・繊維くず・繊維くず

「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の
推進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管推進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管推進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管推進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管推進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管推進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管推進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管

できるようにして施設管理者に引き渡すこと。できるようにして施設管理者に引き渡すこと。できるようにして施設管理者に引き渡すこと。できるようにして施設管理者に引き渡すこと。できるようにして施設管理者に引き渡すこと。できるようにして施設管理者に引き渡すこと。できるようにして施設管理者に引き渡すこと。

　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、

建設副産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。建設副産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。建設副産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。建設副産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。建設副産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。建設副産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。建設副産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。
　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごと　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごと　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごと　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごと　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごと　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごと　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごと

に分別し指定された場所へ集積すること。に分別し指定された場所へ集積すること。に分別し指定された場所へ集積すること。に分別し指定された場所へ集積すること。に分別し指定された場所へ集積すること。に分別し指定された場所へ集積すること。に分別し指定された場所へ集積すること。
　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場

内に分別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工内に分別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工内に分別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工内に分別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工内に分別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工内に分別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工内に分別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工
事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設

廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い
、指定された方法により適正に処理を行うこと。、指定された方法により適正に処理を行うこと。、指定された方法により適正に処理を行うこと。、指定された方法により適正に処理を行うこと。、指定された方法により適正に処理を行うこと。、指定された方法により適正に処理を行うこと。、指定された方法により適正に処理を行うこと。

 ｢建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成１２年５月３１日法律第１０４ ｢建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成１２年５月３１日法律第１０４ ｢建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成１２年５月３１日法律第１０４ ｢建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成１２年５月３１日法律第１０４ ｢建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成１２年５月３１日法律第１０４ ｢建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成１２年５月３１日法律第１０４ ｢建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成１２年５月３１日法律第１０４
号)｣規定されている事項について、建築工事における対応については、｢建築工事に号)｣規定されている事項について、建築工事における対応については、｢建築工事に号)｣規定されている事項について、建築工事における対応については、｢建築工事に号)｣規定されている事項について、建築工事における対応については、｢建築工事に号)｣規定されている事項について、建築工事における対応については、｢建築工事に号)｣規定されている事項について、建築工事における対応については、｢建築工事に号)｣規定されている事項について、建築工事における対応については、｢建築工事に

おける建設副産物管理マニュアル（平成１８年６月１２日付国営環第４号｣による。おける建設副産物管理マニュアル（平成１８年６月１２日付国営環第４号｣による。おける建設副産物管理マニュアル（平成１８年６月１２日付国営環第４号｣による。おける建設副産物管理マニュアル（平成１８年６月１２日付国営環第４号｣による。おける建設副産物管理マニュアル（平成１８年６月１２日付国営環第４号｣による。おける建設副産物管理マニュアル（平成１８年６月１２日付国営環第４号｣による。おける建設副産物管理マニュアル（平成１８年６月１２日付国営環第４号｣による。
　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、

工事竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。工事竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。工事竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。工事竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。工事竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。工事竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。工事竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。

「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び

「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。

（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）

仮設間仕切等の種別仮設間仕切等の種別仮設間仕切等の種別仮設間仕切等の種別仮設間仕切等の種別仮設間仕切等の種別仮設間仕切等の種別

2．養生2．養生2．養生2．養生2．養生2．養生2．養生

3．仮設間仕切3．仮設間仕切3．仮設間仕切3．仮設間仕切3．仮設間仕切3．仮設間仕切3．仮設間仕切 （2.3.2）（表2.3.1）（2.3.2）（表2.3.1）（2.3.2）（表2.3.1）（2.3.2）（表2.3.1）（2.3.2）（表2.3.1）（2.3.2）（表2.3.1）（2.3.2）（表2.3.1）
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（各章共通）（各章共通）（各章共通）（各章共通）（各章共通）（各章共通）（各章共通）

（各章共通）（各章共通）（各章共通）（各章共通）（各章共通）（各章共通）（各章共通）

（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）
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１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称

２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所

５．その他５．その他５．その他５．その他５．その他５．その他５．その他

　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　

４．別途工事　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　４．別途工事　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　４．別途工事　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　４．別途工事　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　４．別途工事　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　４．別途工事　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　４．別途工事　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　

Ｎｏ．１　　　平成２９年度改訂（平成２９年度改訂　H2904）Ｎｏ．１　　　平成２９年度改訂（平成２９年度改訂　H2904）Ｎｏ．１　　　平成２９年度改訂（平成２９年度改訂　H2904）Ｎｏ．１　　　平成２９年度改訂（平成２９年度改訂　H2904）Ｎｏ．１　　　平成２９年度改訂（平成２９年度改訂　H2904）Ｎｏ．１　　　平成２９年度改訂（平成２９年度改訂　H2904）Ｎｏ．１　　　平成２９年度改訂（平成２９年度改訂　H2904）

Ⅱ　建築工事仕様Ⅱ　建築工事仕様Ⅱ　建築工事仕様Ⅱ　建築工事仕様Ⅱ　建築工事仕様Ⅱ　建築工事仕様Ⅱ　建築工事仕様

Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要

１．標　準　仕　様１．標　準　仕　様１．標　準　仕　様１．標　準　仕　様１．標　準　仕　様１．標　準　仕　様１．標　準　仕　様

  図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書  図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書  図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書  図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書  図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書  図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書  図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書

　ただし、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事　ただし、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事　ただし、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事　ただし、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事　ただし、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事　ただし、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事　ただし、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事

２．特　記　仕　様２．特　記　仕　様２．特　記　仕　様２．特　記　仕　様２．特　記　仕　様２．特　記　仕　様２．特　記　仕　様

１）項目は番号に○印のついたものを適用する。１）項目は番号に○印のついたものを適用する。１）項目は番号に○印のついたものを適用する。１）項目は番号に○印のついたものを適用する。１）項目は番号に○印のついたものを適用する。１）項目は番号に○印のついたものを適用する。１）項目は番号に○印のついたものを適用する。

２）特記事項は　○印のついたものを適用する。２）特記事項は　○印のついたものを適用する。２）特記事項は　○印のついたものを適用する。２）特記事項は　○印のついたものを適用する。２）特記事項は　○印のついたものを適用する。２）特記事項は　○印のついたものを適用する。２）特記事項は　○印のついたものを適用する。

   　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。   　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。   　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。   　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。   　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。   　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。   　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
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５）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。５）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。５）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。５）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。５）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。５）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。５）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。

４）特記事項に記載の「      」内表示番号は、公共建築工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。４）特記事項に記載の「      」内表示番号は、公共建築工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。４）特記事項に記載の「      」内表示番号は、公共建築工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。４）特記事項に記載の「      」内表示番号は、公共建築工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。４）特記事項に記載の「      」内表示番号は、公共建築工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。４）特記事項に記載の「      」内表示番号は、公共建築工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。４）特記事項に記載の「      」内表示番号は、公共建築工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。

３）特記事項に記載の（　    ）内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。３）特記事項に記載の（　    ）内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。３）特記事項に記載の（　    ）内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。３）特記事項に記載の（　    ）内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。３）特記事項に記載の（　    ）内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。３）特記事項に記載の（　    ）内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。３）特記事項に記載の（　    ）内表示番号は、公共建築改修工事標準仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。

   　　印と　※印のついた場合は、共に適用する。   　　印と　※印のついた場合は、共に適用する。   　　印と　※印のついた場合は、共に適用する。   　　印と　※印のついた場合は、共に適用する。   　　印と　※印のついた場合は、共に適用する。   　　印と　※印のついた場合は、共に適用する。   　　印と　※印のついた場合は、共に適用する。

章章章章章章章 項　　　目項　　　目項　　　目項　　　目項　　　目項　　　目項　　　目 特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項

 1 ．適用基準等 1 ．適用基準等 1 ．適用基準等 1 ．適用基準等 1 ．適用基準等 1 ．適用基準等 1 ．適用基準等 図面もしくは特記仕様書に記載なき場合は、以下の仕様書による。図面もしくは特記仕様書に記載なき場合は、以下の仕様書による。図面もしくは特記仕様書に記載なき場合は、以下の仕様書による。図面もしくは特記仕様書に記載なき場合は、以下の仕様書による。図面もしくは特記仕様書に記載なき場合は、以下の仕様書による。図面もしくは特記仕様書に記載なき場合は、以下の仕様書による。図面もしくは特記仕様書に記載なき場合は、以下の仕様書による。

       部監修}（以下「標準仕様書」という。）による。       部監修}（以下「標準仕様書」という。）による。       部監修}（以下「標準仕様書」という。）による。       部監修}（以下「標準仕様書」という。）による。       部監修}（以下「標準仕様書」という。）による。       部監修}（以下「標準仕様書」という。）による。       部監修}（以下「標準仕様書」という。）による。

       営繕部監修}       営繕部監修}       営繕部監修}       営繕部監修}       営繕部監修}       営繕部監修}       営繕部監修}

１.適用仕様等、図面、特記仕様書に記載なきものについては、以下の基準、指針、要領、標準１.適用仕様等、図面、特記仕様書に記載なきものについては、以下の基準、指針、要領、標準１.適用仕様等、図面、特記仕様書に記載なきものについては、以下の基準、指針、要領、標準１.適用仕様等、図面、特記仕様書に記載なきものについては、以下の基準、指針、要領、標準１.適用仕様等、図面、特記仕様書に記載なきものについては、以下の基準、指針、要領、標準１.適用仕様等、図面、特記仕様書に記載なきものについては、以下の基準、指針、要領、標準１.適用仕様等、図面、特記仕様書に記載なきものについては、以下の基準、指針、要領、標準 2 ．補足基準等 2 ．補足基準等 2 ．補足基準等 2 ．補足基準等 2 ．補足基準等 2 ．補足基準等 2 ．補足基準等

（10）｢建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル｣　環境省大気保全局 （10）｢建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル｣　環境省大気保全局 （10）｢建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル｣　環境省大気保全局 （10）｢建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル｣　環境省大気保全局 （10）｢建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル｣　環境省大気保全局 （10）｢建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル｣　環境省大気保全局 （10）｢建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル｣　環境省大気保全局 

（９）｢建設廃棄物処理指針｣　厚生労働省生活衛生局（９）｢建設廃棄物処理指針｣　厚生労働省生活衛生局（９）｢建設廃棄物処理指針｣　厚生労働省生活衛生局（９）｢建設廃棄物処理指針｣　厚生労働省生活衛生局（９）｢建設廃棄物処理指針｣　厚生労働省生活衛生局（９）｢建設廃棄物処理指針｣　厚生労働省生活衛生局（９）｢建設廃棄物処理指針｣　厚生労働省生活衛生局

（８）｢解体工事安全施工指針｣　建設業労働災害防止協会（８）｢解体工事安全施工指針｣　建設業労働災害防止協会（８）｢解体工事安全施工指針｣　建設業労働災害防止協会（８）｢解体工事安全施工指針｣　建設業労働災害防止協会（８）｢解体工事安全施工指針｣　建設業労働災害防止協会（８）｢解体工事安全施工指針｣　建設業労働災害防止協会（８）｢解体工事安全施工指針｣　建設業労働災害防止協会

（７）｢建築工安全施工技術指針・同解説｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（７）｢建築工安全施工技術指針・同解説｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（７）｢建築工安全施工技術指針・同解説｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（７）｢建築工安全施工技術指針・同解説｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（７）｢建築工安全施工技術指針・同解説｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（７）｢建築工安全施工技術指針・同解説｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（７）｢建築工安全施工技術指針・同解説｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

   図等による。   図等による。   図等による。   図等による。   図等による。   図等による。   図等による。

                                                 （環境庁アスベスト飛散防止対策研究会）                                                 （環境庁アスベスト飛散防止対策研究会）                                                 （環境庁アスベスト飛散防止対策研究会）                                                 （環境庁アスベスト飛散防止対策研究会）                                                 （環境庁アスベスト飛散防止対策研究会）                                                 （環境庁アスベスト飛散防止対策研究会）                                                 （環境庁アスベスト飛散防止対策研究会）

（11）｢建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（新版）」（11）｢建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（新版）」（11）｢建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（新版）」（11）｢建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（新版）」（11）｢建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（新版）」（11）｢建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（新版）」（11）｢建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（新版）」

                                                               建設業労働災害防止協会                                                               建設業労働災害防止協会                                                               建設業労働災害防止協会                                                               建設業労働災害防止協会                                                               建設業労働災害防止協会                                                               建設業労働災害防止協会                                                               建設業労働災害防止協会

（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集

（16）｢植栽工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（16）｢植栽工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（16）｢植栽工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（16）｢植栽工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（16）｢植栽工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（16）｢植栽工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（16）｢植栽工事の手引き」　福岡県建築都市部編集

（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（15）｢解体工事の手引き」　福岡県建築都市部編集

（14）｢建築工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（14）｢建築工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（14）｢建築工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（14）｢建築工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（14）｢建築工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（14）｢建築工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（14）｢建築工事の手引き」　福岡県建築都市部編集

（13）｢建築工事標準仕様書・同解説」　日本建築学会（13）｢建築工事標準仕様書・同解説」　日本建築学会（13）｢建築工事標準仕様書・同解説」　日本建築学会（13）｢建築工事標準仕様書・同解説」　日本建築学会（13）｢建築工事標準仕様書・同解説」　日本建築学会（13）｢建築工事標準仕様書・同解説」　日本建築学会（13）｢建築工事標準仕様書・同解説」　日本建築学会

（12）｢官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説(平成８年版)」建設大臣官庁営繕部監修（12）｢官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説(平成８年版)」建設大臣官庁営繕部監修（12）｢官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説(平成８年版)」建設大臣官庁営繕部監修（12）｢官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説(平成８年版)」建設大臣官庁営繕部監修（12）｢官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説(平成８年版)」建設大臣官庁営繕部監修（12）｢官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説(平成８年版)」建設大臣官庁営繕部監修（12）｢官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説(平成８年版)」建設大臣官庁営繕部監修

 3 ．適用範囲等 3 ．適用範囲等 3 ．適用範囲等 3 ．適用範囲等 3 ．適用範囲等 3 ．適用範囲等 3 ．適用範囲等

（1.3.5）（1.3.5）（1.3.5）（1.3.5）（1.3.5）（1.3.5）（1.3.5）

（1.3.3）（1.3.3）（1.3.3）（1.3.3）（1.3.3）（1.3.3）（1.3.3）

（1.2.1）（1.2.1）（1.2.1）（1.2.1）（1.2.1）（1.2.1）（1.2.1）

備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考原版の大きさ原版の大きさ原版の大きさ原版の大きさ原版の大きさ原版の大きさ原版の大きさ

 24×36以上又は 24×36以上又は 24×36以上又は 24×36以上又は 24×36以上又は 24×36以上又は 24×36以上又は
 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像

※１部※１部※１部※１部※１部※１部※１部

部数部数部数部数部数部数部数

※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版

規　格規　格規　格規　格規　格規　格規　格

・モノクロ・モノクロ・モノクロ・モノクロ・モノクロ・モノクロ・モノクロ
※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー

分　類分　類分　類分　類分　類分　類分　類

※着工前※着工前※着工前※着工前※着工前※着工前※着工前

・モノクロ・モノクロ・モノクロ・モノクロ・モノクロ・モノクロ・モノクロ
※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー ※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版

 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像
 24×36以上又は 24×36以上又は 24×36以上又は 24×36以上又は 24×36以上又は 24×36以上又は 24×36以上又は

※施工中※施工中※施工中※施工中※施工中※施工中※施工中

※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版・モノクロ・モノクロ・モノクロ・モノクロ・モノクロ・モノクロ・モノクロ
※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー ・ 100×125以上・ 100×125以上・ 100×125以上・ 100×125以上・ 100×125以上・ 100×125以上・ 100×125以上

※ 24×36以上※ 24×36以上※ 24×36以上※ 24×36以上※ 24×36以上※ 24×36以上※ 24×36以上※完成時※完成時※完成時※完成時※完成時※完成時※完成時 ※２部※２部※２部※２部※２部※２部※２部

注　記注　記注　記注　記注　記注　記注　記
電子データはRGB(フルカラー)、JPEG形式最高画素としCD-Rで提出する。電子データはRGB(フルカラー)、JPEG形式最高画素としCD-Rで提出する。電子データはRGB(フルカラー)、JPEG形式最高画素としCD-Rで提出する。電子データはRGB(フルカラー)、JPEG形式最高画素としCD-Rで提出する。電子データはRGB(フルカラー)、JPEG形式最高画素としCD-Rで提出する。電子データはRGB(フルカラー)、JPEG形式最高画素としCD-Rで提出する。電子データはRGB(フルカラー)、JPEG形式最高画素としCD-Rで提出する。

デジタル撮影時200万画素以上300dpi以上デジタル撮影時200万画素以上300dpi以上デジタル撮影時200万画素以上300dpi以上デジタル撮影時200万画素以上300dpi以上デジタル撮影時200万画素以上300dpi以上デジタル撮影時200万画素以上300dpi以上デジタル撮影時200万画素以上300dpi以上

撮影業者は建築完成写真の撮影実績がある者で、監督員が承諾する撮影者(着工前、撮影業者は建築完成写真の撮影実績がある者で、監督員が承諾する撮影者(着工前、撮影業者は建築完成写真の撮影実績がある者で、監督員が承諾する撮影者(着工前、撮影業者は建築完成写真の撮影実績がある者で、監督員が承諾する撮影者(着工前、撮影業者は建築完成写真の撮影実績がある者で、監督員が承諾する撮影者(着工前、撮影業者は建築完成写真の撮影実績がある者で、監督員が承諾する撮影者(着工前、撮影業者は建築完成写真の撮影実績がある者で、監督員が承諾する撮影者(着工前、

施工中)、監督員の承諾する専門業者(完成)とする。施工中)、監督員の承諾する専門業者(完成)とする。施工中)、監督員の承諾する専門業者(完成)とする。施工中)、監督員の承諾する専門業者(完成)とする。施工中)、監督員の承諾する専門業者(完成)とする。施工中)、監督員の承諾する専門業者(完成)とする。施工中)、監督員の承諾する専門業者(完成)とする。

区　分区　分区　分区　分区　分区　分区　分

（1.2.4）（1.2.4）（1.2.4）（1.2.4）（1.2.4）（1.2.4）（1.2.4）

・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）

・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）

・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）

・（ ）・（ ）・（ ）・（ ）・（ ）・（ ）・（ ）

・（ ）・（ ）・（ ）・（ ）・（ ）・（ ）・（ ）

・（ ）・（ ）・（ ）・（ ）・（ ）・（ ）・（ ）

※１部※１部※１部※１部※１部※１部※１部

･１部･１部･１部･１部･１部･１部･１部

　　　　　　TEL　092-411-3664  FAX　092-411-3486　　　　　　TEL　092-411-3664  FAX　092-411-3486　　　　　　TEL　092-411-3664  FAX　092-411-3486　　　　　　TEL　092-411-3664  FAX　092-411-3486　　　　　　TEL　092-411-3664  FAX　092-411-3486　　　　　　TEL　092-411-3664  FAX　092-411-3486　　　　　　TEL　092-411-3664  FAX　092-411-3486
　　（-財）日本建設情報総合センター九州地方センター　　（-財）日本建設情報総合センター九州地方センター　　（-財）日本建設情報総合センター九州地方センター　　（-財）日本建設情報総合センター九州地方センター　　（-財）日本建設情報総合センター九州地方センター　　（-財）日本建設情報総合センター九州地方センター　　（-財）日本建設情報総合センター九州地方センター

（1.1.4）（1.1.4）（1.1.4）（1.1.4）（1.1.4）（1.1.4）（1.1.4）

（1.1.12）（1.1.12）（1.1.12）（1.1.12）（1.1.12）（1.1.12）（1.1.12）

書の優先順位は、次の（１）～（４）の順番とする。書の優先順位は、次の（１）～（４）の順番とする。書の優先順位は、次の（１）～（４）の順番とする。書の優先順位は、次の（１）～（４）の順番とする。書の優先順位は、次の（１）～（４）の順番とする。書の優先順位は、次の（１）～（４）の順番とする。書の優先順位は、次の（１）～（４）の順番とする。

　すべての設計図書は相互に補完するものとする。ただし設計図書に相違がある場合、設計図　すべての設計図書は相互に補完するものとする。ただし設計図書に相違がある場合、設計図　すべての設計図書は相互に補完するものとする。ただし設計図書に相違がある場合、設計図　すべての設計図書は相互に補完するものとする。ただし設計図書に相違がある場合、設計図　すべての設計図書は相互に補完するものとする。ただし設計図書に相違がある場合、設計図　すべての設計図書は相互に補完するものとする。ただし設計図書に相違がある場合、設計図　すべての設計図書は相互に補完するものとする。ただし設計図書に相違がある場合、設計図

 4 ．現場に常備する 4 ．現場に常備する 4 ．現場に常備する 4 ．現場に常備する 4 ．現場に常備する 4 ．現場に常備する 4 ．現場に常備する

     図面等     図面等     図面等     図面等     図面等     図面等     図面等 事務所に常備し監督職員の確認を得ること。事務所に常備し監督職員の確認を得ること。事務所に常備し監督職員の確認を得ること。事務所に常備し監督職員の確認を得ること。事務所に常備し監督職員の確認を得ること。事務所に常備し監督職員の確認を得ること。事務所に常備し監督職員の確認を得ること。

 5 ．工事実績等の登録 5 ．工事実績等の登録 5 ．工事実績等の登録 5 ．工事実績等の登録 5 ．工事実績等の登録 5 ．工事実績等の登録 5 ．工事実績等の登録

　を建築都市総務課契約室に提出しなければならない。　を建築都市総務課契約室に提出しなければならない。　を建築都市総務課契約室に提出しなければならない。　を建築都市総務課契約室に提出しなければならない。　を建築都市総務課契約室に提出しなければならない。　を建築都市総務課契約室に提出しなければならない。　を建築都市総務課契約室に提出しなければならない。

　ならない。　また、（-財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」の写し　ならない。　また、（-財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」の写し　ならない。　また、（-財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」の写し　ならない。　また、（-財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」の写し　ならない。　また、（-財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」の写し　ならない。　また、（-財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」の写し　ならない。　また、（-財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」の写し

　総務課契約室の確認を受けた後に、（-財）日本建設情報総合センターに提出しなければ　総務課契約室の確認を受けた後に、（-財）日本建設情報総合センターに提出しなければ　総務課契約室の確認を受けた後に、（-財）日本建設情報総合センターに提出しなければ　総務課契約室の確認を受けた後に、（-財）日本建設情報総合センターに提出しなければ　総務課契約室の確認を受けた後に、（-財）日本建設情報総合センターに提出しなければ　総務課契約室の確認を受けた後に、（-財）日本建設情報総合センターに提出しなければ　総務課契約室の確認を受けた後に、（-財）日本建設情報総合センターに提出しなければ

　工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「建設情報実績」を作成し、建築都市　工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「建設情報実績」を作成し、建築都市　工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「建設情報実績」を作成し、建築都市　工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「建設情報実績」を作成し、建築都市　工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「建設情報実績」を作成し、建築都市　工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「建設情報実績」を作成し、建築都市　工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「建設情報実績」を作成し、建築都市

　登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、　登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、　登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、　登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、　登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、　登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、　登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、

　請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、　請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、　請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、　請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、　請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、　請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、　請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、

（１）質問回答書　　（（２）から（５）に対するもの）（１）質問回答書　　（（２）から（５）に対するもの）（１）質問回答書　　（（２）から（５）に対するもの）（１）質問回答書　　（（２）から（５）に対するもの）（１）質問回答書　　（（２）から（５）に対するもの）（１）質問回答書　　（（２）から（５）に対するもの）（１）質問回答書　　（（２）から（５）に対するもの）

（17）｢黒板、畳、襖工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（17）｢黒板、畳、襖工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（17）｢黒板、畳、襖工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（17）｢黒板、畳、襖工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（17）｢黒板、畳、襖工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（17）｢黒板、畳、襖工事の手引き」　福岡県建築都市部編集（17）｢黒板、畳、襖工事の手引き」　福岡県建築都市部編集

（２）現場説明書（２）現場説明書（２）現場説明書（２）現場説明書（２）現場説明書（２）現場説明書（２）現場説明書

（３）特記仕様書（３）特記仕様書（３）特記仕様書（３）特記仕様書（３）特記仕様書（３）特記仕様書（３）特記仕様書

（４）図面（４）図面（４）図面（４）図面（４）図面（４）図面（４）図面

　上記の「１.適用仕様書」及び「２.補足基準」のうち、当該工事に係る図書等については現場　上記の「１.適用仕様書」及び「２.補足基準」のうち、当該工事に係る図書等については現場　上記の「１.適用仕様書」及び「２.補足基準」のうち、当該工事に係る図書等については現場　上記の「１.適用仕様書」及び「２.補足基準」のうち、当該工事に係る図書等については現場　上記の「１.適用仕様書」及び「２.補足基準」のうち、当該工事に係る図書等については現場　上記の「１.適用仕様書」及び「２.補足基準」のうち、当該工事に係る図書等については現場　上記の「１.適用仕様書」及び「２.補足基準」のうち、当該工事に係る図書等については現場

　問い合わせ先　問い合わせ先　問い合わせ先　問い合わせ先　問い合わせ先　問い合わせ先　問い合わせ先　　〒812-0016　福岡市博多区博多駅東3-11-28博多サンシティビルⅡ6F　　〒812-0016　福岡市博多区博多駅東3-11-28博多サンシティビルⅡ6F　　〒812-0016　福岡市博多区博多駅東3-11-28博多サンシティビルⅡ6F　　〒812-0016　福岡市博多区博多駅東3-11-28博多サンシティビルⅡ6F　　〒812-0016　福岡市博多区博多駅東3-11-28博多サンシティビルⅡ6F　　〒812-0016　福岡市博多区博多駅東3-11-28博多サンシティビルⅡ6F　　〒812-0016　福岡市博多区博多駅東3-11-28博多サンシティビルⅡ6F

※現場説明書による。請負者は下請け契約を行う全ての工事で施工体制台帳を※現場説明書による。請負者は下請け契約を行う全ての工事で施工体制台帳を※現場説明書による。請負者は下請け契約を行う全ての工事で施工体制台帳を※現場説明書による。請負者は下請け契約を行う全ての工事で施工体制台帳を※現場説明書による。請負者は下請け契約を行う全ての工事で施工体制台帳を※現場説明書による。請負者は下請け契約を行う全ての工事で施工体制台帳を※現場説明書による。請負者は下請け契約を行う全ての工事で施工体制台帳を

　作成し、工事現場に据え置くとともに、その写しを監督員に提出すること。　作成し、工事現場に据え置くとともに、その写しを監督員に提出すること。　作成し、工事現場に据え置くとともに、その写しを監督員に提出すること。　作成し、工事現場に据え置くとともに、その写しを監督員に提出すること。　作成し、工事現場に据え置くとともに、その写しを監督員に提出すること。　作成し、工事現場に据え置くとともに、その写しを監督員に提出すること。　作成し、工事現場に据え置くとともに、その写しを監督員に提出すること。

　工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況　工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況　工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況　工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況　工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況　工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況　工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況

　を監督員に報告する。　その後の措置については、監督員の指示に従う。　を監督員に報告する。　その後の措置については、監督員の指示に従う。　を監督員に報告する。　その後の措置については、監督員の指示に従う。　を監督員に報告する。　その後の措置については、監督員の指示に従う。　を監督員に報告する。　その後の措置については、監督員の指示に従う。　を監督員に報告する。　その後の措置については、監督員の指示に従う。　を監督員に報告する。　その後の措置については、監督員の指示に従う。     埋蔵物     埋蔵物     埋蔵物     埋蔵物     埋蔵物     埋蔵物     埋蔵物

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※適用する（工事用電力設備の保安責任者が兼ねる。　）　・適用しない　　※適用する（工事用電力設備の保安責任者が兼ねる。　）　・適用しない　　※適用する（工事用電力設備の保安責任者が兼ねる。　）　・適用しない　　※適用する（工事用電力設備の保安責任者が兼ねる。　）　・適用しない　　※適用する（工事用電力設備の保安責任者が兼ねる。　）　・適用しない　　※適用する（工事用電力設備の保安責任者が兼ねる。　）　・適用しない　　※適用する（工事用電力設備の保安責任者が兼ねる。　）　・適用しない　　

　各工程ごとに作業時の状況がわかるように黒板(工事名、撮影箇所、年月日等記入)､　各工程ごとに作業時の状況がわかるように黒板(工事名、撮影箇所、年月日等記入)､　各工程ごとに作業時の状況がわかるように黒板(工事名、撮影箇所、年月日等記入)､　各工程ごとに作業時の状況がわかるように黒板(工事名、撮影箇所、年月日等記入)､　各工程ごとに作業時の状況がわかるように黒板(工事名、撮影箇所、年月日等記入)､　各工程ごとに作業時の状況がわかるように黒板(工事名、撮影箇所、年月日等記入)､　各工程ごとに作業時の状況がわかるように黒板(工事名、撮影箇所、年月日等記入)､

　スケール等をあて撮影する。　建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」　スケール等をあて撮影する。　建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」　スケール等をあて撮影する。　建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」　スケール等をあて撮影する。　建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」　スケール等をあて撮影する。　建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」　スケール等をあて撮影する。　建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」　スケール等をあて撮影する。　建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」

　改訂第２版による。　改訂第２版による。　改訂第２版による。　改訂第２版による。　改訂第２版による。　改訂第２版による。　改訂第２版による。

工事日報は、工事記録を兼ねることができる。工事日報は、工事記録を兼ねることができる。工事日報は、工事記録を兼ねることができる。工事日報は、工事記録を兼ねることができる。工事日報は、工事記録を兼ねることができる。工事日報は、工事記録を兼ねることができる。工事日報は、工事記録を兼ねることができる。

下記要領により撮影し、写真帳に説明を記入のうえ提出する。（原版は撮影業者が保管する。）下記要領により撮影し、写真帳に説明を記入のうえ提出する。（原版は撮影業者が保管する。）下記要領により撮影し、写真帳に説明を記入のうえ提出する。（原版は撮影業者が保管する。）下記要領により撮影し、写真帳に説明を記入のうえ提出する。（原版は撮影業者が保管する。）下記要領により撮影し、写真帳に説明を記入のうえ提出する。（原版は撮影業者が保管する。）下記要領により撮影し、写真帳に説明を記入のうえ提出する。（原版は撮影業者が保管する。）下記要領により撮影し、写真帳に説明を記入のうえ提出する。（原版は撮影業者が保管する。）

監督員の承諾する専門業者監督員の承諾する専門業者監督員の承諾する専門業者監督員の承諾する専門業者監督員の承諾する専門業者監督員の承諾する専門業者監督員の承諾する専門業者

よる。よる。よる。よる。よる。よる。よる。
外観・内部、監督員の指示に外観・内部、監督員の指示に外観・内部、監督員の指示に外観・内部、監督員の指示に外観・内部、監督員の指示に外観・内部、監督員の指示に外観・内部、監督員の指示に

（原版提出不要）（原版提出不要）（原版提出不要）（原版提出不要）（原版提出不要）（原版提出不要）（原版提出不要）
監督員の承諾する撮影者監督員の承諾する撮影者監督員の承諾する撮影者監督員の承諾する撮影者監督員の承諾する撮影者監督員の承諾する撮影者監督員の承諾する撮影者

監督員の承諾する撮影者監督員の承諾する撮影者監督員の承諾する撮影者監督員の承諾する撮影者監督員の承諾する撮影者監督員の承諾する撮影者監督員の承諾する撮影者
（原版提出不要）（原版提出不要）（原版提出不要）（原版提出不要）（原版提出不要）（原版提出不要）（原版提出不要）

　建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等に定めるところによるほか、　建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等に定めるところによるほか、　建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等に定めるところによるほか、　建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等に定めるところによるほか、　建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等に定めるところによるほか、　建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等に定めるところによるほか、　建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等に定めるところによるほか、

建設工事公衆災害防止対策要綱に従うとともに、建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱に従うとともに、建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱に従うとともに、建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱に従うとともに、建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱に従うとともに、建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱に従うとともに、建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱に従うとともに、建築工事安全施工技術指針を参考に、

常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。   常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。   常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。   常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。   常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。   常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。   常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。   

（1.3.7）（1.3.7）（1.3.7）（1.3.7）（1.3.7）（1.3.7）（1.3.7）

 6 ．施工体制台帳 6 ．施工体制台帳 6 ．施工体制台帳 6 ．施工体制台帳 6 ．施工体制台帳 6 ．施工体制台帳 6 ．施工体制台帳

 7 ．文化財その他 7 ．文化財その他 7 ．文化財その他 7 ．文化財その他 7 ．文化財その他 7 ．文化財その他 7 ．文化財その他

 9 ．実施工程表 9 ．実施工程表 9 ．実施工程表 9 ．実施工程表 9 ．実施工程表 9 ．実施工程表 9 ．実施工程表

10 ．工事の記録10 ．工事の記録10 ．工事の記録10 ．工事の記録10 ．工事の記録10 ．工事の記録10 ．工事の記録

11 ．電気保安技術者11 ．電気保安技術者11 ．電気保安技術者11 ．電気保安技術者11 ．電気保安技術者11 ．電気保安技術者11 ．電気保安技術者

12 ．施工条件12 ．施工条件12 ．施工条件12 ．施工条件12 ．施工条件12 ．施工条件12 ．施工条件 (平成２１年４月１日告示第60号)に基づきVOC等の測定を行う。(平成２１年４月１日告示第60号)に基づきVOC等の測定を行う。(平成２１年４月１日告示第60号)に基づきVOC等の測定を行う。(平成２１年４月１日告示第60号)に基づきVOC等の測定を行う。(平成２１年４月１日告示第60号)に基づきVOC等の測定を行う。(平成２１年４月１日告示第60号)に基づきVOC等の測定を行う。(平成２１年４月１日告示第60号)に基づきVOC等の測定を行う。 （1.5.9）（1.5.9）（1.5.9）（1.5.9）（1.5.9）（1.5.9）（1.5.9）

※学校施設については、文部科学省「学校環境衛生基準」※学校施設については、文部科学省「学校環境衛生基準」※学校施設については、文部科学省「学校環境衛生基準」※学校施設については、文部科学省「学校環境衛生基準」※学校施設については、文部科学省「学校環境衛生基準」※学校施設については、文部科学省「学校環境衛生基準」※学校施設については、文部科学省「学校環境衛生基準」

測定方法等は「揮発性有機化合物の室内測定容量」参照測定方法等は「揮発性有機化合物の室内測定容量」参照測定方法等は「揮発性有機化合物の室内測定容量」参照測定方法等は「揮発性有機化合物の室内測定容量」参照測定方法等は「揮発性有機化合物の室内測定容量」参照測定方法等は「揮発性有機化合物の室内測定容量」参照測定方法等は「揮発性有機化合物の室内測定容量」参照

測定位置、方法については、測定前に監督職員に確認する。測定位置、方法については、測定前に監督職員に確認する。測定位置、方法については、測定前に監督職員に確認する。測定位置、方法については、測定前に監督職員に確認する。測定位置、方法については、測定前に監督職員に確認する。測定位置、方法については、測定前に監督職員に確認する。測定位置、方法については、測定前に監督職員に確認する。

　※現場説明書による　　・図示　※現場説明書による　　・図示　※現場説明書による　　・図示　※現場説明書による　　・図示　※現場説明書による　　・図示　※現場説明書による　　・図示　※現場説明書による　　・図示

測定対象室測定対象室測定対象室測定対象室測定対象室測定対象室測定対象室

　VOC測定の検体数　VOC測定の検体数　VOC測定の検体数　VOC測定の検体数　VOC測定の検体数　VOC測定の検体数　VOC測定の検体数

　ホルムアルデヒド測定の検体数　　・　　カ所　ホルムアルデヒド測定の検体数　　・　　カ所　ホルムアルデヒド測定の検体数　　・　　カ所　ホルムアルデヒド測定の検体数　　・　　カ所　ホルムアルデヒド測定の検体数　　・　　カ所　ホルムアルデヒド測定の検体数　　・　　カ所　ホルムアルデヒド測定の検体数　　・　　カ所

室内空気中化学物質の濃度測定　　・行う　　・行わない室内空気中化学物質の濃度測定　　・行う　　・行わない室内空気中化学物質の濃度測定　　・行う　　・行わない室内空気中化学物質の濃度測定　　・行う　　・行わない室内空気中化学物質の濃度測定　　・行う　　・行わない室内空気中化学物質の濃度測定　　・行う　　・行わない室内空気中化学物質の濃度測定　　・行う　　・行わない

４４４４４４４

見本施工の実施箇所（　　　　　　　　　　　　　）　工種（　　　     　　　）見本施工の実施箇所（　　　　　　　　　　　　　）　工種（　　　     　　　）見本施工の実施箇所（　　　　　　　　　　　　　）　工種（　　　     　　　）見本施工の実施箇所（　　　　　　　　　　　　　）　工種（　　　     　　　）見本施工の実施箇所（　　　　　　　　　　　　　）　工種（　　　     　　　）見本施工の実施箇所（　　　　　　　　　　　　　）　工種（　　　     　　　）見本施工の実施箇所（　　　　　　　　　　　　　）　工種（　　　     　　　） （1.5.5）（1.5.5）（1.5.5）（1.5.5）（1.5.5）（1.5.5）（1.5.5）

※参考受入場所は現場説明書による                                          (1.3.12)※参考受入場所は現場説明書による                                          (1.3.12)※参考受入場所は現場説明書による                                          (1.3.12)※参考受入場所は現場説明書による                                          (1.3.12)※参考受入場所は現場説明書による                                          (1.3.12)※参考受入場所は現場説明書による                                          (1.3.12)※参考受入場所は現場説明書による                                          (1.3.12)

　　  産の処理について　　  産の処理について　　  産の処理について　　  産の処理について　　  産の処理について　　  産の処理について　　  産の処理について

※既存部分の破壊を行った場合の補修方法は図面図示による。　　　　（1.5.2）（1.5.3）※既存部分の破壊を行った場合の補修方法は図面図示による。　　　　（1.5.2）（1.5.3）※既存部分の破壊を行った場合の補修方法は図面図示による。　　　　（1.5.2）（1.5.3）※既存部分の破壊を行った場合の補修方法は図面図示による。　　　　（1.5.2）（1.5.3）※既存部分の破壊を行った場合の補修方法は図面図示による。　　　　（1.5.2）（1.5.3）※既存部分の破壊を行った場合の補修方法は図面図示による。　　　　（1.5.2）（1.5.3）※既存部分の破壊を行った場合の補修方法は図面図示による。　　　　（1.5.2）（1.5.3）

（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）

　建築基準法、建設リサイクル法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染　建築基準法、建設リサイクル法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染　建築基準法、建設リサイクル法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染　建築基準法、建設リサイクル法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染　建築基準法、建設リサイクル法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染　建築基準法、建設リサイクル法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染　建築基準法、建設リサイクル法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染

　防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法、資源有効利用促進法　防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法、資源有効利用促進法　防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法、資源有効利用促進法　防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法、資源有効利用促進法　防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法、資源有効利用促進法　防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法、資源有効利用促進法　防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法、資源有効利用促進法

　その他関係法令等に定めるところによるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、　その他関係法令等に定めるところによるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、　その他関係法令等に定めるところによるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、　その他関係法令等に定めるところによるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、　その他関係法令等に定めるところによるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、　その他関係法令等に定めるところによるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、　その他関係法令等に定めるところによるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、

　工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、水質汚濁等の　工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、水質汚濁等の　工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、水質汚濁等の　工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、水質汚濁等の　工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、水質汚濁等の　工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、水質汚濁等の　工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、水質汚濁等の

  影響が生じないよう、周辺環境の　保全に努める。  影響が生じないよう、周辺環境の　保全に努める。  影響が生じないよう、周辺環境の　保全に努める。  影響が生じないよう、周辺環境の　保全に努める。  影響が生じないよう、周辺環境の　保全に努める。  影響が生じないよう、周辺環境の　保全に努める。  影響が生じないよう、周辺環境の　保全に努める。

 　　 保全等 　　 保全等 　　 保全等 　　 保全等 　　 保全等 　　 保全等 　　 保全等

･工事における振動被害防止要領の適用　振動計の設置については現場説明書による･工事における振動被害防止要領の適用　振動計の設置については現場説明書による･工事における振動被害防止要領の適用　振動計の設置については現場説明書による･工事における振動被害防止要領の適用　振動計の設置については現場説明書による･工事における振動被害防止要領の適用　振動計の設置については現場説明書による･工事における振動被害防止要領の適用　振動計の設置については現場説明書による･工事における振動被害防止要領の適用　振動計の設置については現場説明書による

※ 提出する(CD-R等にて)　　・提出しない※ 提出する(CD-R等にて)　　・提出しない※ 提出する(CD-R等にて)　　・提出しない※ 提出する(CD-R等にて)　　・提出しない※ 提出する(CD-R等にて)　　・提出しない※ 提出する(CD-R等にて)　　・提出しない※ 提出する(CD-R等にて)　　・提出しない

標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受け、当該製品の指定標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受け、当該製品の指定標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受け、当該製品の指定標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受け、当該製品の指定標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受け、当該製品の指定標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受け、当該製品の指定標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受け、当該製品の指定

工法によることができる。工法によることができる。工法によることができる。工法によることができる。工法によることができる。工法によることができる。工法によることができる。

　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。

ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を得る。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を得る。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を得る。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を得る。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を得る。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を得る。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を得る。

なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房営繕部監修なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房営繕部監修なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房営繕部監修なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房営繕部監修なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房営繕部監修なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房営繕部監修なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房営繕部監修

「建築材料・設備機器等性能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」による。「建築材料・設備機器等性能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」による。「建築材料・設備機器等性能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」による。「建築材料・設備機器等性能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」による。「建築材料・設備機器等性能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」による。「建築材料・設備機器等性能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」による。「建築材料・設備機器等性能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」による。

福岡県認定リサイクル製品の使用製品名及び使用部位については、現場説明書によること。福岡県認定リサイクル製品の使用製品名及び使用部位については、現場説明書によること。福岡県認定リサイクル製品の使用製品名及び使用部位については、現場説明書によること。福岡県認定リサイクル製品の使用製品名及び使用部位については、現場説明書によること。福岡県認定リサイクル製品の使用製品名及び使用部位については、現場説明書によること。福岡県認定リサイクル製品の使用製品名及び使用部位については、現場説明書によること。福岡県認定リサイクル製品の使用製品名及び使用部位については、現場説明書によること。

環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て

　国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）により、環境負　国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）により、環境負　国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）により、環境負　国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）により、環境負　国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）により、環境負　国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）により、環境負　国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）により、環境負

荷の低減できる材料を選定すること。荷の低減できる材料を選定すること。荷の低減できる材料を選定すること。荷の低減できる材料を選定すること。荷の低減できる材料を選定すること。荷の低減できる材料を選定すること。荷の低減できる材料を選定すること。
　使用する材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配　使用する材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配　使用する材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配　使用する材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配　使用する材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配　使用する材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配　使用する材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配

慮すること。慮すること。慮すること。慮すること。慮すること。慮すること。慮すること。
　工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとする。　工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとする。　工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとする。　工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとする。　工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとする。　工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとする。　工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとする。

　指定品目、判断基準は「Ｈ２７年度福岡県環境物品等調達方針」によること。　指定品目、判断基準は「Ｈ２７年度福岡県環境物品等調達方針」によること。　指定品目、判断基準は「Ｈ２７年度福岡県環境物品等調達方針」によること。　指定品目、判断基準は「Ｈ２７年度福岡県環境物品等調達方針」によること。　指定品目、判断基準は「Ｈ２７年度福岡県環境物品等調達方針」によること。　指定品目、判断基準は「Ｈ２７年度福岡県環境物品等調達方針」によること。　指定品目、判断基準は「Ｈ２７年度福岡県環境物品等調達方針」によること。

適用工事適用工事適用工事適用工事適用工事適用工事適用工事

 23 ．完成図等 23 ．完成図等 23 ．完成図等 23 ．完成図等 23 ．完成図等 23 ．完成図等 23 ．完成図等 　種類及び提出形式は下記による　種類及び提出形式は下記による　種類及び提出形式は下記による　種類及び提出形式は下記による　種類及び提出形式は下記による　種類及び提出形式は下記による　種類及び提出形式は下記による （1.7.2）（1.7.2）（1.7.2）（1.7.2）（1.7.2）（1.7.2）（1.7.2）

 1．足場その他 1．足場その他 1．足場その他 1．足場その他 1．足場その他 1．足場その他 1．足場その他

内部足場内部足場内部足場内部足場内部足場内部足場内部足場 ※脚立、足場板等※脚立、足場板等※脚立、足場板等※脚立、足場板等※脚立、足場板等※脚立、足場板等※脚立、足場板等 ・ （　　　　　　　　　　　　　　　）・ （　　　　　　　　　　　　　　　）・ （　　　　　　　　　　　　　　　）・ （　　　　　　　　　　　　　　　）・ （　　　　　　　　　　　　　　　）・ （　　　　　　　　　　　　　　　）・ （　　　　　　　　　　　　　　　）

防護シートによる養生防護シートによる養生防護シートによる養生防護シートによる養生防護シートによる養生防護シートによる養生防護シートによる養生※行う※行う※行う※行う※行う※行う※行う ・ 行わない・ 行わない・ 行わない・ 行わない・ 行わない・ 行わない・ 行わない

材料、撤去材等の運搬材料、撤去材等の運搬材料、撤去材等の運搬材料、撤去材等の運搬材料、撤去材等の運搬材料、撤去材等の運搬材料、撤去材等の運搬

手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て

（2.2.1）（2.2.1）（2.2.1）（2.2.1）（2.2.1）（2.2.1）（2.2.1）

（2.3.1）（2.3.1）（2.3.1）（2.3.1）（2.3.1）（2.3.1）（2.3.1）

足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 基発第04足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 基発第04足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 基発第04足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 基発第04足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 基発第04足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 基発第04足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 基発第04

24001号平成21年4月24日）」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものと24001号平成21年4月24日）」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものと24001号平成21年4月24日）」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものと24001号平成21年4月24日）」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものと24001号平成21年4月24日）」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものと24001号平成21年4月24日）」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものと24001号平成21年4月24日）」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものと

なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２のなお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２のなお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２のなお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２のなお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２のなお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２のなお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の

（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。

し、足場組立て、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、手すり、中桟及び両面幅木し、足場組立て、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、手すり、中桟及び両面幅木し、足場組立て、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、手すり、中桟及び両面幅木し、足場組立て、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、手すり、中桟及び両面幅木し、足場組立て、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、手すり、中桟及び両面幅木し、足場組立て、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、手すり、中桟及び両面幅木し、足場組立て、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、手すり、中桟及び両面幅木

の機能を有するものを設置しなければならない。の機能を有するものを設置しなければならない。の機能を有するものを設置しなければならない。の機能を有するものを設置しなければならない。の機能を有するものを設置しなければならない。の機能を有するものを設置しなければならない。の機能を有するものを設置しなければならない。

外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場

(表2.2.1)(表2.2.1)(表2.2.1)(表2.2.1)(表2.2.1)(表2.2.1)(表2.2.1)

 35 ．竣工後の調査 35 ．竣工後の調査 35 ．竣工後の調査 35 ．竣工後の調査 35 ．竣工後の調査 35 ．竣工後の調査 35 ．竣工後の調査

　　　の取り扱い　　　の取り扱い　　　の取り扱い　　　の取り扱い　　　の取り扱い　　　の取り扱い　　　の取り扱い

　　（ﾒｰｶｰ仕様の図面）　　（ﾒｰｶｰ仕様の図面）　　（ﾒｰｶｰ仕様の図面）　　（ﾒｰｶｰ仕様の図面）　　（ﾒｰｶｰ仕様の図面）　　（ﾒｰｶｰ仕様の図面）　　（ﾒｰｶｰ仕様の図面）

 34 ．参考図 34 ．参考図 34 ．参考図 34 ．参考図 34 ．参考図 34 ．参考図 34 ．参考図

等品以上であれば使用できる。等品以上であれば使用できる。等品以上であれば使用できる。等品以上であれば使用できる。等品以上であれば使用できる。等品以上であれば使用できる。等品以上であれば使用できる。

　参考図の製品等の使用にあたっては、参考図以外の形状等に多少相違がある製品等でも同　参考図の製品等の使用にあたっては、参考図以外の形状等に多少相違がある製品等でも同　参考図の製品等の使用にあたっては、参考図以外の形状等に多少相違がある製品等でも同　参考図の製品等の使用にあたっては、参考図以外の形状等に多少相違がある製品等でも同　参考図の製品等の使用にあたっては、参考図以外の形状等に多少相違がある製品等でも同　参考図の製品等の使用にあたっては、参考図以外の形状等に多少相違がある製品等でも同　参考図の製品等の使用にあたっては、参考図以外の形状等に多少相違がある製品等でも同

　竣工後(※２　・１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し、報告すること。　竣工後(※２　・１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し、報告すること。　竣工後(※２　・１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し、報告すること。　竣工後(※２　・１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し、報告すること。　竣工後(※２　・１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し、報告すること。　竣工後(※２　・１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し、報告すること。　竣工後(※２　・１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し、報告すること。

 33 ．総合図での調整 33 ．総合図での調整 33 ．総合図での調整 33 ．総合図での調整 33 ．総合図での調整 33 ．総合図での調整 33 ．総合図での調整 　各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。　各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。　各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。　各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。　各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。　各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。　各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。

総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて

盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。

総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。

 32 ．接着剤 32 ．接着剤 32 ．接着剤 32 ．接着剤 32 ．接着剤 32 ．接着剤 32 ．接着剤 ホルムアルデヒド放散等級（※Ｆ☆☆☆☆　・Ｆ☆☆☆　・Ｆ☆☆　）ホルムアルデヒド放散等級（※Ｆ☆☆☆☆　・Ｆ☆☆☆　・Ｆ☆☆　）ホルムアルデヒド放散等級（※Ｆ☆☆☆☆　・Ｆ☆☆☆　・Ｆ☆☆　）ホルムアルデヒド放散等級（※Ｆ☆☆☆☆　・Ｆ☆☆☆　・Ｆ☆☆　）ホルムアルデヒド放散等級（※Ｆ☆☆☆☆　・Ｆ☆☆☆　・Ｆ☆☆　）ホルムアルデヒド放散等級（※Ｆ☆☆☆☆　・Ｆ☆☆☆　・Ｆ☆☆　）ホルムアルデヒド放散等級（※Ｆ☆☆☆☆　・Ｆ☆☆☆　・Ｆ☆☆　）

      地表面粗度区分      地表面粗度区分      地表面粗度区分      地表面粗度区分      地表面粗度区分      地表面粗度区分      地表面粗度区分 地表面粗度区分（・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ　　 ）地表面粗度区分（・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ　　 ）地表面粗度区分（・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ　　 ）地表面粗度区分（・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ　　 ）地表面粗度区分（・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ　　 ）地表面粗度区分（・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ　　 ）地表面粗度区分（・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ　　 ）

風速　　　　　（・34ｍ/秒　・　　　　）風速　　　　　（・34ｍ/秒　・　　　　）風速　　　　　（・34ｍ/秒　・　　　　）風速　　　　　（・34ｍ/秒　・　　　　）風速　　　　　（・34ｍ/秒　・　　　　）風速　　　　　（・34ｍ/秒　・　　　　）風速　　　　　（・34ｍ/秒　・　　　　） 31 ．風速及び 31 ．風速及び 31 ．風速及び 31 ．風速及び 31 ．風速及び 31 ．風速及び 31 ．風速及び

　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強　　※自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強　　※自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強　　※自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強　　※自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強　　※自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強　　※自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

　　※駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ　　※駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ　　※駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ　　※駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ　　※駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ　　※駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ　　※駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

　　※図示した壁、天井の仕上げ材、下地材の切込み及び下地材の補強　　※図示した壁、天井の仕上げ材、下地材の切込み及び下地材の補強　　※図示した壁、天井の仕上げ材、下地材の切込み及び下地材の補強　　※図示した壁、天井の仕上げ材、下地材の切込み及び下地材の補強　　※図示した壁、天井の仕上げ材、下地材の切込み及び下地材の補強　　※図示した壁、天井の仕上げ材、下地材の切込み及び下地材の補強　　※図示した壁、天井の仕上げ材、下地材の切込み及び下地材の補強

　　※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強　　※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強　　※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強　　※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強　　※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強　　※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強　　※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強

　・施工範囲は下記による　・施工範囲は下記による　・施工範囲は下記による　・施工範囲は下記による　・施工範囲は下記による　・施工範囲は下記による　・施工範囲は下記による

　※施工区分表による　※施工区分表による　※施工区分表による　※施工区分表による　※施工区分表による　※施工区分表による　※施工区分表による 30 ．設備工事との 30 ．設備工事との 30 ．設備工事との 30 ．設備工事との 30 ．設備工事との 30 ．設備工事との 30 ．設備工事との

      取合い      取合い      取合い      取合い      取合い      取合い      取合い

 29 ．原形復旧 29 ．原形復旧 29 ．原形復旧 29 ．原形復旧 29 ．原形復旧 29 ．原形復旧 29 ．原形復旧  　工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合は原形に復する。 　工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合は原形に復する。 　工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合は原形に復する。 　工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合は原形に復する。 　工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合は原形に復する。 　工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合は原形に復する。 　工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合は原形に復する。

 28 ．敷地に関する調査 28 ．敷地に関する調査 28 ．敷地に関する調査 28 ．敷地に関する調査 28 ．敷地に関する調査 28 ．敷地に関する調査 28 ．敷地に関する調査 　・敷地内障害物の調査　　・敷地内配管、配線の調査　　・地下水位の調査　・敷地内障害物の調査　　・敷地内配管、配線の調査　　・地下水位の調査　・敷地内障害物の調査　　・敷地内配管、配線の調査　　・地下水位の調査　・敷地内障害物の調査　　・敷地内配管、配線の調査　　・地下水位の調査　・敷地内障害物の調査　　・敷地内配管、配線の調査　　・地下水位の調査　・敷地内障害物の調査　　・敷地内配管、配線の調査　　・地下水位の調査　・敷地内障害物の調査　　・敷地内配管、配線の調査　　・地下水位の調査

 ・各種残留物等の撤去は下表による。　※を標準とする。 ・各種残留物等の撤去は下表による。　※を標準とする。 ・各種残留物等の撤去は下表による。　※を標準とする。 ・各種残留物等の撤去は下表による。　※を標準とする。 ・各種残留物等の撤去は下表による。　※を標準とする。 ・各種残留物等の撤去は下表による。　※を標準とする。 ・各種残留物等の撤去は下表による。　※を標準とする。
 ・什器、備品類等の撤去 ・什器、備品類等の撤去 ・什器、備品類等の撤去 ・什器、備品類等の撤去 ・什器、備品類等の撤去 ・什器、備品類等の撤去 ・什器、備品類等の撤去

 ・廃PCB ・特定フロンガス ・廃石綿等 ・（　　　　　　） ・廃PCB ・特定フロンガス ・廃石綿等 ・（　　　　　　） ・廃PCB ・特定フロンガス ・廃石綿等 ・（　　　　　　） ・廃PCB ・特定フロンガス ・廃石綿等 ・（　　　　　　） ・廃PCB ・特定フロンガス ・廃石綿等 ・（　　　　　　） ・廃PCB ・特定フロンガス ・廃石綿等 ・（　　　　　　） ・廃PCB ・特定フロンガス ・廃石綿等 ・（　　　　　　）

 ・植栽（　　　　　　） ・（　　　　　　） ・植栽（　　　　　　） ・（　　　　　　） ・植栽（　　　　　　） ・（　　　　　　） ・植栽（　　　　　　） ・（　　　　　　） ・植栽（　　　　　　） ・（　　　　　　） ・植栽（　　　　　　） ・（　　　　　　） ・植栽（　　　　　　） ・（　　　　　　）

 ・門、門塀 ・塀、フェンス ・舗装（　　　　　　） ・門、門塀 ・塀、フェンス ・舗装（　　　　　　） ・門、門塀 ・塀、フェンス ・舗装（　　　　　　） ・門、門塀 ・塀、フェンス ・舗装（　　　　　　） ・門、門塀 ・塀、フェンス ・舗装（　　　　　　） ・門、門塀 ・塀、フェンス ・舗装（　　　　　　） ・門、門塀 ・塀、フェンス ・舗装（　　　　　　）

 ・有害廃棄物の処理 ・有害廃棄物の処理 ・有害廃棄物の処理 ・有害廃棄物の処理 ・有害廃棄物の処理 ・有害廃棄物の処理 ・有害廃棄物の処理

 ・屋外付帯 ・屋外付帯 ・屋外付帯 ・屋外付帯 ・屋外付帯 ・屋外付帯 ・屋外付帯

 ・建物への引込管 ・敷地への引込管（廃止） ・（　　　　　  　） ・建物への引込管 ・敷地への引込管（廃止） ・（　　　　　  　） ・建物への引込管 ・敷地への引込管（廃止） ・（　　　　　  　） ・建物への引込管 ・敷地への引込管（廃止） ・（　　　　　  　） ・建物への引込管 ・敷地への引込管（廃止） ・（　　　　　  　） ・建物への引込管 ・敷地への引込管（廃止） ・（　　　　　  　） ・建物への引込管 ・敷地への引込管（廃止） ・（　　　　　  　）

 ・ガス設備 ・ガス設備 ・ガス設備 ・ガス設備 ・ガス設備 ・ガス設備 ・ガス設備  ・建物内配管 ・ガス設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管 ・ガス設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管 ・ガス設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管 ・ガス設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管 ・ガス設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管 ・ガス設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管 ・ガス設備機器 ・（　　　　　　）

 ・建物内風道 ・建物内風道 ・建物内風道 ・建物内風道 ・建物内風道 ・建物内風道 ・建物内風道

 ・建物内配管 ・空調設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管 ・空調設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管 ・空調設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管 ・空調設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管 ・空調設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管 ・空調設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管 ・空調設備機器 ・（　　　　　　） ・空調設備 ・空調設備 ・空調設備 ・空調設備 ・空調設備 ・空調設備 ・空調設備

 ・建物への引込管 ・敷地への引込管（玉下ろし） ・（　　　　  ） ・建物への引込管 ・敷地への引込管（玉下ろし） ・（　　　　  ） ・建物への引込管 ・敷地への引込管（玉下ろし） ・（　　　　  ） ・建物への引込管 ・敷地への引込管（玉下ろし） ・（　　　　  ） ・建物への引込管 ・敷地への引込管（玉下ろし） ・（　　　　  ） ・建物への引込管 ・敷地への引込管（玉下ろし） ・（　　　　  ） ・建物への引込管 ・敷地への引込管（玉下ろし） ・（　　　　  ）

 ・建物内配管配線 ・衛生設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管配線 ・衛生設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管配線 ・衛生設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管配線 ・衛生設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管配線 ・衛生設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管配線 ・衛生設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管配線 ・衛生設備機器 ・（　　　　　　） ・給排水設備 ・給排水設備 ・給排水設備 ・給排水設備 ・給排水設備 ・給排水設備 ・給排水設備

 ・建物への引込線 ・敷地への引込線（廃止）　　・（　 　　　　） ・建物への引込線 ・敷地への引込線（廃止）　　・（　 　　　　） ・建物への引込線 ・敷地への引込線（廃止）　　・（　 　　　　） ・建物への引込線 ・敷地への引込線（廃止）　　・（　 　　　　） ・建物への引込線 ・敷地への引込線（廃止）　　・（　 　　　　） ・建物への引込線 ・敷地への引込線（廃止）　　・（　 　　　　） ・建物への引込線 ・敷地への引込線（廃止）　　・（　 　　　　）

 ・建物内配管配線 ・電気設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管配線 ・電気設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管配線 ・電気設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管配線 ・電気設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管配線 ・電気設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管配線 ・電気設備機器 ・（　　　　　　） ・建物内配管配線 ・電気設備機器 ・（　　　　　　） ・電気設備 ・電気設備 ・電気設備 ・電気設備 ・電気設備 ・電気設備 ・電気設備

 ・付属構造物 ・付属構造物 ・付属構造物 ・付属構造物 ・付属構造物 ・付属構造物 ・付属構造物

 ・建築物 ・建築物 ・建築物 ・建築物 ・建築物 ・建築物 ・建築物

 ・浄化槽 ・貯油槽 ・杭 ・（キュービクル基礎） ・浄化槽 ・貯油槽 ・杭 ・（キュービクル基礎） ・浄化槽 ・貯油槽 ・杭 ・（キュービクル基礎） ・浄化槽 ・貯油槽 ・杭 ・（キュービクル基礎） ・浄化槽 ・貯油槽 ・杭 ・（キュービクル基礎） ・浄化槽 ・貯油槽 ・杭 ・（キュービクル基礎） ・浄化槽 ・貯油槽 ・杭 ・（キュービクル基礎）

 ・地上部 ・地下部 ・杭 ・（倉庫）　・（　　　　　 　　） ・地上部 ・地下部 ・杭 ・（倉庫）　・（　　　　　 　　） ・地上部 ・地下部 ・杭 ・（倉庫）　・（　　　　　 　　） ・地上部 ・地下部 ・杭 ・（倉庫）　・（　　　　　 　　） ・地上部 ・地下部 ・杭 ・（倉庫）　・（　　　　　 　　） ・地上部 ・地下部 ・杭 ・（倉庫）　・（　　　　　 　　） ・地上部 ・地下部 ・杭 ・（倉庫）　・（　　　　　 　　）

 27 ．解体等工事の範囲 27 ．解体等工事の範囲 27 ．解体等工事の範囲 27 ．解体等工事の範囲 27 ．解体等工事の範囲 27 ．解体等工事の範囲 27 ．解体等工事の範囲  　解体等工事にかかる範囲は以下のとおり。 　解体等工事にかかる範囲は以下のとおり。 　解体等工事にかかる範囲は以下のとおり。 　解体等工事にかかる範囲は以下のとおり。 　解体等工事にかかる範囲は以下のとおり。 　解体等工事にかかる範囲は以下のとおり。 　解体等工事にかかる範囲は以下のとおり。

 26 ．過積載の防止 26 ．過積載の防止 26 ．過積載の防止 26 ．過積載の防止 26 ．過積載の防止 26 ．過積載の防止 26 ．過積載の防止

　積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。　積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。　積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。　積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。　積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。　積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。　積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。

　ダンプトラック等による工事用資機材等の過積載を行わないこと。さし枠の装置又は物品　ダンプトラック等による工事用資機材等の過積載を行わないこと。さし枠の装置又は物品　ダンプトラック等による工事用資機材等の過積載を行わないこと。さし枠の装置又は物品　ダンプトラック等による工事用資機材等の過積載を行わないこと。さし枠の装置又は物品　ダンプトラック等による工事用資機材等の過積載を行わないこと。さし枠の装置又は物品　ダンプトラック等による工事用資機材等の過積載を行わないこと。さし枠の装置又は物品　ダンプトラック等による工事用資機材等の過積載を行わないこと。さし枠の装置又は物品

 25 ．設計ＧＬ 25 ．設計ＧＬ 25 ．設計ＧＬ 25 ．設計ＧＬ 25 ．設計ＧＬ 25 ．設計ＧＬ 25 ．設計ＧＬ 　※図示による　　・現状地盤の平均高さとし、監督員の指示による　※図示による　　・現状地盤の平均高さとし、監督員の指示による　※図示による　　・現状地盤の平均高さとし、監督員の指示による　※図示による　　・現状地盤の平均高さとし、監督員の指示による　※図示による　　・現状地盤の平均高さとし、監督員の指示による　※図示による　　・現状地盤の平均高さとし、監督員の指示による　※図示による　　・現状地盤の平均高さとし、監督員の指示による

※取り扱い説明書、メンテナンスについての注意事項※取り扱い説明書、メンテナンスについての注意事項※取り扱い説明書、メンテナンスについての注意事項※取り扱い説明書、メンテナンスについての注意事項※取り扱い説明書、メンテナンスについての注意事項※取り扱い説明書、メンテナンスについての注意事項※取り扱い説明書、メンテナンスについての注意事項

保全に関する説明書：※建物概要及び内部仕上げ表　※施工者一覧表保全に関する説明書：※建物概要及び内部仕上げ表　※施工者一覧表保全に関する説明書：※建物概要及び内部仕上げ表　※施工者一覧表保全に関する説明書：※建物概要及び内部仕上げ表　※施工者一覧表保全に関する説明書：※建物概要及び内部仕上げ表　※施工者一覧表保全に関する説明書：※建物概要及び内部仕上げ表　※施工者一覧表保全に関する説明書：※建物概要及び内部仕上げ表　※施工者一覧表

　　　　提出部数　※ 2 部　　・（　　）部　　　　提出部数　※ 2 部　　・（　　）部　　　　提出部数　※ 2 部　　・（　　）部　　　　提出部数　※ 2 部　　・（　　）部　　　　提出部数　※ 2 部　　・（　　）部　　　　提出部数　※ 2 部　　・（　　）部　　　　提出部数　※ 2 部　　・（　　）部

　（（財）建築保全センター発行）　（（財）建築保全センター発行）　（（財）建築保全センター発行）　（（財）建築保全センター発行）　（（財）建築保全センター発行）　（（財）建築保全センター発行）　（（財）建築保全センター発行）

　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」

国土交通省HP｢施設保全マニュアル作成要領｣国土交通省HP｢施設保全マニュアル作成要領｣国土交通省HP｢施設保全マニュアル作成要領｣国土交通省HP｢施設保全マニュアル作成要領｣国土交通省HP｢施設保全マニュアル作成要領｣国土交通省HP｢施設保全マニュアル作成要領｣国土交通省HP｢施設保全マニュアル作成要領｣

　「標仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。　「標仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。　「標仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。　「標仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。　「標仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。　「標仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。　「標仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。 24 ．保全に関する資料 24 ．保全に関する資料 24 ．保全に関する資料 24 ．保全に関する資料 24 ．保全に関する資料 24 ．保全に関する資料 24 ．保全に関する資料

　（注）データの提出はCD-R、DVD-R又はUSBフラッシュメモリーに保存して提出すること。　（注）データの提出はCD-R、DVD-R又はUSBフラッシュメモリーに保存して提出すること。　（注）データの提出はCD-R、DVD-R又はUSBフラッシュメモリーに保存して提出すること。　（注）データの提出はCD-R、DVD-R又はUSBフラッシュメモリーに保存して提出すること。　（注）データの提出はCD-R、DVD-R又はUSBフラッシュメモリーに保存して提出すること。　（注）データの提出はCD-R、DVD-R又はUSBフラッシュメモリーに保存して提出すること。　（注）データの提出はCD-R、DVD-R又はUSBフラッシュメモリーに保存して提出すること。

 4．監督員事務所 4．監督員事務所 4．監督員事務所 4．監督員事務所 4．監督員事務所 4．監督員事務所 4．監督員事務所 ※設ける　※設ける　※設ける　※設ける　※設ける　※設ける　※設ける　 ・ 設けない・ 設けない・ 設けない・ 設けない・ 設けない・ 設けない・ 設けない

※構内に新設する。（　　   　㎡程度）※構内に新設する。（　　   　㎡程度）※構内に新設する。（　　   　㎡程度）※構内に新設する。（　　   　㎡程度）※構内に新設する。（　　   　㎡程度）※構内に新設する。（　　   　㎡程度）※構内に新設する。（　　   　㎡程度）

・既存建物内の一部を使用する。・既存建物内の一部を使用する。・既存建物内の一部を使用する。・既存建物内の一部を使用する。・既存建物内の一部を使用する。・既存建物内の一部を使用する。・既存建物内の一部を使用する。

　備品については、監督員の指示による。　備品については、監督員の指示による。　備品については、監督員の指示による。　備品については、監督員の指示による。　備品については、監督員の指示による。　備品については、監督員の指示による。　備品については、監督員の指示による。

（2.4.1）（2.4.1）（2.4.1）（2.4.1）（2.4.1）（2.4.1）（2.4.1）

 5．工事用水 5．工事用水 5．工事用水 5．工事用水 5．工事用水 5．工事用水 5．工事用水 構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設

構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設 6．工事用電力 6．工事用電力 6．工事用電力 6．工事用電力 6．工事用電力 6．工事用電力 6．工事用電力

 7．総合仮設計画書 7．総合仮設計画書 7．総合仮設計画書 7．総合仮設計画書 7．総合仮設計画書 7．総合仮設計画書 7．総合仮設計画書

 8．危険防止 8．危険防止 8．危険防止 8．危険防止 8．危険防止 8．危険防止 8．危険防止 仮囲い等仮囲い等仮囲い等仮囲い等仮囲い等仮囲い等仮囲い等

・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない

・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない・ 利用できる（※有償　　・ 無償）　※利用できない

・ 設けない　　※設ける・ 設けない　　※設ける・ 設けない　　※設ける・ 設けない　　※設ける・ 設けない　　※設ける・ 設けない　　※設ける・ 設けない　　※設ける

　※要する　　　・要しない　※要する　　　・要しない　※要する　　　・要しない　※要する　　　・要しない　※要する　　　・要しない　※要する　　　・要しない　※要する　　　・要しない

設置方法設置方法設置方法設置方法設置方法設置方法設置方法 ※ 成形鋼板(Ｈ＝2.0ｍ) ・ 亜鉛引鉄板(Ｈ＝　　　　ｍ) ・ シート張り　※ 成形鋼板(Ｈ＝2.0ｍ) ・ 亜鉛引鉄板(Ｈ＝　　　　ｍ) ・ シート張り　※ 成形鋼板(Ｈ＝2.0ｍ) ・ 亜鉛引鉄板(Ｈ＝　　　　ｍ) ・ シート張り　※ 成形鋼板(Ｈ＝2.0ｍ) ・ 亜鉛引鉄板(Ｈ＝　　　　ｍ) ・ シート張り　※ 成形鋼板(Ｈ＝2.0ｍ) ・ 亜鉛引鉄板(Ｈ＝　　　　ｍ) ・ シート張り　※ 成形鋼板(Ｈ＝2.0ｍ) ・ 亜鉛引鉄板(Ｈ＝　　　　ｍ) ・ シート張り　※ 成形鋼板(Ｈ＝2.0ｍ) ・ 亜鉛引鉄板(Ｈ＝　　　　ｍ) ・ シート張り　

・ロープ張り   ・ （　　　　　　　　　　　　　　　）・ロープ張り   ・ （　　　　　　　　　　　　　　　）・ロープ張り   ・ （　　　　　　　　　　　　　　　）・ロープ張り   ・ （　　　　　　　　　　　　　　　）・ロープ張り   ・ （　　　　　　　　　　　　　　　）・ロープ張り   ・ （　　　　　　　　　　　　　　　）・ロープ張り   ・ （　　　　　　　　　　　　　　　）

ゲートゲートゲートゲートゲートゲートゲート ・ シート（Ｗ＝4.5ｍ）  ・ パネル（Ｗ＝　　　　ｍ）・ シート（Ｗ＝4.5ｍ）  ・ パネル（Ｗ＝　　　　ｍ）・ シート（Ｗ＝4.5ｍ）  ・ パネル（Ｗ＝　　　　ｍ）・ シート（Ｗ＝4.5ｍ）  ・ パネル（Ｗ＝　　　　ｍ）・ シート（Ｗ＝4.5ｍ）  ・ パネル（Ｗ＝　　　　ｍ）・ シート（Ｗ＝4.5ｍ）  ・ パネル（Ｗ＝　　　　ｍ）・ シート（Ｗ＝4.5ｍ）  ・ パネル（Ｗ＝　　　　ｍ）

・ ハンガー（Ｗ＝　　　　ｍ）・ ハンガー（Ｗ＝　　　　ｍ）・ ハンガー（Ｗ＝　　　　ｍ）・ ハンガー（Ｗ＝　　　　ｍ）・ ハンガー（Ｗ＝　　　　ｍ）・ ハンガー（Ｗ＝　　　　ｍ）・ ハンガー（Ｗ＝　　　　ｍ）

垂直防護施設垂直防護施設垂直防護施設垂直防護施設垂直防護施設垂直防護施設垂直防護施設 ・ 養生シート（・防炎Ⅰ類　・防炎Ⅱ類）・防音シート（防炎Ⅰ類同等）・ 養生シート（・防炎Ⅰ類　・防炎Ⅱ類）・防音シート（防炎Ⅰ類同等）・ 養生シート（・防炎Ⅰ類　・防炎Ⅱ類）・防音シート（防炎Ⅰ類同等）・ 養生シート（・防炎Ⅰ類　・防炎Ⅱ類）・防音シート（防炎Ⅰ類同等）・ 養生シート（・防炎Ⅰ類　・防炎Ⅱ類）・防音シート（防炎Ⅰ類同等）・ 養生シート（・防炎Ⅰ類　・防炎Ⅱ類）・防音シート（防炎Ⅰ類同等）・ 養生シート（・防炎Ⅰ類　・防炎Ⅱ類）・防音シート（防炎Ⅰ類同等）

・ 枠付き金網　・アルミ防音パネル　・（　　　　　　　）・ 枠付き金網　・アルミ防音パネル　・（　　　　　　　）・ 枠付き金網　・アルミ防音パネル　・（　　　　　　　）・ 枠付き金網　・アルミ防音パネル　・（　　　　　　　）・ 枠付き金網　・アルミ防音パネル　・（　　　　　　　）・ 枠付き金網　・アルミ防音パネル　・（　　　　　　　）・ 枠付き金網　・アルミ防音パネル　・（　　　　　　　）

水平防護施設水平防護施設水平防護施設水平防護施設水平防護施設水平防護施設水平防護施設 ・ 防護柵（朝顔）  ・ ダブルネット・ 防護柵（朝顔）  ・ ダブルネット・ 防護柵（朝顔）  ・ ダブルネット・ 防護柵（朝顔）  ・ ダブルネット・ 防護柵（朝顔）  ・ ダブルネット・ 防護柵（朝顔）  ・ ダブルネット・ 防護柵（朝顔）  ・ ダブルネット

防護施設等取付足場防護施設等取付足場防護施設等取付足場防護施設等取付足場防護施設等取付足場防護施設等取付足場防護施設等取付足場

設置範囲設置範囲設置範囲設置範囲設置範囲設置範囲設置範囲

設置期間設置期間設置期間設置期間設置期間設置期間設置期間

※図示による  ・ 監督員の指示による※図示による  ・ 監督員の指示による※図示による  ・ 監督員の指示による※図示による  ・ 監督員の指示による※図示による  ・ 監督員の指示による※図示による  ・ 監督員の指示による※図示による  ・ 監督員の指示による

※工事期間中  ・ 監督員の指示による※工事期間中  ・ 監督員の指示による※工事期間中  ・ 監督員の指示による※工事期間中  ・ 監督員の指示による※工事期間中  ・ 監督員の指示による※工事期間中  ・ 監督員の指示による※工事期間中  ・ 監督員の指示による
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10．工事表示板等10．工事表示板等10．工事表示板等10．工事表示板等10．工事表示板等10．工事表示板等10．工事表示板等 監督員の指示による監督員の指示による監督員の指示による監督員の指示による監督員の指示による監督員の指示による監督員の指示による

乗入れ構台乗入れ構台乗入れ構台乗入れ構台乗入れ構台乗入れ構台乗入れ構台

養生構台養生構台養生構台養生構台養生構台養生構台養生構台

・ 設置する（幅員　　　ｍ、長さ　　　ｍ）  ・ 設置しない・ 設置する（幅員　　　ｍ、長さ　　　ｍ）  ・ 設置しない・ 設置する（幅員　　　ｍ、長さ　　　ｍ）  ・ 設置しない・ 設置する（幅員　　　ｍ、長さ　　　ｍ）  ・ 設置しない・ 設置する（幅員　　　ｍ、長さ　　　ｍ）  ・ 設置しない・ 設置する（幅員　　　ｍ、長さ　　　ｍ）  ・ 設置しない・ 設置する（幅員　　　ｍ、長さ　　　ｍ）  ・ 設置しない

・ 設置する（図示による）  ・ 設置しない・ 設置する（図示による）  ・ 設置しない・ 設置する（図示による）  ・ 設置しない・ 設置する（図示による）  ・ 設置しない・ 設置する（図示による）  ・ 設置しない・ 設置する（図示による）  ・ 設置しない・ 設置する（図示による）  ・ 設置しない 9．構台 9．構台 9．構台 9．構台 9．構台 9．構台 9．構台

交通誘導員  ・ 配置する（　　１　名以上）  ・ 配置しない交通誘導員  ・ 配置する（　　１　名以上）  ・ 配置しない交通誘導員  ・ 配置する（　　１　名以上）  ・ 配置しない交通誘導員  ・ 配置する（　　１　名以上）  ・ 配置しない交通誘導員  ・ 配置する（　　１　名以上）  ・ 配置しない交通誘導員  ・ 配置する（　　１　名以上）  ・ 配置しない交通誘導員  ・ 配置する（　　１　名以上）  ・ 配置しない

工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。11．工事車両の出入口11．工事車両の出入口11．工事車両の出入口11．工事車両の出入口11．工事車両の出入口11．工事車両の出入口11．工事車両の出入口

　　及び工程　　及び工程　　及び工程　　及び工程　　及び工程　　及び工程　　及び工程

防水改修方法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．１による。防水改修方法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．１による。防水改修方法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．１による。防水改修方法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．１による。防水改修方法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．１による。防水改修方法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．１による。防水改修方法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．１による。 （表3.1.1）（表3.1.1）（表3.1.1）（表3.1.1）（表3.1.1）（表3.1.1）（表3.1.1）

シーリング改修工法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．２による。シーリング改修工法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．２による。シーリング改修工法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．２による。シーリング改修工法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．２による。シーリング改修工法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．２による。シーリング改修工法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．２による。シーリング改修工法の種類及び工程については「改修標仕」表３．１．２による。（表3.1.2）（表3.1.2）（表3.1.2）（表3.1.2）（表3.1.2）（表3.1.2）（表3.1.2）

2．アスファルト防水2．アスファルト防水2．アスファルト防水2．アスファルト防水2．アスファルト防水2．アスファルト防水2．アスファルト防水 (3.3.2,3) (表3.1.1) (表3.3.3～10)(3.3.2,3) (表3.1.1) (表3.3.3～10)(3.3.2,3) (表3.1.1) (表3.3.3～10)(3.3.2,3) (表3.1.1) (表3.3.3～10)(3.3.2,3) (表3.1.1) (表3.3.3～10)(3.3.2,3) (表3.1.1) (表3.3.3～10)(3.3.2,3) (表3.1.1) (表3.3.3～10)

アスファルトの種類　　※3種                   　　　　              (3.2.2)(3.3.2)アスファルトの種類　　※3種                   　　　　              (3.2.2)(3.3.2)アスファルトの種類　　※3種                   　　　　              (3.2.2)(3.3.2)アスファルトの種類　　※3種                   　　　　              (3.2.2)(3.3.2)アスファルトの種類　　※3種                   　　　　              (3.2.2)(3.3.2)アスファルトの種類　　※3種                   　　　　              (3.2.2)(3.3.2)アスファルトの種類　　※3種                   　　　　              (3.2.2)(3.3.2)

M3D、POD、P0DI、M3DI、及びM4DI工法の脱気装置　　※設ける　・設けない       (3.3.3)M3D、POD、P0DI、M3DI、及びM4DI工法の脱気装置　　※設ける　・設けない       (3.3.3)M3D、POD、P0DI、M3DI、及びM4DI工法の脱気装置　　※設ける　・設けない       (3.3.3)M3D、POD、P0DI、M3DI、及びM4DI工法の脱気装置　　※設ける　・設けない       (3.3.3)M3D、POD、P0DI、M3DI、及びM4DI工法の脱気装置　　※設ける　・設けない       (3.3.3)M3D、POD、P0DI、M3DI、及びM4DI工法の脱気装置　　※設ける　・設けない       (3.3.3)M3D、POD、P0DI、M3DI、及びM4DI工法の脱気装置　　※設ける　・設けない       (3.3.3)

断熱工法の断熱材                                                           (3.3.2)断熱工法の断熱材                                                           (3.3.2)断熱工法の断熱材                                                           (3.3.2)断熱工法の断熱材                                                           (3.3.2)断熱工法の断熱材                                                           (3.3.2)断熱工法の断熱材                                                           (3.3.2)断熱工法の断熱材                                                           (3.3.2)

　・コンクリート　・コンクリート　・コンクリート　・コンクリート　・コンクリート　・コンクリート　・コンクリート

                   (見え隠れ部分）                   (見え隠れ部分）                   (見え隠れ部分）                   (見え隠れ部分）                   (見え隠れ部分）                   (見え隠れ部分）                   (見え隠れ部分）

　　　　　　　　　・市販品のれんが又は市販品のれんが形コンクリートブロック　　　　　　　　　・市販品のれんが又は市販品のれんが形コンクリートブロック　　　　　　　　　・市販品のれんが又は市販品のれんが形コンクリートブロック　　　　　　　　　・市販品のれんが又は市販品のれんが形コンクリートブロック　　　　　　　　　・市販品のれんが又は市販品のれんが形コンクリートブロック　　　　　　　　　・市販品のれんが又は市販品のれんが形コンクリートブロック　　　　　　　　　・市販品のれんが又は市販品のれんが形コンクリートブロック

　・れんが　　　　※JIS　R　1250によるもの　・れんが　　　　※JIS　R　1250によるもの　・れんが　　　　※JIS　R　1250によるもの　・れんが　　　　※JIS　R　1250によるもの　・れんが　　　　※JIS　R　1250によるもの　・れんが　　　　※JIS　R　1250によるもの　・れんが　　　　※JIS　R　1250によるもの

　・乾式保護材　　※押出成型セメント版(厚さ15mm)　　・乾式保護材　　※押出成型セメント版(厚さ15mm)　　・乾式保護材　　※押出成型セメント版(厚さ15mm)　　・乾式保護材　　※押出成型セメント版(厚さ15mm)　　・乾式保護材　　※押出成型セメント版(厚さ15mm)　　・乾式保護材　　※押出成型セメント版(厚さ15mm)　　・乾式保護材　　※押出成型セメント版(厚さ15mm)　

立上り部の保護材                                                           (3.3.2)立上り部の保護材                                                           (3.3.2)立上り部の保護材                                                           (3.3.2)立上り部の保護材                                                           (3.3.2)立上り部の保護材                                                           (3.3.2)立上り部の保護材                                                           (3.3.2)立上り部の保護材                                                           (3.3.2)

　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂＡ（スキン層付き）　厚さ(mm)　※25　　　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂＡ（スキン層付き）　厚さ(mm)　※25　　　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂＡ（スキン層付き）　厚さ(mm)　※25　　　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂＡ（スキン層付き）　厚さ(mm)　※25　　　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂＡ（スキン層付き）　厚さ(mm)　※25　　　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂＡ（スキン層付き）　厚さ(mm)　※25　　　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂＡ（スキン層付き）　厚さ(mm)　※25　　

　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板３種ｂ（スキンあり）　厚さ（㎜）・　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板３種ｂ（スキンあり）　厚さ（㎜）・　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板３種ｂ（スキンあり）　厚さ（㎜）・　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板３種ｂ（スキンあり）　厚さ（㎜）・　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板３種ｂ（スキンあり）　厚さ（㎜）・　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板３種ｂ（スキンあり）　厚さ（㎜）・　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板３種ｂ（スキンあり）　厚さ（㎜）・　

 3．改質アスファルト 3．改質アスファルト 3．改質アスファルト 3．改質アスファルト 3．改質アスファルト 3．改質アスファルト 3．改質アスファルト

　  シート防水　  シート防水　  シート防水　  シート防水　  シート防水　  シート防水　  シート防水

（表3.4.2,3) (表3.1.1) (表3.4.1～3)（表3.4.2,3) (表3.1.1) (表3.4.1～3)（表3.4.2,3) (表3.1.1) (表3.4.1～3)（表3.4.2,3) (表3.1.1) (表3.4.1～3)（表3.4.2,3) (表3.1.1) (表3.4.1～3)（表3.4.2,3) (表3.1.1) (表3.4.1～3)（表3.4.2,3) (表3.1.1) (表3.4.1～3)

M3ASI、M4ASI及びP0ASI工法の防湿層　　・設ける　・設けない　　　　　　    (表3.4.3)M3ASI、M4ASI及びP0ASI工法の防湿層　　・設ける　・設けない　　　　　　    (表3.4.3)M3ASI、M4ASI及びP0ASI工法の防湿層　　・設ける　・設けない　　　　　　    (表3.4.3)M3ASI、M4ASI及びP0ASI工法の防湿層　　・設ける　・設けない　　　　　　    (表3.4.3)M3ASI、M4ASI及びP0ASI工法の防湿層　　・設ける　・設けない　　　　　　    (表3.4.3)M3ASI、M4ASI及びP0ASI工法の防湿層　　・設ける　・設けない　　　　　　    (表3.4.3)M3ASI、M4ASI及びP0ASI工法の防湿層　　・設ける　・設けない　　　　　　    (表3.4.3)

M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI及びP0ASIの脱気装置　　※設けない　・設ける　　    (3.4.3)M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI及びP0ASIの脱気装置　　※設けない　・設ける　　    (3.4.3)M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI及びP0ASIの脱気装置　　※設けない　・設ける　　    (3.4.3)M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI及びP0ASIの脱気装置　　※設けない　・設ける　　    (3.4.3)M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI及びP0ASIの脱気装置　　※設けない　・設ける　　    (3.4.3)M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI及びP0ASIの脱気装置　　※設けない　・設ける　　    (3.4.3)M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI及びP0ASIの脱気装置　　※設けない　・設ける　　    (3.4.3)

 4．合成高分子系ルー 4．合成高分子系ルー 4．合成高分子系ルー 4．合成高分子系ルー 4．合成高分子系ルー 4．合成高分子系ルー 4．合成高分子系ルー

　  フィングシート防水　  フィングシート防水　  フィングシート防水　  フィングシート防水　  フィングシート防水　  フィングシート防水　  フィングシート防水

(3.5.2,3) (表3.1.1) (表3.5.1)(3.5.2,3) (表3.1.1) (表3.5.1)(3.5.2,3) (表3.1.1) (表3.5.1)(3.5.2,3) (表3.1.1) (表3.5.1)(3.5.2,3) (表3.1.1) (表3.5.1)(3.5.2,3) (表3.1.1) (表3.5.1)(3.5.2,3) (表3.1.1) (表3.5.1)

仕上げ塗料の使用量　仕上げ塗料の使用量　仕上げ塗料の使用量　仕上げ塗料の使用量　仕上げ塗料の使用量　仕上げ塗料の使用量　仕上げ塗料の使用量　

目地処理 ※PCコンクリートの場合　・ALCパネル下地で種別S-C1の場合　    　　 (3.5.4)目地処理 ※PCコンクリートの場合　・ALCパネル下地で種別S-C1の場合　    　　 (3.5.4)目地処理 ※PCコンクリートの場合　・ALCパネル下地で種別S-C1の場合　    　　 (3.5.4)目地処理 ※PCコンクリートの場合　・ALCパネル下地で種別S-C1の場合　    　　 (3.5.4)目地処理 ※PCコンクリートの場合　・ALCパネル下地で種別S-C1の場合　    　　 (3.5.4)目地処理 ※PCコンクリートの場合　・ALCパネル下地で種別S-C1の場合　    　　 (3.5.4)目地処理 ※PCコンクリートの場合　・ALCパネル下地で種別S-C1の場合　    　　 (3.5.4)

脱気装置　　・設ける　・設けない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.5.3)脱気装置　　・設ける　・設けない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.5.3)脱気装置　　・設ける　・設けない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.5.3)脱気装置　　・設ける　・設けない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.5.3)脱気装置　　・設ける　・設けない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.5.3)脱気装置　　・設ける　・設けない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.5.3)脱気装置　　・設ける　・設けない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.5.3)

 5．塗膜防水 5．塗膜防水 5．塗膜防水 5．塗膜防水 5．塗膜防水 5．塗膜防水 5．塗膜防水 (3.6.3)(表3.6.1)(3.6.3)(表3.6.1)(3.6.3)(表3.6.1)(3.6.3)(表3.6.1)(3.6.3)(表3.6.1)(3.6.3)(表3.6.1)(3.6.3)(表3.6.1)

 6. シーリング 6. シーリング 6. シーリング 6. シーリング 6. シーリング 6. シーリング 6. シーリング シーリング改修工法の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.1.4) (表3.1.2)シーリング改修工法の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.1.4) (表3.1.2)シーリング改修工法の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.1.4) (表3.1.2)シーリング改修工法の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.1.4) (表3.1.2)シーリング改修工法の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.1.4) (表3.1.2)シーリング改修工法の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.1.4) (表3.1.2)シーリング改修工法の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (3.1.4) (表3.1.2)

　・拡幅シーリング再充填工法　　　・ブリッジ工法　・拡幅シーリング再充填工法　　　・ブリッジ工法　・拡幅シーリング再充填工法　　　・ブリッジ工法　・拡幅シーリング再充填工法　　　・ブリッジ工法　・拡幅シーリング再充填工法　　　・ブリッジ工法　・拡幅シーリング再充填工法　　　・ブリッジ工法　・拡幅シーリング再充填工法　　　・ブリッジ工法

シーリング材の種類シーリング材の種類シーリング材の種類シーリング材の種類シーリング材の種類シーリング材の種類シーリング材の種類

　「改修標仕」表3.7.1による。                                              (表3.7.1)　「改修標仕」表3.7.1による。                                              (表3.7.1)　「改修標仕」表3.7.1による。                                              (表3.7.1)　「改修標仕」表3.7.1による。                                              (表3.7.1)　「改修標仕」表3.7.1による。                                              (表3.7.1)　「改修標仕」表3.7.1による。                                              (表3.7.1)　「改修標仕」表3.7.1による。                                              (表3.7.1)

　接着性試験　　※ 簡易接着性試験                                           （3.7.8）　接着性試験　　※ 簡易接着性試験                                           （3.7.8）　接着性試験　　※ 簡易接着性試験                                           （3.7.8）　接着性試験　　※ 簡易接着性試験                                           （3.7.8）　接着性試験　　※ 簡易接着性試験                                           （3.7.8）　接着性試験　　※ 簡易接着性試験                                           （3.7.8）　接着性試験　　※ 簡易接着性試験                                           （3.7.8）

　　　　　　　　・ 引張接着性試験（部位　　　　　　　）　　　　　　　　・ 引張接着性試験（部位　　　　　　　）　　　　　　　　・ 引張接着性試験（部位　　　　　　　）　　　　　　　　・ 引張接着性試験（部位　　　　　　　）　　　　　　　　・ 引張接着性試験（部位　　　　　　　）　　　　　　　　・ 引張接着性試験（部位　　　　　　　）　　　　　　　　・ 引張接着性試験（部位　　　　　　　）

13 ．施工中の安全確保13 ．施工中の安全確保13 ．施工中の安全確保13 ．施工中の安全確保13 ．施工中の安全確保13 ．施工中の安全確保13 ．施工中の安全確保

14 ．建設リサイクル法14 ．建設リサイクル法14 ．建設リサイクル法14 ．建設リサイクル法14 ．建設リサイクル法14 ．建設リサイクル法14 ．建設リサイクル法

15 ．工事に伴う建設副15 ．工事に伴う建設副15 ．工事に伴う建設副15 ．工事に伴う建設副15 ．工事に伴う建設副15 ．工事に伴う建設副15 ．工事に伴う建設副

16 ．施工中の環境16 ．施工中の環境16 ．施工中の環境16 ．施工中の環境16 ．施工中の環境16 ．施工中の環境16 ．施工中の環境

17 ．再資源利用(促進）17 ．再資源利用(促進）17 ．再資源利用(促進）17 ．再資源利用(促進）17 ．再資源利用(促進）17 ．再資源利用(促進）17 ．再資源利用(促進）

18 ．建築材料等18 ．建築材料等18 ．建築材料等18 ．建築材料等18 ．建築材料等18 ．建築材料等18 ．建築材料等

19 ．施工数量調査19 ．施工数量調査19 ．施工数量調査19 ．施工数量調査19 ．施工数量調査19 ．施工数量調査19 ．施工数量調査

20 ．技能士20 ．技能士20 ．技能士20 ．技能士20 ．技能士20 ．技能士20 ．技能士

21 ．施工の検査等21 ．施工の検査等21 ．施工の検査等21 ．施工の検査等21 ．施工の検査等21 ．施工の検査等21 ．施工の検査等

22 ．ホルムアルデヒド22 ．ホルムアルデヒド22 ．ホルムアルデヒド22 ．ホルムアルデヒド22 ．ホルムアルデヒド22 ．ホルムアルデヒド22 ．ホルムアルデヒド

　　 及び揮発性有機化　　 及び揮発性有機化　　 及び揮発性有機化　　 及び揮発性有機化　　 及び揮発性有機化　　 及び揮発性有機化　　 及び揮発性有機化

 　　合物の測定 　　合物の測定 　　合物の測定 　　合物の測定 　　合物の測定 　　合物の測定 　　合物の測定

調査項目調査項目調査項目調査項目調査項目調査項目調査項目 調査範囲調査範囲調査範囲調査範囲調査範囲調査範囲調査範囲 調査方法調査方法調査方法調査方法調査方法調査方法調査方法 報告書・数量書報告書・数量書報告書・数量書報告書・数量書報告書・数量書報告書・数量書報告書・数量書

※２部※２部※２部※２部※２部※２部※２部

※２部※２部※２部※２部※２部※２部※２部

※２部※２部※２部※２部※２部※２部※２部

工　事　種　別工　事　種　別工　事　種　別工　事　種　別工　事　種　別工　事　種　別工　事　種　別 技能検定職種技能検定職種技能検定職種技能検定職種技能検定職種技能検定職種技能検定職種 備考備考備考備考備考備考備考

・鉄筋工事・鉄筋工事・鉄筋工事・鉄筋工事・鉄筋工事・鉄筋工事・鉄筋工事

・コンクリート工事・コンクリート工事・コンクリート工事・コンクリート工事・コンクリート工事・コンクリート工事・コンクリート工事

・木工事・木工事・木工事・木工事・木工事・木工事・木工事

・左官工事・左官工事・左官工事・左官工事・左官工事・左官工事・左官工事

・塗装工事・塗装工事・塗装工事・塗装工事・塗装工事・塗装工事・塗装工事

・屋根及び樋工事・屋根及び樋工事・屋根及び樋工事・屋根及び樋工事・屋根及び樋工事・屋根及び樋工事・屋根及び樋工事

・内装工事・内装工事・内装工事・内装工事・内装工事・内装工事・内装工事

・内装工事・内装工事・内装工事・内装工事・内装工事・内装工事・内装工事

・金属工事・金属工事・金属工事・金属工事・金属工事・金属工事・金属工事

・植栽工事・植栽工事・植栽工事・植栽工事・植栽工事・植栽工事・植栽工事 造園造園造園造園造園造園造園

内装仕上げ施工（鋼製下地）内装仕上げ施工（鋼製下地）内装仕上げ施工（鋼製下地）内装仕上げ施工（鋼製下地）内装仕上げ施工（鋼製下地）内装仕上げ施工（鋼製下地）内装仕上げ施工（鋼製下地）

表装表装表装表装表装表装表装

内装仕上げ施工内装仕上げ施工内装仕上げ施工内装仕上げ施工内装仕上げ施工内装仕上げ施工内装仕上げ施工

建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金

塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装

左官左官左官左官左官左官左官

建築大工建築大工建築大工建築大工建築大工建築大工建築大工

型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工

鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工

　請負額　300万以上　請負額　300万以上　請負額　300万以上　請負額　300万以上　請負額　300万以上　請負額　300万以上　請負額　300万以上

種類種類種類種類種類種類種類

完成図完成図完成図完成図完成図完成図完成図

※設計図一式※設計図一式※設計図一式※設計図一式※設計図一式※設計図一式※設計図一式

総合図総合図総合図総合図総合図総合図総合図

※一式※一式※一式※一式※一式※一式※一式

施工図施工図施工図施工図施工図施工図施工図

※構造躯体※構造躯体※構造躯体※構造躯体※構造躯体※構造躯体※構造躯体
※平面図※平面図※平面図※平面図※平面図※平面図※平面図

※建具※建具※建具※建具※建具※建具※建具
※屋根及び樋※屋根及び樋※屋根及び樋※屋根及び樋※屋根及び樋※屋根及び樋※屋根及び樋

・（　　　　　）・（　　　　　）・（　　　　　）・（　　　　　）・（　　　　　）・（　　　　　）・（　　　　　）

工作図工作図工作図工作図工作図工作図工作図

※家具図※家具図※家具図※家具図※家具図※家具図※家具図

・（　　　　　）・（　　　　　）・（　　　　　）・（　　　　　）・（　　　　　）・（　　　　　）・（　　　　　）

提出形式提出形式提出形式提出形式提出形式提出形式提出形式

※二つ折り青焼き又は白焼き製本（Ａ１）※二つ折り青焼き又は白焼き製本（Ａ１）※二つ折り青焼き又は白焼き製本（Ａ１）※二つ折り青焼き又は白焼き製本（Ａ１）※二つ折り青焼き又は白焼き製本（Ａ１）※二つ折り青焼き又は白焼き製本（Ａ１）※二つ折り青焼き又は白焼き製本（Ａ１）

※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ又はＤＸＦ又はＦＳＣ)※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ又はＤＸＦ又はＦＳＣ)※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ又はＤＸＦ又はＦＳＣ)※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ又はＤＸＦ又はＦＳＣ)※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ又はＤＸＦ又はＦＳＣ)※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ又はＤＸＦ又はＦＳＣ)※ＣＡＤデータ(ＪＷＷ又はＤＸＦ又はＦＳＣ)

※ＴＩＦＦデータ(竣工図電子データ作成要領による)※ＴＩＦＦデータ(竣工図電子データ作成要領による)※ＴＩＦＦデータ(竣工図電子データ作成要領による)※ＴＩＦＦデータ(竣工図電子データ作成要領による)※ＴＩＦＦデータ(竣工図電子データ作成要領による)※ＴＩＦＦデータ(竣工図電子データ作成要領による)※ＴＩＦＦデータ(竣工図電子データ作成要領による)

※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）

※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）

※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）※二つ折り青焼き又は白焼き（適宜：Ａ１又はＡ３）

※１部※１部※１部※１部※１部※１部※１部

部数部数部数部数部数部数部数

・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部

※１部※１部※１部※１部※１部※１部※１部
・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部

※１部※１部※１部※１部※１部※１部※１部
・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部

※１部※１部※１部※１部※１部※１部※１部

・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部・（　　）部

区分区分区分区分区分区分区分

アスベスト含有建材アスベスト含有建材アスベスト含有建材アスベスト含有建材アスベスト含有建材アスベスト含有建材アスベスト含有建材

オイルタンク内のオイルオイルタンク内のオイルオイルタンク内のオイルオイルタンク内のオイルオイルタンク内のオイルオイルタンク内のオイルオイルタンク内のオイル

ピット（浄化槽、便槽）汚泥ピット（浄化槽、便槽）汚泥ピット（浄化槽、便槽）汚泥ピット（浄化槽、便槽）汚泥ピット（浄化槽、便槽）汚泥ピット（浄化槽、便槽）汚泥ピット（浄化槽、便槽）汚泥

使用されていた酸、アルカリ、薬品等使用されていた酸、アルカリ、薬品等使用されていた酸、アルカリ、薬品等使用されていた酸、アルカリ、薬品等使用されていた酸、アルカリ、薬品等使用されていた酸、アルカリ、薬品等使用されていた酸、アルカリ、薬品等

医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物

フロン、ハロン使用機器フロン、ハロン使用機器フロン、ハロン使用機器フロン、ハロン使用機器フロン、ハロン使用機器フロン、ハロン使用機器フロン、ハロン使用機器

ＰＣＢ使用機器ＰＣＢ使用機器ＰＣＢ使用機器ＰＣＢ使用機器ＰＣＢ使用機器ＰＣＢ使用機器ＰＣＢ使用機器

建物管理者建物管理者建物管理者建物管理者建物管理者建物管理者建物管理者

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

種別種別種別種別種別種別種別

・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種

・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種

・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種

仮設扉仮設扉仮設扉仮設扉仮設扉仮設扉仮設扉

下地下地下地下地下地下地下地

・軽量鉄骨・軽量鉄骨・軽量鉄骨・軽量鉄骨・軽量鉄骨・軽量鉄骨・軽量鉄骨

・ 木下地・ 木下地・ 木下地・ 木下地・ 木下地・ 木下地・ 木下地

単管下地単管下地単管下地単管下地単管下地単管下地単管下地

※木製扉※木製扉※木製扉※木製扉※木製扉※木製扉※木製扉

・ 鋼製扉・ 鋼製扉・ 鋼製扉・ 鋼製扉・ 鋼製扉・ 鋼製扉・ 鋼製扉

※合板張り程度※合板張り程度※合板張り程度※合板張り程度※合板張り程度※合板張り程度※合板張り程度

・（　　　　　　　　　　）程度・（　　　　　　　　　　）程度・（　　　　　　　　　　）程度・（　　　　　　　　　　）程度・（　　　　　　　　　　）程度・（　　　　　　　　　　）程度・（　　　　　　　　　　）程度

防湿シート防湿シート防湿シート防湿シート防湿シート防湿シート防湿シート

・石こうボード（※9.5・　　　）・石こうボード（※9.5・　　　）・石こうボード（※9.5・　　　）・石こうボード（※9.5・　　　）・石こうボード（※9.5・　　　）・石こうボード（※9.5・　　　）・石こうボード（※9.5・　　　）

・合板（・9.0　・12.0）・合板（・9.0　・12.0）・合板（・9.0　・12.0）・合板（・9.0　・12.0）・合板（・9.0　・12.0）・合板（・9.0　・12.0）・合板（・9.0　・12.0）

　仕上材　（厚さ　　ｍｍ）　仕上材　（厚さ　　ｍｍ）　仕上材　（厚さ　　ｍｍ）　仕上材　（厚さ　　ｍｍ）　仕上材　（厚さ　　ｍｍ）　仕上材　（厚さ　　ｍｍ）　仕上材　（厚さ　　ｍｍ）

厚さ　　　ｍｍ厚さ　　　ｍｍ厚さ　　　ｍｍ厚さ　　　ｍｍ厚さ　　　ｍｍ厚さ　　　ｍｍ厚さ　　　ｍｍ

充てん材充てん材充てん材充てん材充てん材充てん材充てん材 塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装

※　無し※　無し※　無し※　無し※　無し※　無し※　無し

・片面・片面・片面・片面・片面・片面・片面

※　無し※　無し※　無し※　無し※　無し※　無し※　無し

・片面・片面・片面・片面・片面・片面・片面

・ M4SI工法・ M4SI工法・ M4SI工法・ M4SI工法・ M4SI工法・ M4SI工法・ M4SI工法

・ M4S工法・ M4S工法・ M4S工法・ M4S工法・ M4S工法・ M4S工法・ M4S工法

・ S3SI工法・ S3SI工法・ S3SI工法・ S3SI工法・ S3SI工法・ S3SI工法・ S3SI工法

・ S3S工法・ S3S工法・ S3S工法・ S3S工法・ S3S工法・ S3S工法・ S3S工法

・ S4SI工法・ S4SI工法・ S4SI工法・ S4SI工法・ S4SI工法・ S4SI工法・ S4SI工法

・ POSI工法・ POSI工法・ POSI工法・ POSI工法・ POSI工法・ POSI工法・ POSI工法

・ S4S工法・ S4S工法・ S4S工法・ S4S工法・ S4S工法・ S4S工法・ S4S工法
・ P0S工法・ P0S工法・ P0S工法・ P0S工法・ P0S工法・ P0S工法・ P0S工法

の種別の種別の種別の種別の種別の種別の種別
防水改修工法防水改修工法防水改修工法防水改修工法防水改修工法防水改修工法防水改修工法 新規防水層新規防水層新規防水層新規防水層新規防水層新規防水層新規防水層

の種別の種別の種別の種別の種別の種別の種別

・S-F1  ・S-F2・S-F1  ・S-F2・S-F1  ・S-F2・S-F1  ・S-F2・S-F1  ・S-F2・S-F1  ・S-F2・S-F1  ・S-F2
・S-M1　・S-M2・S-M1　・S-M2・S-M1　・S-M2・S-M1　・S-M2・S-M1　・S-M2・S-M1　・S-M2・S-M1　・S-M2
・S-M3・S-M3・S-M3・S-M3・S-M3・S-M3・S-M3

・SI-F1　・SI-F2・SI-F1　・SI-F2・SI-F1　・SI-F2・SI-F1　・SI-F2・SI-F1　・SI-F2・SI-F1　・SI-F2・SI-F1　・SI-F2
・SI-M1　・SI-M2・SI-M1　・SI-M2・SI-M1　・SI-M2・SI-M1　・SI-M2・SI-M1　・SI-M2・SI-M1　・SI-M2・SI-M1　・SI-M2
・SI-M3・SI-M3・SI-M3・SI-M3・SI-M3・SI-M3・SI-M3

・S-F1  ・S-F2・S-F1  ・S-F2・S-F1  ・S-F2・S-F1  ・S-F2・S-F1  ・S-F2・S-F1  ・S-F2・S-F1  ・S-F2

・SI-F1  ・SI-F2・SI-F1  ・SI-F2・SI-F1  ・SI-F2・SI-F1  ・SI-F2・SI-F1  ・SI-F2・SI-F1  ・SI-F2・SI-F1  ・SI-F2

・S-M1  ・S-M2・S-M1  ・S-M2・S-M1  ・S-M2・S-M1  ・S-M2・S-M1  ・S-M2・S-M1  ・S-M2・S-M1  ・S-M2
・S-M3・S-M3・S-M3・S-M3・S-M3・S-M3・S-M3

・SI-M1  ・SI-M2・SI-M1  ・SI-M2・SI-M1  ・SI-M2・SI-M1  ・SI-M2・SI-M1  ・SI-M2・SI-M1  ・SI-M2・SI-M1  ・SI-M2
・SI-M3・SI-M3・SI-M3・SI-M3・SI-M3・SI-M3・SI-M3

立上り立上り立上り立上り立上り立上り立上り

平場平場平場平場平場平場平場

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所 仕上げ塗料塗り仕上げ塗料塗り仕上げ塗料塗り仕上げ塗料塗り仕上げ塗料塗り仕上げ塗料塗り仕上げ塗料塗り

・シルバー・シルバー・シルバー・シルバー・シルバー・シルバー・シルバー

・ カラー・ カラー・ カラー・ カラー・ カラー・ カラー・ カラー
・ 製造メーカー仕様・ 製造メーカー仕様・ 製造メーカー仕様・ 製造メーカー仕様・ 製造メーカー仕様・ 製造メーカー仕様・ 製造メーカー仕様

※非歩行※非歩行※非歩行※非歩行※非歩行※非歩行※非歩行

使用分類使用分類使用分類使用分類使用分類使用分類使用分類

・ P0ASI工法・ P0ASI工法・ P0ASI工法・ P0ASI工法・ P0ASI工法・ P0ASI工法・ P0ASI工法

・ M4ASI工法・ M4ASI工法・ M4ASI工法・ M4ASI工法・ M4ASI工法・ M4ASI工法・ M4ASI工法

・ M3ASI工法・ M3ASI工法・ M3ASI工法・ M3ASI工法・ M3ASI工法・ M3ASI工法・ M3ASI工法

・ P0AS工法・ P0AS工法・ P0AS工法・ P0AS工法・ P0AS工法・ P0AS工法・ P0AS工法

・ M3AS工法・ M3AS工法・ M3AS工法・ M3AS工法・ M3AS工法・ M3AS工法・ M3AS工法

・ M4AS工法・ M4AS工法・ M4AS工法・ M4AS工法・ M4AS工法・ M4AS工法・ M4AS工法

防水改修工法の種別防水改修工法の種別防水改修工法の種別防水改修工法の種別防水改修工法の種別防水改修工法の種別防水改修工法の種別 新規防水層の種別新規防水層の種別新規防水層の種別新規防水層の種別新規防水層の種別新規防水層の種別新規防水層の種別

 ・ AS-1 ・ AS-2 ・ AS-3 ・ AS-1 ・ AS-2 ・ AS-3 ・ AS-1 ・ AS-2 ・ AS-3 ・ AS-1 ・ AS-2 ・ AS-3 ・ AS-1 ・ AS-2 ・ AS-3 ・ AS-1 ・ AS-2 ・ AS-3 ・ AS-1 ・ AS-2 ・ AS-3

 ・ AS-4 ・ AS-5 ・ AS-6 ・ AS-4 ・ AS-5 ・ AS-6 ・ AS-4 ・ AS-5 ・ AS-6 ・ AS-4 ・ AS-5 ・ AS-6 ・ AS-4 ・ AS-5 ・ AS-6 ・ AS-4 ・ AS-5 ・ AS-6 ・ AS-4 ・ AS-5 ・ AS-6

 ・ ASI-1 ・ ASI-2 ・ ASI-1 ・ ASI-2 ・ ASI-1 ・ ASI-2 ・ ASI-1 ・ ASI-2 ・ ASI-1 ・ ASI-2 ・ ASI-1 ・ ASI-2 ・ ASI-1 ・ ASI-2

厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm) 施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所

防水防水防水防水防水防水防水

屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内

防水改修工法種別防水改修工法種別防水改修工法種別防水改修工法種別防水改修工法種別防水改修工法種別防水改修工法種別

・ P1B工法・ P1B工法・ P1B工法・ P1B工法・ P1B工法・ P1B工法・ P1B工法

・ P1BI工法　 ・ T1BI工法・ P1BI工法　 ・ T1BI工法・ P1BI工法　 ・ T1BI工法・ P1BI工法　 ・ T1BI工法・ P1BI工法　 ・ T1BI工法・ P1BI工法　 ・ T1BI工法・ P1BI工法　 ・ T1BI工法

・ P2AI工法・ P2AI工法・ P2AI工法・ P2AI工法・ P2AI工法・ P2AI工法・ P2AI工法

・ P2A工法・ P2A工法・ P2A工法・ P2A工法・ P2A工法・ P2A工法・ P2A工法

・ M4C工法・ M4C工法・ M4C工法・ M4C工法・ M4C工法・ M4C工法・ M4C工法

・ M3D工法　　・ P0D工法・ M3D工法　　・ P0D工法・ M3D工法　　・ P0D工法・ M3D工法　　・ P0D工法・ M3D工法　　・ P0D工法・ M3D工法　　・ P0D工法・ M3D工法　　・ P0D工法

・ P0DI工法   ・M3DI工法・ P0DI工法   ・M3DI工法・ P0DI工法   ・M3DI工法・ P0DI工法   ・M3DI工法・ P0DI工法   ・M3DI工法・ P0DI工法   ・M3DI工法・ P0DI工法   ・M3DI工法

・ M4DI工法・ M4DI工法・ M4DI工法・ M4DI工法・ M4DI工法・ M4DI工法・ M4DI工法

・ P1E工法　  ・P2E工法・ P1E工法　  ・P2E工法・ P1E工法　  ・P2E工法・ P1E工法　  ・P2E工法・ P1E工法　  ・P2E工法・ P1E工法　  ・P2E工法・ P1E工法　  ・P2E工法

・B-1   ※　B-2・B-1   ※　B-2・B-1   ※　B-2・B-1   ※　B-2・B-1   ※　B-2・B-1   ※　B-2・B-1   ※　B-2

・BI-1  ※　BI-2・BI-1  ※　BI-2・BI-1  ※　BI-2・BI-1  ※　BI-2・BI-1  ※　BI-2・BI-1  ※　BI-2・BI-1  ※　BI-2

・AI-1  ※　AI-2・AI-1  ※　AI-2・AI-1  ※　AI-2・AI-1  ※　AI-2・AI-1  ※　AI-2・AI-1  ※　AI-2・AI-1  ※　AI-2

・A-1   ※　A-2・A-1   ※　A-2・A-1   ※　A-2・A-1   ※　A-2・A-1   ※　A-2・A-1   ※　A-2・A-1   ※　A-2

・C-1   ※　C-2　 ・C-1   ※　C-2　 ・C-1   ※　C-2　 ・C-1   ※　C-2　 ・C-1   ※　C-2　 ・C-1   ※　C-2　 ・C-1   ※　C-2　 

・D-1   ※　D-2　 ・D-1   ※　D-2　 ・D-1   ※　D-2　 ・D-1   ※　D-2　 ・D-1   ※　D-2　 ・D-1   ※　D-2　 ・D-1   ※　D-2　 

・DI-1  ※　DI-2・DI-1  ※　DI-2・DI-1  ※　DI-2・DI-1  ※　DI-2・DI-1  ※　DI-2・DI-1  ※　DI-2・DI-1  ※　DI-2

・E-1   ※　E-2・E-1   ※　E-2・E-1   ※　E-2・E-1   ※　E-2・E-1   ※　E-2・E-1   ※　E-2・E-1   ※　E-2

（保護層は図示による）（保護層は図示による）（保護層は図示による）（保護層は図示による）（保護層は図示による）（保護層は図示による）（保護層は図示による）

新規防水層の種別新規防水層の種別新規防水層の種別新規防水層の種別新規防水層の種別新規防水層の種別新規防水層の種別 施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所
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排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械　に　つ　い　て排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械　に　つ　い　て排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械　に　つ　い　て排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械　に　つ　い　て排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械　に　つ　い　て排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械　に　つ　い　て排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械　に　つ　い　て

「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。

（対象機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ（車輪式）、空気圧縮機（可動式）、（対象機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ（車輪式）、空気圧縮機（可動式）、（対象機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ（車輪式）、空気圧縮機（可動式）、（対象機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ（車輪式）、空気圧縮機（可動式）、（対象機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ（車輪式）、空気圧縮機（可動式）、（対象機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ（車輪式）、空気圧縮機（可動式）、（対象機種：ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ（車輪式）、空気圧縮機（可動式）、
油圧油圧油圧油圧油圧油圧油圧ﾕﾆｯﾄ（油圧ﾊﾝﾏ･ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機･油圧式杭圧入引抜機 ｱｰｽｵｰｶﾞﾕﾆｯﾄ（油圧ﾊﾝﾏ･ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機･油圧式杭圧入引抜機 ｱｰｽｵｰｶﾞﾕﾆｯﾄ（油圧ﾊﾝﾏ･ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機･油圧式杭圧入引抜機 ｱｰｽｵｰｶﾞﾕﾆｯﾄ（油圧ﾊﾝﾏ･ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機･油圧式杭圧入引抜機 ｱｰｽｵｰｶﾞﾕﾆｯﾄ（油圧ﾊﾝﾏ･ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機･油圧式杭圧入引抜機 ｱｰｽｵｰｶﾞﾕﾆｯﾄ（油圧ﾊﾝﾏ･ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機･油圧式杭圧入引抜機 ｱｰｽｵｰｶﾞﾕﾆｯﾄ（油圧ﾊﾝﾏ･ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機･油圧式杭圧入引抜機 ｱｰｽｵｰｶﾞ

･ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機･ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機･ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機･ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機･ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機･ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機･ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機・ﾘﾊﾞｰｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転型 ・ﾘﾊﾞｰｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転型 ・ﾘﾊﾞｰｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転型 ・ﾘﾊﾞｰｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転型 ・ﾘﾊﾞｰｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転型 ・ﾘﾊﾞｰｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転型 ・ﾘﾊﾞｰｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転型 
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうちﾍﾞｰｽﾏｼﾝとは別に独立したﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動のｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうちﾍﾞｰｽﾏｼﾝとは別に独立したﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動のｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうちﾍﾞｰｽﾏｼﾝとは別に独立したﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動のｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうちﾍﾞｰｽﾏｼﾝとは別に独立したﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動のｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうちﾍﾞｰｽﾏｼﾝとは別に独立したﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動のｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうちﾍﾞｰｽﾏｼﾝとは別に独立したﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動のｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうちﾍﾞｰｽﾏｼﾝとは別に独立したﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動の
油圧ユニットを搭載しているもの）、ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔﾛｰﾗ、振動ﾛｰﾗ、ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ、発電発動油圧ユニットを搭載しているもの）、ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔﾛｰﾗ、振動ﾛｰﾗ、ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ、発電発動油圧ユニットを搭載しているもの）、ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔﾛｰﾗ、振動ﾛｰﾗ、ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ、発電発動油圧ユニットを搭載しているもの）、ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔﾛｰﾗ、振動ﾛｰﾗ、ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ、発電発動油圧ユニットを搭載しているもの）、ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔﾛｰﾗ、振動ﾛｰﾗ、ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ、発電発動油圧ユニットを搭載しているもの）、ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔﾛｰﾗ、振動ﾛｰﾗ、ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ、発電発動油圧ユニットを搭載しているもの）、ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ、ﾀｲﾔﾛｰﾗ、振動ﾛｰﾗ、ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ、発電発動
機（可動式（溶接兼用機を含む））但し、以上はﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（ｴﾝｼﾞﾝ出力7.5Ｋｗ以上機（可動式（溶接兼用機を含む））但し、以上はﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（ｴﾝｼﾞﾝ出力7.5Ｋｗ以上機（可動式（溶接兼用機を含む））但し、以上はﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（ｴﾝｼﾞﾝ出力7.5Ｋｗ以上機（可動式（溶接兼用機を含む））但し、以上はﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（ｴﾝｼﾞﾝ出力7.5Ｋｗ以上機（可動式（溶接兼用機を含む））但し、以上はﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（ｴﾝｼﾞﾝ出力7.5Ｋｗ以上機（可動式（溶接兼用機を含む））但し、以上はﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（ｴﾝｼﾞﾝ出力7.5Ｋｗ以上機（可動式（溶接兼用機を含む））但し、以上はﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（ｴﾝｼﾞﾝ出力7.5Ｋｗ以上

260Ｋｗ以下）を搭載したものに限る。）260Ｋｗ以下）を搭載したものに限る。）260Ｋｗ以下）を搭載したものに限る。）260Ｋｗ以下）を搭載したものに限る。）260Ｋｗ以下）を搭載したものに限る。）260Ｋｗ以下）を搭載したものに限る。）260Ｋｗ以下）を搭載したものに限る。）

外壁劣化調査外壁劣化調査外壁劣化調査外壁劣化調査外壁劣化調査外壁劣化調査外壁劣化調査 外壁全体外壁全体外壁全体外壁全体外壁全体外壁全体外壁全体 目視及び打診目視及び打診目視及び打診目視及び打診目視及び打診目視及び打診目視及び打診 ※２部　・１部※２部　・１部※２部　・１部※２部　・１部※２部　・１部※２部　・１部※２部　・１部

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所 改修工法種別改修工法種別改修工法種別改修工法種別改修工法種別改修工法種別改修工法種別

　・　P0X　・　P0X　・　P0X　・　P0X　・　P0X　・　P0X　・　P0X

　・　L4X　・　L4X　・　L4X　・　L4X　・　L4X　・　L4X　・　L4X

　※　X-1　※　X-1　※　X-1　※　X-1　※　X-1　※　X-1　※　X-1

　※　X-2　※　X-2　※　X-2　※　X-2　※　X-2　※　X-2　※　X-2

新規防水層種別新規防水層種別新規防水層種別新規防水層種別新規防水層種別新規防水層種別新規防水層種別 仕上げ塗料塗り仕上げ塗料塗り仕上げ塗料塗り仕上げ塗料塗り仕上げ塗料塗り仕上げ塗料塗り仕上げ塗料塗り

　※ カラー　・ シルバー　※ カラー　・ シルバー　※ カラー　・ シルバー　※ カラー　・ シルバー　※ カラー　・ シルバー　※ カラー　・ シルバー　※ カラー　・ シルバー

　※ カラー　・ シルバー　※ カラー　・ シルバー　※ カラー　・ シルバー　※ カラー　・ シルバー　※ カラー　・ シルバー　※ カラー　・ シルバー　※ カラー　・ シルバー

　　脱気装置　　※図面図示による   ・ 種類（　　　　　） ・ 設置数量（　　　　　）　　脱気装置　　※図面図示による   ・ 種類（　　　　　） ・ 設置数量（　　　　　）　　脱気装置　　※図面図示による   ・ 種類（　　　　　） ・ 設置数量（　　　　　）　　脱気装置　　※図面図示による   ・ 種類（　　　　　） ・ 設置数量（　　　　　）　　脱気装置　　※図面図示による   ・ 種類（　　　　　） ・ 設置数量（　　　　　）　　脱気装置　　※図面図示による   ・ 種類（　　　　　） ・ 設置数量（　　　　　）　　脱気装置　　※図面図示による   ・ 種類（　　　　　） ・ 設置数量（　　　　　）

TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444

福岡県行橋市北泉四丁目28-16福岡県行橋市北泉四丁目28-16福岡県行橋市北泉四丁目28-16福岡県行橋市北泉四丁目28-16福岡県行橋市北泉四丁目28-16福岡県行橋市北泉四丁目28-16福岡県行橋市北泉四丁目28-16 一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号

田頭　康典田頭　康典田頭　康典田頭　康典田頭　康典田頭　康典田頭　康典

福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号

 1．改修方法の種類 1．改修方法の種類 1．改修方法の種類 1．改修方法の種類 1．改修方法の種類 1．改修方法の種類 1．改修方法の種類

既存部分の養生既存部分の養生既存部分の養生既存部分の養生既存部分の養生既存部分の養生既存部分の養生

固定家具の養生固定家具の養生固定家具の養生固定家具の養生固定家具の養生固定家具の養生固定家具の養生 ・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない

既存家具の養生既存家具の養生既存家具の養生既存家具の養生既存家具の養生既存家具の養生既存家具の養生 ※ビニールシート等※ビニールシート等※ビニールシート等※ビニールシート等※ビニールシート等※ビニールシート等※ビニールシート等

・行う（図示）・行う（図示）・行う（図示）・行う（図示）・行う（図示）・行う（図示）・行う（図示）

※ビニールシート等※ビニールシート等※ビニールシート等※ビニールシート等※ビニールシート等※ビニールシート等※ビニールシート等 ・合板　　　･（　　　　　　　　）・合板　　　･（　　　　　　　　）・合板　　　･（　　　　　　　　）・合板　　　･（　　　　　　　　）・合板　　　･（　　　　　　　　）・合板　　　･（　　　　　　　　）・合板　　　･（　　　　　　　　）

・ 単管一本足場  ・ 枠組本足場（Ｗ＝　　ｍ）  ・（　　　　　　　　　　）・ 単管一本足場  ・ 枠組本足場（Ｗ＝　　ｍ）  ・（　　　　　　　　　　）・ 単管一本足場  ・ 枠組本足場（Ｗ＝　　ｍ）  ・（　　　　　　　　　　）・ 単管一本足場  ・ 枠組本足場（Ｗ＝　　ｍ）  ・（　　　　　　　　　　）・ 単管一本足場  ・ 枠組本足場（Ｗ＝　　ｍ）  ・（　　　　　　　　　　）・ 単管一本足場  ・ 枠組本足場（Ｗ＝　　ｍ）  ・（　　　　　　　　　　）・ 単管一本足場  ・ 枠組本足場（Ｗ＝　　ｍ）  ・（　　　　　　　　　　）緊結くさび足場W=900緊結くさび足場W=900緊結くさび足場W=900緊結くさび足場W=900緊結くさび足場W=900緊結くさび足場W=900緊結くさび足場W=900

・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ A種・ A種・ A種・ A種・ A種・ A種・ A種 ※B種　　・ C種　　・ D種　　･E種※B種　　・ C種　　・ D種　　･E種※B種　　・ C種　　・ D種　　･E種※B種　　・ C種　　・ D種　　･E種※B種　　・ C種　　・ D種　　･E種※B種　　・ C種　　・ D種　　･E種※B種　　・ C種　　・ D種　　･E種

※枠組足場　　･　緊結式足場　･　単管足場　･（　　　　　　　　）※枠組足場　　･　緊結式足場　･　単管足場　･（　　　　　　　　）※枠組足場　　･　緊結式足場　･　単管足場　･（　　　　　　　　）※枠組足場　　･　緊結式足場　･　単管足場　･（　　　　　　　　）※枠組足場　　･　緊結式足場　･　単管足場　･（　　　　　　　　）※枠組足場　　･　緊結式足場　･　単管足場　･（　　　　　　　　）※枠組足場　　･　緊結式足場　･　単管足場　･（　　　　　　　　）

（建築工事編）（平成３１年版）」（以下「改修標仕」）及び「建築改修工事監理指針（令和元年版）」による。（建築工事編）（平成３１年版）」（以下「改修標仕」）及び「建築改修工事監理指針（令和元年版）」による。（建築工事編）（平成３１年版）」（以下「改修標仕」）及び「建築改修工事監理指針（令和元年版）」による。（建築工事編）（平成３１年版）」（以下「改修標仕」）及び「建築改修工事監理指針（令和元年版）」による。（建築工事編）（平成３１年版）」（以下「改修標仕」）及び「建築改修工事監理指針（令和元年版）」による。（建築工事編）（平成３１年版）」（以下「改修標仕」）及び「建築改修工事監理指針（令和元年版）」による。（建築工事編）（平成３１年版）」（以下「改修標仕」）及び「建築改修工事監理指針（令和元年版）」による。

編）（平成３１年度版）」及び「建築工事監理指針（令和元年版）」による。編）（平成３１年度版）」及び「建築工事監理指針（令和元年版）」による。編）（平成３１年度版）」及び「建築工事監理指針（令和元年版）」による。編）（平成３１年度版）」及び「建築工事監理指針（令和元年版）」による。編）（平成３１年度版）」及び「建築工事監理指針（令和元年版）」による。編）（平成３１年度版）」及び「建築工事監理指針（令和元年版）」による。編）（平成３１年度版）」及び「建築工事監理指針（令和元年版）」による。

グリ－ンフエンス程度グリ－ンフエンス程度グリ－ンフエンス程度グリ－ンフエンス程度グリ－ンフエンス程度グリ－ンフエンス程度グリ－ンフエンス程度

改修工事特記仕様書(1)改修工事特記仕様書(1)改修工事特記仕様書(1)改修工事特記仕様書(1)改修工事特記仕様書(1)改修工事特記仕様書(1)改修工事特記仕様書(1)

福　岡　県　改　修　工　事　特　記　仕　様　書福　岡　県　改　修　工　事　特　記　仕　様　書福　岡　県　改　修　工　事　特　記　仕　様　書福　岡　県　改　修　工　事　特　記　仕　様　書福　岡　県　改　修　工　事　特　記　仕　様　書福　岡　県　改　修　工　事　特　記　仕　様　書福　岡　県　改　修　工　事　特　記　仕　様　書

（１）「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成 （１）「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成 （１）「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成 （１）「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成 （１）「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成 （１）「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成 （１）「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成  年版」国土交通省大臣官房官庁営繕 年版」国土交通省大臣官房官庁営繕 年版」国土交通省大臣官房官庁営繕 年版」国土交通省大臣官房官庁営繕 年版」国土交通省大臣官房官庁営繕 年版」国土交通省大臣官房官庁営繕 年版」国土交通省大臣官房官庁営繕

（２）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 （２）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 （２）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 （２）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 （２）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 （２）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 （２）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成  年版」国土交通省大臣官房官庁 年版」国土交通省大臣官房官庁 年版」国土交通省大臣官房官庁 年版」国土交通省大臣官房官庁 年版」国土交通省大臣官房官庁 年版」国土交通省大臣官房官庁 年版」国土交通省大臣官房官庁

（３）「公共木造建築工事標準仕様書　平成（３）「公共木造建築工事標準仕様書　平成（３）「公共木造建築工事標準仕様書　平成（３）「公共木造建築工事標準仕様書　平成（３）「公共木造建築工事標準仕様書　平成（３）「公共木造建築工事標準仕様書　平成（３）「公共木造建築工事標準仕様書　平成 年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　

（４）「建築物解体工事共通仕様書　平成（４）「建築物解体工事共通仕様書　平成（４）「建築物解体工事共通仕様書　平成（４）「建築物解体工事共通仕様書　平成（４）「建築物解体工事共通仕様書　平成（４）「建築物解体工事共通仕様書　平成（４）「建築物解体工事共通仕様書　平成 年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　年版」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　

（１）｢建築構造設計基準 平成（１）｢建築構造設計基準 平成（１）｢建築構造設計基準 平成（１）｢建築構造設計基準 平成（１）｢建築構造設計基準 平成（１）｢建築構造設計基準 平成（１）｢建築構造設計基準 平成 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

（２）｢建築工事標準詳細図　平成 （２）｢建築工事標準詳細図　平成 （２）｢建築工事標準詳細図　平成 （２）｢建築工事標準詳細図　平成 （２）｢建築工事標準詳細図　平成 （２）｢建築工事標準詳細図　平成 （２）｢建築工事標準詳細図　平成 28282828282828 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

（４）｢擁壁設計標準図　平成（４）｢擁壁設計標準図　平成（４）｢擁壁設計標準図　平成（４）｢擁壁設計標準図　平成（４）｢擁壁設計標準図　平成（４）｢擁壁設計標準図　平成（４）｢擁壁設計標準図　平成12121212121212年版｣　建設省大臣官房官庁営繕部監修年版｣　建設省大臣官房官庁営繕部監修年版｣　建設省大臣官房官庁営繕部監修年版｣　建設省大臣官房官庁営繕部監修年版｣　建設省大臣官房官庁営繕部監修年版｣　建設省大臣官房官庁営繕部監修年版｣　建設省大臣官房官庁営繕部監修

（３）｢鉄筋コンクリート構造配筋要領　平成（３）｢鉄筋コンクリート構造配筋要領　平成（３）｢鉄筋コンクリート構造配筋要領　平成（３）｢鉄筋コンクリート構造配筋要領　平成（３）｢鉄筋コンクリート構造配筋要領　平成（３）｢鉄筋コンクリート構造配筋要領　平成（３）｢鉄筋コンクリート構造配筋要領　平成11111111111111年版｣　建設大臣官房営繕部監修　年版｣　建設大臣官房営繕部監修　年版｣　建設大臣官房営繕部監修　年版｣　建設大臣官房営繕部監修　年版｣　建設大臣官房営繕部監修　年版｣　建設大臣官房営繕部監修　年版｣　建設大臣官房営繕部監修　

（５）｢建築工事監理指針　平成 （５）｢建築工事監理指針　平成 （５）｢建築工事監理指針　平成 （５）｢建築工事監理指針　平成 （５）｢建築工事監理指針　平成 （５）｢建築工事監理指針　平成 （５）｢建築工事監理指針　平成 28282828282828 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

（６）｢建築改修工事監理指針　平成 （６）｢建築改修工事監理指針　平成 （６）｢建築改修工事監理指針　平成 （６）｢建築改修工事監理指針　平成 （６）｢建築改修工事監理指針　平成 （６）｢建築改修工事監理指針　平成 （６）｢建築改修工事監理指針　平成 28282828282828 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 年版｣　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

３．工事概要は別紙３．工事概要は別紙３．工事概要は別紙３．工事概要は別紙３．工事概要は別紙３．工事概要は別紙３．工事概要は別紙 による。による。による。による。による。による。による。

概成工期（概成工期（概成工期（概成工期（概成工期（概成工期（概成工期（ 　　年　　月　　日）　　年　　月　　日）　　年　　月　　日）　　年　　月　　日）　　年　　月　　日）　　年　　月　　日）　　年　　月　　日）



　備考　備考　備考　備考　備考　備考　備考 　承認覧　承認覧　承認覧　承認覧　承認覧　承認覧　承認覧 　工事名称　工事名称　工事名称　工事名称　工事名称　工事名称　工事名称 　図面名称　図面名称　図面名称　図面名称　図面名称　図面名称　図面名称

　尺度　尺度　尺度　尺度　尺度　尺度　尺度 　図面番号　図面番号　図面番号　図面番号　図面番号　図面番号　図面番号

　日付　日付　日付　日付　日付　日付　日付

アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(1)アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(1)アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(1)アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(1)アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(1)アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(1)アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(1)

課契約係に提出しなければならない。課契約係に提出しなければならない。課契約係に提出しなければならない。課契約係に提出しなければならない。課契約係に提出しなければならない。課契約係に提出しなければならない。課契約係に提出しなければならない。

竣工後(※２･１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し､報告すること。竣工後(※２･１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し､報告すること。竣工後(※２･１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し､報告すること。竣工後(※２･１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し､報告すること。竣工後(※２･１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し､報告すること。竣工後(※２･１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し､報告すること。竣工後(※２･１)年以内に当該工事範囲に関する経年変化の状況を調査し､報告すること。

報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「工事カルテ」を作成し、建築都市管理課契約係の確認を受報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「工事カルテ」を作成し、建築都市管理課契約係の確認を受報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「工事カルテ」を作成し、建築都市管理課契約係の確認を受報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「工事カルテ」を作成し、建築都市管理課契約係の確認を受報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「工事カルテ」を作成し、建築都市管理課契約係の確認を受報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「工事カルテ」を作成し、建築都市管理課契約係の確認を受報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「工事カルテ」を作成し、建築都市管理課契約係の確認を受

ただし、工事請負額が５００万円以上２，５００万円未満の工事については、発注・訂正時のみのただし、工事請負額が５００万円以上２，５００万円未満の工事については、発注・訂正時のみのただし、工事請負額が５００万円以上２，５００万円未満の工事については、発注・訂正時のみのただし、工事請負額が５００万円以上２，５００万円未満の工事については、発注・訂正時のみのただし、工事請負額が５００万円以上２，５００万円未満の工事については、発注・訂正時のみのただし、工事請負額が５００万円以上２，５００万円未満の工事については、発注・訂正時のみのただし、工事請負額が５００万円以上２，５００万円未満の工事については、発注・訂正時のみの

(1.1.4 )(1.1.4 )(1.1.4 )(1.1.4 )(1.1.4 )(1.1.4 )(1.1.4 )

FAX  092-411-3486FAX  092-411-3486FAX  092-411-3486FAX  092-411-3486FAX  092-411-3486FAX  092-411-3486FAX  092-411-3486TEL  092-411-3473TEL  092-411-3473TEL  092-411-3473TEL  092-411-3473TEL  092-411-3473TEL  092-411-3473TEL  092-411-3473

（財）日本建設情報総合センター九州地方センター（財）日本建設情報総合センター九州地方センター（財）日本建設情報総合センター九州地方センター（財）日本建設情報総合センター九州地方センター（財）日本建設情報総合センター九州地方センター（財）日本建設情報総合センター九州地方センター（財）日本建設情報総合センター九州地方センター

問い合わせ先　〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1-3-11博多駅南ビル8階問い合わせ先　〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1-3-11博多駅南ビル8階問い合わせ先　〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1-3-11博多駅南ビル8階問い合わせ先　〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1-3-11博多駅南ビル8階問い合わせ先　〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1-3-11博多駅南ビル8階問い合わせ先　〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1-3-11博多駅南ビル8階問い合わせ先　〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1-3-11博多駅南ビル8階

　　　　提出部数　※１部　　　・（　　）部　　　　提出部数　※１部　　　・（　　）部　　　　提出部数　※１部　　　・（　　）部　　　　提出部数　※１部　　　・（　　）部　　　　提出部数　※１部　　　・（　　）部　　　　提出部数　※１部　　　・（　　）部　　　　提出部数　※１部　　　・（　　）部

録媒体に記録して提出する。録媒体に記録して提出する。録媒体に記録して提出する。録媒体に記録して提出する。録媒体に記録して提出する。録媒体に記録して提出する。録媒体に記録して提出する。

請負者は、完成時に完成図を県の指定する図面ファイリングシステムの記録方式及び記請負者は、完成時に完成図を県の指定する図面ファイリングシステムの記録方式及び記請負者は、完成時に完成図を県の指定する図面ファイリングシステムの記録方式及び記請負者は、完成時に完成図を県の指定する図面ファイリングシステムの記録方式及び記請負者は、完成時に完成図を県の指定する図面ファイリングシステムの記録方式及び記請負者は、完成時に完成図を県の指定する図面ファイリングシステムの記録方式及び記請負者は、完成時に完成図を県の指定する図面ファイリングシステムの記録方式及び記

　　　　提出部数　※１部　　・（　　）部                                  (1.7.3 )　　　　提出部数　※１部　　・（　　）部                                  (1.7.3 )　　　　提出部数　※１部　　・（　　）部                                  (1.7.3 )　　　　提出部数　※１部　　・（　　）部                                  (1.7.3 )　　　　提出部数　※１部　　・（　　）部                                  (1.7.3 )　　　　提出部数　※１部　　・（　　）部                                  (1.7.3 )　　　　提出部数　※１部　　・（　　）部                                  (1.7.3 )

　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」（（財）建築保　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」（（財）建築保　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」（（財）建築保　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」（（財）建築保　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」（（財）建築保　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」（（財）建築保　建設大臣官房官庁営繕部監修の「管理者のための建築物保全の手引き」（（財）建築保

　「共仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。　「共仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。　「共仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。　「共仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。　「共仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。　「共仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。　「共仕」1.7.3(a)の他、下記について必要事項を記入のうえ監督員に提出する。

登録で、変更・完成時に登録は行わない。登録で、変更・完成時に登録は行わない。登録で、変更・完成時に登録は行わない。登録で、変更・完成時に登録は行わない。登録で、変更・完成時に登録は行わない。登録で、変更・完成時に登録は行わない。登録で、変更・完成時に登録は行わない。

い。また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを建築都市管理い。また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを建築都市管理い。また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを建築都市管理い。また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを建築都市管理い。また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを建築都市管理い。また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを建築都市管理い。また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを建築都市管理

けた後に、（財）日本建設情報総合センターにフロッピーディスクにより提出しなければならなけた後に、（財）日本建設情報総合センターにフロッピーディスクにより提出しなければならなけた後に、（財）日本建設情報総合センターにフロッピーディスクにより提出しなければならなけた後に、（財）日本建設情報総合センターにフロッピーディスクにより提出しなければならなけた後に、（財）日本建設情報総合センターにフロッピーディスクにより提出しなければならなけた後に、（財）日本建設情報総合センターにフロッピーディスクにより提出しなければならなけた後に、（財）日本建設情報総合センターにフロッピーディスクにより提出しなければならな

内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、工事実績情内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、工事実績情内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、工事実績情内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、工事実績情内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、工事実績情内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、工事実績情内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は完成後１０日以内に、工事実績情

請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、登録請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、登録請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、登録請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、登録請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、登録請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、登録請負者は、工事請負額が５００万円以上の工事について、受注時は契約後１０日以内に、登録

0.5時間0.5時間0.5時間0.5時間0.5時間0.5時間0.5時間

除じん装置除じん装置除じん装置除じん装置除じん装置除じん装置除じん装置

 の性能確認 の性能確認 の性能確認 の性能確認 の性能確認 の性能確認 の性能確認

 を確認 を確認 を確認 を確認 を確認 を確認 を確認

空気の流れ空気の流れ空気の流れ空気の流れ空気の流れ空気の流れ空気の流れ

（隔離シート（隔離シート（隔離シート（隔離シート（隔離シート（隔離シート（隔離シート
 撤去前） 撤去前） 撤去前） 撤去前） 撤去前） 撤去前） 撤去前）

処理作業後 処理作業後 処理作業後 処理作業後 処理作業後 処理作業後 処理作業後 

（ｃ）照明器具等の養生は厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート（ｃ）照明器具等の養生は厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート（ｃ）照明器具等の養生は厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート（ｃ）照明器具等の養生は厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート（ｃ）照明器具等の養生は厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート（ｃ）照明器具等の養生は厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート（ｃ）照明器具等の養生は厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート
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項

１

一

般

共

通

事

項

項 目項 目項 目項 目項 目項 目項 目

ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 等 工 事 特 記 仕 様 書ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 等 工 事 特 記 仕 様 書ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 等 工 事 特 記 仕 様 書ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 等 工 事 特 記 仕 様 書ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 等 工 事 特 記 仕 様 書ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 等 工 事 特 記 仕 様 書ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 等 工 事 特 記 仕 様 書

ウ. 処理方法は、①オに準ずる。ウ. 処理方法は、①オに準ずる。ウ. 処理方法は、①オに準ずる。ウ. 処理方法は、①オに準ずる。ウ. 処理方法は、①オに準ずる。ウ. 処理方法は、①オに準ずる。ウ. 処理方法は、①オに準ずる。

　に適する溶融施設によって行う。　に適する溶融施設によって行う。　に適する溶融施設によって行う。　に適する溶融施設によって行う。　に適する溶融施設によって行う。　に適する溶融施設によって行う。　に適する溶融施設によって行う。

イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理

　飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。　飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。　飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。　飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。　飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。　飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。　飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。

ア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストがア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストがア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストがア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストがア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストがア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストがア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストが

結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。

特別管理産業廃棄物処理業者（運搬業者）と特別管理廃棄物処理に関する契約を特別管理産業廃棄物処理業者（運搬業者）と特別管理廃棄物処理に関する契約を特別管理産業廃棄物処理業者（運搬業者）と特別管理廃棄物処理に関する契約を特別管理産業廃棄物処理業者（運搬業者）と特別管理廃棄物処理に関する契約を特別管理産業廃棄物処理業者（運搬業者）と特別管理廃棄物処理に関する契約を特別管理産業廃棄物処理業者（運搬業者）と特別管理廃棄物処理に関する契約を特別管理産業廃棄物処理業者（運搬業者）と特別管理廃棄物処理に関する契約を

　なお、これを委託する場合は、都道府県知事（政令市長）の許可を受けている　なお、これを委託する場合は、都道府県知事（政令市長）の許可を受けている　なお、これを委託する場合は、都道府県知事（政令市長）の許可を受けている　なお、これを委託する場合は、都道府県知事（政令市長）の許可を受けている　なお、これを委託する場合は、都道府県知事（政令市長）の許可を受けている　なお、これを委託する場合は、都道府県知事（政令市長）の許可を受けている　なお、これを委託する場合は、都道府県知事（政令市長）の許可を受けている

　及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）の規定を遵守し行う。　及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）の規定を遵守し行う。　及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）の規定を遵守し行う。　及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）の規定を遵守し行う。　及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）の規定を遵守し行う。　及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）の規定を遵守し行う。　及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）の規定を遵守し行う。

オ. 除去したアスベスト含有吹付け材等の保管、運搬及び処分は、廃棄物の処理オ. 除去したアスベスト含有吹付け材等の保管、運搬及び処分は、廃棄物の処理オ. 除去したアスベスト含有吹付け材等の保管、運搬及び処分は、廃棄物の処理オ. 除去したアスベスト含有吹付け材等の保管、運搬及び処分は、廃棄物の処理オ. 除去したアスベスト含有吹付け材等の保管、運搬及び処分は、廃棄物の処理オ. 除去したアスベスト含有吹付け材等の保管、運搬及び処分は、廃棄物の処理オ. 除去したアスベスト含有吹付け材等の保管、運搬及び処分は、廃棄物の処理

　である旨の表示を行う。　である旨の表示を行う。　である旨の表示を行う。　である旨の表示を行う。　である旨の表示を行う。　である旨の表示を行う。　である旨の表示を行う。

エ. 保護衣等着脱室で、更にプラスチック袋をかぶせ、密封し、「アスベスト含有吹付け材」エ. 保護衣等着脱室で、更にプラスチック袋をかぶせ、密封し、「アスベスト含有吹付け材」エ. 保護衣等着脱室で、更にプラスチック袋をかぶせ、密封し、「アスベスト含有吹付け材」エ. 保護衣等着脱室で、更にプラスチック袋をかぶせ、密封し、「アスベスト含有吹付け材」エ. 保護衣等着脱室で、更にプラスチック袋をかぶせ、密封し、「アスベスト含有吹付け材」エ. 保護衣等着脱室で、更にプラスチック袋をかぶせ、密封し、「アスベスト含有吹付け材」エ. 保護衣等着脱室で、更にプラスチック袋をかぶせ、密封し、「アスベスト含有吹付け材」

ウ. 前室で高性能真空掃除機により、プラスチック袋に付着している粉じんを除去する。ウ. 前室で高性能真空掃除機により、プラスチック袋に付着している粉じんを除去する。ウ. 前室で高性能真空掃除機により、プラスチック袋に付着している粉じんを除去する。ウ. 前室で高性能真空掃除機により、プラスチック袋に付着している粉じんを除去する。ウ. 前室で高性能真空掃除機により、プラスチック袋に付着している粉じんを除去する。ウ. 前室で高性能真空掃除機により、プラスチック袋に付着している粉じんを除去する。ウ. 前室で高性能真空掃除機により、プラスチック袋に付着している粉じんを除去する。

　の中に入れ、粉じん飛散抑制剤等を散布することにより湿潤化して、密封する。　の中に入れ、粉じん飛散抑制剤等を散布することにより湿潤化して、密封する。　の中に入れ、粉じん飛散抑制剤等を散布することにより湿潤化して、密封する。　の中に入れ、粉じん飛散抑制剤等を散布することにより湿潤化して、密封する。　の中に入れ、粉じん飛散抑制剤等を散布することにより湿潤化して、密封する。　の中に入れ、粉じん飛散抑制剤等を散布することにより湿潤化して、密封する。　の中に入れ、粉じん飛散抑制剤等を散布することにより湿潤化して、密封する。

イ. 除去作業場所において、除去したアスベスト含有吹付け材をプラスチック袋イ. 除去作業場所において、除去したアスベスト含有吹付け材をプラスチック袋イ. 除去作業場所において、除去したアスベスト含有吹付け材をプラスチック袋イ. 除去作業場所において、除去したアスベスト含有吹付け材をプラスチック袋イ. 除去作業場所において、除去したアスベスト含有吹付け材をプラスチック袋イ. 除去作業場所において、除去したアスベスト含有吹付け材をプラスチック袋イ. 除去作業場所において、除去したアスベスト含有吹付け材をプラスチック袋

ア. 除去したアスベスト含有吹付け材は、適宜密封する。ア. 除去したアスベスト含有吹付け材は、適宜密封する。ア. 除去したアスベスト含有吹付け材は、適宜密封する。ア. 除去したアスベスト含有吹付け材は、適宜密封する。ア. 除去したアスベスト含有吹付け材は、適宜密封する。ア. 除去したアスベスト含有吹付け材は、適宜密封する。ア. 除去したアスベスト含有吹付け材は、適宜密封する。

作業衣服または保護服を使用する。作業衣服または保護服を使用する。作業衣服または保護服を使用する。作業衣服または保護服を使用する。作業衣服または保護服を使用する。作業衣服または保護服を使用する。作業衣服または保護服を使用する。

は送気マスクを使用する。は送気マスクを使用する。は送気マスクを使用する。は送気マスクを使用する。は送気マスクを使用する。は送気マスクを使用する。は送気マスクを使用する。

呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器もしく呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器もしく呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器もしく呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器もしく呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器もしく呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器もしく呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器もしく

セキュリティーゾーンを設置する。セキュリティーゾーンを設置する。セキュリティーゾーンを設置する。セキュリティーゾーンを設置する。セキュリティーゾーンを設置する。セキュリティーゾーンを設置する。セキュリティーゾーンを設置する。

の掲示を行う。の掲示を行う。の掲示を行う。の掲示を行う。の掲示を行う。の掲示を行う。の掲示を行う。

禁止，アスベスト除去作業中等の表示を行う。禁止，アスベスト除去作業中等の表示を行う。禁止，アスベスト除去作業中等の表示を行う。禁止，アスベスト除去作業中等の表示を行う。禁止，アスベスト除去作業中等の表示を行う。禁止，アスベスト除去作業中等の表示を行う。禁止，アスベスト除去作業中等の表示を行う。

を提出する。を提出する。を提出する。を提出する。を提出する。を提出する。を提出する。

告するとともに、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを添付した廃棄物処理報告告するとともに、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを添付した廃棄物処理報告告するとともに、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを添付した廃棄物処理報告告するとともに、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを添付した廃棄物処理報告告するとともに、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを添付した廃棄物処理報告告するとともに、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを添付した廃棄物処理報告告するとともに、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを添付した廃棄物処理報告

(ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報(ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報(ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報(ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報(ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報(ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報(ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報

②　除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合②　除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合②　除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合②　除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合②　除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合②　除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合②　除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合

①　密封処理の場合①　密封処理の場合①　密封処理の場合①　密封処理の場合①　密封処理の場合①　密封処理の場合①　密封処理の場合

(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。

行うこと。行うこと。行うこと。行うこと。行うこと。行うこと。行うこと。

（ｆ）既存警報器等の取り扱いに関しては、あらかじめ所轄消防署に申請又は確認を（ｆ）既存警報器等の取り扱いに関しては、あらかじめ所轄消防署に申請又は確認を（ｆ）既存警報器等の取り扱いに関しては、あらかじめ所轄消防署に申請又は確認を（ｆ）既存警報器等の取り扱いに関しては、あらかじめ所轄消防署に申請又は確認を（ｆ）既存警報器等の取り扱いに関しては、あらかじめ所轄消防署に申請又は確認を（ｆ）既存警報器等の取り扱いに関しては、あらかじめ所轄消防署に申請又は確認を（ｆ）既存警報器等の取り扱いに関しては、あらかじめ所轄消防署に申請又は確認を

又その記録を保存すること。又その記録を保存すること。又その記録を保存すること。又その記録を保存すること。又その記録を保存すること。又その記録を保存すること。又その記録を保存すること。

（ｅ）精密微差圧計を設置、又は目視にて除去作業場の内外の圧力監視を行い、（ｅ）精密微差圧計を設置、又は目視にて除去作業場の内外の圧力監視を行い、（ｅ）精密微差圧計を設置、又は目視にて除去作業場の内外の圧力監視を行い、（ｅ）精密微差圧計を設置、又は目視にて除去作業場の内外の圧力監視を行い、（ｅ）精密微差圧計を設置、又は目視にて除去作業場の内外の圧力監視を行い、（ｅ）精密微差圧計を設置、又は目視にて除去作業場の内外の圧力監視を行い、（ｅ）精密微差圧計を設置、又は目視にて除去作業場の内外の圧力監視を行い、

また、除去作業場の換気が４回以上/hの確保ができる性能のものを設置すること。また、除去作業場の換気が４回以上/hの確保ができる性能のものを設置すること。また、除去作業場の換気が４回以上/hの確保ができる性能のものを設置すること。また、除去作業場の換気が４回以上/hの確保ができる性能のものを設置すること。また、除去作業場の換気が４回以上/hの確保ができる性能のものを設置すること。また、除去作業場の換気が４回以上/hの確保ができる性能のものを設置すること。また、除去作業場の換気が４回以上/hの確保ができる性能のものを設置すること。

防止を行う。防止を行う。防止を行う。防止を行う。防止を行う。防止を行う。防止を行う。

去）を設置し、作業場内を負圧とすると共に除じんをし、アスベスト粉じん飛散去）を設置し、作業場内を負圧とすると共に除じんをし、アスベスト粉じん飛散去）を設置し、作業場内を負圧とすると共に除じんをし、アスベスト粉じん飛散去）を設置し、作業場内を負圧とすると共に除じんをし、アスベスト粉じん飛散去）を設置し、作業場内を負圧とすると共に除じんをし、アスベスト粉じん飛散去）を設置し、作業場内を負圧とすると共に除じんをし、アスベスト粉じん飛散去）を設置し、作業場内を負圧とすると共に除じんをし、アスベスト粉じん飛散

ター＋中間フィルター＋HEPAフィルター) ろ過性能：0.3μｍ以上の繊維99.97％　ター＋中間フィルター＋HEPAフィルター) ろ過性能：0.3μｍ以上の繊維99.97％　ター＋中間フィルター＋HEPAフィルター) ろ過性能：0.3μｍ以上の繊維99.97％　ター＋中間フィルター＋HEPAフィルター) ろ過性能：0.3μｍ以上の繊維99.97％　ター＋中間フィルター＋HEPAフィルター) ろ過性能：0.3μｍ以上の繊維99.97％　ター＋中間フィルター＋HEPAフィルター) ろ過性能：0.3μｍ以上の繊維99.97％　ター＋中間フィルター＋HEPAフィルター) ろ過性能：0.3μｍ以上の繊維99.97％　

（ｄ）作業中のアスベスト粉じんの飛散を防止するため、負圧除じん機（プレフィル（ｄ）作業中のアスベスト粉じんの飛散を防止するため、負圧除じん機（プレフィル（ｄ）作業中のアスベスト粉じんの飛散を防止するため、負圧除じん機（プレフィル（ｄ）作業中のアスベスト粉じんの飛散を防止するため、負圧除じん機（プレフィル（ｄ）作業中のアスベスト粉じんの飛散を防止するため、負圧除じん機（プレフィル（ｄ）作業中のアスベスト粉じんの飛散を防止するため、負圧除じん機（プレフィル（ｄ）作業中のアスベスト粉じんの飛散を防止するため、負圧除じん機（プレフィル

枚とし､張ったシートに剥がれ､脱落がないよう確実に固定することとする。枚とし､張ったシートに剥がれ､脱落がないよう確実に固定することとする。枚とし､張ったシートに剥がれ､脱落がないよう確実に固定することとする。枚とし､張ったシートに剥がれ､脱落がないよう確実に固定することとする。枚とし､張ったシートに剥がれ､脱落がないよう確実に固定することとする。枚とし､張ったシートに剥がれ､脱落がないよう確実に固定することとする。枚とし､張ったシートに剥がれ､脱落がないよう確実に固定することとする。

壁ビニールシートは30～45cm程度重ね合わせるように施工する事。壁ビニールシートは30～45cm程度重ね合わせるように施工する事。壁ビニールシートは30～45cm程度重ね合わせるように施工する事。壁ビニールシートは30～45cm程度重ね合わせるように施工する事。壁ビニールシートは30～45cm程度重ね合わせるように施工する事。壁ビニールシートは30～45cm程度重ね合わせるように施工する事。壁ビニールシートは30～45cm程度重ね合わせるように施工する事。

とし、張ったシートが剥落ないよう粘着テープで確実に固定すること。とし、張ったシートが剥落ないよう粘着テープで確実に固定すること。とし、張ったシートが剥落ないよう粘着テープで確実に固定すること。とし、張ったシートが剥落ないよう粘着テープで確実に固定すること。とし、張ったシートが剥落ないよう粘着テープで確実に固定すること。とし、張ったシートが剥落ないよう粘着テープで確実に固定すること。とし、張ったシートが剥落ないよう粘着テープで確実に固定すること。

　壁部の養生は、厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート一枚　壁部の養生は、厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート一枚　壁部の養生は、厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート一枚　壁部の養生は、厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート一枚　壁部の養生は、厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート一枚　壁部の養生は、厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート一枚　壁部の養生は、厚さ0.08㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシート一枚

（ｂ）壁部の養生作業（ｂ）壁部の養生作業（ｂ）壁部の養生作業（ｂ）壁部の養生作業（ｂ）壁部の養生作業（ｂ）壁部の養生作業（ｂ）壁部の養生作業

し、且つ継目をずらし、床面より30cm以上立ち上げる事。し、且つ継目をずらし、床面より30cm以上立ち上げる事。し、且つ継目をずらし、床面より30cm以上立ち上げる事。し、且つ継目をずらし、床面より30cm以上立ち上げる事。し、且つ継目をずらし、床面より30cm以上立ち上げる事。し、且つ継目をずらし、床面より30cm以上立ち上げる事。し、且つ継目をずらし、床面より30cm以上立ち上げる事。

　床の養生は厚さ0.15㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシートを二重に　床の養生は厚さ0.15㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシートを二重に　床の養生は厚さ0.15㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシートを二重に　床の養生は厚さ0.15㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシートを二重に　床の養生は厚さ0.15㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシートを二重に　床の養生は厚さ0.15㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシートを二重に　床の養生は厚さ0.15㎜以上のビニールシート又はポリエチレンシートを二重に

（ａ）床の養生作業（ａ）床の養生作業（ａ）床の養生作業（ａ）床の養生作業（ａ）床の養生作業（ａ）床の養生作業（ａ）床の養生作業

いものに関しては、ビニールシート等で隙間なく包み囲むこととする。いものに関しては、ビニールシート等で隙間なく包み囲むこととする。いものに関しては、ビニールシート等で隙間なく包み囲むこととする。いものに関しては、ビニールシート等で隙間なく包み囲むこととする。いものに関しては、ビニールシート等で隙間なく包み囲むこととする。いものに関しては、ビニールシート等で隙間なく包み囲むこととする。いものに関しては、ビニールシート等で隙間なく包み囲むこととする。

は、養生作業を始める前に、あらかじめ搬出することが原則とするが、移動できなは、養生作業を始める前に、あらかじめ搬出することが原則とするが、移動できなは、養生作業を始める前に、あらかじめ搬出することが原則とするが、移動できなは、養生作業を始める前に、あらかじめ搬出することが原則とするが、移動できなは、養生作業を始める前に、あらかじめ搬出することが原則とするが、移動できなは、養生作業を始める前に、あらかじめ搬出することが原則とするが、移動できなは、養生作業を始める前に、あらかじめ搬出することが原則とするが、移動できな

なお除去処理を行うにあたり、作業に支障があるもの（備品、その他照明器具等)なお除去処理を行うにあたり、作業に支障があるもの（備品、その他照明器具等)なお除去処理を行うにあたり、作業に支障があるもの（備品、その他照明器具等)なお除去処理を行うにあたり、作業に支障があるもの（備品、その他照明器具等)なお除去処理を行うにあたり、作業に支障があるもの（備品、その他照明器具等)なお除去処理を行うにあたり、作業に支障があるもの（備品、その他照明器具等)なお除去処理を行うにあたり、作業に支障があるもの（備品、その他照明器具等)

最後にそれ以外の養生を行う。最後にそれ以外の養生を行う。最後にそれ以外の養生を行う。最後にそれ以外の養生を行う。最後にそれ以外の養生を行う。最後にそれ以外の養生を行う。最後にそれ以外の養生を行う。

作業に先立って、養生を行う場所の清掃を高性能真空掃除機で行うこと。作業に先立って、養生を行う場所の清掃を高性能真空掃除機で行うこと。作業に先立って、養生を行う場所の清掃を高性能真空掃除機で行うこと。作業に先立って、養生を行う場所の清掃を高性能真空掃除機で行うこと。作業に先立って、養生を行う場所の清掃を高性能真空掃除機で行うこと。作業に先立って、養生を行う場所の清掃を高性能真空掃除機で行うこと。作業に先立って、養生を行う場所の清掃を高性能真空掃除機で行うこと。

除去場所の養生作業は、最初に床の養生を行い、壁部へと行う。それぞれの養生除去場所の養生作業は、最初に床の養生を行い、壁部へと行う。それぞれの養生除去場所の養生作業は、最初に床の養生を行い、壁部へと行う。それぞれの養生除去場所の養生作業は、最初に床の養生を行い、壁部へと行う。それぞれの養生除去場所の養生作業は、最初に床の養生を行い、壁部へと行う。それぞれの養生除去場所の養生作業は、最初に床の養生を行い、壁部へと行う。それぞれの養生除去場所の養生作業は、最初に床の養生を行い、壁部へと行う。それぞれの養生

【アスベストの飛散防止（撤去場所の養生）】【アスベストの飛散防止（撤去場所の養生）】【アスベストの飛散防止（撤去場所の養生）】【アスベストの飛散防止（撤去場所の養生）】【アスベストの飛散防止（撤去場所の養生）】【アスベストの飛散防止（撤去場所の養生）】【アスベストの飛散防止（撤去場所の養生）】

(ⅱ) 作業者は、アスベストが付着しにくく、付着したアスベストが容易に除去できる(ⅱ) 作業者は、アスベストが付着しにくく、付着したアスベストが容易に除去できる(ⅱ) 作業者は、アスベストが付着しにくく、付着したアスベストが容易に除去できる(ⅱ) 作業者は、アスベストが付着しにくく、付着したアスベストが容易に除去できる(ⅱ) 作業者は、アスベストが付着しにくく、付着したアスベストが容易に除去できる(ⅱ) 作業者は、アスベストが付着しにくく、付着したアスベストが容易に除去できる(ⅱ) 作業者は、アスベストが付着しにくく、付着したアスベストが容易に除去できる

(ⅰ) 隔離された作業場所において、石綿等の除去を行う作業者は、電動ファン付き(ⅰ) 隔離された作業場所において、石綿等の除去を行う作業者は、電動ファン付き(ⅰ) 隔離された作業場所において、石綿等の除去を行う作業者は、電動ファン付き(ⅰ) 隔離された作業場所において、石綿等の除去を行う作業者は、電動ファン付き(ⅰ) 隔離された作業場所において、石綿等の除去を行う作業者は、電動ファン付き(ⅰ) 隔離された作業場所において、石綿等の除去を行う作業者は、電動ファン付き(ⅰ) 隔離された作業場所において、石綿等の除去を行う作業者は、電動ファン付き

(ⅱ) 隔離した作業場への作業員の出入りによるアスベストの飛散を防止するため、(ⅱ) 隔離した作業場への作業員の出入りによるアスベストの飛散を防止するため、(ⅱ) 隔離した作業場への作業員の出入りによるアスベストの飛散を防止するため、(ⅱ) 隔離した作業場への作業員の出入りによるアスベストの飛散を防止するため、(ⅱ) 隔離した作業場への作業員の出入りによるアスベストの飛散を防止するため、(ⅱ) 隔離した作業場への作業員の出入りによるアスベストの飛散を防止するため、(ⅱ) 隔離した作業場への作業員の出入りによるアスベストの飛散を防止するため、

シート等を用いて隔離する。シート等を用いて隔離する。シート等を用いて隔離する。シート等を用いて隔離する。シート等を用いて隔離する。シート等を用いて隔離する。シート等を用いて隔離する。

除去に伴いアスベストを作業場から外部へ飛散させないため、プラスチック除去に伴いアスベストを作業場から外部へ飛散させないため、プラスチック除去に伴いアスベストを作業場から外部へ飛散させないため、プラスチック除去に伴いアスベストを作業場から外部へ飛散させないため、プラスチック除去に伴いアスベストを作業場から外部へ飛散させないため、プラスチック除去に伴いアスベストを作業場から外部へ飛散させないため、プラスチック除去に伴いアスベストを作業場から外部へ飛散させないため、プラスチック

(ⅲ) アスベスト使用の有無に関する事前調査年月日、当該調査の方法及び結果の概要(ⅲ) アスベスト使用の有無に関する事前調査年月日、当該調査の方法及び結果の概要(ⅲ) アスベスト使用の有無に関する事前調査年月日、当該調査の方法及び結果の概要(ⅲ) アスベスト使用の有無に関する事前調査年月日、当該調査の方法及び結果の概要(ⅲ) アスベスト使用の有無に関する事前調査年月日、当該調査の方法及び結果の概要(ⅲ) アスベスト使用の有無に関する事前調査年月日、当該調査の方法及び結果の概要(ⅲ) アスベスト使用の有無に関する事前調査年月日、当該調査の方法及び結果の概要

(ⅱ) アスベストの有害性，取扱い上の注意事項，使用すべき保護具の掲示を行う。(ⅱ) アスベストの有害性，取扱い上の注意事項，使用すべき保護具の掲示を行う。(ⅱ) アスベストの有害性，取扱い上の注意事項，使用すべき保護具の掲示を行う。(ⅱ) アスベストの有害性，取扱い上の注意事項，使用すべき保護具の掲示を行う。(ⅱ) アスベストの有害性，取扱い上の注意事項，使用すべき保護具の掲示を行う。(ⅱ) アスベストの有害性，取扱い上の注意事項，使用すべき保護具の掲示を行う。(ⅱ) アスベストの有害性，取扱い上の注意事項，使用すべき保護具の掲示を行う。

(ⅰ)特定化学物質等作業主任者名と職務内容，関係者以外立入禁止,喫煙･飲食の(ⅰ)特定化学物質等作業主任者名と職務内容，関係者以外立入禁止,喫煙･飲食の(ⅰ)特定化学物質等作業主任者名と職務内容，関係者以外立入禁止,喫煙･飲食の(ⅰ)特定化学物質等作業主任者名と職務内容，関係者以外立入禁止,喫煙･飲食の(ⅰ)特定化学物質等作業主任者名と職務内容，関係者以外立入禁止,喫煙･飲食の(ⅰ)特定化学物質等作業主任者名と職務内容，関係者以外立入禁止,喫煙･飲食の(ⅰ)特定化学物質等作業主任者名と職務内容，関係者以外立入禁止,喫煙･飲食の

ＨＥＰＡフィルタを備えた負圧防じん装置を設置する。ＨＥＰＡフィルタを備えた負圧防じん装置を設置する。ＨＥＰＡフィルタを備えた負圧防じん装置を設置する。ＨＥＰＡフィルタを備えた負圧防じん装置を設置する。ＨＥＰＡフィルタを備えた負圧防じん装置を設置する。ＨＥＰＡフィルタを備えた負圧防じん装置を設置する。ＨＥＰＡフィルタを備えた負圧防じん装置を設置する。

(ⅱ) 更衣設備，衣服洗浄の設備を設ける。(ⅱ) 更衣設備，衣服洗浄の設備を設ける。(ⅱ) 更衣設備，衣服洗浄の設備を設ける。(ⅱ) 更衣設備，衣服洗浄の設備を設ける。(ⅱ) 更衣設備，衣服洗浄の設備を設ける。(ⅱ) 更衣設備，衣服洗浄の設備を設ける。(ⅱ) 更衣設備，衣服洗浄の設備を設ける。

(ⅰ) 洗顔，洗身，うがいの設備を設ける。(ⅰ) 洗顔，洗身，うがいの設備を設ける。(ⅰ) 洗顔，洗身，うがいの設備を設ける。(ⅰ) 洗顔，洗身，うがいの設備を設ける。(ⅰ) 洗顔，洗身，うがいの設備を設ける。(ⅰ) 洗顔，洗身，うがいの設備を設ける。(ⅰ) 洗顔，洗身，うがいの設備を設ける。

(ⅱ) 十分湿らせたマット，衣服用のブラシ，真空掃除機等を備える。(ⅱ) 十分湿らせたマット，衣服用のブラシ，真空掃除機等を備える。(ⅱ) 十分湿らせたマット，衣服用のブラシ，真空掃除機等を備える。(ⅱ) 十分湿らせたマット，衣服用のブラシ，真空掃除機等を備える。(ⅱ) 十分湿らせたマット，衣服用のブラシ，真空掃除機等を備える。(ⅱ) 十分湿らせたマット，衣服用のブラシ，真空掃除機等を備える。(ⅱ) 十分湿らせたマット，衣服用のブラシ，真空掃除機等を備える。

(ⅰ) 作業場以外の場所に設置する。(ⅰ) 作業場以外の場所に設置する。(ⅰ) 作業場以外の場所に設置する。(ⅰ) 作業場以外の場所に設置する。(ⅰ) 作業場以外の場所に設置する。(ⅰ) 作業場以外の場所に設置する。(ⅰ) 作業場以外の場所に設置する。

⑤　その他、地方公共団体が定めている届出書類。⑤　その他、地方公共団体が定めている届出書類。⑤　その他、地方公共団体が定めている届出書類。⑤　その他、地方公共団体が定めている届出書類。⑤　その他、地方公共団体が定めている届出書類。⑤　その他、地方公共団体が定めている届出書類。⑤　その他、地方公共団体が定めている届出書類。

④　特性粉じん排出等作業実施届出書（都道府県知事または市長）。④　特性粉じん排出等作業実施届出書（都道府県知事または市長）。④　特性粉じん排出等作業実施届出書（都道府県知事または市長）。④　特性粉じん排出等作業実施届出書（都道府県知事または市長）。④　特性粉じん排出等作業実施届出書（都道府県知事または市長）。④　特性粉じん排出等作業実施届出書（都道府県知事または市長）。④　特性粉じん排出等作業実施届出書（都道府県知事または市長）。

③　特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書（都道府県知事または保健所設置市）。③　特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書（都道府県知事または保健所設置市）。③　特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書（都道府県知事または保健所設置市）。③　特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書（都道府県知事または保健所設置市）。③　特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書（都道府県知事または保健所設置市）。③　特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書（都道府県知事または保健所設置市）。③　特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書（都道府県知事または保健所設置市）。

②　石綿障害予防規則の作業届（所轄労働基準監督署）。②　石綿障害予防規則の作業届（所轄労働基準監督署）。②　石綿障害予防規則の作業届（所轄労働基準監督署）。②　石綿障害予防規則の作業届（所轄労働基準監督署）。②　石綿障害予防規則の作業届（所轄労働基準監督署）。②　石綿障害予防規則の作業届（所轄労働基準監督署）。②　石綿障害予防規則の作業届（所轄労働基準監督署）。

①　労働安全衛生法の工事計画書（所轄労働基準監督署）。①　労働安全衛生法の工事計画書（所轄労働基準監督署）。①　労働安全衛生法の工事計画書（所轄労働基準監督署）。①　労働安全衛生法の工事計画書（所轄労働基準監督署）。①　労働安全衛生法の工事計画書（所轄労働基準監督署）。①　労働安全衛生法の工事計画書（所轄労働基準監督署）。①　労働安全衛生法の工事計画書（所轄労働基準監督署）。

一般建築工事の手続きの他、次の手続きを行う。一般建築工事の手続きの他、次の手続きを行う。一般建築工事の手続きの他、次の手続きを行う。一般建築工事の手続きの他、次の手続きを行う。一般建築工事の手続きの他、次の手続きを行う。一般建築工事の手続きの他、次の手続きを行う。一般建築工事の手続きの他、次の手続きを行う。

⑪　その他必要事項⑪　その他必要事項⑪　その他必要事項⑪　その他必要事項⑪　その他必要事項⑪　その他必要事項⑪　その他必要事項

　イ. 使用処理剤の説明　イ. 使用処理剤の説明　イ. 使用処理剤の説明　イ. 使用処理剤の説明　イ. 使用処理剤の説明　イ. 使用処理剤の説明　イ. 使用処理剤の説明

　ア. 工事工程表　ア. 工事工程表　ア. 工事工程表　ア. 工事工程表　ア. 工事工程表　ア. 工事工程表　ア. 工事工程表

⑩　添付書類⑩　添付書類⑩　添付書類⑩　添付書類⑩　添付書類⑩　添付書類⑩　添付書類

⑨　アスベスト廃棄物処理計画⑨　アスベスト廃棄物処理計画⑨　アスベスト廃棄物処理計画⑨　アスベスト廃棄物処理計画⑨　アスベスト廃棄物処理計画⑨　アスベスト廃棄物処理計画⑨　アスベスト廃棄物処理計画

⑧　確認，検査方法及びトラブル時の対応方法⑧　確認，検査方法及びトラブル時の対応方法⑧　確認，検査方法及びトラブル時の対応方法⑧　確認，検査方法及びトラブル時の対応方法⑧　確認，検査方法及びトラブル時の対応方法⑧　確認，検査方法及びトラブル時の対応方法⑧　確認，検査方法及びトラブル時の対応方法

⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）

⑥　仮設計画（足場，養生）⑥　仮設計画（足場，養生）⑥　仮設計画（足場，養生）⑥　仮設計画（足場，養生）⑥　仮設計画（足場，養生）⑥　仮設計画（足場，養生）⑥　仮設計画（足場，養生）

⑤　工事の流れ⑤　工事の流れ⑤　工事の流れ⑤　工事の流れ⑤　工事の流れ⑤　工事の流れ⑤　工事の流れ

(2) 除去物及び汚染物の処分等(2) 除去物及び汚染物の処分等(2) 除去物及び汚染物の処分等(2) 除去物及び汚染物の処分等(2) 除去物及び汚染物の処分等(2) 除去物及び汚染物の処分等(2) 除去物及び汚染物の処分等

　なお、アスベスト除去方法は、下記の仕様による。　なお、アスベスト除去方法は、下記の仕様による。　なお、アスベスト除去方法は、下記の仕様による。　なお、アスベスト除去方法は、下記の仕様による。　なお、アスベスト除去方法は、下記の仕様による。　なお、アスベスト除去方法は、下記の仕様による。　なお、アスベスト除去方法は、下記の仕様による。

　除去するアスベスト含有吹付け材は、薬液等により十分に湿潤化し、その後に除去する。　除去するアスベスト含有吹付け材は、薬液等により十分に湿潤化し、その後に除去する。　除去するアスベスト含有吹付け材は、薬液等により十分に湿潤化し、その後に除去する。　除去するアスベスト含有吹付け材は、薬液等により十分に湿潤化し、その後に除去する。　除去するアスベスト含有吹付け材は、薬液等により十分に湿潤化し、その後に除去する。　除去するアスベスト含有吹付け材は、薬液等により十分に湿潤化し、その後に除去する。　除去するアスベスト含有吹付け材は、薬液等により十分に湿潤化し、その後に除去する。

(1) アスベスト含有吹付け材の除去(1) アスベスト含有吹付け材の除去(1) アスベスト含有吹付け材の除去(1) アスベスト含有吹付け材の除去(1) アスベスト含有吹付け材の除去(1) アスベスト含有吹付け材の除去(1) アスベスト含有吹付け材の除去

(6) 保護具・保護衣(6) 保護具・保護衣(6) 保護具・保護衣(6) 保護具・保護衣(6) 保護具・保護衣(6) 保護具・保護衣(6) 保護具・保護衣

(5) 作業の隔離(5) 作業の隔離(5) 作業の隔離(5) 作業の隔離(5) 作業の隔離(5) 作業の隔離(5) 作業の隔離

(4) 表示，掲示(4) 表示，掲示(4) 表示，掲示(4) 表示，掲示(4) 表示，掲示(4) 表示，掲示(4) 表示，掲示

(3) 負圧防じん装置の設備(3) 負圧防じん装置の設備(3) 負圧防じん装置の設備(3) 負圧防じん装置の設備(3) 負圧防じん装置の設備(3) 負圧防じん装置の設備(3) 負圧防じん装置の設備

(2) 洗浄設備(2) 洗浄設備(2) 洗浄設備(2) 洗浄設備(2) 洗浄設備(2) 洗浄設備(2) 洗浄設備

(1) 休憩室の設置(1) 休憩室の設置(1) 休憩室の設置(1) 休憩室の設置(1) 休憩室の設置(1) 休憩室の設置(1) 休憩室の設置

(4) 官公署その他への手続き等(4) 官公署その他への手続き等(4) 官公署その他への手続き等(4) 官公署その他への手続き等(4) 官公署その他への手続き等(4) 官公署その他への手続き等(4) 官公署その他への手続き等

 5 ．汚染物処分工事 5 ．汚染物処分工事 5 ．汚染物処分工事 5 ．汚染物処分工事 5 ．汚染物処分工事 5 ．汚染物処分工事 5 ．汚染物処分工事

 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事

 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理

備考備考備考備考備考備考備考

4方向各1点4方向各1点4方向各1点4方向各1点4方向各1点4方向各1点4方向各1点

2点2点2点2点2点2点2点

4方向各1点4方向各1点4方向各1点4方向各1点4方向各1点4方向各1点4方向各1点

1点1点1点1点1点1点1点

1点1点1点1点1点1点1点

2点2点2点2点2点2点2点

2点2点2点2点2点2点2点

2又は3点2又は3点2又は3点2又は3点2又は3点2又は3点2又は3点

（各処理作業室ごと）（各処理作業室ごと）（各処理作業室ごと）（各処理作業室ごと）（各処理作業室ごと）（各処理作業室ごと）（各処理作業室ごと）

測定点数測定点数測定点数測定点数測定点数測定点数測定点数

・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）

・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）

・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）

個所個所個所個所個所個所個所

施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界

処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内

施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界

負圧・除じん装置の排出口 （処理作業室外の場合）負圧・除じん装置の排出口 （処理作業室外の場合）負圧・除じん装置の排出口 （処理作業室外の場合）負圧・除じん装置の排出口 （処理作業室外の場合）負圧・除じん装置の排出口 （処理作業室外の場合）負圧・除じん装置の排出口 （処理作業室外の場合）負圧・除じん装置の排出口 （処理作業室外の場合）

セキュリティーゾーン入口セキュリティーゾーン入口セキュリティーゾーン入口セキュリティーゾーン入口セキュリティーゾーン入口セキュリティーゾーン入口セキュリティーゾーン入口

処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内

施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界

処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内

測定場所測定場所測定場所測定場所測定場所測定場所測定場所

・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による

・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による

・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による

位置位置位置位置位置位置位置

△△△△△△△

◎◎◎◎◎◎◎

○○○○○○○

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

△△△△△△△

△△△△△△△

△△△△△△△

重要度重要度重要度重要度重要度重要度重要度

　装置の性能確認を行うこと。　装置の性能確認を行うこと。　装置の性能確認を行うこと。　装置の性能確認を行うこと。　装置の性能確認を行うこと。　装置の性能確認を行うこと。　装置の性能確認を行うこと。

　負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん　負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん　負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん　負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん　負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん　負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん　負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん

　セキュリティーゾーン内の空気の流れ（処理作業室内に空気が流れている）を、また　セキュリティーゾーン内の空気の流れ（処理作業室内に空気が流れている）を、また　セキュリティーゾーン内の空気の流れ（処理作業室内に空気が流れている）を、また　セキュリティーゾーン内の空気の流れ（処理作業室内に空気が流れている）を、また　セキュリティーゾーン内の空気の流れ（処理作業室内に空気が流れている）を、また　セキュリティーゾーン内の空気の流れ（処理作業室内に空気が流れている）を、また　セキュリティーゾーン内の空気の流れ（処理作業室内に空気が流れている）を、また

４．処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、４．処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、４．処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、４．処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、４．処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、４．処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、４．処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、

　300m2を越えるものは、監督職員と協議する。　300m2を越えるものは、監督職員と協議する。　300m2を越えるものは、監督職員と協議する。　300m2を越えるものは、監督職員と協議する。　300m2を越えるものは、監督職員と協議する。　300m2を越えるものは、監督職員と協議する。　300m2を越えるものは、監督職員と協議する。

3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは２点,300m2以下までは３点とする。3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは２点,300m2以下までは３点とする。3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは２点,300m2以下までは３点とする。3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは２点,300m2以下までは３点とする。3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは２点,300m2以下までは３点とする。3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは２点,300m2以下までは３点とする。3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは２点,300m2以下までは３点とする。

　ている場合の測定点は2点となる。　ている場合の測定点は2点となる。　ている場合の測定点は2点となる。　ている場合の測定点は2点となる。　ている場合の測定点は2点となる。　ている場合の測定点は2点となる。　ている場合の測定点は2点となる。

　範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され　範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され　範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され　範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され　範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され　範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され　範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され

２．施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む２．施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む２．施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む２．施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む２．施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む２．施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む２．施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む

１．重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である１．重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である１．重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である１．重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である１．重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である１．重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である１．重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である

責任者等）責任者等）責任者等）責任者等）責任者等）責任者等）責任者等）

施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。

作業終了作業終了作業終了作業終了作業終了作業終了作業終了

作業中作業中作業中作業中作業中作業中作業中

作業開始前作業開始前作業開始前作業開始前作業開始前作業開始前作業開始前

測定時期測定時期測定時期測定時期測定時期測定時期測定時期

④　使用用具，機器類，材料及び調合④　使用用具，機器類，材料及び調合④　使用用具，機器類，材料及び調合④　使用用具，機器類，材料及び調合④　使用用具，機器類，材料及び調合④　使用用具，機器類，材料及び調合④　使用用具，機器類，材料及び調合

③　安全衛生管理及び飛散防止対策③　安全衛生管理及び飛散防止対策③　安全衛生管理及び飛散防止対策③　安全衛生管理及び飛散防止対策③　安全衛生管理及び飛散防止対策③　安全衛生管理及び飛散防止対策③　安全衛生管理及び飛散防止対策

②　管理組織（工事管理者，石綿作業主任者，特別管理産業廃棄物管理②　管理組織（工事管理者，石綿作業主任者，特別管理産業廃棄物管理②　管理組織（工事管理者，石綿作業主任者，特別管理産業廃棄物管理②　管理組織（工事管理者，石綿作業主任者，特別管理産業廃棄物管理②　管理組織（工事管理者，石綿作業主任者，特別管理産業廃棄物管理②　管理組織（工事管理者，石綿作業主任者，特別管理産業廃棄物管理②　管理組織（工事管理者，石綿作業主任者，特別管理産業廃棄物管理

　オ. その他　オ. その他　オ. その他　オ. その他　オ. その他　オ. その他　オ. その他

　エ. 工事内容（部位別の状況及び工法）　エ. 工事内容（部位別の状況及び工法）　エ. 工事内容（部位別の状況及び工法）　エ. 工事内容（部位別の状況及び工法）　エ. 工事内容（部位別の状況及び工法）　エ. 工事内容（部位別の状況及び工法）　エ. 工事内容（部位別の状況及び工法）

　ウ. 工事期間　ウ. 工事期間　ウ. 工事期間　ウ. 工事期間　ウ. 工事期間　ウ. 工事期間　ウ. 工事期間

　イ. 工事場所　イ. 工事場所　イ. 工事場所　イ. 工事場所　イ. 工事場所　イ. 工事場所　イ. 工事場所

　ア. 工事名称　ア. 工事名称　ア. 工事名称　ア. 工事名称　ア. 工事名称　ア. 工事名称　ア. 工事名称

①　工事概要①　工事概要①　工事概要①　工事概要①　工事概要①　工事概要①　工事概要

(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(ⅰ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ(ⅰ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ(ⅰ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ(ⅰ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ(ⅰ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ(ⅰ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ(ⅰ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ

(注）(注）(注）(注）(注）(注）(注）

処理作業中処理作業中処理作業中処理作業中処理作業中処理作業中処理作業中

処理作業前処理作業前処理作業前処理作業前処理作業前処理作業前処理作業前

測定時期測定時期測定時期測定時期測定時期測定時期測定時期

表９.１.９　測定点の取り方表９.１.９　測定点の取り方表９.１.９　測定点の取り方表９.１.９　測定点の取り方表９.１.９　測定点の取り方表９.１.９　測定点の取り方表９.１.９　測定点の取り方

⑥　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。⑥　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。⑥　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。⑥　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。⑥　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。⑥　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。⑥　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

⑤　報告書は、（※５　・　　部）作成し監督職員に提出する。⑤　報告書は、（※５　・　　部）作成し監督職員に提出する。⑤　報告書は、（※５　・　　部）作成し監督職員に提出する。⑤　報告書は、（※５　・　　部）作成し監督職員に提出する。⑤　報告書は、（※５　・　　部）作成し監督職員に提出する。⑤　報告書は、（※５　・　　部）作成し監督職員に提出する。⑤　報告書は、（※５　・　　部）作成し監督職員に提出する。

　ケ. 定量限界　ケ. 定量限界　ケ. 定量限界　ケ. 定量限界　ケ. 定量限界　ケ. 定量限界　ケ. 定量限界

　ク. 繊維総数　ク. 繊維総数　ク. 繊維総数　ク. 繊維総数　ク. 繊維総数　ク. 繊維総数　ク. 繊維総数

　キ. 計数条件（HSEテストスライドの読取グループ番号を含む）　キ. 計数条件（HSEテストスライドの読取グループ番号を含む）　キ. 計数条件（HSEテストスライドの読取グループ番号を含む）　キ. 計数条件（HSEテストスライドの読取グループ番号を含む）　キ. 計数条件（HSEテストスライドの読取グループ番号を含む）　キ. 計数条件（HSEテストスライドの読取グループ番号を含む）　キ. 計数条件（HSEテストスライドの読取グループ番号を含む）

　カ. 使用顕微鏡の種類（開口数を含む）　カ. 使用顕微鏡の種類（開口数を含む）　カ. 使用顕微鏡の種類（開口数を含む）　カ. 使用顕微鏡の種類（開口数を含む）　カ. 使用顕微鏡の種類（開口数を含む）　カ. 使用顕微鏡の種類（開口数を含む）　カ. 使用顕微鏡の種類（開口数を含む）

　オ. 標本作成方法　オ. 標本作成方法　オ. 標本作成方法　オ. 標本作成方法　オ. 標本作成方法　オ. 標本作成方法　オ. 標本作成方法

　エ. 試料採取条件　エ. 試料採取条件　エ. 試料採取条件　エ. 試料採取条件　エ. 試料採取条件　エ. 試料採取条件　エ. 試料採取条件

　ウ. 測定日時、天候、気流　ウ. 測定日時、天候、気流　ウ. 測定日時、天候、気流　ウ. 測定日時、天候、気流　ウ. 測定日時、天候、気流　ウ. 測定日時、天候、気流　ウ. 測定日時、天候、気流

　イ. 測定点の位置　イ. 測定点の位置　イ. 測定点の位置　イ. 測定点の位置　イ. 測定点の位置　イ. 測定点の位置　イ. 測定点の位置

　ア. アスベスト含有建材の種類　ア. アスベスト含有建材の種類　ア. アスベスト含有建材の種類　ア. アスベスト含有建材の種類　ア. アスベスト含有建材の種類　ア. アスベスト含有建材の種類　ア. アスベスト含有建材の種類

④　次の項目について記録し報告する。④　次の項目について記録し報告する。④　次の項目について記録し報告する。④　次の項目について記録し報告する。④　次の項目について記録し報告する。④　次の項目について記録し報告する。④　次の項目について記録し報告する。

③　アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。③　アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。③　アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。③　アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。③　アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。③　アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。③　アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。

　時期において実施する。　時期において実施する。　時期において実施する。　時期において実施する。　時期において実施する。　時期において実施する。　時期において実施する。

 又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる 又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる 又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる 又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる 又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる 又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる 又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる

②　処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか②　処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか②　処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか②　処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか②　処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか②　処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか②　処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか

表９.１.９の他に上記の位置を測定とする。表９.１.９の他に上記の位置を測定とする。表９.１.９の他に上記の位置を測定とする。表９.１.９の他に上記の位置を測定とする。表９.１.９の他に上記の位置を測定とする。表９.１.９の他に上記の位置を測定とする。表９.１.９の他に上記の位置を測定とする。

①　アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表９.１.９による。①　アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表９.１.９による。①　アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表９.１.９による。①　アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表９.１.９による。①　アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表９.１.９による。①　アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表９.１.９による。①　アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表９.１.９による。

⑤　廃棄物などの搬出方法⑤　廃棄物などの搬出方法⑤　廃棄物などの搬出方法⑤　廃棄物などの搬出方法⑤　廃棄物などの搬出方法⑤　廃棄物などの搬出方法⑤　廃棄物などの搬出方法

④　更衣施設等の仮設計画④　更衣施設等の仮設計画④　更衣施設等の仮設計画④　更衣施設等の仮設計画④　更衣施設等の仮設計画④　更衣施設等の仮設計画④　更衣施設等の仮設計画

③　施工範囲と工事管理区分の確認③　施工範囲と工事管理区分の確認③　施工範囲と工事管理区分の確認③　施工範囲と工事管理区分の確認③　施工範囲と工事管理区分の確認③　施工範囲と工事管理区分の確認③　施工範囲と工事管理区分の確認

②　アスベスト含有吹付け材層の厚さの確認②　アスベスト含有吹付け材層の厚さの確認②　アスベスト含有吹付け材層の厚さの確認②　アスベスト含有吹付け材層の厚さの確認②　アスベスト含有吹付け材層の厚さの確認②　アスベスト含有吹付け材層の厚さの確認②　アスベスト含有吹付け材層の厚さの確認

①　アスベスト含有吹付け材使用部位の確認①　アスベスト含有吹付け材使用部位の確認①　アスベスト含有吹付け材使用部位の確認①　アスベスト含有吹付け材使用部位の確認①　アスベスト含有吹付け材使用部位の確認①　アスベスト含有吹付け材使用部位の確認①　アスベスト含有吹付け材使用部位の確認

調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。

　排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。　排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。　排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。　排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。　排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。　排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。　排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。

(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者

　石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。　石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。　石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。　石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。　石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。　石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。　石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。

(2) 作業管理者(2) 作業管理者(2) 作業管理者(2) 作業管理者(2) 作業管理者(2) 作業管理者(2) 作業管理者

　施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。　施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。　施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。　施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。　施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。　施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。　施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。

(1) 施工業者(1) 施工業者(1) 施工業者(1) 施工業者(1) 施工業者(1) 施工業者(1) 施工業者

（ii）アスベスト粉じん濃度測定（ii）アスベスト粉じん濃度測定（ii）アスベスト粉じん濃度測定（ii）アスベスト粉じん濃度測定（ii）アスベスト粉じん濃度測定（ii）アスベスト粉じん濃度測定（ii）アスベスト粉じん濃度測定

(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。

　施工調査等は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査等は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査等は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査等は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査等は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査等は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査等は、特記による。特記がなければ、次による。

提出する。提出する。提出する。提出する。提出する。提出する。提出する。

れと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員にれと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員にれと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員にれと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員にれと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員にれと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員にれと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員に

（３）測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ（３）測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ（３）測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ（３）測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ（３）測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ（３）測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ（３）測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ

及び走査電子顕微鏡法）による。及び走査電子顕微鏡法）による。及び走査電子顕微鏡法）による。及び走査電子顕微鏡法）による。及び走査電子顕微鏡法）による。及び走査電子顕微鏡法）による。及び走査電子顕微鏡法）による。

（２）測定方法はJIS K 3850-1（空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法（２）測定方法はJIS K 3850-1（空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法（２）測定方法はJIS K 3850-1（空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法（２）測定方法はJIS K 3850-1（空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法（２）測定方法はJIS K 3850-1（空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法（２）測定方法はJIS K 3850-1（空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法（２）測定方法はJIS K 3850-1（空気中の繊維状粒子測定方法-第1部：光学顕微鏡法

周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。

（１）工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内（１）工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内（１）工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内（１）工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内（１）工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内（１）工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内（１）工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内

アスベスト粉じん濃度の測定アスベスト粉じん濃度の測定アスベスト粉じん濃度の測定アスベスト粉じん濃度の測定アスベスト粉じん濃度の測定アスベスト粉じん濃度の測定アスベスト粉じん濃度の測定

（５）その他監督員により指示のあった時。（５）その他監督員により指示のあった時。（５）その他監督員により指示のあった時。（５）その他監督員により指示のあった時。（５）その他監督員により指示のあった時。（５）その他監督員により指示のあった時。（５）その他監督員により指示のあった時。

（４）内部足場を取り外す前の段階。（４）内部足場を取り外す前の段階。（４）内部足場を取り外す前の段階。（４）内部足場を取り外す前の段階。（４）内部足場を取り外す前の段階。（４）内部足場を取り外す前の段階。（４）内部足場を取り外す前の段階。

（３）アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。（３）アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。（３）アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。（３）アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。（３）アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。（３）アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。（３）アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。

（２）アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。（２）アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。（２）アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。（２）アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。（２）アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。（２）アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。（２）アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。

（１）アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。（１）アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。（１）アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。（１）アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。（１）アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。（１）アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。（１）アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。

施工の確認及び報告施工の確認及び報告施工の確認及び報告施工の確認及び報告施工の確認及び報告施工の確認及び報告施工の確認及び報告

いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。

行う。また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ行う。また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ行う。また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ行う。また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ行う。また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ行う。また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ行う。また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ

安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを

・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。

イ．石綿障害予防規則による健康診断イ．石綿障害予防規則による健康診断イ．石綿障害予防規則による健康診断イ．石綿障害予防規則による健康診断イ．石綿障害予防規則による健康診断イ．石綿障害予防規則による健康診断イ．石綿障害予防規則による健康診断

・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。

ア．じん肺健康診断ア．じん肺健康診断ア．じん肺健康診断ア．じん肺健康診断ア．じん肺健康診断ア．じん肺健康診断ア．じん肺健康診断

ては、下記の記載の場合は除くことができる。ては、下記の記載の場合は除くことができる。ては、下記の記載の場合は除くことができる。ては、下記の記載の場合は除くことができる。ては、下記の記載の場合は除くことができる。ては、下記の記載の場合は除くことができる。ては、下記の記載の場合は除くことができる。

月ごと）・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい月ごと）・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい月ごと）・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい月ごと）・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい月ごと）・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい月ごと）・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい月ごと）・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい

除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断（石綿を取り扱う場合は6ヶ除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断（石綿を取り扱う場合は6ヶ除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断（石綿を取り扱う場合は6ヶ除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断（石綿を取り扱う場合は6ヶ除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断（石綿を取り扱う場合は6ヶ除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断（石綿を取り扱う場合は6ヶ除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断（石綿を取り扱う場合は6ヶ

 2 ．施工計画 2 ．施工計画 2 ．施工計画 2 ．施工計画 2 ．施工計画 2 ．施工計画 2 ．施工計画

 1 ．施工調査等 1 ．施工調査等 1 ．施工調査等 1 ．施工調査等 1 ．施工調査等 1 ．施工調査等 1 ．施工調査等

 6．濃度の測定 6．濃度の測定 6．濃度の測定 6．濃度の測定 6．濃度の測定 6．濃度の測定 6．濃度の測定

 5．安全対策及び協議 5．安全対策及び協議 5．安全対策及び協議 5．安全対策及び協議 5．安全対策及び協議 5．安全対策及び協議 5．安全対策及び協議

(1.8.1 )(1.8.1 )(1.8.1 )(1.8.1 )(1.8.1 )(1.8.1 )(1.8.1 )

 (1.3.7 ) (1.3.7 ) (1.3.7 ) (1.3.7 ) (1.3.7 ) (1.3.7 ) (1.3.7 )

(1.1.1 )(1.1.1 )(1.1.1 )(1.1.1 )(1.1.1 )(1.1.1 )(1.1.1 )

専門業者専門業者専門業者専門業者専門業者専門業者専門業者

監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する

撤去部分撤去部分撤去部分撤去部分撤去部分撤去部分撤去部分

特に地下構造物特に地下構造物特に地下構造物特に地下構造物特に地下構造物特に地下構造物特に地下構造物

撮影者撮影者撮影者撮影者撮影者撮影者撮影者

監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する

撮影者撮影者撮影者撮影者撮影者撮影者撮影者

監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する監督員の承諾する

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局

厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局

厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局厚生労働省労働基準局

環境省大気保全局環境省大気保全局環境省大気保全局環境省大気保全局環境省大気保全局環境省大気保全局環境省大気保全局

建設業労働災害防止協会建設業労働災害防止協会建設業労働災害防止協会建設業労働災害防止協会建設業労働災害防止協会建設業労働災害防止協会建設業労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会建設業労働災害防止協会建設業労働災害防止協会建設業労働災害防止協会建設業労働災害防止協会建設業労働災害防止協会建設業労働災害防止協会

厚生労働省生活衛生局厚生労働省生活衛生局厚生労働省生活衛生局厚生労働省生活衛生局厚生労働省生活衛生局厚生労働省生活衛生局厚生労働省生活衛生局

国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省

国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省

国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省

国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省

24×36以上24×36以上24×36以上24×36以上24×36以上24×36以上24×36以上

又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像

24×37以上24×37以上24×37以上24×37以上24×37以上24×37以上24×37以上

又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像又はﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像

24×36以上24×36以上24×36以上24×36以上24×36以上24×36以上24×36以上

原版の大きさ原版の大きさ原版の大きさ原版の大きさ原版の大きさ原版の大きさ原版の大きさ

・・・・・・・

※１部※１部※１部※１部※１部※１部※１部

・・・・・・・

※１部※１部※１部※１部※１部※１部※１部

・・・・・・・

※１部※１部※１部※１部※１部※１部※１部

・・・・・・・

※１部※１部※１部※１部※１部※１部※１部

部数部数部数部数部数部数部数

※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

※VHS※VHS※VHS※VHS※VHS※VHS※VHS

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版※サービス版

規格規格規格規格規格規格規格

下記による。下記による。下記による。下記による。下記による。下記による。下記による。

アスベスト含有建材除去後の機能回復のための仕上げ工事については、アスベスト含有建材除去後の機能回復のための仕上げ工事については、アスベスト含有建材除去後の機能回復のための仕上げ工事については、アスベスト含有建材除去後の機能回復のための仕上げ工事については、アスベスト含有建材除去後の機能回復のための仕上げ工事については、アスベスト含有建材除去後の機能回復のための仕上げ工事については、アスベスト含有建材除去後の機能回復のための仕上げ工事については、

関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。

アスベスト含有建材は、安全にかつ完全に除去すること。アスベスト含有建材は、安全にかつ完全に除去すること。アスベスト含有建材は、安全にかつ完全に除去すること。アスベスト含有建材は、安全にかつ完全に除去すること。アスベスト含有建材は、安全にかつ完全に除去すること。アスベスト含有建材は、安全にかつ完全に除去すること。アスベスト含有建材は、安全にかつ完全に除去すること。

用する。用する。用する。用する。用する。用する。用する。

保温材、耐火断熱材をいう。）及びアスベスト含有成形板の処理工事に適保温材、耐火断熱材をいう。）及びアスベスト含有成形板の処理工事に適保温材、耐火断熱材をいう。）及びアスベスト含有成形板の処理工事に適保温材、耐火断熱材をいう。）及びアスベスト含有成形板の処理工事に適保温材、耐火断熱材をいう。）及びアスベスト含有成形板の処理工事に適保温材、耐火断熱材をいう。）及びアスベスト含有成形板の処理工事に適保温材、耐火断熱材をいう。）及びアスベスト含有成形板の処理工事に適

アスベスト含有吹付け材、アスベスト含有保温材等（アスベストを含有するアスベスト含有吹付け材、アスベスト含有保温材等（アスベストを含有するアスベスト含有吹付け材、アスベスト含有保温材等（アスベストを含有するアスベスト含有吹付け材、アスベスト含有保温材等（アスベストを含有するアスベスト含有吹付け材、アスベスト含有保温材等（アスベストを含有するアスベスト含有吹付け材、アスベスト含有保温材等（アスベストを含有するアスベスト含有吹付け材、アスベスト含有保温材等（アスベストを含有する

・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ

※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー

・ ビデオ・ ビデオ・ ビデオ・ ビデオ・ ビデオ・ ビデオ・ ビデオ

・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ

※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー

・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ・ モノクロ

※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー※カラー

分類分類分類分類分類分類分類

※ 図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　※ 図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　※ 図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　※ 図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　※ 図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　※ 図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　※ 図示による　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

　　※「標仕」表1.8.1による　　・（　　　　　　　　　　　　　）　　※「標仕」表1.8.1による　　・（　　　　　　　　　　　　　）　　※「標仕」表1.8.1による　　・（　　　　　　　　　　　　　）　　※「標仕」表1.8.1による　　・（　　　　　　　　　　　　　）　　※「標仕」表1.8.1による　　・（　　　　　　　　　　　　　）　　※「標仕」表1.8.1による　　・（　　　　　　　　　　　　　）　　※「標仕」表1.8.1による　　・（　　　　　　　　　　　　　）

種類及び記入内容  種類及び記入内容  種類及び記入内容  種類及び記入内容  種類及び記入内容  種類及び記入内容  種類及び記入内容  

※完成時※完成時※完成時※完成時※完成時※完成時※完成時

※施工中※施工中※施工中※施工中※施工中※施工中※施工中

※着工前※着工前※着工前※着工前※着工前※着工前※着工前

区分区分区分区分区分区分区分

　箇所及び方法については、監督員の指示による。　箇所及び方法については、監督員の指示による。　箇所及び方法については、監督員の指示による。　箇所及び方法については、監督員の指示による。　箇所及び方法については、監督員の指示による。　箇所及び方法については、監督員の指示による。　箇所及び方法については、監督員の指示による。

設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。

工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移

積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。

ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。さし枠の装置等又は物品ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。さし枠の装置等又は物品ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。さし枠の装置等又は物品ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。さし枠の装置等又は物品ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。さし枠の装置等又は物品ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。さし枠の装置等又は物品ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。さし枠の装置等又は物品

　ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載したものに限る。）　ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載したものに限る。）　ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載したものに限る。）　ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載したものに限る。）　ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載したものに限る。）　ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載したものに限る。）　ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載したものに限る。）

　振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可般式(溶接兼用機を含む))但し、以上は　振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可般式(溶接兼用機を含む))但し、以上は　振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可般式(溶接兼用機を含む))但し、以上は　振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可般式(溶接兼用機を含む))但し、以上は　振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可般式(溶接兼用機を含む))但し、以上は　振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可般式(溶接兼用機を含む))但し、以上は　振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可般式(溶接兼用機を含む))但し、以上は

　エンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロードローラ、タイヤローラ、　エンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロードローラ、タイヤローラ、　エンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロードローラ、タイヤローラ、　エンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロードローラ、タイヤローラ、　エンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロードローラ、タイヤローラ、　エンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロードローラ、タイヤローラ、　エンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロードローラ、タイヤローラ、

　型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼル　型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼル　型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼル　型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼル　型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼル　型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼル　型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼル

　・ｱｰｽｵｰｶﾞ・ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機・ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転　・ｱｰｽｵｰｶﾞ・ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機・ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転　・ｱｰｽｵｰｶﾞ・ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機・ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転　・ｱｰｽｵｰｶﾞ・ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機・ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転　・ｱｰｽｵｰｶﾞ・ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機・ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転　・ｱｰｽｵｰｶﾞ・ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機・ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転　・ｱｰｽｵｰｶﾞ・ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機・ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転

　(可般式)、油圧ユニット(油圧ﾊﾝﾏ・ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機　(可般式)、油圧ユニット(油圧ﾊﾝﾏ・ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機　(可般式)、油圧ユニット(油圧ﾊﾝﾏ・ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機　(可般式)、油圧ユニット(油圧ﾊﾝﾏ・ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機　(可般式)、油圧ユニット(油圧ﾊﾝﾏ・ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機　(可般式)、油圧ユニット(油圧ﾊﾝﾏ・ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機　(可般式)、油圧ユニット(油圧ﾊﾝﾏ・ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機

　（対象機種：バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機　（対象機種：バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機　（対象機種：バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機　（対象機種：バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機　（対象機種：バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機　（対象機種：バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機　（対象機種：バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機

　「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。　「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。　「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。　「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。　「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。　「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。　「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。

排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械排　出　ガ　ス　対　策　型　建　設　機　械

　指定品目、判断基準は「平成２１年度福岡県環境物品等調達方針」によること。　指定品目、判断基準は「平成２１年度福岡県環境物品等調達方針」によること。　指定品目、判断基準は「平成２１年度福岡県環境物品等調達方針」によること。　指定品目、判断基準は「平成２１年度福岡県環境物品等調達方針」によること。　指定品目、判断基準は「平成２１年度福岡県環境物品等調達方針」によること。　指定品目、判断基準は「平成２１年度福岡県環境物品等調達方針」によること。　指定品目、判断基準は「平成２１年度福岡県環境物品等調達方針」によること。

　負荷の低減できる材料を選定すること。　負荷の低減できる材料を選定すること。　負荷の低減できる材料を選定すること。　負荷の低減できる材料を選定すること。　負荷の低減できる材料を選定すること。　負荷の低減できる材料を選定すること。　負荷の低減できる材料を選定すること。

　「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」により、環境　「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」により、環境　「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」により、環境　「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」により、環境　「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」により、環境　「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」により、環境　「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」により、環境

環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て環　境　へ　の　配　慮　に　つ　い　て

　クル等再資源化に努める。     　　　　　　　　　　　　　　　　　クル等再資源化に努める。     　　　　　　　　　　　　　　　　　クル等再資源化に努める。     　　　　　　　　　　　　　　　　　クル等再資源化に努める。     　　　　　　　　　　　　　　　　　クル等再資源化に努める。     　　　　　　　　　　　　　　　　　クル等再資源化に努める。     　　　　　　　　　　　　　　　　　クル等再資源化に努める。     　　　　　　　　　　　　　　　　

　防止及び環境の保全に努める。また、工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイ　防止及び環境の保全に努める。また、工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイ　防止及び環境の保全に努める。また、工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイ　防止及び環境の保全に努める。また、工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイ　防止及び環境の保全に努める。また、工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイ　防止及び環境の保全に努める。また、工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイ　防止及び環境の保全に努める。また、工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイ

　衆災害防止対策要綱及び建設副産物適正処理推進要綱に従い、工事の施工に伴う災害の　衆災害防止対策要綱及び建設副産物適正処理推進要綱に従い、工事の施工に伴う災害の　衆災害防止対策要綱及び建設副産物適正処理推進要綱に従い、工事の施工に伴う災害の　衆災害防止対策要綱及び建設副産物適正処理推進要綱に従い、工事の施工に伴う災害の　衆災害防止対策要綱及び建設副産物適正処理推進要綱に従い、工事の施工に伴う災害の　衆災害防止対策要綱及び建設副産物適正処理推進要綱に従い、工事の施工に伴う災害の　衆災害防止対策要綱及び建設副産物適正処理推進要綱に従い、工事の施工に伴う災害の

　法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法その他関係法令等によるほか、建設工事公　法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法その他関係法令等によるほか、建設工事公　法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法その他関係法令等によるほか、建設工事公　法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法その他関係法令等によるほか、建設工事公　法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法その他関係法令等によるほか、建設工事公　法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法その他関係法令等によるほか、建設工事公　法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法その他関係法令等によるほか、建設工事公

　建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、労働安全衛生法、環境基本　建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、労働安全衛生法、環境基本　建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、労働安全衛生法、環境基本　建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、労働安全衛生法、環境基本　建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、労働安全衛生法、環境基本　建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、労働安全衛生法、環境基本　建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、労働安全衛生法、環境基本

　　　　（以下「改修標仕」という。）　　　　（以下「改修標仕」という。）　　　　（以下「改修標仕」という。）　　　　（以下「改修標仕」という。）　　　　（以下「改修標仕」という。）　　　　（以下「改修標仕」という。）　　　　（以下「改修標仕」という。）

  （４）公共建築工事標準仕様書(以下「標仕」という。)及び公共建築改修工事標準仕様書  （４）公共建築工事標準仕様書(以下「標仕」という。)及び公共建築改修工事標準仕様書  （４）公共建築工事標準仕様書(以下「標仕」という。)及び公共建築改修工事標準仕様書  （４）公共建築工事標準仕様書(以下「標仕」という。)及び公共建築改修工事標準仕様書  （４）公共建築工事標準仕様書(以下「標仕」という。)及び公共建築改修工事標準仕様書  （４）公共建築工事標準仕様書(以下「標仕」という。)及び公共建築改修工事標準仕様書  （４）公共建築工事標準仕様書(以下「標仕」という。)及び公共建築改修工事標準仕様書

  （３）図面  （３）図面  （３）図面  （３）図面  （３）図面  （３）図面  （３）図面

  （２）特記仕様書  （２）特記仕様書  （２）特記仕様書  （２）特記仕様書  （２）特記仕様書  （２）特記仕様書  （２）特記仕様書

  （１）現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書  （１）現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書  （１）現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書  （１）現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書  （１）現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書  （１）現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書  （１）現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書

順番のとおりとする。順番のとおりとする。順番のとおりとする。順番のとおりとする。順番のとおりとする。順番のとおりとする。順番のとおりとする。

ただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の（１）から（４）の順番のただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の（１）から（４）の順番のただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の（１）から（４）の順番のただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の（１）から（４）の順番のただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の（１）から（４）の順番のただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の（１）から（４）の順番のただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の（１）から（４）の順番の

すべての設計図書は、相互に補完するものとする。 すべての設計図書は、相互に補完するものとする。 すべての設計図書は、相互に補完するものとする。 すべての設計図書は、相互に補完するものとする。 すべての設計図書は、相互に補完するものとする。 すべての設計図書は、相互に補完するものとする。 すべての設計図書は、相互に補完するものとする。 

年度版、建築保全センター）に拠ること。年度版、建築保全センター）に拠ること。年度版、建築保全センター）に拠ること。年度版、建築保全センター）に拠ること。年度版、建築保全センター）に拠ること。年度版、建築保全センター）に拠ること。年度版、建築保全センター）に拠ること。

防止処理技術指針・同解説」（日本建築センター）・「公共建築改修工事標準仕様書」（平成19防止処理技術指針・同解説」（日本建築センター）・「公共建築改修工事標準仕様書」（平成19防止処理技術指針・同解説」（日本建築センター）・「公共建築改修工事標準仕様書」（平成19防止処理技術指針・同解説」（日本建築センター）・「公共建築改修工事標準仕様書」（平成19防止処理技術指針・同解説」（日本建築センター）・「公共建築改修工事標準仕様書」（平成19防止処理技術指針・同解説」（日本建築センター）・「公共建築改修工事標準仕様書」（平成19防止処理技術指針・同解説」（日本建築センター）・「公共建築改修工事標準仕様書」（平成19

石綿飛散防止対策マニアル」（平成17年8月）及び「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散石綿飛散防止対策マニアル」（平成17年8月）及び「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散石綿飛散防止対策マニアル」（平成17年8月）及び「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散石綿飛散防止対策マニアル」（平成17年8月）及び「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散石綿飛散防止対策マニアル」（平成17年8月）及び「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散石綿飛散防止対策マニアル」（平成17年8月）及び「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散石綿飛散防止対策マニアル」（平成17年8月）及び「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散

なお、除去処理工事に際し、本仕様書に記載なき事項が生じた場合は「建築物の解体等に係るなお、除去処理工事に際し、本仕様書に記載なき事項が生じた場合は「建築物の解体等に係るなお、除去処理工事に際し、本仕様書に記載なき事項が生じた場合は「建築物の解体等に係るなお、除去処理工事に際し、本仕様書に記載なき事項が生じた場合は「建築物の解体等に係るなお、除去処理工事に際し、本仕様書に記載なき事項が生じた場合は「建築物の解体等に係るなお、除去処理工事に際し、本仕様書に記載なき事項が生じた場合は「建築物の解体等に係るなお、除去処理工事に際し、本仕様書に記載なき事項が生じた場合は「建築物の解体等に係る

工事施工について質疑があるときは、監督員と協議すろこととする。工事施工について質疑があるときは、監督員と協議すろこととする。工事施工について質疑があるときは、監督員と協議すろこととする。工事施工について質疑があるときは、監督員と協議すろこととする。工事施工について質疑があるときは、監督員と協議すろこととする。工事施工について質疑があるときは、監督員と協議すろこととする。工事施工について質疑があるときは、監督員と協議すろこととする。

　・労働安全衛生法　　・労働安全衛生法　　・労働安全衛生法　　・労働安全衛生法　　・労働安全衛生法　　・労働安全衛生法　　・労働安全衛生法　

　・特定化学物質等障害予防規則　　・特定化学物質等障害予防規則　　・特定化学物質等障害予防規則　　・特定化学物質等障害予防規則　　・特定化学物質等障害予防規則　　・特定化学物質等障害予防規則　　・特定化学物質等障害予防規則　

　・石綿障害予防規則　・石綿障害予防規則　・石綿障害予防規則　・石綿障害予防規則　・石綿障害予防規則　・石綿障害予防規則　・石綿障害予防規則

　・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル　・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル　・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル　・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル　・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル　・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル　・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル

　・石綿粉じんへのばく露防止マニュアル　・石綿粉じんへのばく露防止マニュアル　・石綿粉じんへのばく露防止マニュアル　・石綿粉じんへのばく露防止マニュアル　・石綿粉じんへのばく露防止マニュアル　・石綿粉じんへのばく露防止マニュアル　・石綿粉じんへのばく露防止マニュアル

　・解体工事安全施工指針　・解体工事安全施工指針　・解体工事安全施工指針　・解体工事安全施工指針　・解体工事安全施工指針　・解体工事安全施工指針　・解体工事安全施工指針

　・建設廃棄物処理指針　・建設廃棄物処理指針　・建設廃棄物処理指針　・建設廃棄物処理指針　・建設廃棄物処理指針　・建設廃棄物処理指針　・建設廃棄物処理指針

　・建設副産物適正処理推進要綱　　　　　・建設副産物適正処理推進要綱　　　　　・建設副産物適正処理推進要綱　　　　　・建設副産物適正処理推進要綱　　　　　・建設副産物適正処理推進要綱　　　　　・建設副産物適正処理推進要綱　　　　　・建設副産物適正処理推進要綱　　　　

　・建設工事公衆災害防止対策要綱　・建設工事公衆災害防止対策要綱　・建設工事公衆災害防止対策要綱　・建設工事公衆災害防止対策要綱　・建設工事公衆災害防止対策要綱　・建設工事公衆災害防止対策要綱　・建設工事公衆災害防止対策要綱

　・建築工事安全施工技術指針　・建築工事安全施工技術指針　・建築工事安全施工技術指針　・建築工事安全施工技術指針　・建築工事安全施工技術指針　・建築工事安全施工技術指針　・建築工事安全施工技術指針

　・建築改修工事監理指針　・建築改修工事監理指針　・建築改修工事監理指針　・建築改修工事監理指針　・建築改修工事監理指針　・建築改修工事監理指針　・建築改修工事監理指針

　・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律　　・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律　　・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律　　・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律　　・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律　　・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律　　・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律　

　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(d) 仕上げ工事(d) 仕上げ工事(d) 仕上げ工事(d) 仕上げ工事(d) 仕上げ工事(d) 仕上げ工事(d) 仕上げ工事

(c) 法令等の遵守(c) 法令等の遵守(c) 法令等の遵守(c) 法令等の遵守(c) 法令等の遵守(c) 法令等の遵守(c) 法令等の遵守

(b) 基本要求品質(b) 基本要求品質(b) 基本要求品質(b) 基本要求品質(b) 基本要求品質(b) 基本要求品質(b) 基本要求品質

(a) 適用範囲　(a) 適用範囲　(a) 適用範囲　(a) 適用範囲　(a) 適用範囲　(a) 適用範囲　(a) 適用範囲　

　　　　　　　

特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項

平成２９年度改訂平成２９年度改訂平成２９年度改訂平成２９年度改訂平成２９年度改訂平成２９年度改訂平成２９年度改訂

及び環境保全及び環境保全及び環境保全及び環境保全及び環境保全及び環境保全及び環境保全

　　印と　　印のついた場合は、共に適用する。　　印と　　印のついた場合は、共に適用する。　　印と　　印のついた場合は、共に適用する。　　印と　　印のついた場合は、共に適用する。　　印と　　印のついた場合は、共に適用する。　　印と　　印のついた場合は、共に適用する。　　印と　　印のついた場合は、共に適用する。

　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。　　印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

9 ．完成図9 ．完成図9 ．完成図9 ．完成図9 ．完成図9 ．完成図9 ．完成図

8．工事写真等8．工事写真等8．工事写真等8．工事写真等8．工事写真等8．工事写真等8．工事写真等

7．原形復旧7．原形復旧7．原形復旧7．原形復旧7．原形復旧7．原形復旧7．原形復旧

6．過積載の防止6．過積載の防止6．過積載の防止6．過積載の防止6．過積載の防止6．過積載の防止6．過積載の防止

 5 ．施工中の安全確保 5 ．施工中の安全確保 5 ．施工中の安全確保 5 ．施工中の安全確保 5 ．施工中の安全確保 5 ．施工中の安全確保 5 ．施工中の安全確保

 4 ．図書間優先順位 4 ．図書間優先順位 4 ．図書間優先順位 4 ．図書間優先順位 4 ．図書間優先順位 4 ．図書間優先順位 4 ．図書間優先順位

 3 ．質疑に対する協議 3 ．質疑に対する協議 3 ．質疑に対する協議 3 ．質疑に対する協議 3 ．質疑に対する協議 3 ．質疑に対する協議 3 ．質疑に対する協議

 2 ．適用基準等 2 ．適用基準等 2 ．適用基準等 2 ．適用基準等 2 ．適用基準等 2 ．適用基準等 2 ．適用基準等

１．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項

４）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。４）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。４）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。４）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。４）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。４）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。４）形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。

　　当該表を示す。　　当該表を示す。　　当該表を示す。　　当該表を示す。　　当該表を示す。　　当該表を示す。　　当該表を示す。

３）特記事項に記載の（　　　　　）内表示番号は、公共建築工事共通仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。３）特記事項に記載の（　　　　　）内表示番号は、公共建築工事共通仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。３）特記事項に記載の（　　　　　）内表示番号は、公共建築工事共通仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。３）特記事項に記載の（　　　　　）内表示番号は、公共建築工事共通仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。３）特記事項に記載の（　　　　　）内表示番号は、公共建築工事共通仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。３）特記事項に記載の（　　　　　）内表示番号は、公共建築工事共通仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。３）特記事項に記載の（　　　　　）内表示番号は、公共建築工事共通仕様書の当該項目、当該図、または当該表を示す。

　　　　　　　　　　　　　　

２）特記事項は　　印のついたものを適用する。２）特記事項は　　印のついたものを適用する。２）特記事項は　　印のついたものを適用する。２）特記事項は　　印のついたものを適用する。２）特記事項は　　印のついたものを適用する。２）特記事項は　　印のついたものを適用する。２）特記事項は　　印のついたものを適用する。

１）項目は番号に○印のついたものを適用する。１）項目は番号に○印のついたものを適用する。１）項目は番号に○印のついたものを適用する。１）項目は番号に○印のついたものを適用する。１）項目は番号に○印のついたものを適用する。１）項目は番号に○印のついたものを適用する。１）項目は番号に○印のついたものを適用する。

２．特　記　仕　様２．特　記　仕　様２．特　記　仕　様２．特　記　仕　様２．特　記　仕　様２．特　記　仕　様２．特　記　仕　様

　図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築　図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築　図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築　図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築　図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築　図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築　図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築

１．標　準　仕　様１．標　準　仕　様１．標　準　仕　様１．標　準　仕　様１．標　準　仕　様１．標　準　仕　様１．標　準　仕　様

５．その他５．その他５．その他５．その他５．その他５．その他５．その他

４．別途工事４．別途工事４．別途工事４．別途工事４．別途工事４．別途工事４．別途工事

３．工事概要３．工事概要３．工事概要３．工事概要３．工事概要３．工事概要３．工事概要

２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所

１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称

章章章章章章章

Ⅱ　アスベスト含有建材除去等工事仕様Ⅱ　アスベスト含有建材除去等工事仕様Ⅱ　アスベスト含有建材除去等工事仕様Ⅱ　アスベスト含有建材除去等工事仕様Ⅱ　アスベスト含有建材除去等工事仕様Ⅱ　アスベスト含有建材除去等工事仕様Ⅱ　アスベスト含有建材除去等工事仕様

Ⅰ　工　事　概　要Ⅰ　工　事　概　要Ⅰ　工　事　概　要Ⅰ　工　事　概　要Ⅰ　工　事　概　要Ⅰ　工　事　概　要Ⅰ　工　事　概　要

№１№１№１№１№１№１№１

1時間1時間1時間1時間1時間1時間1時間

1時間1時間1時間1時間1時間1時間1時間

1時間1時間1時間1時間1時間1時間1時間

工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者

工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者

工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者工事請負者

提出者提出者提出者提出者提出者提出者提出者

・繊維くず・繊維くず・繊維くず・繊維くず・繊維くず・繊維くず・繊維くず

・金属くず・金属くず・金属くず・金属くず・金属くず・金属くず・金属くず

・廃石こうボード・廃石こうボード・廃石こうボード・廃石こうボード・廃石こうボード・廃石こうボード・廃石こうボード

・ガラス、陶磁器くず・ガラス、陶磁器くず・ガラス、陶磁器くず・ガラス、陶磁器くず・ガラス、陶磁器くず・ガラス、陶磁器くず・ガラス、陶磁器くず

・廃プラスチック・廃プラスチック・廃プラスチック・廃プラスチック・廃プラスチック・廃プラスチック・廃プラスチック

その他の副産物その他の副産物その他の副産物その他の副産物その他の副産物その他の副産物その他の副産物

労働基準監督署労働基準監督署労働基準監督署労働基準監督署労働基準監督署労働基準監督署労働基準監督署

労働基準監督署労働基準監督署労働基準監督署労働基準監督署労働基準監督署労働基準監督署労働基準監督署

市町村(公害係)市町村(公害係)市町村(公害係)市町村(公害係)市町村(公害係)市町村(公害係)市町村(公害係)

提　出　先提　出　先提　出　先提　出　先提　出　先提　出　先提　出　先

（施設管理者と施設行事等の調整の上施工計画書を作成の事）（施設管理者と施設行事等の調整の上施工計画書を作成の事）（施設管理者と施設行事等の調整の上施工計画書を作成の事）（施設管理者と施設行事等の調整の上施工計画書を作成の事）（施設管理者と施設行事等の調整の上施工計画書を作成の事）（施設管理者と施設行事等の調整の上施工計画書を作成の事）（施設管理者と施設行事等の調整の上施工計画書を作成の事）

項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項

予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条

政令第318号）、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令32号）及び石綿障害政令第318号）、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令32号）及び石綿障害政令第318号）、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令32号）及び石綿障害政令第318号）、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令32号）及び石綿障害政令第318号）、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令32号）及び石綿障害政令第318号）、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令32号）及び石綿障害政令第318号）、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令32号）及び石綿障害

労働安全衛生法（昭和47年法律57号）、労働安全衛生法施工令（昭和47年労働安全衛生法（昭和47年法律57号）、労働安全衛生法施工令（昭和47年労働安全衛生法（昭和47年法律57号）、労働安全衛生法施工令（昭和47年労働安全衛生法（昭和47年法律57号）、労働安全衛生法施工令（昭和47年労働安全衛生法（昭和47年法律57号）、労働安全衛生法施工令（昭和47年労働安全衛生法（昭和47年法律57号）、労働安全衛生法施工令（昭和47年労働安全衛生法（昭和47年法律57号）、労働安全衛生法施工令（昭和47年

保護具の種類、性能、使用方法及び注意事項保護具の種類、性能、使用方法及び注意事項保護具の種類、性能、使用方法及び注意事項保護具の種類、性能、使用方法及び注意事項保護具の種類、性能、使用方法及び注意事項保護具の種類、性能、使用方法及び注意事項保護具の種類、性能、使用方法及び注意事項

抑制する為の処置についての必要な事項抑制する為の処置についての必要な事項抑制する為の処置についての必要な事項抑制する為の処置についての必要な事項抑制する為の処置についての必要な事項抑制する為の処置についての必要な事項抑制する為の処置についての必要な事項

作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を

建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法

石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法

石綿の性状、石綿による疾病の病理及び病状石綿の性状、石綿による疾病の病理及び病状石綿の性状、石綿による疾病の病理及び病状石綿の性状、石綿による疾病の病理及び病状石綿の性状、石綿による疾病の病理及び病状石綿の性状、石綿による疾病の病理及び病状石綿の性状、石綿による疾病の病理及び病状

必要な事項必要な事項必要な事項必要な事項必要な事項必要な事項必要な事項

く露の防止に関しく露の防止に関しく露の防止に関しく露の防止に関しく露の防止に関しく露の防止に関しく露の防止に関し

その他石綿等のばその他石綿等のばその他石綿等のばその他石綿等のばその他石綿等のばその他石綿等のばその他石綿等のば

保護器具の使用状況保護器具の使用状況保護器具の使用状況保護器具の使用状況保護器具の使用状況保護器具の使用状況保護器具の使用状況

めの処置めの処置めの処置めの処置めの処置めの処置めの処置

発散を抑制するた発散を抑制するた発散を抑制するた発散を抑制するた発散を抑制するた発散を抑制するた発散を抑制するた

石綿等の粉じんの石綿等の粉じんの石綿等の粉じんの石綿等の粉じんの石綿等の粉じんの石綿等の粉じんの石綿等の粉じんの

石綿等の使用状況石綿等の使用状況石綿等の使用状況石綿等の使用状況石綿等の使用状況石綿等の使用状況石綿等の使用状況

石綿等の有害性石綿等の有害性石綿等の有害性石綿等の有害性石綿等の有害性石綿等の有害性石綿等の有害性

工事請負者が講じた応急処置の概要工事請負者が講じた応急処置の概要工事請負者が講じた応急処置の概要工事請負者が講じた応急処置の概要工事請負者が講じた応急処置の概要工事請負者が講じた応急処置の概要工事請負者が講じた応急処置の概要

・アスベストにより、著しく汚染された事態が生じたときは、その概要及び・アスベストにより、著しく汚染された事態が生じたときは、その概要及び・アスベストにより、著しく汚染された事態が生じたときは、その概要及び・アスベストにより、著しく汚染された事態が生じたときは、その概要及び・アスベストにより、著しく汚染された事態が生じたときは、その概要及び・アスベストにより、著しく汚染された事態が生じたときは、その概要及び・アスベストにより、著しく汚染された事態が生じたときは、その概要及び

・従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間・従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間・従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間・従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間・従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間・従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間・従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

・作業者の氏名・作業者の氏名・作業者の氏名・作業者の氏名・作業者の氏名・作業者の氏名・作業者の氏名

・労働安全衛生法に関する各種届・労働安全衛生法に関する各種届・労働安全衛生法に関する各種届・労働安全衛生法に関する各種届・労働安全衛生法に関する各種届・労働安全衛生法に関する各種届・労働安全衛生法に関する各種届

・労働基準法に関する各種届出・労働基準法に関する各種届出・労働基準法に関する各種届出・労働基準法に関する各種届出・労働基準法に関する各種届出・労働基準法に関する各種届出・労働基準法に関する各種届出

・特定建設作業実施届・特定建設作業実施届・特定建設作業実施届・特定建設作業実施届・特定建設作業実施届・特定建設作業実施届・特定建設作業実施届

許可申請・届出等許可申請・届出等許可申請・届出等許可申請・届出等許可申請・届出等許可申請・届出等許可申請・届出等

　※参考受入場所は現場説明書による　※参考受入場所は現場説明書による　※参考受入場所は現場説明書による　※参考受入場所は現場説明書による　※参考受入場所は現場説明書による　※参考受入場所は現場説明書による　※参考受入場所は現場説明書による

「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集、運搬、処分を行う。

「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」及び、

※廃石綿等※廃石綿等※廃石綿等※廃石綿等※廃石綿等※廃石綿等※廃石綿等

特別管理産業廃棄物特別管理産業廃棄物特別管理産業廃棄物特別管理産業廃棄物特別管理産業廃棄物特別管理産業廃棄物特別管理産業廃棄物

・汚泥・汚泥・汚泥・汚泥・汚泥・汚泥・汚泥

・建設発生土・建設発生土・建設発生土・建設発生土・建設発生土・建設発生土・建設発生土

・木くず・木くず・木くず・木くず・木くず・木くず・木くず

（アスファルト塊）（アスファルト塊）（アスファルト塊）（アスファルト塊）（アスファルト塊）（アスファルト塊）（アスファルト塊）

（コンクリート塊）（コンクリート塊）（コンクリート塊）（コンクリート塊）（コンクリート塊）（コンクリート塊）（コンクリート塊）

・がれき類・がれき類・がれき類・がれき類・がれき類・がれき類・がれき類

指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの）指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの）指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの）指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの）指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの）指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの）指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの）

工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。

　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事竣　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事竣　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事竣　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事竣　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事竣　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事竣　工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事竣

に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。

る法律、建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱る法律、建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱る法律、建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱る法律、建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱る法律、建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱る法律、建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱る法律、建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱

関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関す関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関す関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関す関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関す関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関す関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関す関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関す

別保管場所（他業者の分別したものを含む）を設置するとともに、再生資源の利用の促進に別保管場所（他業者の分別したものを含む）を設置するとともに、再生資源の利用の促進に別保管場所（他業者の分別したものを含む）を設置するとともに、再生資源の利用の促進に別保管場所（他業者の分別したものを含む）を設置するとともに、再生資源の利用の促進に別保管場所（他業者の分別したものを含む）を設置するとともに、再生資源の利用の促進に別保管場所（他業者の分別したものを含む）を設置するとともに、再生資源の利用の促進に別保管場所（他業者の分別したものを含む）を設置するとともに、再生資源の利用の促進に

　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分　また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分

し指定された場所へ集積すること。し指定された場所へ集積すること。し指定された場所へ集積すること。し指定された場所へ集積すること。し指定された場所へ集積すること。し指定された場所へ集積すること。し指定された場所へ集積すること。

　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別

産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。

　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副

建設副産物の処理について建設副産物の処理について建設副産物の処理について建設副産物の処理について建設副産物の処理について建設副産物の処理について建設副産物の処理について

行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。

除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発

除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。

工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。

石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。

現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。

エ．雇い入れ時等にアスベストに関する教育を行い、その記録を保存すること。エ．雇い入れ時等にアスベストに関する教育を行い、その記録を保存すること。エ．雇い入れ時等にアスベストに関する教育を行い、その記録を保存すること。エ．雇い入れ時等にアスベストに関する教育を行い、その記録を保存すること。エ．雇い入れ時等にアスベストに関する教育を行い、その記録を保存すること。エ．雇い入れ時等にアスベストに関する教育を行い、その記録を保存すること。エ．雇い入れ時等にアスベストに関する教育を行い、その記録を保存すること。

ウ．じん肺法に基づく、じん肺健康診断を実施した場合は、その記録を保存すること。ウ．じん肺法に基づく、じん肺健康診断を実施した場合は、その記録を保存すること。ウ．じん肺法に基づく、じん肺健康診断を実施した場合は、その記録を保存すること。ウ．じん肺法に基づく、じん肺健康診断を実施した場合は、その記録を保存すること。ウ．じん肺法に基づく、じん肺健康診断を実施した場合は、その記録を保存すること。ウ．じん肺法に基づく、じん肺健康診断を実施した場合は、その記録を保存すること。ウ．じん肺法に基づく、じん肺健康診断を実施した場合は、その記録を保存すること。

イ．石綿障害予防規則に基づく「特殊健康診断の記録」は４０年間保管すること。イ．石綿障害予防規則に基づく「特殊健康診断の記録」は４０年間保管すること。イ．石綿障害予防規則に基づく「特殊健康診断の記録」は４０年間保管すること。イ．石綿障害予防規則に基づく「特殊健康診断の記録」は４０年間保管すること。イ．石綿障害予防規則に基づく「特殊健康診断の記録」は４０年間保管すること。イ．石綿障害予防規則に基づく「特殊健康診断の記録」は４０年間保管すること。イ．石綿障害予防規則に基づく「特殊健康診断の記録」は４０年間保管すること。

ア．石綿障害予防規則に基づく｢作業の記録｣は、次の内容を記録し、４０年間保管すること。ア．石綿障害予防規則に基づく｢作業の記録｣は、次の内容を記録し、４０年間保管すること。ア．石綿障害予防規則に基づく｢作業の記録｣は、次の内容を記録し、４０年間保管すること。ア．石綿障害予防規則に基づく｢作業の記録｣は、次の内容を記録し、４０年間保管すること。ア．石綿障害予防規則に基づく｢作業の記録｣は、次の内容を記録し、４０年間保管すること。ア．石綿障害予防規則に基づく｢作業の記録｣は、次の内容を記録し、４０年間保管すること。ア．石綿障害予防規則に基づく｢作業の記録｣は、次の内容を記録し、４０年間保管すること。

　工事施工者は、下記の通り作業の記録等を保存すること。　工事施工者は、下記の通り作業の記録等を保存すること。　工事施工者は、下記の通り作業の記録等を保存すること。　工事施工者は、下記の通り作業の記録等を保存すること。　工事施工者は、下記の通り作業の記録等を保存すること。　工事施工者は、下記の通り作業の記録等を保存すること。　工事施工者は、下記の通り作業の記録等を保存すること。

　各種許可申請及び届出　各種許可申請及び届出　各種許可申請及び届出　各種許可申請及び届出　各種許可申請及び届出　各種許可申請及び届出　各種許可申請及び届出

　※要する　　・要しない　※要する　　・要しない　※要する　　・要しない　※要する　　・要しない　※要する　　・要しない　※要する　　・要しない　※要する　　・要しない

　督員の承諾を受けること。　督員の承諾を受けること。　督員の承諾を受けること。　督員の承諾を受けること。　督員の承諾を受けること。　督員の承諾を受けること。　督員の承諾を受けること。

　工事に伴って、障害となるすべての物を撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監　工事に伴って、障害となるすべての物を撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監　工事に伴って、障害となるすべての物を撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監　工事に伴って、障害となるすべての物を撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監　工事に伴って、障害となるすべての物を撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監　工事に伴って、障害となるすべての物を撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監　工事に伴って、障害となるすべての物を撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監

　の内容を文書にて監督員に報告を行うこと。　の内容を文書にて監督員に報告を行うこと。　の内容を文書にて監督員に報告を行うこと。　の内容を文書にて監督員に報告を行うこと。　の内容を文書にて監督員に報告を行うこと。　の内容を文書にて監督員に報告を行うこと。　の内容を文書にて監督員に報告を行うこと。

　工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、そ　工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、そ　工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、そ　工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、そ　工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、そ　工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、そ　工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、そ

　近隣への工事説明会　　・行う　　・行わない　近隣への工事説明会　　・行う　　・行わない　近隣への工事説明会　　・行う　　・行わない　近隣への工事説明会　　・行う　　・行わない　近隣への工事説明会　　・行う　　・行わない　近隣への工事説明会　　・行う　　・行わない　近隣への工事説明会　　・行う　　・行わない

　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・アスベスト含有成形板の有無　・アスベスト含有成形板の有無　・アスベスト含有成形板の有無　・アスベスト含有成形板の有無　・アスベスト含有成形板の有無　・アスベスト含有成形板の有無　・アスベスト含有成形板の有無

　・アスベスト含有保温材等の有無　・アスベスト含有保温材等の有無　・アスベスト含有保温材等の有無　・アスベスト含有保温材等の有無　・アスベスト含有保温材等の有無　・アスベスト含有保温材等の有無　・アスベスト含有保温材等の有無

　・アスベスト含有吹付け材の有無　・アスベスト含有吹付け材の有無　・アスベスト含有吹付け材の有無　・アスベスト含有吹付け材の有無　・アスベスト含有吹付け材の有無　・アスベスト含有吹付け材の有無　・アスベスト含有吹付け材の有無

従事者の資格従事者の資格従事者の資格従事者の資格従事者の資格従事者の資格従事者の資格

管理者の選任管理者の選任管理者の選任管理者の選任管理者の選任管理者の選任管理者の選任

の登録の登録の登録の登録の登録の登録の登録

　（工事カルテ）　（工事カルテ）　（工事カルテ）　（工事カルテ）　（工事カルテ）　（工事カルテ）　（工事カルテ）

　の登録　の登録　の登録　の登録　の登録　の登録　の登録

 4．除去処理作業 4．除去処理作業 4．除去処理作業 4．除去処理作業 4．除去処理作業 4．除去処理作業 4．除去処理作業

 3．除去処理作業 3．除去処理作業 3．除去処理作業 3．除去処理作業 3．除去処理作業 3．除去処理作業 3．除去処理作業

 ２．作業管理者 ２．作業管理者 ２．作業管理者 ２．作業管理者 ２．作業管理者 ２．作業管理者 ２．作業管理者

 1．現場代理人 1．現場代理人 1．現場代理人 1．現場代理人 1．現場代理人 1．現場代理人 1．現場代理人

 1 ．作業記録 1 ．作業記録 1 ．作業記録 1 ．作業記録 1 ．作業記録 1 ．作業記録 1 ．作業記録

 7 ．各種届出等 7 ．各種届出等 7 ．各種届出等 7 ．各種届出等 7 ．各種届出等 7 ．各種届出等 7 ．各種届出等

 6 ．施工計画書 6 ．施工計画書 6 ．施工計画書 6 ．施工計画書 6 ．施工計画書 6 ．施工計画書 6 ．施工計画書

 5 ．障害物対策 5 ．障害物対策 5 ．障害物対策 5 ．障害物対策 5 ．障害物対策 5 ．障害物対策 5 ．障害物対策

 4 ．近隣対策 4 ．近隣対策 4 ．近隣対策 4 ．近隣対策 4 ．近隣対策 4 ．近隣対策 4 ．近隣対策

 3 ．発生材の処理 3 ．発生材の処理 3 ．発生材の処理 3 ．発生材の処理 3 ．発生材の処理 3 ．発生材の処理 3 ．発生材の処理

 2 ．工事説明会 2 ．工事説明会 2 ．工事説明会 2 ．工事説明会 2 ．工事説明会 2 ．工事説明会 2 ．工事説明会

 1 ．アスベストの調査 1 ．アスベストの調査 1 ．アスベストの調査 1 ．アスベストの調査 1 ．アスベストの調査 1 ．アスベストの調査 1 ．アスベストの調査

5．　工事車両の出入口5．　工事車両の出入口5．　工事車両の出入口5．　工事車両の出入口5．　工事車両の出入口5．　工事車両の出入口5．　工事車両の出入口

4．総合仮設計画書4．総合仮設計画書4．総合仮設計画書4．総合仮設計画書4．総合仮設計画書4．総合仮設計画書4．総合仮設計画書

3．工事用電力3．工事用電力3．工事用電力3．工事用電力3．工事用電力3．工事用電力3．工事用電力

2．工事用水2．工事用水2．工事用水2．工事用水2．工事用水2．工事用水2．工事用水

1．監督員事務所1．監督員事務所1．監督員事務所1．監督員事務所1．監督員事務所1．監督員事務所1．監督員事務所

13 ．竣工後の調査13 ．竣工後の調査13 ．竣工後の調査13 ．竣工後の調査13 ．竣工後の調査13 ．竣工後の調査13 ．竣工後の調査

12 ．図面ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ12 ．図面ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ12 ．図面ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ12 ．図面ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ12 ．図面ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ12 ．図面ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ12 ．図面ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

11 ．保全に関する資料11 ．保全に関する資料11 ．保全に関する資料11 ．保全に関する資料11 ．保全に関する資料11 ．保全に関する資料11 ．保全に関する資料

10．　工事実績情報10．　工事実績情報10．　工事実績情報10．　工事実績情報10．　工事実績情報10．　工事実績情報10．　工事実績情報

(2.3.1)(2.3.1)(2.3.1)(2.3.1)(2.3.1)(2.3.1)(2.3.1)

・要しない・要しない・要しない・要しない・要しない・要しない・要しない

※利用できない※利用できない※利用できない※利用できない※利用できない※利用できない※利用できない

※利用できない※利用できない※利用できない※利用できない※利用できない※利用できない※利用できない

・ 配置しない・ 配置しない・ 配置しない・ 配置しない・ 配置しない・ 配置しない・ 配置しない

・ 設けない・ 設けない・ 設けない・ 設けない・ 設けない・ 設けない・ 設けない

※要する※要する※要する※要する※要する※要する※要する

・ 利用できる（※有償　　・ 無償）・ 利用できる（※有償　　・ 無償）・ 利用できる（※有償　　・ 無償）・ 利用できる（※有償　　・ 無償）・ 利用できる（※有償　　・ 無償）・ 利用できる（※有償　　・ 無償）・ 利用できる（※有償　　・ 無償）

・ 利用できる（※有償　　・ 無償）・ 利用できる（※有償　　・ 無償）・ 利用できる（※有償　　・ 無償）・ 利用できる（※有償　　・ 無償）・ 利用できる（※有償　　・ 無償）・ 利用できる（※有償　　・ 無償）・ 利用できる（※有償　　・ 無償）

※　配置する（　　　　名以上）※　配置する（　　　　名以上）※　配置する（　　　　名以上）※　配置する（　　　　名以上）※　配置する（　　　　名以上）※　配置する（　　　　名以上）※　配置する（　　　　名以上）交通誘導員交通誘導員交通誘導員交通誘導員交通誘導員交通誘導員交通誘導員

工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。

構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設

構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設

備品については監督員の指示による。備品については監督員の指示による。備品については監督員の指示による。備品については監督員の指示による。備品については監督員の指示による。備品については監督員の指示による。備品については監督員の指示による。

※設ける　　（　　　　　　）㎡程度※設ける　　（　　　　　　）㎡程度※設ける　　（　　　　　　）㎡程度※設ける　　（　　　　　　）㎡程度※設ける　　（　　　　　　）㎡程度※設ける　　（　　　　　　）㎡程度※設ける　　（　　　　　　）㎡程度

科 目科 目科 目科 目科 目科 目科 目 範 囲範 囲範 囲範 囲範 囲範 囲範 囲 時 間時 間時 間時 間時 間時 間時 間

２９０４０１２９０４０１２９０４０１２９０４０１２９０４０１２９０４０１２９０４０１

３１３１３１３１３１３１３１ ３１３１３１３１３１３１３１工事編）（平成工事編）（平成工事編）（平成工事編）（平成工事編）（平成工事編）（平成工事編）（平成 年版）」及び同上監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編)（平成年版）」及び同上監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編)（平成年版）」及び同上監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編)（平成年版）」及び同上監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編)（平成年版）」及び同上監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編)（平成年版）」及び同上監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編)（平成年版）」及び同上監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編)（平成 年版)」による。年版)」による。年版)」による。年版)」による。年版)」による。年版)」による。年版)」による。

1時間1時間1時間1時間1時間1時間1時間

福岡県行橋市大字今井3759番地福岡県行橋市大字今井3759番地福岡県行橋市大字今井3759番地福岡県行橋市大字今井3759番地福岡県行橋市大字今井3759番地福岡県行橋市大字今井3759番地福岡県行橋市大字今井3759番地

福岡県行橋市北泉四丁目 28-16福岡県行橋市北泉四丁目 28-16福岡県行橋市北泉四丁目 28-16福岡県行橋市北泉四丁目 28-16福岡県行橋市北泉四丁目 28-16福岡県行橋市北泉四丁目 28-16福岡県行橋市北泉四丁目 28-16

TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444

田頭　康典田頭　康典田頭　康典田頭　康典田頭　康典田頭　康典田頭　康典

田頭一級建築設計事務所田頭一級建築設計事務所田頭一級建築設計事務所田頭一級建築設計事務所田頭一級建築設計事務所田頭一級建築設計事務所田頭一級建築設計事務所

一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号

福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号

一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所

A-02A-02A-02A-02A-02A-02A-02

行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事

浄化槽解体に伴う既存アスベスト含有成形板の一部除去浄化槽解体に伴う既存アスベスト含有成形板の一部除去浄化槽解体に伴う既存アスベスト含有成形板の一部除去浄化槽解体に伴う既存アスベスト含有成形板の一部除去浄化槽解体に伴う既存アスベスト含有成形板の一部除去浄化槽解体に伴う既存アスベスト含有成形板の一部除去浄化槽解体に伴う既存アスベスト含有成形板の一部除去

行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事

工事概要(A-05)による工事概要(A-05)による工事概要(A-05)による工事概要(A-05)による工事概要(A-05)による工事概要(A-05)による工事概要(A-05)による



福岡県行橋市北泉四丁目28-16福岡県行橋市北泉四丁目28-16福岡県行橋市北泉四丁目28-16福岡県行橋市北泉四丁目28-16福岡県行橋市北泉四丁目28-16福岡県行橋市北泉四丁目28-16福岡県行橋市北泉四丁目28-16 福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号福岡県知事登録第1-20466号

TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444TEL 0930-25-3444
田頭　康典田頭　康典田頭　康典田頭　康典田頭　康典田頭　康典田頭　康典

一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号一級建築士　大臣登録第126902号

田頭一級建築設計事務所田頭一級建築設計事務所田頭一級建築設計事務所田頭一級建築設計事務所田頭一級建築設計事務所田頭一級建築設計事務所田頭一級建築設計事務所

行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事行橋市民体育館浄化槽更新工事

A-03A-03A-03A-03A-03A-03A-03

　備考　備考　備考　備考　備考　備考　備考 　承認覧　承認覧　承認覧　承認覧　承認覧　承認覧　承認覧 　工事名称　工事名称　工事名称　工事名称　工事名称　工事名称　工事名称 　図面名称　図面名称　図面名称　図面名称　図面名称　図面名称　図面名称

　尺度　尺度　尺度　尺度　尺度　尺度　尺度 　図面番号　図面番号　図面番号　図面番号　図面番号　図面番号　図面番号

　日付　日付　日付　日付　日付　日付　日付

アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(2)アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(2)アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(2)アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(2)アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(2)アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(2)アスベスト含有建材除去等工事特記仕様書(2)

№２№２№２№２№２№２№２

章章章章章章章

 6 ．検査及び後片付け 6 ．検査及び後片付け 6 ．検査及び後片付け 6 ．検査及び後片付け 6 ．検査及び後片付け 6 ．検査及び後片付け 6 ．検査及び後片付け

 7 ．施工記録 7 ．施工記録 7 ．施工記録 7 ．施工記録 7 ．施工記録 7 ．施工記録 7 ．施工記録

 1 ．施工調査等 1 ．施工調査等 1 ．施工調査等 1 ．施工調査等 1 ．施工調査等 1 ．施工調査等 1 ．施工調査等

 2 ．施工計画書 2 ．施工計画書 2 ．施工計画書 2 ．施工計画書 2 ．施工計画書 2 ．施工計画書 2 ．施工計画書

 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理

 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事

 5 ．汚染物処分工事 5 ．汚染物処分工事 5 ．汚染物処分工事 5 ．汚染物処分工事 5 ．汚染物処分工事 5 ．汚染物処分工事 5 ．汚染物処分工事

 6 ．検査及び後片付け 6 ．検査及び後片付け 6 ．検査及び後片付け 6 ．検査及び後片付け 6 ．検査及び後片付け 6 ．検査及び後片付け 6 ．検査及び後片付け

 1 ．施工調査 1 ．施工調査 1 ．施工調査 1 ．施工調査 1 ．施工調査 1 ．施工調査 1 ．施工調査

 2 ．施工計画書 2 ．施工計画書 2 ．施工計画書 2 ．施工計画書 2 ．施工計画書 2 ．施工計画書 2 ．施工計画書

平成２９年度改訂平成２９年度改訂平成２９年度改訂平成２９年度改訂平成２９年度改訂平成２９年度改訂平成２９年度改訂

特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項

(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。

(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。

(3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート(3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート(3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート(3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート(3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート(3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート(3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート

　全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。　全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。　全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。　全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。　全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。　全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。　全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。

(4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引，ろ過(4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引，ろ過(4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引，ろ過(4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引，ろ過(4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引，ろ過(4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引，ろ過(4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引，ろ過

　した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。　した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。　した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。　した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。　した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。　した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。　した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。

　　なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック　　なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック　　なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック　　なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック　　なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック　　なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック　　なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック

　袋に入れる。　袋に入れる。　袋に入れる。　袋に入れる。　袋に入れる。　袋に入れる。　袋に入れる。

(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。

(6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス(6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス(6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス(6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス(6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス(6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス(6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス

　チック袋に入れる。　チック袋に入れる。　チック袋に入れる。　チック袋に入れる。　チック袋に入れる。　チック袋に入れる。　チック袋に入れる。

(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、５(2)により処理等を行う。(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、５(2)により処理等を行う。(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、５(2)により処理等を行う。(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、５(2)により処理等を行う。(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、５(2)により処理等を行う。(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、５(2)により処理等を行う。(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、５(2)により処理等を行う。

(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。

(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。

(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。

　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。

(ⅰ)　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。(ⅰ)　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。(ⅰ)　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。(ⅰ)　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。(ⅰ)　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。(ⅰ)　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。(ⅰ)　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。

(ⅱ)　アスベスト粉じん濃度測定は６.１(ⅱ)に準じて行う。(ⅱ)　アスベスト粉じん濃度測定は６.１(ⅱ)に準じて行う。(ⅱ)　アスベスト粉じん濃度測定は６.１(ⅱ)に準じて行う。(ⅱ)　アスベスト粉じん濃度測定は６.１(ⅱ)に準じて行う。(ⅱ)　アスベスト粉じん濃度測定は６.１(ⅱ)に準じて行う。(ⅱ)　アスベスト粉じん濃度測定は６.１(ⅱ)に準じて行う。(ⅱ)　アスベスト粉じん濃度測定は６.１(ⅱ)に準じて行う。

(1) 施工計画書(1) 施工計画書(1) 施工計画書(1) 施工計画書(1) 施工計画書(1) 施工計画書(1) 施工計画書

　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工

計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。

　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(2) 官公署その他への手続き等(2) 官公署その他への手続き等(2) 官公署その他への手続き等(2) 官公署その他への手続き等(2) 官公署その他への手続き等(2) 官公署その他への手続き等(2) 官公署その他への手続き等

　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。

(1) 建物内部で除去作業を行う場合は、作業場所を他の場所を隔離する。(1) 建物内部で除去作業を行う場合は、作業場所を他の場所を隔離する。(1) 建物内部で除去作業を行う場合は、作業場所を他の場所を隔離する。(1) 建物内部で除去作業を行う場合は、作業場所を他の場所を隔離する。(1) 建物内部で除去作業を行う場合は、作業場所を他の場所を隔離する。(1) 建物内部で除去作業を行う場合は、作業場所を他の場所を隔離する。(1) 建物内部で除去作業を行う場合は、作業場所を他の場所を隔離する。

　なお、作業場所において、開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、ガラスの破損箇所等で　なお、作業場所において、開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、ガラスの破損箇所等で　なお、作業場所において、開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、ガラスの破損箇所等で　なお、作業場所において、開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、ガラスの破損箇所等で　なお、作業場所において、開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、ガラスの破損箇所等で　なお、作業場所において、開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、ガラスの破損箇所等で　なお、作業場所において、開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、ガラスの破損箇所等で

　開となっている部分を、プラスチックシート等で塞ぐものとする。　開となっている部分を、プラスチックシート等で塞ぐものとする。　開となっている部分を、プラスチックシート等で塞ぐものとする。　開となっている部分を、プラスチックシート等で塞ぐものとする。　開となっている部分を、プラスチックシート等で塞ぐものとする。　開となっている部分を、プラスチックシート等で塞ぐものとする。　開となっている部分を、プラスチックシート等で塞ぐものとする。

(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分をプラスチックシート等で囲い、(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分をプラスチックシート等で囲い、(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分をプラスチックシート等で囲い、(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分をプラスチックシート等で囲い、(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分をプラスチックシート等で囲い、(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分をプラスチックシート等で囲い、(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分をプラスチックシート等で囲い、

　該部分をプラスチックシート等で囲い、周辺環境へのアスベスト飛散を防止する。　該部分をプラスチックシート等で囲い、周辺環境へのアスベスト飛散を防止する。　該部分をプラスチックシート等で囲い、周辺環境へのアスベスト飛散を防止する。　該部分をプラスチックシート等で囲い、周辺環境へのアスベスト飛散を防止する。　該部分をプラスチックシート等で囲い、周辺環境へのアスベスト飛散を防止する。　該部分をプラスチックシート等で囲い、周辺環境へのアスベスト飛散を防止する。　該部分をプラスチックシート等で囲い、周辺環境へのアスベスト飛散を防止する。

(3)作業場所内では、除去に関する作業以外の作業は厳禁とする。(3)作業場所内では、除去に関する作業以外の作業は厳禁とする。(3)作業場所内では、除去に関する作業以外の作業は厳禁とする。(3)作業場所内では、除去に関する作業以外の作業は厳禁とする。(3)作業場所内では、除去に関する作業以外の作業は厳禁とする。(3)作業場所内では、除去に関する作業以外の作業は厳禁とする。(3)作業場所内では、除去に関する作業以外の作業は厳禁とする。

(4)表示、掲示については「改修標仕」9．1．2(f)に基づいて行う。(4)表示、掲示については「改修標仕」9．1．2(f)に基づいて行う。(4)表示、掲示については「改修標仕」9．1．2(f)に基づいて行う。(4)表示、掲示については「改修標仕」9．1．2(f)に基づいて行う。(4)表示、掲示については「改修標仕」9．1．2(f)に基づいて行う。(4)表示、掲示については「改修標仕」9．1．2(f)に基づいて行う。(4)表示、掲示については「改修標仕」9．1．2(f)に基づいて行う。

(5)アスベスト保温材等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものは「改修共仕」9.1.3(a)(5)アスベスト保温材等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものは「改修共仕」9.1.3(a)(5)アスベスト保温材等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものは「改修共仕」9.1.3(a)(5)アスベスト保温材等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものは「改修共仕」9.1.3(a)(5)アスベスト保温材等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものは「改修共仕」9.1.3(a)(5)アスベスト保温材等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものは「改修共仕」9.1.3(a)(5)アスベスト保温材等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものは「改修共仕」9.1.3(a)

　に基づき隔離を行う。なお、グローブバック方式を使用して該当除去部分を覆う場合も隔離　に基づき隔離を行う。なお、グローブバック方式を使用して該当除去部分を覆う場合も隔離　に基づき隔離を行う。なお、グローブバック方式を使用して該当除去部分を覆う場合も隔離　に基づき隔離を行う。なお、グローブバック方式を使用して該当除去部分を覆う場合も隔離　に基づき隔離を行う。なお、グローブバック方式を使用して該当除去部分を覆う場合も隔離　に基づき隔離を行う。なお、グローブバック方式を使用して該当除去部分を覆う場合も隔離　に基づき隔離を行う。なお、グローブバック方式を使用して該当除去部分を覆う場合も隔離

　と見なす。　と見なす。　と見なす。　と見なす。　と見なす。　と見なす。　と見なす。

　アスベスト含有保温材等（煙突用断熱材は除く）の除去は可能なかぎり粉じん飛散抑制剤で　アスベスト含有保温材等（煙突用断熱材は除く）の除去は可能なかぎり粉じん飛散抑制剤で　アスベスト含有保温材等（煙突用断熱材は除く）の除去は可能なかぎり粉じん飛散抑制剤で　アスベスト含有保温材等（煙突用断熱材は除く）の除去は可能なかぎり粉じん飛散抑制剤で　アスベスト含有保温材等（煙突用断熱材は除く）の除去は可能なかぎり粉じん飛散抑制剤で　アスベスト含有保温材等（煙突用断熱材は除く）の除去は可能なかぎり粉じん飛散抑制剤で　アスベスト含有保温材等（煙突用断熱材は除く）の除去は可能なかぎり粉じん飛散抑制剤で

　十分に湿潤化した後、手ばらしで行うこと。　十分に湿潤化した後、手ばらしで行うこと。　十分に湿潤化した後、手ばらしで行うこと。　十分に湿潤化した後、手ばらしで行うこと。　十分に湿潤化した後、手ばらしで行うこと。　十分に湿潤化した後、手ばらしで行うこと。　十分に湿潤化した後、手ばらしで行うこと。

　手ばらし以外の除去（グローブバック方式による除去は除く）の場合は、「改修共仕」9.1.3　手ばらし以外の除去（グローブバック方式による除去は除く）の場合は、「改修共仕」9.1.3　手ばらし以外の除去（グローブバック方式による除去は除く）の場合は、「改修共仕」9.1.3　手ばらし以外の除去（グローブバック方式による除去は除く）の場合は、「改修共仕」9.1.3　手ばらし以外の除去（グローブバック方式による除去は除く）の場合は、「改修共仕」9.1.3　手ばらし以外の除去（グローブバック方式による除去は除く）の場合は、「改修共仕」9.1.3　手ばらし以外の除去（グローブバック方式による除去は除く）の場合は、「改修共仕」9.1.3

　および「改修指針」9.1.3による。　および「改修指針」9.1.3による。　および「改修指針」9.1.3による。　および「改修指針」9.1.3による。　および「改修指針」9.1.3による。　および「改修指針」9.1.3による。　および「改修指針」9.1.3による。

(ⅰ)　除去したアスベスト含有保温材の処理方法は、「改修共仕」9.1.3(b)(2)および「改修指針」(ⅰ)　除去したアスベスト含有保温材の処理方法は、「改修共仕」9.1.3(b)(2)および「改修指針」(ⅰ)　除去したアスベスト含有保温材の処理方法は、「改修共仕」9.1.3(b)(2)および「改修指針」(ⅰ)　除去したアスベスト含有保温材の処理方法は、「改修共仕」9.1.3(b)(2)および「改修指針」(ⅰ)　除去したアスベスト含有保温材の処理方法は、「改修共仕」9.1.3(b)(2)および「改修指針」(ⅰ)　除去したアスベスト含有保温材の処理方法は、「改修共仕」9.1.3(b)(2)および「改修指針」(ⅰ)　除去したアスベスト含有保温材の処理方法は、「改修共仕」9.1.3(b)(2)および「改修指針」

　　9.1.3(b)(2)により、密封処理する。　　9.1.3(b)(2)により、密封処理する。　　9.1.3(b)(2)により、密封処理する。　　9.1.3(b)(2)により、密封処理する。　　9.1.3(b)(2)により、密封処理する。　　9.1.3(b)(2)により、密封処理する。　　9.1.3(b)(2)により、密封処理する。

(ⅱ)　施工区域内において、アスベスト含有保温材等の廃材を高所から移動する場合は、(ⅱ)　施工区域内において、アスベスト含有保温材等の廃材を高所から移動する場合は、(ⅱ)　施工区域内において、アスベスト含有保温材等の廃材を高所から移動する場合は、(ⅱ)　施工区域内において、アスベスト含有保温材等の廃材を高所から移動する場合は、(ⅱ)　施工区域内において、アスベスト含有保温材等の廃材を高所から移動する場合は、(ⅱ)　施工区域内において、アスベスト含有保温材等の廃材を高所から移動する場合は、(ⅱ)　施工区域内において、アスベスト含有保温材等の廃材を高所から移動する場合は、

　　揚重機を使用して、アスベスト含有保温材等を高所より落下させないこと。　　揚重機を使用して、アスベスト含有保温材等を高所より落下させないこと。　　揚重機を使用して、アスベスト含有保温材等を高所より落下させないこと。　　揚重機を使用して、アスベスト含有保温材等を高所より落下させないこと。　　揚重機を使用して、アスベスト含有保温材等を高所より落下させないこと。　　揚重機を使用して、アスベスト含有保温材等を高所より落下させないこと。　　揚重機を使用して、アスベスト含有保温材等を高所より落下させないこと。

　６.６に準じて行う。　６.６に準じて行う。　６.６に準じて行う。　６.６に準じて行う。　６.６に準じて行う。　６.６に準じて行う。　６.６に準じて行う。

　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。　施工調査は、特記による。特記がなければ、次による。

　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。　処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。

調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。

(ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認(ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認(ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認(ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認(ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認(ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認(ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認

(ⅱ) アスベスト含有成形板の種別，厚さ等の確認(ⅱ) アスベスト含有成形板の種別，厚さ等の確認(ⅱ) アスベスト含有成形板の種別，厚さ等の確認(ⅱ) アスベスト含有成形板の種別，厚さ等の確認(ⅱ) アスベスト含有成形板の種別，厚さ等の確認(ⅱ) アスベスト含有成形板の種別，厚さ等の確認(ⅱ) アスベスト含有成形板の種別，厚さ等の確認

(ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認(ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認(ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認(ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認(ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認(ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認(ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認

(ⅳ) 施工範囲と工事管理区分の確認(ⅳ) 施工範囲と工事管理区分の確認(ⅳ) 施工範囲と工事管理区分の確認(ⅳ) 施工範囲と工事管理区分の確認(ⅳ) 施工範囲と工事管理区分の確認(ⅳ) 施工範囲と工事管理区分の確認(ⅳ) 施工範囲と工事管理区分の確認

(ⅴ) 廃棄物等の搬出方法について(ⅴ) 廃棄物等の搬出方法について(ⅴ) 廃棄物等の搬出方法について(ⅴ) 廃棄物等の搬出方法について(ⅴ) 廃棄物等の搬出方法について(ⅴ) 廃棄物等の搬出方法について(ⅴ) 廃棄物等の搬出方法について

(1) 施工計画書(1) 施工計画書(1) 施工計画書(1) 施工計画書(1) 施工計画書(1) 施工計画書(1) 施工計画書

　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工　着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工

計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。

　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。　なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(ⅰ) 施工計画書(ⅰ) 施工計画書(ⅰ) 施工計画書(ⅰ) 施工計画書(ⅰ) 施工計画書(ⅰ) 施工計画書(ⅰ) 施工計画書

(ⅱ) 工事記録及び工事写真(ⅱ) 工事記録及び工事写真(ⅱ) 工事記録及び工事写真(ⅱ) 工事記録及び工事写真(ⅱ) 工事記録及び工事写真(ⅱ) 工事記録及び工事写真(ⅱ) 工事記録及び工事写真

(ⅲ) 産業廃棄物処理記録(ⅲ) 産業廃棄物処理記録(ⅲ) 産業廃棄物処理記録(ⅲ) 産業廃棄物処理記録(ⅲ) 産業廃棄物処理記録(ⅲ) 産業廃棄物処理記録(ⅲ) 産業廃棄物処理記録

(ⅳ) 施工調査等記録(ⅳ) 施工調査等記録(ⅳ) 施工調査等記録(ⅳ) 施工調査等記録(ⅳ) 施工調査等記録(ⅳ) 施工調査等記録(ⅳ) 施工調査等記録

(ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録(ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録(ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録(ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録(ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録(ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録(ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録

作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。

(ⅵ) その他必要事項(ⅵ) その他必要事項(ⅵ) その他必要事項(ⅵ) その他必要事項(ⅵ) その他必要事項(ⅵ) その他必要事項(ⅵ) その他必要事項

調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。

①　アスベスト含有保温材等の使用部位の確認①　アスベスト含有保温材等の使用部位の確認①　アスベスト含有保温材等の使用部位の確認①　アスベスト含有保温材等の使用部位の確認①　アスベスト含有保温材等の使用部位の確認①　アスベスト含有保温材等の使用部位の確認①　アスベスト含有保温材等の使用部位の確認

②　アスベスト含有保温材等の厚さの確認②　アスベスト含有保温材等の厚さの確認②　アスベスト含有保温材等の厚さの確認②　アスベスト含有保温材等の厚さの確認②　アスベスト含有保温材等の厚さの確認②　アスベスト含有保温材等の厚さの確認②　アスベスト含有保温材等の厚さの確認

③　施工範囲と工事管理区分の確認③　施工範囲と工事管理区分の確認③　施工範囲と工事管理区分の確認③　施工範囲と工事管理区分の確認③　施工範囲と工事管理区分の確認③　施工範囲と工事管理区分の確認③　施工範囲と工事管理区分の確認

④　廃棄物などの搬出方法④　廃棄物などの搬出方法④　廃棄物などの搬出方法④　廃棄物などの搬出方法④　廃棄物などの搬出方法④　廃棄物などの搬出方法④　廃棄物などの搬出方法
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⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）⑦　作業要領（作業計画図面を含む。）

⑧　確認，検査方法⑧　確認，検査方法⑧　確認，検査方法⑧　確認，検査方法⑧　確認，検査方法⑧　確認，検査方法⑧　確認，検査方法

⑨　工事工程表⑨　工事工程表⑨　工事工程表⑨　工事工程表⑨　工事工程表⑨　工事工程表⑨　工事工程表

⑩　その他必要事項⑩　その他必要事項⑩　その他必要事項⑩　その他必要事項⑩　その他必要事項⑩　その他必要事項⑩　その他必要事項

ア. 工事名称ア. 工事名称ア. 工事名称ア. 工事名称ア. 工事名称ア. 工事名称ア. 工事名称

イ. 工事場所イ. 工事場所イ. 工事場所イ. 工事場所イ. 工事場所イ. 工事場所イ. 工事場所

ウ. 工事期間ウ. 工事期間ウ. 工事期間ウ. 工事期間ウ. 工事期間ウ. 工事期間ウ. 工事期間

エ. 工事内容エ. 工事内容エ. 工事内容エ. 工事内容エ. 工事内容エ. 工事内容エ. 工事内容

オ. その他オ. その他オ. その他オ. その他オ. その他オ. その他オ. その他

ア. 工事名称ア. 工事名称ア. 工事名称ア. 工事名称ア. 工事名称ア. 工事名称ア. 工事名称

イ. 工事場所イ. 工事場所イ. 工事場所イ. 工事場所イ. 工事場所イ. 工事場所イ. 工事場所

ウ. 工事期間ウ. 工事期間ウ. 工事期間ウ. 工事期間ウ. 工事期間ウ. 工事期間ウ. 工事期間

エ. 工事内容エ. 工事内容エ. 工事内容エ. 工事内容エ. 工事内容エ. 工事内容エ. 工事内容

オ. その他オ. その他オ. その他オ. その他オ. その他オ. その他オ. その他

仕　　上　　復　　旧　　特　　記　　仕　　様仕　　上　　復　　旧　　特　　記　　仕　　様仕　　上　　復　　旧　　特　　記　　仕　　様仕　　上　　復　　旧　　特　　記　　仕　　様仕　　上　　復　　旧　　特　　記　　仕　　様仕　　上　　復　　旧　　特　　記　　仕　　様仕　　上　　復　　旧　　特　　記　　仕　　様

 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理 3 ．安全衛生管理

 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事 4 ．除去処理工事

 5 ．検査及び後片付け 5 ．検査及び後片付け 5 ．検査及び後片付け 5 ．検査及び後片付け 5 ．検査及び後片付け 5 ．検査及び後片付け 5 ．検査及び後片付け

 6 ．施工記録 6 ．施工記録 6 ．施工記録 6 ．施工記録 6 ．施工記録 6 ．施工記録 6 ．施工記録

 1 ．危険防止 1 ．危険防止 1 ．危険防止 1 ．危険防止 1 ．危険防止 1 ．危険防止 1 ．危険防止

 2 ．構　　　台 2 ．構　　　台 2 ．構　　　台 2 ．構　　　台 2 ．構　　　台 2 ．構　　　台 2 ．構　　　台

 3 ．工事表示板等 3 ．工事表示板等 3 ．工事表示板等 3 ．工事表示板等 3 ．工事表示板等 3 ．工事表示板等 3 ．工事表示板等

　　 取合い　　 取合い　　 取合い　　 取合い　　 取合い　　 取合い　　 取合い

 1 ．軽量鉄骨天井下地 1 ．軽量鉄骨天井下地 1 ．軽量鉄骨天井下地 1 ．軽量鉄骨天井下地 1 ．軽量鉄骨天井下地 1 ．軽量鉄骨天井下地 1 ．軽量鉄骨天井下地

2 ．せっこうボード2 ．せっこうボード2 ．せっこうボード2 ．せっこうボード2 ．せっこうボード2 ．せっこうボード2 ．せっこうボード

 　　その他ボード 　　その他ボード 　　その他ボード 　　その他ボード 　　その他ボード 　　その他ボード 　　その他ボード

 　　及び合板張り 　　及び合板張り 　　及び合板張り 　　及び合板張り 　　及び合板張り 　　及び合板張り 　　及び合板張り

(2) 官公署その他への手続き等(2) 官公署その他への手続き等(2) 官公署その他への手続き等(2) 官公署その他への手続き等(2) 官公署その他への手続き等(2) 官公署その他への手続き等(2) 官公署その他への手続き等

　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。　一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。

(1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、(1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、(1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、(1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、(1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、(1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、(1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位（出入口、喚起孔、窓等）は閉とし、

　ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。　ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。　ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。　ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。　ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。　ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。　ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。

(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。

(3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」(3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」(3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」(3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」(3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」(3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」(3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」

　を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。　を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。　を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。　を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。　を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。　を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。　を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。

(1) アスベスト含有成形板の除去(1) アスベスト含有成形板の除去(1) アスベスト含有成形板の除去(1) アスベスト含有成形板の除去(1) アスベスト含有成形板の除去(1) アスベスト含有成形板の除去(1) アスベスト含有成形板の除去

(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。

(ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、(ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、(ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、(ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、(ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、(ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、(ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、

　「手ばらし」とする。　「手ばらし」とする。　「手ばらし」とする。　「手ばらし」とする。　「手ばらし」とする。　「手ばらし」とする。　「手ばらし」とする。

(ⅲ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な(ⅲ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な(ⅲ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な(ⅲ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な(ⅲ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な(ⅲ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な(ⅲ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な

(2) アスベスト含有成形板の集積，運搬等(2) アスベスト含有成形板の集積，運搬等(2) アスベスト含有成形板の集積，運搬等(2) アスベスト含有成形板の集積，運搬等(2) アスベスト含有成形板の集積，運搬等(2) アスベスト含有成形板の集積，運搬等(2) アスベスト含有成形板の集積，運搬等

(ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな(ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな(ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな(ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな(ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな(ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな(ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな

(ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、(ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、(ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、(ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、(ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、(ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、(ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、

(ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定(ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定(ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定(ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定(ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定(ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定(ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定

(ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い(ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い(ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い(ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い(ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い(ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い(ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い

(ⅴ) アスベスト含有成形板の撤去，集積，積込み及び保管等の処理が完了した場合は、(ⅴ) アスベスト含有成形板の撤去，集積，積込み及び保管等の処理が完了した場合は、(ⅴ) アスベスト含有成形板の撤去，集積，積込み及び保管等の処理が完了した場合は、(ⅴ) アスベスト含有成形板の撤去，集積，積込み及び保管等の処理が完了した場合は、(ⅴ) アスベスト含有成形板の撤去，集積，積込み及び保管等の処理が完了した場合は、(ⅴ) アスベスト含有成形板の撤去，集積，積込み及び保管等の処理が完了した場合は、(ⅴ) アスベスト含有成形板の撤去，集積，積込み及び保管等の処理が完了した場合は、

(3) 除去物の処分等(3) 除去物の処分等(3) 除去物の処分等(3) 除去物の処分等(3) 除去物の処分等(3) 除去物の処分等(3) 除去物の処分等

(ⅰ) アスベスト含有成形板は、関係法理等に従い適切に処分する。(ⅰ) アスベスト含有成形板は、関係法理等に従い適切に処分する。(ⅰ) アスベスト含有成形板は、関係法理等に従い適切に処分する。(ⅰ) アスベスト含有成形板は、関係法理等に従い適切に処分する。(ⅰ) アスベスト含有成形板は、関係法理等に従い適切に処分する。(ⅰ) アスベスト含有成形板は、関係法理等に従い適切に処分する。(ⅰ) アスベスト含有成形板は、関係法理等に従い適切に処分する。

(ⅱ) 撤去されたアスベスト含有成形板の処分が完了した場合は、マニフェストを監督職員(ⅱ) 撤去されたアスベスト含有成形板の処分が完了した場合は、マニフェストを監督職員(ⅱ) 撤去されたアスベスト含有成形板の処分が完了した場合は、マニフェストを監督職員(ⅱ) 撤去されたアスベスト含有成形板の処分が完了した場合は、マニフェストを監督職員(ⅱ) 撤去されたアスベスト含有成形板の処分が完了した場合は、マニフェストを監督職員(ⅱ) 撤去されたアスベスト含有成形板の処分が完了した場合は、マニフェストを監督職員(ⅱ) 撤去されたアスベスト含有成形板の処分が完了した場合は、マニフェストを監督職員

(1) 除去作業が終了後、アスベスト含有成形板の破片，破断粉および作業衣等に付着した(1) 除去作業が終了後、アスベスト含有成形板の破片，破断粉および作業衣等に付着した(1) 除去作業が終了後、アスベスト含有成形板の破片，破断粉および作業衣等に付着した(1) 除去作業が終了後、アスベスト含有成形板の破片，破断粉および作業衣等に付着した(1) 除去作業が終了後、アスベスト含有成形板の破片，破断粉および作業衣等に付着した(1) 除去作業が終了後、アスベスト含有成形板の破片，破断粉および作業衣等に付着した(1) 除去作業が終了後、アスベスト含有成形板の破片，破断粉および作業衣等に付着した
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(2) 施工記録報告書は、６.７により作成する。(2) 施工記録報告書は、６.７により作成する。(2) 施工記録報告書は、６.７により作成する。(2) 施工記録報告書は、６.７により作成する。(2) 施工記録報告書は、６.７により作成する。(2) 施工記録報告書は、６.７により作成する。(2) 施工記録報告書は、６.７により作成する。
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盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。
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状態として作業を行う。状態として作業を行う。状態として作業を行う。状態として作業を行う。状態として作業を行う。状態として作業を行う。状態として作業を行う。

い事のほか、粉じんの飛散防止に努める。い事のほか、粉じんの飛散防止に努める。い事のほか、粉じんの飛散防止に努める。い事のほか、粉じんの飛散防止に努める。い事のほか、粉じんの飛散防止に努める。い事のほか、粉じんの飛散防止に努める。い事のほか、粉じんの飛散防止に努める。

飛散防止の措置を講じる。飛散防止の措置を講じる。飛散防止の措置を講じる。飛散防止の措置を講じる。飛散防止の措置を講じる。飛散防止の措置を講じる。飛散防止の措置を講じる。
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飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である

ことの表示を行う。ことの表示を行う。ことの表示を行う。ことの表示を行う。ことの表示を行う。ことの表示を行う。ことの表示を行う。

飛散防止に努める。飛散防止に努める。飛散防止に努める。飛散防止に努める。飛散防止に努める。飛散防止に努める。飛散防止に努める。

速やかに監督職員に報告し、確実に処理されたことの確認を受ける。速やかに監督職員に報告し、確実に処理されたことの確認を受ける。速やかに監督職員に報告し、確実に処理されたことの確認を受ける。速やかに監督職員に報告し、確実に処理されたことの確認を受ける。速やかに監督職員に報告し、確実に処理されたことの確認を受ける。速やかに監督職員に報告し、確実に処理されたことの確認を受ける。速やかに監督職員に報告し、確実に処理されたことの確認を受ける。

に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受ける。に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受ける。に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受ける。に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受ける。に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受ける。に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受ける。に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受ける。

なお、マニフェストは、アスベスト含有成形板であることを明示する。なお、マニフェストは、アスベスト含有成形板であることを明示する。なお、マニフェストは、アスベスト含有成形板であることを明示する。なお、マニフェストは、アスベスト含有成形板であることを明示する。なお、マニフェストは、アスベスト含有成形板であることを明示する。なお、マニフェストは、アスベスト含有成形板であることを明示する。なお、マニフェストは、アスベスト含有成形板であることを明示する。

粉じんが残存しないように、真空掃除機等により、清掃および片付けを十分に行う。粉じんが残存しないように、真空掃除機等により、清掃および片付けを十分に行う。粉じんが残存しないように、真空掃除機等により、清掃および片付けを十分に行う。粉じんが残存しないように、真空掃除機等により、清掃および片付けを十分に行う。粉じんが残存しないように、真空掃除機等により、清掃および片付けを十分に行う。粉じんが残存しないように、真空掃除機等により、清掃および片付けを十分に行う。粉じんが残存しないように、真空掃除機等により、清掃および片付けを十分に行う。

         　　 　　・シート張り 　　　　　　 ・ロープ張り         　　 　　・シート張り 　　　　　　 ・ロープ張り         　　 　　・シート張り 　　　　　　 ・ロープ張り         　　 　　・シート張り 　　　　　　 ・ロープ張り         　　 　　・シート張り 　　　　　　 ・ロープ張り         　　 　　・シート張り 　　　　　　 ・ロープ張り         　　 　　・シート張り 　　　　　　 ・ロープ張り

　　　　　　　　　※施設管理者と協議の上、バリカーによる安全区画を行うものとする。　　　　　　　　　※施設管理者と協議の上、バリカーによる安全区画を行うものとする。　　　　　　　　　※施設管理者と協議の上、バリカーによる安全区画を行うものとする。　　　　　　　　　※施設管理者と協議の上、バリカーによる安全区画を行うものとする。　　　　　　　　　※施設管理者と協議の上、バリカーによる安全区画を行うものとする。　　　　　　　　　※施設管理者と協議の上、バリカーによる安全区画を行うものとする。　　　　　　　　　※施設管理者と協議の上、バリカーによる安全区画を行うものとする。

　　　ゲート  　　・シート　（W =  　m ） 　・パネル（W =  　m ）　　　ゲート  　　・シート　（W =  　m ） 　・パネル（W =  　m ）　　　ゲート  　　・シート　（W =  　m ） 　・パネル（W =  　m ）　　　ゲート  　　・シート　（W =  　m ） 　・パネル（W =  　m ）　　　ゲート  　　・シート　（W =  　m ） 　・パネル（W =  　m ）　　　ゲート  　　・シート　（W =  　m ） 　・パネル（W =  　m ）　　　ゲート  　　・シート　（W =  　m ） 　・パネル（W =  　m ）

　　　　　　　　　・ハンガー（W =  　m ）　　　　　　　　　・ハンガー（W =  　m ）　　　　　　　　　・ハンガー（W =  　m ）　　　　　　　　　・ハンガー（W =  　m ）　　　　　　　　　・ハンガー（W =  　m ）　　　　　　　　　・ハンガー（W =  　m ）　　　　　　　　　・ハンガー（W =  　m ）

　垂直防護施設　　・メッシュシート　　・防炎シート　　　　　・枠付き金網　垂直防護施設　　・メッシュシート　　・防炎シート　　　　　・枠付き金網　垂直防護施設　　・メッシュシート　　・防炎シート　　　　　・枠付き金網　垂直防護施設　　・メッシュシート　　・防炎シート　　　　　・枠付き金網　垂直防護施設　　・メッシュシート　　・防炎シート　　　　　・枠付き金網　垂直防護施設　　・メッシュシート　　・防炎シート　　　　　・枠付き金網　垂直防護施設　　・メッシュシート　　・防炎シート　　　　　・枠付き金網

　水平防護施設　　・防護棚（朝顔）　　・ダブルネット　　　　・（　　　　　　　）　水平防護施設　　・防護棚（朝顔）　　・ダブルネット　　　　・（　　　　　　　）　水平防護施設　　・防護棚（朝顔）　　・ダブルネット　　　　・（　　　　　　　）　水平防護施設　　・防護棚（朝顔）　　・ダブルネット　　　　・（　　　　　　　）　水平防護施設　　・防護棚（朝顔）　　・ダブルネット　　　　・（　　　　　　　）　水平防護施設　　・防護棚（朝顔）　　・ダブルネット　　　　・（　　　　　　　）　水平防護施設　　・防護棚（朝顔）　　・ダブルネット　　　　・（　　　　　　　）

　防護施設等取付足場　防護施設等取付足場　防護施設等取付足場　防護施設等取付足場　防護施設等取付足場　防護施設等取付足場　防護施設等取付足場

　　　　　　　 ・単管一本足場　　・枠組本足場（W =　　　　）　・（ 　　　　　　）　　　　　　　 ・単管一本足場　　・枠組本足場（W =　　　　）　・（ 　　　　　　）　　　　　　　 ・単管一本足場　　・枠組本足場（W =　　　　）　・（ 　　　　　　）　　　　　　　 ・単管一本足場　　・枠組本足場（W =　　　　）　・（ 　　　　　　）　　　　　　　 ・単管一本足場　　・枠組本足場（W =　　　　）　・（ 　　　　　　）　　　　　　　 ・単管一本足場　　・枠組本足場（W =　　　　）　・（ 　　　　　　）　　　　　　　 ・単管一本足場　　・枠組本足場（W =　　　　）　・（ 　　　　　　）

  設置範囲　   ※図示による　  　・監督員の指示による  設置範囲　   ※図示による　  　・監督員の指示による  設置範囲　   ※図示による　  　・監督員の指示による  設置範囲　   ※図示による　  　・監督員の指示による  設置範囲　   ※図示による　  　・監督員の指示による  設置範囲　   ※図示による　  　・監督員の指示による  設置範囲　   ※図示による　  　・監督員の指示による

　設置期間   　※工事期間中　  　・監督員の指示による　設置期間   　※工事期間中　  　・監督員の指示による　設置期間   　※工事期間中　  　・監督員の指示による　設置期間   　※工事期間中　  　・監督員の指示による　設置期間   　※工事期間中　  　・監督員の指示による　設置期間   　※工事期間中　  　・監督員の指示による　設置期間   　※工事期間中　  　・監督員の指示による

手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て手　す　り　先　行　足　場　に　つ　い　て

枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省

平成１５年４月）により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感平成１５年４月）により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感平成１５年４月）により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感平成１５年４月）により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感平成１５年４月）により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感平成１５年４月）により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感平成１５年４月）により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感

のある足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手すのある足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手すのある足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手すのある足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手すのある足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手すのある足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手すのある足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手す

り先行専用足場型とするか、または改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同り先行専用足場型とするか、または改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同り先行専用足場型とするか、または改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同り先行専用足場型とするか、または改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同り先行専用足場型とするか、または改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同り先行専用足場型とするか、または改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同り先行専用足場型とするか、または改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同

等の機能を確保するものとする。等の機能を確保するものとする。等の機能を確保するものとする。等の機能を確保するものとする。等の機能を確保するものとする。等の機能を確保するものとする。等の機能を確保するものとする。

材　種材　種材　種材　種材　種材　種材　種

・せっこうボード・せっこうボード・せっこうボード・せっこうボード・せっこうボード・せっこうボード・せっこうボード

・化粧せっこう・化粧せっこう・化粧せっこう・化粧せっこう・化粧せっこう・化粧せっこう・化粧せっこう

　ボード　ボード　ボード　ボード　ボード　ボード　ボード

・無石綿けい酸・無石綿けい酸・無石綿けい酸・無石綿けい酸・無石綿けい酸・無石綿けい酸・無石綿けい酸

　カルシウム板　カルシウム板　カルシウム板　カルシウム板　カルシウム板　カルシウム板　カルシウム板

・木質セメント板・木質セメント板・木質セメント板・木質セメント板・木質セメント板・木質セメント板・木質セメント板

・繊維板・繊維板・繊維板・繊維板・繊維板・繊維板・繊維板

・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

・しな合板・しな合板・しな合板・しな合板・しな合板・しな合板・しな合板

・ラワン合板・ラワン合板・ラワン合板・ラワン合板・ラワン合板・ラワン合板・ラワン合板

　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）

　遮音シール材　※アクリル系シーリング材　　・ジョイントコンパウンド　遮音シール材　※アクリル系シーリング材　　・ジョイントコンパウンド　遮音シール材　※アクリル系シーリング材　　・ジョイントコンパウンド　遮音シール材　※アクリル系シーリング材　　・ジョイントコンパウンド　遮音シール材　※アクリル系シーリング材　　・ジョイントコンパウンド　遮音シール材　※アクリル系シーリング材　　・ジョイントコンパウンド　遮音シール材　※アクリル系シーリング材　　・ジョイントコンパウンド

       　　  　   ・防音シート　　　　・アルミ防音パネル　　・（　　　　　　　）       　　  　   ・防音シート　　　　・アルミ防音パネル　　・（　　　　　　　）       　　  　   ・防音シート　　　　・アルミ防音パネル　　・（　　　　　　　）       　　  　   ・防音シート　　　　・アルミ防音パネル　　・（　　　　　　　）       　　  　   ・防音シート　　　　・アルミ防音パネル　　・（　　　　　　　）       　　  　   ・防音シート　　　　・アルミ防音パネル　　・（　　　　　　　）       　　  　   ・防音シート　　　　・アルミ防音パネル　　・（　　　　　　　）

受ける。受ける。受ける。受ける。受ける。受ける。受ける。

種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別

・木目模様・木目模様・木目模様・木目模様・木目模様・木目模様・木目模様

 （裏桟付） （裏桟付） （裏桟付） （裏桟付） （裏桟付） （裏桟付） （裏桟付）

・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板

・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板

・フラット・フラット・フラット・フラット・フラット・フラット・フラット

・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸

張　り　方張　り　方張　り　方張　り　方張　り　方張　り　方張　り　方

・下地張り・下地張り・下地張り・下地張り・下地張り・下地張り・下地張り

・上張り・上張り・上張り・上張り・上張り・上張り・上張り

・直張り・直張り・直張り・直張り・直張り・直張り・直張り

・直張り・直張り・直張り・直張り・直張り・直張り・直張り

・打込み・打込み・打込み・打込み・打込み・打込み・打込み

・張付け・張付け・張付け・張付け・張付け・張付け・張付け

・敷込み・敷込み・敷込み・敷込み・敷込み・敷込み・敷込み

・下地張り・下地張り・下地張り・下地張り・下地張り・下地張り・下地張り

・下地張り・下地張り・下地張り・下地張り・下地張り・下地張り・下地張り

・上張り・上張り・上張り・上張り・上張り・上張り・上張り

・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け

・目透し・目透し・目透し・目透し・目透し・目透し・目透し

・継目処理工法・継目処理工法・継目処理工法・継目処理工法・継目処理工法・継目処理工法・継目処理工法

※突付け※突付け※突付け※突付け※突付け※突付け※突付け

※目透し※目透し※目透し※目透し※目透し※目透し※目透し

・目透し・目透し・目透し・目透し・目透し・目透し・目透し

・継目処理・継目処理・継目処理・継目処理・継目処理・継目処理・継目処理

・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け

・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け

・目透し・目透し・目透し・目透し・目透し・目透し・目透し

厚　さ厚　さ厚　さ厚　さ厚　さ厚　さ厚　さ

・12.5・12.5・12.5・12.5・12.5・12.5・12.5

・15・15・15・15・15・15・15

※9.5※9.5※9.5※9.5※9.5※9.5※9.5

※9.5※9.5※9.5※9.5※9.5※9.5※9.5

※6　・8※6　・8※6　・8※6　・8※6　・8※6　・8※6　・8

・10 ・12・10 ・12・10 ・12・10 ・12・10 ・12・10 ・12・10 ・12

・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）・（　　　）

・20 ※25・20 ※25・20 ※25・20 ※25・20 ※25・20 ※25・20 ※25

・30・30・30・30・30・30・30

・9.5・9.5・9.5・9.5・9.5・9.5・9.5

・12.5・12.5・12.5・12.5・12.5・12.5・12.5

・9.5・9.5・9.5・9.5・9.5・9.5・9.5

・12.5・12.5・12.5・12.5・12.5・12.5・12.5

(14.4.2 )(表14.4.1 )(14.4.2 )(表14.4.1 )(14.4.2 )(表14.4.1 )(14.4.2 )(表14.4.1 )(14.4.2 )(表14.4.1 )(14.4.2 )(表14.4.1 )(14.4.2 )(表14.4.1 )

(14.4.3 )(14.4.3 )(14.4.3 )(14.4.3 )(14.4.3 )(14.4.3 )(14.4.3 )

(14.4.3 )(14.4.3 )(14.4.3 )(14.4.3 )(14.4.3 )(14.4.3 )(14.4.3 )

備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考

寸法寸法寸法寸法寸法寸法寸法

　※450×910・910×910　※450×910・910×910　※450×910・910×910　※450×910・910×910　※450×910・910×910　※450×910・910×910　※450×910・910×910

専用軽鉄下地材付き専用軽鉄下地材付き専用軽鉄下地材付き専用軽鉄下地材付き専用軽鉄下地材付き専用軽鉄下地材付き専用軽鉄下地材付き

タイプⅡ（無石綿）タイプⅡ（無石綿）タイプⅡ（無石綿）タイプⅡ（無石綿）タイプⅡ（無石綿）タイプⅡ（無石綿）タイプⅡ（無石綿）

3 ．吸音材3 ．吸音材3 ．吸音材3 ．吸音材3 ．吸音材3 ．吸音材3 ．吸音材

 4 ．ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け 4 ．ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け 4 ．ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け 4 ．ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け 4 ．ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け 4 ．ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け 4 ．ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け

 5 ．木質繊維吹付け 5 ．木質繊維吹付け 5 ．木質繊維吹付け 5 ．木質繊維吹付け 5 ．木質繊維吹付け 5 ．木質繊維吹付け 5 ．木質繊維吹付け

 6 ．塗装材料 6 ．塗装材料 6 ．塗装材料 6 ．塗装材料 6 ．塗装材料 6 ．塗装材料 6 ．塗装材料

 7 ．塗装業者 7 ．塗装業者 7 ．塗装業者 7 ．塗装業者 7 ．塗装業者 7 ．塗装業者 7 ．塗装業者

除去工事作業の手順除去工事作業の手順除去工事作業の手順除去工事作業の手順除去工事作業の手順除去工事作業の手順除去工事作業の手順

アスベスト除去写真アスベスト除去写真アスベスト除去写真アスベスト除去写真アスベスト除去写真アスベスト除去写真アスベスト除去写真

撮影要領撮影要領撮影要領撮影要領撮影要領撮影要領撮影要領

    ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）        ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）        ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）        ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）        ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）        ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）        ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）    

    ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）        ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）        ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）        ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）        ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）        ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）        ※ホルムアルデヒドの放散量　Ｆ☆☆☆☆等級のもの・（　　      ）    

  屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受  屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受  屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受  屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受  屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受  屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受  屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受

　けたものとする。　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   　けたものとする。　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   　けたものとする。　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   　けたものとする。　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   　けたものとする。　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   　けたものとする。　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   　けたものとする。　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   

　塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。　塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。　塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。　塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。　塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。　塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。　塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。

　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）

  ・（社）日本塗装工業会の会員　　※監督員の承諾する塗装業者  ・（社）日本塗装工業会の会員　　※監督員の承諾する塗装業者  ・（社）日本塗装工業会の会員　　※監督員の承諾する塗装業者  ・（社）日本塗装工業会の会員　　※監督員の承諾する塗装業者  ・（社）日本塗装工業会の会員　　※監督員の承諾する塗装業者  ・（社）日本塗装工業会の会員　　※監督員の承諾する塗装業者  ・（社）日本塗装工業会の会員　　※監督員の承諾する塗装業者

除去工事作業の手順は「改修指針」図9.1.6による。除去工事作業の手順は「改修指針」図9.1.6による。除去工事作業の手順は「改修指針」図9.1.6による。除去工事作業の手順は「改修指針」図9.1.6による。除去工事作業の手順は「改修指針」図9.1.6による。除去工事作業の手順は「改修指針」図9.1.6による。除去工事作業の手順は「改修指針」図9.1.6による。
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材　　　　種材　　　　種材　　　　種材　　　　種材　　　　種材　　　　種材　　　　種

・ロックウール吸音材・ロックウール吸音材・ロックウール吸音材・ロックウール吸音材・ロックウール吸音材・ロックウール吸音材・ロックウール吸音材

・グラスウール吸音材・グラスウール吸音材・グラスウール吸音材・グラスウール吸音材・グラスウール吸音材・グラスウール吸音材・グラスウール吸音材

ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード（910×1820）の取付け工法ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード（910×1820）の取付け工法ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード（910×1820）の取付け工法ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード（910×1820）の取付け工法ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード（910×1820）の取付け工法ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード（910×1820）の取付け工法ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード（910×1820）の取付け工法

ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め　４本／㎡程度以上ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め　４本／㎡程度以上ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め　４本／㎡程度以上ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め　４本／㎡程度以上ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め　４本／㎡程度以上ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め　４本／㎡程度以上ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め　４本／㎡程度以上

・一般用   ・( 　    　　)・一般用   ・( 　    　　)・一般用   ・( 　    　　)・一般用   ・( 　    　　)・一般用   ・( 　    　　)・一般用   ・( 　    　　)・一般用   ・( 　    　　)

・一般用   ・( 　    　　)・一般用   ・( 　    　　)・一般用   ・( 　    　　)・一般用   ・( 　    　　)・一般用   ・( 　    　　)・一般用   ・( 　    　　)・一般用   ・( 　    　　)

除去着工前の清掃除去着工前の清掃除去着工前の清掃除去着工前の清掃除去着工前の清掃除去着工前の清掃除去着工前の清掃

ビニール養生（床二重が分かる撮影・壁養生・機器養生等）ビニール養生（床二重が分かる撮影・壁養生・機器養生等）ビニール養生（床二重が分かる撮影・壁養生・機器養生等）ビニール養生（床二重が分かる撮影・壁養生・機器養生等）ビニール養生（床二重が分かる撮影・壁養生・機器養生等）ビニール養生（床二重が分かる撮影・壁養生・機器養生等）ビニール養生（床二重が分かる撮影・壁養生・機器養生等）

クリーンルームの撮影（設置状況、完了時）クリーンルームの撮影（設置状況、完了時）クリーンルームの撮影（設置状況、完了時）クリーンルームの撮影（設置状況、完了時）クリーンルームの撮影（設置状況、完了時）クリーンルームの撮影（設置状況、完了時）クリーンルームの撮影（設置状況、完了時）

負圧除塵装置撮影（フィルター確認状況を含む）負圧除塵装置撮影（フィルター確認状況を含む）負圧除塵装置撮影（フィルター確認状況を含む）負圧除塵装置撮影（フィルター確認状況を含む）負圧除塵装置撮影（フィルター確認状況を含む）負圧除塵装置撮影（フィルター確認状況を含む）負圧除塵装置撮影（フィルター確認状況を含む）

各種掲示板等の撮影各種掲示板等の撮影各種掲示板等の撮影各種掲示板等の撮影各種掲示板等の撮影各種掲示板等の撮影各種掲示板等の撮影

飛散抑制・防止剤噴霧施工時の写真飛散抑制・防止剤噴霧施工時の写真飛散抑制・防止剤噴霧施工時の写真飛散抑制・防止剤噴霧施工時の写真飛散抑制・防止剤噴霧施工時の写真飛散抑制・防止剤噴霧施工時の写真飛散抑制・防止剤噴霧施工時の写真

アスベスト除去時の撮影アスベスト除去時の撮影アスベスト除去時の撮影アスベスト除去時の撮影アスベスト除去時の撮影アスベスト除去時の撮影アスベスト除去時の撮影

袋詰めの撮影袋詰めの撮影袋詰めの撮影袋詰めの撮影袋詰めの撮影袋詰めの撮影袋詰めの撮影

アスベスト除去後の確認時の撮影アスベスト除去後の確認時の撮影アスベスト除去後の確認時の撮影アスベスト除去後の確認時の撮影アスベスト除去後の確認時の撮影アスベスト除去後の確認時の撮影アスベスト除去後の確認時の撮影

飛散防止剤の吹付け時の撮影飛散防止剤の吹付け時の撮影飛散防止剤の吹付け時の撮影飛散防止剤の吹付け時の撮影飛散防止剤の吹付け時の撮影飛散防止剤の吹付け時の撮影飛散防止剤の吹付け時の撮影

産業廃棄物の処理状況の撮影産業廃棄物の処理状況の撮影産業廃棄物の処理状況の撮影産業廃棄物の処理状況の撮影産業廃棄物の処理状況の撮影産業廃棄物の処理状況の撮影産業廃棄物の処理状況の撮影

（保管状況、数量確認、積み込み、搬出、運搬、処理場搬入、（保管状況、数量確認、積み込み、搬出、運搬、処理場搬入、（保管状況、数量確認、積み込み、搬出、運搬、処理場搬入、（保管状況、数量確認、積み込み、搬出、運搬、処理場搬入、（保管状況、数量確認、積み込み、搬出、運搬、処理場搬入、（保管状況、数量確認、積み込み、搬出、運搬、処理場搬入、（保管状況、数量確認、積み込み、搬出、運搬、処理場搬入、

荷下ろし、数量確認、退場の各状況）荷下ろし、数量確認、退場の各状況）荷下ろし、数量確認、退場の各状況）荷下ろし、数量確認、退場の各状況）荷下ろし、数量確認、退場の各状況）荷下ろし、数量確認、退場の各状況）荷下ろし、数量確認、退場の各状況）

各指定段階の濃度測定時の撮影各指定段階の濃度測定時の撮影各指定段階の濃度測定時の撮影各指定段階の濃度測定時の撮影各指定段階の濃度測定時の撮影各指定段階の濃度測定時の撮影各指定段階の濃度測定時の撮影

使用材料、配合状況及び使用機器の状況使用材料、配合状況及び使用機器の状況使用材料、配合状況及び使用機器の状況使用材料、配合状況及び使用機器の状況使用材料、配合状況及び使用機器の状況使用材料、配合状況及び使用機器の状況使用材料、配合状況及び使用機器の状況

その他、監督員が指示する箇所その他、監督員が指示する箇所その他、監督員が指示する箇所その他、監督員が指示する箇所その他、監督員が指示する箇所その他、監督員が指示する箇所その他、監督員が指示する箇所

品　質 ・ 規　格品　質 ・ 規　格品　質 ・ 規　格品　質 ・ 規　格品　質 ・ 規　格品　質 ・ 規　格品　質 ・ 規　格

ロックウール吸音ボード1号（60K）ロックウール吸音ボード1号（60K）ロックウール吸音ボード1号（60K）ロックウール吸音ボード1号（60K）ロックウール吸音ボード1号（60K）ロックウール吸音ボード1号（60K）ロックウール吸音ボード1号（60K）

グラスウール吸音ボード2号32Kグラスウール吸音ボード2号32Kグラスウール吸音ボード2号32Kグラスウール吸音ボード2号32Kグラスウール吸音ボード2号32Kグラスウール吸音ボード2号32Kグラスウール吸音ボード2号32K

ガラスクロス（ＪＩＳ Ｒ3414-P-17A）額縁張ガラスクロス（ＪＩＳ Ｒ3414-P-17A）額縁張ガラスクロス（ＪＩＳ Ｒ3414-P-17A）額縁張ガラスクロス（ＪＩＳ Ｒ3414-P-17A）額縁張ガラスクロス（ＪＩＳ Ｒ3414-P-17A）額縁張ガラスクロス（ＪＩＳ Ｒ3414-P-17A）額縁張ガラスクロス（ＪＩＳ Ｒ3414-P-17A）額縁張

・着色    ・原色・着色    ・原色・着色    ・原色・着色    ・原色・着色    ・原色・着色    ・原色・着色    ・原色

・着色    ・原色・着色    ・原色・着色    ・原色・着色    ・原色・着色    ・原色・着色    ・原色・着色    ・原色

・10 ・15 ・20 ・( 　　)・10 ・15 ・20 ・( 　　)・10 ・15 ・20 ・( 　　)・10 ・15 ・20 ・( 　　)・10 ・15 ・20 ・( 　　)・10 ・15 ・20 ・( 　　)・10 ・15 ・20 ・( 　　)

・10 ・15 ・20 ・( 　　)・10 ・15 ・20 ・( 　　)・10 ・15 ・20 ・( 　　)・10 ・15 ・20 ・( 　　)・10 ・15 ・20 ・( 　　)・10 ・15 ・20 ・( 　　)・10 ・15 ・20 ・( 　　)

(15.7.2 )(15.7.2 )(15.7.2 )(15.7.2 )(15.7.2 )(15.7.2 )(15.7.2 )

(18.1.3 )(18.1.3 )(18.1.3 )(18.1.3 )(18.1.3 )(18.1.3 )(18.1.3 )

厚　　さ厚　　さ厚　　さ厚　　さ厚　　さ厚　　さ厚　　さ

・25　・（　　　）・25　・（　　　）・25　・（　　　）・25　・（　　　）・25　・（　　　）・25　・（　　　）・25　・（　　　）
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け

材

の

除

去

工

事

６

　

ア

ス

ベ

ス

ト

含

有

吹

付

け

材

の

除

去

工

事

６

　

ア

ス

ベ

ス

ト

含

有

吹

付

け

材

の

除

去

工

事

６

　

ア

ス

ベ

ス

ト

含

有

吹

付

け

材

の

除

去

工

事

８

　

ア

ス

ベ

ス

ト

含

有

成

形

板

の

除

去

工

事

８

　

ア

ス

ベ

ス

ト

含

有

成

形

板

の

除

去

工

事

８

　

ア

ス

ベ

ス

ト

含

有

成

形

板

の

除

去

工

事

８

　

ア

ス

ベ

ス

ト

含

有

成

形

板

の

除

去

工

事

８

　

ア

ス

ベ

ス

ト

含

有

成

形

板

の

除

去

工

事

８

　

ア

ス

ベ

ス

ト

含

有

成

形

板

の

除

去

工

事

８

　

ア

ス

ベ

ス

ト

含

有

成

形

板

の

除

去

工

事

項 目項 目項 目項 目項 目項 目項 目

1

 

仮

設

工

事

1

 

仮

設

工

事

1

 

仮

設

工

事

1

 

仮

設

工

事

1

 

仮

設

工

事

1

 

仮

設

工

事

1

 

仮

設

工

事

２９０４０１２９０４０１２９０４０１２９０４０１２９０４０１２９０４０１２９０４０１

種 類種 類種 類種 類種 類種 類種 類

種 類種 類種 類種 類種 類種 類種 類 色 採色 採色 採色 採色 採色 採色 採

色 採色 採色 採色 採色 採色 採色 採 厚 さ厚 さ厚 さ厚 さ厚 さ厚 さ厚 さ

厚 さ厚 さ厚 さ厚 さ厚 さ厚 さ厚 さ

・9・9・9・9・9・9・9

・15・15・15・15・15・15・15

２

仕

上

解

体

工

事

２

仕

上

解

体

工

事

２

仕

上

解

体

工

事

２

仕

上

解

体

工

事

２

仕

上

解

体

工

事

２

仕

上

解

体

工

事

２

仕

上

解

体

工

事

（石綿含有）（石綿含有）（石綿含有）（石綿含有）（石綿含有）（石綿含有）（石綿含有）

（石綿含有）（石綿含有）（石綿含有）（石綿含有）（石綿含有）（石綿含有）（石綿含有）

4 ．設備工事との4 ．設備工事との4 ．設備工事との4 ．設備工事との4 ．設備工事との4 ．設備工事との4 ．設備工事との

5 ．総合図での調整5 ．総合図での調整5 ．総合図での調整5 ．総合図での調整5 ．総合図での調整5 ．総合図での調整5 ．総合図での調整

・ﾛｯﾂｸｳ-ﾙ吸音板・ﾛｯﾂｸｳ-ﾙ吸音板・ﾛｯﾂｸｳ-ﾙ吸音板・ﾛｯﾂｸｳ-ﾙ吸音板・ﾛｯﾂｸｳ-ﾙ吸音板・ﾛｯﾂｸｳ-ﾙ吸音板・ﾛｯﾂｸｳ-ﾙ吸音板

・屋根大波ｽﾚ-ﾄ・屋根大波ｽﾚ-ﾄ・屋根大波ｽﾚ-ﾄ・屋根大波ｽﾚ-ﾄ・屋根大波ｽﾚ-ﾄ・屋根大波ｽﾚ-ﾄ・屋根大波ｽﾚ-ﾄ ・6・6・6・6・6・6・6

・ﾄﾗﾊﾞ-ﾁﾝ模様・ﾄﾗﾊﾞ-ﾁﾝ模様・ﾄﾗﾊﾞ-ﾁﾝ模様・ﾄﾗﾊﾞ-ﾁﾝ模様・ﾄﾗﾊﾞ-ﾁﾝ模様・ﾄﾗﾊﾞ-ﾁﾝ模様・ﾄﾗﾊﾞ-ﾁﾝ模様
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道路境界線

N

N

建築場所

前面道路

案内図

建築面積

１階床面積

２階床面積

延べ床面積

４，０４９．３９㎡

３，２６０．４６㎡

１，２７０．４９㎡

４，５３０．９５㎡

面積表

製図年月日

所　　長 検　　図 作　　図
縮尺

特
記
事
項

工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士事務所田頭一級建築設計事務所

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第126902号

福岡県知事登録第1-20466号

田頭　康典
福岡県行橋市北泉四丁目28-16

2020年　7月

S=1/500

現況　案内図.配置図

武道場

現況のママ

1282.74㎡

隣地境界線

浄化槽

受水槽

歩道

道
路
境

界
線

7,500 3,200

物置

配置図　S=1/500

行橋市民体育館浄化槽更新工事

Ａ-04

現況のママ

弓道場

270.00㎡



製図年月日

所　　長 検　　図 作　　図
縮尺

特
記
事
項

工  事  名  称

図 面 名  称

一級建築士事務所田頭一級建築設計事務所

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第126902号

福岡県知事登録第1-20466号

田頭　康典
福岡県行橋市北泉四丁目 28-16

2020年　 7月

S=1/500

行橋市民体育館浄化槽更新工事

N

建築場所

案内図

建築面積 ４，０４９．３９㎡

面積表

１階床面積

２階床面積

延べ床面積

全体面積 工事対象面積

３，２６０．４６ｍ2 １，５７５．００ｍ2

道路境界線

7,500

9,
5
00

7,500

隣地境界線

アリーナ

11,500 35,000 5,000

6,500 45,000

6
,0
0
0

1
3,
5
0
0

4
5,
0
0
0

7
,
5
00

5
1,
0
0
0

1
1
,0
0
0

6,
0
0
0

5
,
0
00

現況のママ

受水槽

既設浄化槽撤去

道
路

境
界

線

歩道

3,200

武道場

1282.74㎡

物置撤去新設
2230×2200×2100

物置5棟仮撤去復旧
1370×1370×2100

現況のママ

270.00㎡

弓道場

新設浄化槽

N

樹木　伐採・伐根

幹周り 0.75ｍ　高さ 6.00ｍ　８本

幹周り 1.50ｍ

２本

高さ 8.00ｍ

樹木　伐採

側溝・溜桝　撤去新設

溜桝：240角 ２箇所

側溝：U-180 L=12.52ｍ

配置図　S=1/500

施設関係者及び監督員と協議の上決定する事。

※　敷地内の車両の通行に際しては.最徐行とし

歩行者の安全を確保する事。

※　仮設物.仮囲い.現場事務所等の設置場所については.

※　工事完了後は.使用した場所の整理清掃後片付けを

行う事。

S=1/100

改修後　対象配置図・案内図・山留計画図

１，２７０．４９ｍ2

４，５３０．９５ｍ2

７２０．００ｍ2

２，２９５．００ｍ2

前面道路

新設浄化槽（設備工事）

既設浄化槽撤去

鋼矢板山留め

（設備工事）

仮設鉄板敷

1524×6096×22mm

鋼矢板山留め

（設備工事）

鋼矢板山留め

（設備工事）

2,800 16,800 400

20,000

11,600 8,400

鋼矢板 L=7.0m

鋼矢板 L=7.0m

鋼矢板 L=7.0m

8,
0
00

鋼
矢

板
 
L
=
10

.
0m

鋼矢板 L=10.0m

山留め計画図　S=1/100

特記　山留め仕様

鋼矢板工法（切りばり１段）

L=7.0ｍ・L=10.0ｍ

4
,
57

5
8,

0
00

鋼
矢

板
 L

=
7
.0

m

18,300

Ａ -05

Ⅲ型　圧入工法

平屋部撤去後　鋼矢板山留め施工の事



天端は現況縁石に合わせること

製図年月日

所　　長 検　　図 作　　図
縮尺

特
記
事
項

工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士事務所田頭一級建築設計事務所

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第126902号

福岡県知事登録第1-20466号

田頭　康典
福岡県行橋市北泉四丁目28-16

2020年　7月

S=1/100

行橋市民体育館浄化槽更新工事

受水槽新設浄化槽

縁石現況のママ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

10,500

2
,
8
0
0 コンクリート基礎 t=120

ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝新設 U-180
溜桝：240角 ２箇所

溜桝：240角 ２箇所

天端は現況縁石に合わせること

天端は現況縁石に合わせ

天端は現況縁石+50

天端は現況縁石+50

天端は現況縁石に合わせ

天端は現況縁石+50

隣地境界線

-130

±0

既設縁石天端より

既設縁石天端より

100

ＧＬ

3
0

ａ ｃｃ

Ｈ

ｈ

ｂ

モルタル（1:3空練）

クラッシャラン

ａ ｃｂ Ｈ ｈ Ｗ

Ｗ

側溝
（呼び名）

150

180

240

300A

300B

300C

360A

360B

450

600

150 150 30 265 50 210

180

240

180

240

35

45

300

300

300

360

360

450

600

240

300

360

300

360

450

600 7008079070

540

440

440

380

380

250

330

380

50300

50370

50

80

80

80

50

50

63055

535

475

505

440

38050

50

50

50

50

製品はＪＩＳ Ａ5305とする

目地はモルタル（1:2）とし厚さは１０ｍｍとする

勾配　１／１５０

勾配　１／２００

今回仕様

製品詳細寸法は各メーカー仕様による

クラッシャランは（ＲＣ－４０）とする

150

6
0

3
0

ｅ
ｆ

ｂ

モルタル（1:3空練）

クラッシャラン

1
:
0
,
3

Ｈ

ＧＬ

ａ

ｃ

ｃ

ｄ

ｄ’

呼び名

180

240

300

360

420

450

寸　　　　　法

ａ ｂ ｃ ｄ ｄ’ ｅ ｆ Ｈ

180

240

300

360

420

450

240

300

360

420

420

450

250 220 320

320

556

526

466

380

510 610

580

520

450

390290

350

420

480

615

585

510

380

450

580

4530

30

30

30

30

20 30

30

30

40

45

輪荷重（自転車は除く）を受ける所には使用しないこと

製品詳細寸法は各メーカー仕様による

今 回

使 用

クラッシャランは（ＲＣ－４０）とする

1
0
0

密粒度アスコン（13ｍｍ）

クラッシャランＣ－４０

プライムコート 

材　料 100㎡当り

12,2 ｍ
3

表層

路盤

転圧機械

路床

路盤

表層

Ａ Ｂ

締固め回数 締固め回数

振動ローラー

（自走式

2,5～2,8ｔ）

５　回

５　回

５　回

１０　回

１０　回

１０　回

表層

路盤

153 Ｌ

表の数値は参考とし監督員と協議の上 決定する

振動ローラー

0,5～0,6ｔ）

（ハンドガイド式

5
0

12,34ｔ

基礎天端は現況縁石+50

Ｕ 字 溝 1:30 既製コンクリート角形桝 1:20 1:10アスファルト舗装（駐車場）歩車道境界ブロック

180

55 205

R=30

1
0
0

3
0

2
5
0

3
8
0

45 260 100

5
0

モルタル（1:3空練）

クラッシャラン

180/205×250×600

1:15

製品詳細寸法は各メーカー仕様による

目地はモルタル（1:2）とし厚さは１０ｍｍとする

コンクリートは呼び強度１５Ｎ／ｍ㎡とする

クラッシャランは（Ｃ－４０）とする

製品はＪＩＳ Ａ5307とする

簡易倉庫・ゴミ置倉庫基礎 1:20

S=1:100浄化槽撤去後外構平面図

縁石撤去 150/170×200

縁石新設　180/205×250

縁石新設　180/205×250

縁石新設　180/205×250

2
,
00
0

2,060CB t=120 2段積み

床　ﾓﾙﾀﾙ塗
CB t=120 2段積み

水
勾

配

1
,
6
00

CB t=120 1段積み

配筋 D10＠200 縦横共 ｼﾝｸﾞﾙ

12
0

25
0

1
20

1
2
0

120 130

1
3
0

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）

（D16以下）SD295A鉄　　筋

( N/mm2 )基礎･土間　　FC＝21
コンクリート

使 用 材 料 一 覧 （ＪＩＳ規格品とする）

スランプ　   S＝18

ｺｰﾅｰ面取り
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t=120

基礎配筋 D10＠200 縦横共

D10

D10＠800

道
路

境
界
線

更新後外溝平面図・現況　浄化槽仕上表.立面図

目地（巾30）ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄ系ｼ-ﾘﾝｸﾞ(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材含む）

巾木ﾓﾙﾀﾙ刷毛引

45二丁掛ﾀｲﾙ

波板ｽﾚ-ﾄ

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ
450×400

ｽｸﾘ-ﾝ室

原 水 槽

沈 殿 槽

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上嫌気沈殿槽

第1接触曝気槽

第2接触曝気槽

第1接触酸化槽

第2接触酸化槽

最終沈殿槽

消泡ﾎﾟﾝﾌﾟ槽

消 毒 槽

放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽

汚泥濃縮槽

汚泥貯溜槽

機 械 室

ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ 室

ﾌ ﾟ ﾛ ﾊ ﾟ ﾝ 庫

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ﾓ ﾙ ﾀ ﾙ金 ｺ ﾃ仕 上

〃

ｺ ﾝ ｸ ﾘ - ﾄ直 押 ｴ

H=300 金ｺﾃ押ｴ

H=200 金ｺﾃ押ｴ

土 間

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

壁

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打放ｼ

〃

〃

〃

〃

〃

ﾛｯｸｳ-ﾙ吹付ｱ）25㎜

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打放ｼ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打放ｼ

ﾛｯｸｳ-ﾙ吹付ｱ）25㎜ 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

複膜防水(合成ｺﾞﾑｳﾚﾀﾝ）

ｽﾚ-ﾄ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

巾 木 天 井 備 考名 称

仕 上 げ 表

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

18,500 1,150 1,000

波板ｽﾚ-ﾄ

巾木ﾓﾙﾀﾙ刷毛引

目地（巾30）ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄ系ｼ-ﾘﾝｸﾞ(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材含む）

45二丁掛ﾀｲﾙ

3
4
0

2
,
5
0
0

3
0

1
,
2
0
0

3
0

打放ノ上　吹付ﾀｲﾙ

3
4
0 3
0

1
,
8
0
0

3
0
0

9
0
0

3
0

5
5
0

1
5
0

VPφ250排気筒
打放ノ上　吹付ﾀｲﾙ

45二丁掛ﾀｲﾙ

VP75φ(VP塗）

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り

AS
AS

ｱﾙﾐﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

W=900　H=2,000

ｱﾙﾐ框ﾄﾞｱ

W=900　H=2,000

西立面図　S＝1：100

1,000 1,150 17,500200 800

500×500

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ

東立面図　S＝1：100

巾木ﾓﾙﾀﾙ刷毛引
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ｱｽﾍﾞｽﾄ検査済み

製図年月日

所　　長 検　　図 作　　図
縮尺

特
記
事
項

工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士事務所田頭一級建築設計事務所

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第126902号

福岡県知事登録第1-20466号

田頭　康典
福岡県行橋市北泉四丁目28-16

2020年　7月

現況　浄化槽平面参考図
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製図年月日

所　　長 検　　図 作　　図
縮尺

特
記
事
項

工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士事務所田頭一級建築設計事務所

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第126902号

福岡県知事登録第1-20466号

田頭　康典
福岡県行橋市北泉四丁目28-16

2020年　7月

現況　浄化槽断面参考図
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既存ｺﾝｸﾘ-ﾄ杭引き抜きφ400　L=10,000　計18本

φ400　L=10,000

φ400　L=10,000 φ400　L=10,000

φ400　L=10,000

φ400　L=10,000

杭頭見える状態で引き抜き機械設置及び養生と共に

Ａ-08

引き抜き杭運搬及び処理費も含む

解体後埋戻し



１階

福岡県行橋市大字今井3759番地

令和４年度行橋市民体育館浄化槽更新工事

　（８）「建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）」　独立行政法人　建築研究所監修

３６．

３５．

1.0

0.6

0.4

(0.6)

0.6

(1.0)

0.6

(1.0)

1.0

(1.0)

(1.0)

(1.5)

(1.5)

1.0

(2.0)

1.5

(1.5)

1.0

(2.0)

1.5

(1.5)

1.5

(2.0)

2.0

中　間　階

地階及び１階

屋上及び塔屋

上 層 階、

設 置 場 所

重要機器 一般機器重要機器一般機器

特定の施設

耐震安全性の分類

機器毎の耐震安全性の分類及び設置場所により以下表より求める。

　（１）「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修

　（９）「建築工事安全施工技術指針・同解説」　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

　（10）「建設廃棄物処理指針」　厚生労働省生活衛生局

　（11）「建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」　環境省大気保全局（環境省アスベスト飛散防止対策研究会）

　（７）「建築改修工事監理指針（平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（６）「建築工事監理指針（平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（５）「機械設備工事監理指針（平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（４）「電気設備工事監理指針（平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

下請工事の場合は不要

下請工事の場合は不要

下請工事の場合は不要

下請工事の場合は不要

「再生資源利用実施書」の作成

備　　　　　考

建築副産物の処理内容

・ 幹線LAN：赤色　・ 校務LAN：黄色　・ 生徒LAN：水色　・認証ネットワーク：指定なし　・その他：指定なし

地域係数（Z）は、1.0とする。（３）地域係数（Z）

（・特定の施設　　　・一般の施設）（２）耐震安全性の分類

（１）設計用標準震度（Ks）

設備機器の固定は、すべて「建築設備耐震設計・施工指針」（２０１４年版）によるものとする。

３４．

３３．

３２．

３１．

３０．

２９．

２８．

２７．

２６．

２５．

２４．

２３．

２２．

２１．

２０．

１９．

１８．

１７．

１６．

１５．

一般の施設

但し、絶縁劣化等再使用に耐えない場合は、監督職員に報告すること。

取外し再使用機器は、原則として清掃並びに絶縁抵抗測定を取外し前後で行った後、取り付けること。

また鉄筋等への結束には樹脂被覆を施したバインド線を用いること。

環境対応型合成樹脂製可とう管（ＰＦ管）の一重管とする。なお、打込配管として使用する場合、

原則として呼び径を22までとする。

合成樹脂製可とう

電　　 線　　 管

・ 金属製（防水形配線器具を除く）　　 　・ 樹脂製

ベースは、水平高低調整付（空転防止リング付）とする。　　・ 砲金製　　・ アルミ製

プレートの材質１２．

・ 上下動形　 　・ 外部固定形　 　・ 内部固定形ハイテンション

フロアプレート１３．

１４．

なお、材料及び製品については、地域産材の使用に努めること。

また、機材の選定に当たっては、グリーン購入法に適合したものを優先すること。

２． 電　気　工　作　物 ・ 事業用電気工作物・ 一般用電気工作物

２　補足基準等

　適用仕様等、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の基準、指針、要領、標準図等による。

　（３）「建築工事標準詳細図（建築工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

　（５）「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（７）「公共住宅建設工事共通仕様書（平成25年版）」　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修

　（６）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（４）「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（３）「公共建築工事標準仕様書（建築工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（２）「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（１）「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の仕様書による。

１　適用仕様等

． 工　　事　　仕　　様

ＥＢ（　　）φ × 1（L=1,500mm）

屋内においては特記がなければ、F☆☆☆☆製品とし、屋外においても低VOC塗料の使用に努めること。

を設置し集積すること。

・ 消防設備士甲種　　類　          ・ あと施工アンカー第　　種施工士(もしくは上位資格)

・ 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置)　          ・ 工事担任者　第　　種(もしくは上位資格)

屋外に設置するものには、事前に水抜き穴を設けること。プルボックス

※ 参考受入場所は、現場説明書による。

処　　　　理　　　　内　　　　容

　現場内における分別　　

　現場内分別保管場所の設置

　現場内分別保管場所までの運搬

　分別保管場所からの積込み・運搬・処分

「建設副産物の処置計画書」の作成

「建設副産物の処理結果報告書」の作成

「再生資源利用計画書」の作成

特別管理産業廃棄物

・廃　　Ｐ　　Ｃ　　Ｂ　　等

搬・処分を行うこと。

「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」（環境省大気保全局）に従い、収集・運

る特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適切に保管できるようにして施設

管理者に引き渡すこと。

「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す

・廃　　石　　綿　　等

・建  設  発  生  土

（アスファルト コンクリート塊）

（コンクリート塊）

・が　　れ　　き　　類

・繊　　維　　く　　ず

・金　　属　　く　　ず

・廃 石 こ う ボ ー ド

・ガラス・陶磁器くず

・廃　プ　ラ　ス　チ　ッ　ク

その他の副産物指定副産物（原則として、再資源化施設へ持込むもの）

・汚　　　 　 　　　泥

・木　　　 く 　　　ず

そ　　　の　　　他

建築副産物の処理について 資源の有効利用・環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副産物の発

生抑制・再利用・適正処理を推進する。

現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別保管場所

また、「再生資源の利用の促進に関する法律」・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

」・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほ

か、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。

工事に際しては、工事着手時に「建設副産物処理計画書」、工事竣工時に「建設副産物処理結果報

告書」（共に添付書類を含む）を提出すること。

マンホール・

ハンドホール蓋

地 中 埋 設 配 管

（ＧＬ－６００の場合）

掘削土埋戻し

＋ＧＬ

６００ｍｍ

３００ｍｍ

地中線埋設シート

５０ｍｍ

５０ｍｍ

間隔(b)ゆとり幅(ａ)

法 幅

間隔(b)

良質土（山砂など）

・根切り深さが1.5m未満の場合は直堀工法とし、1.5m以上の場合には法付工法とする。

　法付工法の法幅は、根切り深さに0.3を乗じたものとする。

・床堀幅は、埋設管類などの外径（底面）の寸法にゆとり幅×2を加えたものとする。

根切り深さ
ゆとり幅（ａ）

　ゆとり幅（ａ）及び埋設管相互の間隔（ｂ）は、下表を参照のこと。

１m未満

地 中 電 線 管 類

地 下 埋 設 物 ０．５ｍ

０．２ｍ ０．４ｍ

０．５ｍ

根切り深さ

１以上1.5m未満 1.5m以上
根切り深さ

０．３ｍ

０．５ｍ

埋設管の

呼び径

５０以下

１５０ 〃

２００ 〃

間隔（ｂ）

（左右・上下）

50mm

70mm

100mm

地下埋設の線路には、標識シートを２倍長以上重ね合わせて布設するものとする。地中線埋設シート

電力用（矢指色：赤色） ・ 樹脂製 ・ コンクリート製 ・ 鉄製

通信用（矢指色：黄色） ・ 樹脂製 ・ コンクリート製 ・ 鉄製

地　中　埋　設　標

蓋中央部に県章を刻印すること。また、用途別に「高圧」「電気」「弱電」の刻印をすること。

ＥＢ（１０）φ × 1（L=1,500mm）

ＥＢ（１０）φ × 1（L=1,500mm）

・ 第１種電気工事士　 　         ・ 第２種電気工事士(もしくは上位資格)

長さ　１ｍ　以上の入線しない電線管には電線太さ　１．２ｍｍ　以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。呼　　び　　線

表　　　　　示 スイッチ・コンセント及びプルボックスで用途の判別し難いものは、表示する。

１０． 耐　震　施　工

・ 図面詳細による・ 施工区分表による

・ 構内指示の場所に敷均し

再　使　用　機　器９．

他工事との取合い

・ 構外搬出適切処理・ 構内指示の場所に堆積残　　土　　処　　分７．

及び費用を請負者の負担にて速やかにおこない、その検査に合格すること。

この工事に必要な官公署その他の関係機関への諸手続等は、これに必要な資機材、労務、官公庁その他への手続き

８．

本工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力等を含む）・水及び諸手続等

の費用は、すべて請負者の負担とする。その他

工事用電力・水・６．

５．

４． 工事に必要な資格

(建設業法に関することを除く)

　強電配線・弱電配線・その他配管等について、定められた離隔を考慮すること。

多条敷設により埋設管同士を密着させる場合は、「JIS C 3653（附属書含む）」及び「電気設備に関す

躯体貫通箇所においては探査機を使用し、コンクリート内配筋を避け貫通すること。躯体貫通場所

発電機回路コンセント 発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。

LANケーブルの色

機器と配線の接続

・ 単  独  　（ ・ 自立形　   ・ 壁掛形　）

・ 液化石油ガス用     　　・ 都市ガス用

・ 配管のみ本工事     　　・ 機器取付調整まで本工事防犯設備工事範囲

検　　　知　　　器

ガス漏れ警報装置

受　　　信　　　機

ガス漏れ警報装置

インターロック

機並びに送排風機を停止させる。

こと。

自動火災報知設備において、感知器が作動した場合に受信機及び連動制御機と連動して空調

拡声設備において、増幅器などの入出力路と配線との接続は、コネクタなどを取付けて行う

構内情報通信網設備

工　 事　 範　 囲

・ 配管のみ本工事

・ 構内情報通信網装置　 　・ ネットワーク管理装置　 　・ 配管配線まで本工事

本工事における構内情報通信網設備の工事範囲は、以下のとおりとする。

電 話 機 へ の 配 線

･ ２号ワイヤプロテクタ　　　　　　ｍ

・ EM-BTIEE 　　　　0.4-2P 　　　　　ｍ・ EBT　　　　　 0.4-2P　　 　　　ｍ

・ EM-TIEF(TIEE)    0.65-2C　　　　　ｍ・ TIVF(TIVE)    0.65-2C　　　　　ｍ

電話機１台につき次のものを見込む。

構 内 交 換 設 備

工　 事 　範 　囲

・ 配管配線まで本工事         ・ 配管のみ本工事　　　　　　　　・ 配線のみ本工事

・ 構内交換装置           　　・ 電話機取付け　 （　　　台 ）

本工事における構内交換設備の工事範囲は、以下のとおりとする。

避雷設備の接地抵抗値は、総合抵抗とする。

Ｗ＝４０として差し支えない。

を設置すること。なお、接地棒 EB（１４）φ の長さは１,５００ｍｍ以上とし、１０φ・１４φは、

接地極の材料は下表による。接地極の近くに接地極埋設標９０×１４０×１．５ｔ（黄銅製・刻印）接　　地　　極

OＥ

CtＥ

AtＥ

tＥ

LLＥ

LHＥ

LＥ

DＥ

Ｅ C

BＥ

AＥ

A･DＥ

A･C･DＥ

測　　　 定　 　　用

通　　　 信　 　　用

通　　　 信　 　　用

交　　換　　機　　用

低   圧   避   雷   器

高   圧   避   雷   器

避　　雷　　設　　備

Ｄ　　　　　　　　種

Ｃ　　　　　　　　種

Ｂ　　　　　　　　種

Ａ　　　　　　　　種

共　　　　　　　　同

共　　　　　　　　同

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

１００Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１００Ω以下

１０Ω以下

Ω以下

１０Ω以下

Ω以下

Ω以下

接　　  地　　  極接地抵抗値記　　 号接　 地 　の 　種 　別

る技術基準を定める省令」における関連事項に適合した資材の使用、及び施工を行うこと。

また、電線相互の接近により誘導障害が生じるおそれがある場合は、多条敷設は行わないこと。

３　特　記　仕　様

事業用電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者を置くものとする。電　気　保　安　技　術　者３．

１． 機　　　　　　材 この工事に使用する機材は、監督職員の承諾を受ける。

特　　　　　　　記　　　　　　　事　　　　　　　項項　　　　　　目

　（２）特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。

　（１）項目は、○印のついたものを適用する。

４．工　事　種　目　　（ ○印を付けたものを適用する ）

３．建　物　概　要

２．工　事　場　所

１．総合発注の有無

．

．

工　事　種　目

・

工事場所

工事名称

・

電　気　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

図

番

印

及び所在地

事業所名

設　計　者

氏　　　名

特　記　仕　様　書

・ 自 動 火 災 報 知 設 備

・ デマンド監視・制御設備

・ 太　陽　光　発　電　設　備

一式

・ 構　内　配　電　線　路

・

・ 構　内　通　信　線　路

・ 遠　隔　量　水　器　設　備

・ 中 央 監 視 制 御 設 備

・ 防　　犯　　設　　備

・ テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

・ 呼　 出 　し 　設 　備

・ 誘　導　支　援　設　備

・ 拡　　声　　設　　備

・ 映 像 ・ 音 響 設 備

・ 情　報　表　示　設　備

・ 構　内　交　換　設　備

・ 構内情報通信網設備

・ 発　　電　　設　　備

・ 静　止　形　電　源　設　備

・ 受　 変 　電 　設 　備

・ 避　　雷　　設　　備

・ 動　　力　　設　　備

・ 電　　灯　　設　　備

備　　  考防火対象物の種別延面積（ ㎡ ）階　　　数構　　　　造建　　　　物　　　　名　　　　称

工　　事　　概　　要

工　　事　　名　　称

・ 建築工事

本工事は、以下の工事を含む。（詳細は、図面参照のこと）

備　　　考屋　　　外

工　　　　　　　事　　　　　　　種　　　　　　　別建　　物  　別

一式一式一式

一式一式一式

・ 機械設備工事

E-01/7号

一式

一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式 一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式一式 一式

一式一式 一式

一式一式 一式

一式一式 一式

一式一式 一式

一式

一式

一式 一式

一式一式 一式

一式一式

一式

一式一式一式

一式

一式

一式一式

一式

一式

一式

一式

一式一式 一式

一式

一式

一式 一式

一式

一式一式

露出配管等の塗装

（　）書きの数値は防振支持の機器の場合に適用する。

１１．

　（２）「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修

設
　
計
　
書

福岡県行橋市中央一丁目１番１号

行橋市役所　都市整備部　建築政策課

年 　　月 　　日

１項(ロ）浄化槽

浄化槽

１.浄化槽改修に伴い動力幹線・動力分岐設備改修工事を行う。

令和４年度行橋市民体育館浄化槽更新工事

福岡県行橋市大字今井3759番地

改 修

改 修

1級建築士登録第　大臣登録第126902号　建築設備士第　　　　　　　　　号

田頭一級建築設計事務所 田頭　康典



^@BMC:\Documents and Settings\荒木　祐徳\My Documents\jww Data\行橋市民体育館\建築\案内２.bmp,200,275.294

隣地境界線

道路境界線

N

道
路

境
界

線

前面道路

案内図

配置図

建築面積

１階床面積

２階床面積

延べ床面積

４，０４９．３９㎡

３，２６０．４６㎡

１，２７０．４９㎡

４，５３０．９５㎡

面積表

製図年月日

所　　長 検　　図 作　　図
縮尺

特
記
事
項

工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士事務所田頭一級建築設計事務所

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第126902号

福岡県知事登録第1-20466号

田頭　康典
福岡県行橋市北泉四丁目28-16

2020年　7月

S=1/500

改修前後　案内図.配置図 E-02

令和４年度行橋市民体育館浄化槽更新工事

武道場

現況のママ

1282.74㎡

歩道

浄化槽

物置

受水槽

弓道場

N

建築場所
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既設CV22°-3Cを撤去　EM-CET22°接続

Ｍ
－

１
－

３

工 事 名 称

特
記
事
項

一級建築士事務所田頭一級建築設計事務所 令和４年度行橋市民体育館浄化槽更新工事
福岡県知事登録第1-20466号

福岡県行橋市北泉四丁目28-16
図 面 名 称田頭　康典

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第 126902号 　改修後　既設第１受変電設備

製図年月日 2021年　1月
縮尺

所　　長 検　　図 作　　図

E-03

S=N,S

　改修後　既設第１受変電設備　



工 事 名 称

特
記
事
項

一級建築士事務所田頭一級建築設計事務所 令和４年度行橋市民体育館浄化槽更新工事
福岡県知事登録第1-20466号

福岡県行橋市北泉四丁目 28-16
図 面 名 称田頭　康典

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第126902号 改修前後　構内配電線路設備

製図年月日 2020年　 7月
縮尺

所　　長 検　　図 作　　図

E-04

S=1/200

Y8Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y17Y16Y15Y13Y11

51,500

12,50020,00012,5006,500

2,7804,7205,000 6,800 6,400 6,800 2,780 4,720 5,000

道
路

境
界

線

隣地境界線

N

第１ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

　　改修前　構内配電線路設備　Ｓ＝１/２００　　

Y8Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y17Y16Y15Y13Y11

51,500

12,50020,00012,5006,500

2,7804,7205,000 6,800 6,400 6,800 2,780 4,720 5,000

道
路

境
界

線

隣地境界線

N

第１ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

EM-CET22°E5.5°（FEP50）

新設浄化槽

EM-CET22°E5.5°（既設FEP50）

EM-CET22°E5.5°（既設FEP50）

CV22°-3C　（FEP50）　配管は残置
(撤去）

(撤去）
CV22°-3C　（FEP50）　配管は残置

(撤去）
CV22°-3C　（FEP50）　配管は残置

既設ハンドホール既設ハンドホール

既設ハンドホール 既設ハンドホール

改修前

改修後

　　改修後　構内配電線路設備　Ｓ＝１/２００　　

D200 200

ΣD+400

アスファルト舗装部埋設要領図

60
0

良質流用土

15
0

ＧＬ

　電線管（平面図参照）
　埋設表示テ－プ（Ｗ）

ΣD+400

ＮＯ　ＳＣＡＬＥ

50

再生クラッシャーラン
　

アスファルト舗装部撤去復旧

50
D

照明器具　FL40W-2　直付型２台撤去

物置

器具倉庫

放送室

階段Ｃ

テラス

控室テラス

電気室

テラス控室

テラス

ステージ

女子便所

男子便所

男子更衣室

身障者用便所

身障者用観覧室

倉庫

ロールバックスタンド

女子更衣室

ロールバックスタンド

PSDSDSPS PS

UP

UP

DN

UP

UP
UP

階段Ｄ

UP

DN

DN

ポンプ室

植込

植込植込

化粧室

化粧室

シャワー室

シャワー室

器具倉庫

放送室

階段Ｃ

テラス

控室テラス

電気室

テラス控室

テラス

ステージ

女子便所

男子便所

男子更衣室

身障者用便所

身障者用観覧室

倉庫

ロールバックスタンド

女子更衣室

ロールバックスタンド

PSDSDSPS
PS

UP

UP

DN

UP

UP

UP

階段Ｄ

UP

DN

DN

ポンプ室

植込

植込植込

化粧室

化粧室

シャワー室

シャワー室

ＬＦ４

(撤去）
CVV2°-5C　（FEP30）　配管は残置

(撤去）
CVV2°-７C　（FEP30）　配管は残置

(撤去）
CVV2°-4C　（HIVE28）　配管は残置

EM-CEE2°-5C　（FEP30）　

ＬＦ４

EM-CEE2°-4C　（FEP30）

EM-CEE2°-７C　（FEP30） 既設プルボックス内で接続

既設プルボックス内で接続

既設プルボックス内で切り離し

既設プルボックス内で切り離し

M

EM-IE2.0ｘ3E2.0（E25）

既設プルボックス

既設プルボックス

電極　(残置）

FEP３０用カップリング

M

浄化槽

物置

333WP

受水槽

受水槽

浄化槽

揚水ポンプ（2.2Kw）

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　300ｘ300ｘ300　SUS　WP

333WP

333WP

　　      埋設表示杭 金属製    

※　注記

EM-CET22°E5.5°（FEP50）
EM-CEE2°-5C　（FEP30）　

EM-CEE2°-5C　（既設FEP30内）　

EM-CEE2°-７C　（既設FEP30内）

(警報盤K-1へ）

(高架水槽へ）

EM-CEE2°-7C　 　（FEP30）
EM-CEE2°-5C　   （FEP30）
EM-CEE2°-4C　 　（FEP30）
EM-CET22°E5.5°（FEP30）

M-1-3

 800Wx1800Dx200D  

(撤去）

　　動力盤　M-1-3　撤去　　

Ｍ Ｍ

ＭＢ ＭＢ

ＣＯＳ

Ｐ Ｐ

Ａ Ａ

ＲＲＹ

ＷＬＲ

５２ ５２

高架水槽受水槽

Ｍ

ＭＢ
３Ｐ１００/７５

揚水ポンプ

2.2KW

揚水ポンプ

2.2KW

浄化槽

12.5KW



34.8℃

トイレブース内の紙巻器、リモコン類等についてはJIS S0026に則った配置とすること。

ダクトの工法・種類

　　　　　　　　　・スパイラルダクト　・耐火二層管工法　　・ VP管工法

ロ）排気用ダクト　・アングル工法　・コーナーボルト工法（・共板　・スライドオン）

　　　　　　　　　・スパイラルダクト　・耐火二層管工法　　・ VP管工法

イ）給気用ダクト　・アングル工法　・コーナーボルト工法（・共板　・スライドオン）３．

　（８）「建築設備耐震設計・施工指針（ 2014年版）」　独立行政法人　建築研究所監修

衛 生 器 具 設 備・

中水水源（・ 雑用水処理水　・  雨水　・  井水　）　　

・  鋳鉄製ボイラ

・  ファンコイルユニット　　・  ダクト併用方式・  ダクト方式

・  パッケージ方式（ ・  中央式　　・  各階式　　・  個別式）

・  鋼製ボイラ（  ・  立てボイラ　　・  炉筒煙管式ボイラ）

３．

給 水 設 備 ・標準基礎　　・防振基礎

　　　　防食管継手

ホ）室外機の基礎（・標準架台   ・防振架台）

工　　　　　　事　　　　　　種　　　　　　別

階　　数

屋　　外

建　　物　　名　　称

・  温水

・  直だき吸収冷温水機

・  回転形

一式 一式

一式 一式

Ⅰ．工　事　名　称

一式一式

一式

112条区画（・有　　・無）

工事種目

一式

一式

一式

そ の 他 の 区 画

令 8区画（・有　　・無）

６．その他（工事内容、留意事項等）

延焼のおそれがある部分（・有　　・無）

排煙区画（・有　　・無）

消 防 法

一式

一式

※

共住区画（・有　　・無）

各工事の特記仕様書を確認のこと

建物別及び屋外

一式

一式

建 築 基 準 法

一式

防火区画

・  遠心冷凍機

１ .　工　事　場　所

Ⅱ．工　事　概　要

・ 吸収冷凍機

・  ヒートポンプチラー（  ・  水冷　　・  空冷）

延面積 (ｍ 2)

・  温風暖房機

・  蒸気

３．工　事　種　目　（・印を付けたものを適用する）

空

気

調

和

設

備
・  静止形

・  往復動冷凍機

５．法令による区画（有の場合は、図示等による）

４．本　工　事　設　備　概　要　（・印を付ける）

量 水 器 桝

１．

２．

量 水 器

・子メーター（・貸与品　　※買取り）

・親メーター（※貸与品　　・買取り）

イ）形状　　・スリット形　　・パネル形　  ・ダンパー形

・亜鉛鉄板製　　・普通鋼板製

・要　　・不要

　　　　構成・機能

・要（・本工事　　・別途電気工事）　　・不要

排 煙 口

ダ ク ト の 材 質１．

電 源 装 置

中 央 監 視 制 御
自
動
制
御
設
備

別紙による。

ロ）開放装置　　・手動　　・手動及び遠隔操作可能なもの

１．

２．

３．

中央監視制御装置の２．

温 湿 度 調 整 目 標 値１．

　

空

気

調

和

設

備

29． ば い じ ん 量 測 定 孔

・設ける

27． ※要（指定機器）　　・不要度 数 計

※要（指定機器）　　・不要ア ワ ー メ ー タ ー

ホ）蒸気及び油配管は配管用炭素鋼鋼管（黒）とする。

配 管 材 料

JIS 5K とする。ただし特記部分は JIS 10K とする。

防 振 継 手

ﾌ ﾚ ｷ ｼ ﾌ ﾞ ﾙ ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ ・ベローズ形ステンレス製　　・合成ゴム製

チ）膨張管、安全管及び膨張水槽よりボイラへの給水管の配管材料は、水道用亜鉛

　　メッキ鋼管とする。

ハ）外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー、ホッパーには排水弁を設ける。

　　ｂ)ダブル形　　　 250×（ L＋ 100）× 300H

　　ａ )シングル形　　 200×（ L＋ 100）× 300H

ロ）ブリーズライン形吹出口には、下記の接続チャンバーを設ける。

　　ｂ )ネック径が 200φをこえるもの　　 500× 500× 300H

　　ａ )ネック径が 200φ以下　　　　　　 400× 400× 250H

イ）シーリングディフューザーには、下記の接続チャンバーを設ける。チ ャ ン バ ー 等

風 量 測 定 口

ハ）分岐方法（※割込み方式　　・直付け方式）

・スパイラルダクト　・ステンレスダクト）

ロ）工法・種類（・アングル工法　・コーナーボルト工法（・共板　・スライドオン）

下記のものは本仕様による。

ハ）吸込口　　・鋼板製　　※アルミ製（外気吸込口には防虫網付とする。）

ロ）シーリングディフューザー　　・鋼板製　　※アルミ製（ シ ャ ッ タ ー 共 ）

吹出口・吸込口の材質

10．

11．

12．

ダ ク ト９．

防 煙 ダ ン パ ー13．

ロ）復帰方式　　※遠隔式（※電気式　　・空気式）　　・手動式

イ）操作方式　　・電気式　　・空気式

ハ）温度ヒューズ（・取り付ける　　・取り付けない）

ニ）表示用端子（・設ける　　・設けない）

鋼板厚（・ 4.5mm　　※ 3.2mm）煙 道14．

下記のものは本仕様による。

イ ) 建物内の空気抜き管の保温は、空気抜き弁までとし、仕様は温水管の項による。

ハ ) 還り風道の保温（・要　　・不要）　　ニ ) 膨張水槽の保温（・要　　・不要）

ホ ) 内貼りチャンバー等の保温（・要　　・不要）

保 温

ハ ) 内貼りチャンバー類の寸法表示は、外形寸法とする。

ロ ) 施工箇所は、図示した風道並びにチャンバー類とする。

ヘ) 隠ぺい風道の保温でフランジ部は保温材２枚重ねとする。

機 器 類 の 架 台

・防振つり金物（・シングル　　・ダブル）（・中央機械室　　・各階機械室）

温 度 計19．

４．

７．

８．

15．

消 音 内 貼 り16．

17．

18．

26．

28． 煤 煙 濃 度 計

弁 類６．

冷 媒５．

イ）種別（※低圧ダクト　　・高圧ダクト）

１． 配 管 材 料

ポ ン プ 基 礎

６． 引 込 納 付 金 等

８．

７．

他の設備項目の適用

※別途

イ）防振継手　ロ）ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ハ）防振吊り金物及び支持金物（ただし揚水管のみ）

建 物 導 入 部 配 管

管 の 埋 設 深 さ ・一般敷地（・ 300 mm　・　　  mm）　・構内車両通路（・600 mm　・　　  mm）10．

11．

９．

器具接続用管端

・水道事業者指定品（・貸与品　　※買取り）　　・国土交通省型　　・その他

　とし、青銅製弁は管端防食継手の規定に準じた管端コアを備えたものとする。

・塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管の配管に取り付ける鋳鉄製の弁はライニング弁

・鋳鉄製ストレーナーはライニングを施したものとする。

４． 弁 桝

配 管 材 料５．

３． 弁 類

・その他の部分　 JIS（・ 5K 　　・ 10K ）

・水道直結部分　 JIS（※ 10K 　　・　　　　）

　　　　　　　・ステンレス鋼管（ SUS）　（・圧縮接合　・溶接接合　・拡管接合）

　　　　　　　・架橋ポリエチレン管またはポリブデン管（さや管工法）

５

給

水

設

備

６

排

水

設

備

11

12

13

イ ) 内貼りの材料及び施工法は、標準仕様書の当該事項による。

標準仕様書によるほか、取付を図示された部分に取付ける。

　　　　　　　・塩ビライニング鋼管（SGP－ VB）　・ポリ粉体鋼管（ SGP－ PB）

・雑排水管   ・配管用炭素鋼鋼管（白）　・硬質塩化ビニル管（VP）　・カラー VP

ロ）冷温水管　・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・耐熱塩ビライニング鋼管

　　　　　　　・一般配管用ステンレス鋼鋼管

ヘ）冷媒管（・銅管　　・断熱材被覆銅管（製造者標準品））

ト）冷媒管の区画処理（・有（※国土交通大臣認定工法　・その他）　・無）

（ DB）
温　　度 湿球温度

（WB）
湿　　度

（ RH）
温　　度

（ DB）
湿球温度

（ WB）
湿　　度

（ RH） （ DB）
湿　　度

（ RH）
温　　度

（ DB）
湿　　度

（ RH）

％

％

℃

℃％

％夏　季

冬　季 ℃

℃

外　　　　　気
室 内

電 気 工 事 の 範 囲２．

３． パッケージエアコン

ハ）冷媒管及びドレン管の区画処理（・有（※国土交通大臣認定工法　・その他）・無）

ニ）ドレン管の材質　・配管用炭素鋼鋼管（白）  　  ・カラー VP

※標準仕様書による。

※施工区分表による。　　・図面詳細による。

※計量法　検定合格品とする。

下記のものは、空気調和設備の当該項目を適用する。

・国土交通省型　図２による。

イ）パッケージ形空気調和機（・防振パット　　※木台　　※転倒防止処理）

ロ）ユニット形空気調和機（・標準架台　・防振架台）

ハ）送風機（・標準架台　・防振架台） ニ）ポンプ（・標準架台　・防振架台）

ホ）冷凍機（・標準架台　・防振架台）

ヘ）チラーユニット（・標準架台　・防振架台）

※用いる (図４による。)　塩ビライニング鋼管と給水栓・銅合金製配管附属品等との接続

排
煙
設
備

ハ）排水管　・配管用炭素鋼鋼管（白）  ・硬質塩化ビニル管（ VP）  ・カラー VP

・結露防止層付塩化ビニル管　・硬質塩ビリサイクル管（ RF-VP）

イ）ユニバーサル形吹出口　　　　・鋼板製　　※アルミ製

ロ ) 空気調和機・ファンコイルユニット等の排水管の保温は、給排水衛生設備の排水管

　　の項による。

25． 予 備 品 ※ファンコイルユニット付属品　　イ ) 運転表示ランプ　台数の1/2以上

                            　　ロ ) フィルター　各型番台数の 1/2以上

※自動巻取形空気濾過用フィルター（各台 1巻）

機械室 (配管・風道 )の

　　　　つり金物

圧 力 計 及 び 連 成 計20．

21． 瞬 間 流 量 計

ファンコイルユニット22．

用調節弁

油 サ ー ビ ス タ ン ク23．

24． 地 下 貯 油 槽

※標準仕様書による。

※要（※標準仕様書による。　　・図示による。）　　・不要

・流量調節弁　　・定流量弁（流量設定が可能なもの）

イ）防油堤（コンクリート製）　　※別途工事　　・本工事

ロ）フロートスイッチの機能は、下記による。

・給油ポンプの起動、停止　　・満油警報　　・減油警報

ハ）油面計（・フロート式　　・ゲージ式）

イ）タンク室　　・設けない　　・設ける（・別途工事　　・本工事）

ロ）計量器（・計量尺　・直読式（防水蓋スプリング付、プロテクター共）　・遠隔式）

ハ）土工事　・オープンカット　・矢板（・有　・無）　・特殊基礎（・有　・無）

・

・

・

・

・

浄 化 槽 設 備

さ く 井 設 備

電 気 設 備 工 事 ※

建 築 工 事 ※

・屋外排水管・硬質塩化ビニル管（・ VP　・ VU）※呼び径 125以上は原則として VUとする。

給 水 方 式

主 要 熱 源 機 器

全 熱 交 換 器

図面詳細による他、下記による。

図面詳細による。

・通　気　管・配管用炭素鋼鋼管（白）　・硬質塩化ビニル管（ VP）　・カラー VP

・鋼　管（・ねじ込み式　　・ MD継手　　・　　　　　　）管 接 合２．

図５による。

伸 縮 継 手

グ リ ー ス ト ラ ッ プ

差込ソケット（ VV）

満 水 試 験 継 手

10．

ビニル製伸縮継手

排水流し下のビニル製排水管には差込（ VV）ソケットを使用すること。

特記以外 JIS 5K とする。

排水鋳鉄管系統の床上掃除口直下に取付ける管は 45° 2回曲りとする。

９．

８．

11． 図示による。

戸数・浄化槽人槽
受水槽有効容量等

※工事内容、留意事項等を必ず記載のこと。

※標準図（・（ a）　・（ b）　※（ c）スリークッション）による。  

※　△を付けたものは既設設備とする。

の　種　別
防火対象物

※長さは標準仕様書による。

・ベローズ形　　・合成ゴム製（・合成ゴム製　・３山ベローズ形）

ニ）冷却水管　　※塩ビライニング鋼管（※ SGP-VB　・　　　）

一式

一式

一式

一式

一式

一式一式一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

・

・

・

・

・

・ 排 水 設 備

給 湯 設 備

消 火 設 備

ガ ス 設 備

換 気 設 備

空 気 調 和 設 備

一式 一式一式一式・ 排 煙 設 備

一式 一式 一式一式 一式・ 中 水 設 備

・  現場施工型

・  敷地外放流方式

・  ポンプアップ式・  重力式

・  建物内汚水と雑排水（  ・  分流　　・  合流）

・  局所式 ・  中央式

・  直放流（  ・  合流式　　・  分流式） ・  非直放流（浄化槽）

・  ユニット型

・  屋内消火栓 ( ・ 1号・ 2号・易操作性 1号 )

・  合併処理

排 水 方 式

浄 化 槽 の 形 式

給 湯 設 備

消 火 設 備 の 種 別
・ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ ・連結散水 ・連結送水

・  屋外消火 ・  水噴霧消火 ・ 泡消火 ・  不活性 ｶﾞｽ ・  ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火 ・  粉末消火

床上掃除口直下の曲管

可 燃 材 の 区 画 処 理

弁 類

小 口 径 桝 ふ た

コンクリート桝ふた

７．

６．

５．

４．

空 調 方 式

給

排

水

衛

生

設

備

・  都市ガスガ ス の 種 別

・  法規（  ・  建基法　　・  消防法）

・  機械換気（  ・  有　　・  無）

・  機械排煙（  ・  有　　・  無）

換 気 設 備

排 煙 設 備

・  空気調和機

・  将来冷房可能

・  直接暖房（  ・  蒸気　　・  温水）

・  温風暖房

・  温風暖房機

・  暖房専用

（ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝを除く）

・屋内消火管　（・要　　※不要）　　　・屋外露出消火管　（※要　　・不要）

※要消 防 設 備 士

５． 管 類

６．

・配管用炭素鋼鋼管 (白 )(屋内 )　・外面被覆鋼管（・ SGP－ VS ・ SGP－ PS）

１．

２．

種 類

管 類

７

給

湯

設

備

保 温４．

・標準基礎　　・防振基礎

※減圧弁付屋 内 消 火 栓 弁

１．

２．

３．

消 火 ポ ン プ の 基 礎

・要　　・不要

８

消

火

設

備

及びサクションカバー

フート弁・呼水槽

９

ガ

ス

設

備

10

換

気

設

備

上水水源（・  市水　・  井水）　　法的区分（・  小規模貯水　・  簡専　・  専用水道）

給水方式

中水給水方式 （・  水道直結方式　・  高架水槽方式　・　ポンプ直送方式　）

57.1％

          する配管

給 水 管 等 の 材 質

ライニング鋼管の継手

吊 り 及 び 支 持 等

埋 設 標 識 テ ー プ

　　上水（青）　　ガス（緑）　　消火管（赤）　　中水（黄色）　　油（茶）

　　その他については、監督職員（係員）の指示による。

地 中 埋 設 標

地中埋設は、ペトロラタム系ペーストを塗布のうえ、ペトロラタム系防食テープ 1/2重ね

コンクリート内の防食は、防食用ビニルテープ巻（ 1/2重ね１回巻）とする。
  クリート内の防食
地中埋設及びコン

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

すること。

※標準仕様書による。　・図示による。

防火区画等を貫通 給水管その他の管が、建築基準法施行令第 112条第 15項の準耐火構造の防火区画等を貫通

する場合の措置は、図５による。

※鋼材・ボルトナットを屋外又は多湿箇所に使用する場合は、溶融亜鉛メッキ（ 2種 35）

　又は、ステンレス鋼製（ SUS304）とする。

埋設深さは 150mm、テープ幅は 150mm以上（図 1-1）とし、色については次による。

　　　地域係数（ Z）は、 1.0とする。

（２）地域係数（ Z）

＊次に示す機器を、重要機器、重要水槽とし、それ以外の機器を一般機器、一般水槽とする。

・

＊耐震安全性の分類 （・特定の施設　・一般の施設）

（　）書きの数値は防振機器

13階建以上の場合は上層 4階

　 2～ 6階建の場合は最上階、7～ 9階建の場合は上層 2階、 10～ 12階建の場合は上層 3階、

＊上層階の定義は、次のとおりとする。

1.5
（ 2.0）

1.0
（ 1.5）

0.6
（ 1.0）

1.5

1.5

2.02.0
（ 2.0）

1.5
（ 1.5）

1.0
（ 1.0）

地階及び１階

中 間 階

屋上及び塔屋
上 層 階 、

設 置 場 所

重要機器 重要水槽 一般機器

・特定の施設

耐震安全性の分類

一般水槽

1.5

1.0

1.0
（ 1.0）
0.6

（ 1.5）
1.0

（ 2.0）
1.5

重要機器

1.0

1.0
（ 0.6）
0.4

（ 1.0）
0.6

（ 1.5）
1.01.5

重要水槽

・一般の施設

一般機器 一般水槽

1.0

0.6

0.6

　　　機器毎の耐震安全性の分類及び設置場所により以下表より求める

（１）設計用標準震度（ Ks）

１

一

般

事

項

１．

２．

発 生 材 の 処 理

残 土 処 分 ※構外搬出　　・構内敷き均し・

※ 18建設副産物の処理についての項を適用すること。

※フロンの処理は、 19フロン処理についての項を適用のこと。

ハ）電動機の周波数は、 60Hzとする。

ロ）電動機出力は、原則として、表示された出力以下の容量とする。

　　とする。

イ）機器類の能力、容量等（電動機出力は除く）は、原則として、表示された数値以上

なお、材料及び製品については、地域産材の使用に努めること。

この工事に使用する機材は、監督職員（係員）の承諾を受けること。

３．耐 震 施 工

容 量 等 の 表 示２．

１． 機 材

掘削深さ（ 1,500 mm以上）の掘削には矢板を使用すること。矢 板

・他工事　　　・本工事（詳細図による。）足 場

※設けない　　・設ける　（　  10 ㎡程度）　備品については監督員の指示による。

用水及びプールの水張りを含む）及び諸手続などの費用は、すべて請負者の負担とする。

３．

２．

４．

　　　　　・その他

工事用電力・水

監 督 員 事 務 所１．２

仮

設

工

事

章 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

Ⅲ．工　事　仕　様

　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の仕様書による。

１．適用仕様等

（３）図面に明記なくも関係法規上・機能上・意匠上当然と認められるものは、本工事にて施工すること。

（１）章および項目は番号に ・印のついたものを適用する。

（２）特記事項のうち選択する事項は、原則として※印を選択するが、それ以外を適用する場合は　　 ・印をつけて選択する。

３

共

通

事

項

・ 全熱交換ユニット

呼び径 100以下はねじ接合、 125以上はフランジ接合とする。

屋内地中配管　・塩ビライニング鋼管（ SGP－ VD）　・ポリ粉体鋼管（ SGP－ PD）

屋外地中配管　・塩ビライニング鋼管（ SGP－ VD）　・ポリ粉体鋼管（ SGP－ PD）

厨房、浴室等のシンダー内配管　　　・塩ビライニング鋼管（SGP－ VD）

　　　　　　・硬質塩ビリサイクル管 (RF-VP)　　・耐火二層管

　　　　　　・硬質塩ビリサイクル管 (RF-VP)　　・耐熱硬質塩化ビニル管　　・耐火二層管

・都市ガス（ガス種　※ 13A　・ 12A　）    ・液化石油ガス

屋外埋設配管　・ポリエチレン管 JIS K 6774

一般配管　　　・配管用炭素鋼鋼管（白）　　・ガス用ステンレス製フレキシブル管

　　　　　　　・硬質塩ビ外面被覆鋼管　　　・ポリエチレン被覆鋼管

ピット内配管　・硬質塩ビ外面被覆鋼管　　　・ポリエチレン被覆鋼管

・本工事　　・別途工事

※ガス漏れ警報器工事は、住宅工事においては原則として行わない。

液化石油ガス設備士による施工とする。

（財）日本エルピーガス機器検査協会、検査合格品とする。

※要　　・不要

建 物 導 入 部 配 管

絶 縁 継 手

ガ ス 栓

施 工 資 格

ガ ス 漏 れ 警 報 器

・標準図（・（ａ）　・（ b）　※（ c）スリークッション）による。

都 市 ガ ス３． イ）ガスメーター　親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。

液 化 石 油 ガ ス４．

連動スイッチ（・要　　・不要）ガス湯沸器の付属品５．

ハ）転倒防止用の鎖（・別途工事　　※本工事）

ニ）ボンベ置場のコンクリート基礎（※別途工事　　・本工事）

イ）ガスメーター（・買取り　　・借用）　　ロ）集合装置（・別途工事　　※本工事）

６．

７．

８．

９．

10．

ダ ク ト の 種 別１． ※低圧ダクト　　　・高圧ダクト

厨 房 ダ ク ト の 板 厚２．

イ）給水管　　・塩ビライニング鋼管（・ SGP-VB　・ SGP-VA）

厨房排気ダクト（矩形ダクトに限る）の板厚は、表１による

※ユニット形空気濾過器　　　　　　個

２．補足基準等

　適用仕様等、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の基準、指針、要領、標準図等による。

　（９）「建築工事安全施工技術指針・同解説」　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

　（ 10）「建設廃棄物処理指針」　厚生労働省生活衛生局

　（ 11）「建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」　環境省大気保全局（環境省アスベスト飛散防止対策研究会）

　（ 12）「建築工事の手引き」　福岡県建築都市部編集

この工事に必要な工事用電力（仮設及び試運転調整用電力を含む）、水（機能検査、消火

飲料用の給水・給湯管 ,継手 ,弁類 ,水栓等については、鉛に関する浸出性能基準を満足

一般配管　　　・塩ビライニング鋼管（SGP－ VA)　  ・塩ビライニング鋼管 (SGP－ VD)

　　　　　　　・ポリエチレン管　 1種（ PE）　（・溶着接合　・金属継手接合）

　　　　　　・硬質塩ビリサイクル管 (RF-VP)　・耐火二層管

・汚 水  管   ・硬質塩化ビニル管 (VP) 

イ）冷媒　※ HFC系（ R407C， R410A， R134a, R32等）

※ HFC系（ R407C， R410A， R134a, R32等）　・自然冷媒（ CO2， NH3)

  ℃

  ℃

    ℃

    ℃

空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S 217（グリース阻集器）によるものとする。

　　　　　　・排水用塩ビライニング鋼管

　　　　　　・排水用塩ビライニング鋼管

・排水用塩ビライニング鋼管（・MD継手　　・　　　　　）

114条区画（・有　　・無）

（・  水道直結方式（・直圧　・増圧）　・  高架水槽方式　・　ポンプ直送方式  ）

この工事に必要な官公署その他の関係機関への諸手続等は、これに必要な資機材、労務、３．

及び費用を請負者の負担にて速やかにおこない、その検査に合格すること。手続き

官公署その他への

４．

・設ける（煙道の直線部に直径 80φ以上のフランジ付とする。）　　・設けない

ロ）冷媒管（※断熱材被覆銅管（断熱厚さ：液管 10mm(液管の管径 9.52mm以下は厚さ 8mm)、ガス管 20mm））

・結露防止層付塩化ビニル管　・硬質塩ビリサイクル管（ RF-VP）

・  液化石油ガス ・  簡易ガス

　　　　　　　・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ HIVP)　・鋳鉄管（　　　型　　　種）

　　　　　　　・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ HIVP)

 　　　　  　　・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ HIVP）  ・水道用硬質塩化ビニル管（ VP）

　　ミカゲ（未舗装部）　鋳鉄（歩道部）　保護鋳鉄（車道部）（・ T-8　・ T-14　・ T-25）

ヘ）※ 2015年省エネ基準値対応品とする（各メーカ最高 APF機種）

　ただし、改定内容で発注仕様の変更又は工事価格の変更が生じる場合は、県担当者と協議すること。

　年度内に最新版が発行された場合は、最新版に準じる。

３．現場に常備する図書等

４．特　記　仕　様

　ただし、改定内容で発注仕様の変更又は工事価格の変更が生じる場合は、県担当者と協議すること。

　年度内に最新版が発行された場合は、最新版に準じる。

１ .適用仕様等  及び２ .補足基準  のうち、当該工事に係る図書等については現場事務所に常備し、監督職員の承認を得ること。

１回巻きを行う。さらにプラスチックテープ 1/2重ね１回巻きを行う。継手は凹部分にペ

トロラタム系マスチックを詰め、表面を平滑にしたうえで防食シートで包み、プラスチッ

は つ り

コ ン ク リ ー ト 強 度 イ）無筋コンクリートの配合は、 1： 2： 4とする。

ロ）鉄筋コンクリートの設計強度は、 18N/mm2 とする。

ポンプ電動機の極数

14．

11．

12．

13．

既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の孔開けは、原則としてダイヤモンドカッター

・水中ポンプ（・上水　　・汚水）　　　　  極　　・小形給水ポンプユニット　　　　　　極

・揚水ポンプ　　  　極　　・冷温水ポンプ　　  　　極　　・冷却水ポンプ　　　　　極

クテープを 1/2重ね 1回巻きとする。

設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」による。

Ｈ３１－４

1.8℃

27.5℃

-0.7℃ 59.2％

・小口径桝立上り管・リサイクル硬質塩ビ三層管（・※RS-VU）

による。事前に探査機等を使用し、コンクリート内の配筋・配線等を避けること。

電 気 工 事

４

衛

生

器

具

設

備

ロ）コンクリート埋設部（・防水麻布巻　　・保温施工）

６． 保 温

・ガス　　・灯油　　・電気

・瞬間式　　・貯湯式　　・風呂給湯器（オートタイプ）湯 沸 器

燃 料

７．

８．

イ）膨張水槽の保温（・要　　・不要）

１． 管 類 イ）・ステンレス鋼管（・圧縮接合　・溶接接合）　・保温付ステンレス鋼管

　　・架橋ポリエチレン管またはポリブデン管（さや管工法）

ロ）銅管使用の場合はＭ管とし、電食防止継手を取付ける。

２． 器具接続用管端

　　　　防食管継手

オーバーフローはクロームメッキ銅管にて最寄りの流しに間接排水する。

５．

４．

排 気 筒 及 び 煙 突

貯 湯 式 ガ ス 湯 沸 器

弁 類３． JIS 5K とする。ただし、特記部分はJIS 10K とする。

※用いる（図４による。）

ガス湯沸器用排気筒は、 JIS S 3025による SUS304(厚さ 0.3mm以上 )とする。

　　・耐熱塩ビライニング鋼管　・鋼管  　・保温付被覆銅管　　・被覆断熱銅管

・排気筒の断熱（※要（隠ぺいの箇所のみ）　　・不要）

・床置（・標準基礎　　・防振基礎）

イ）排気フードの補強及び支持金物、接合材等は、亜鉛鉄板製風道の当該事項による。

ロ）材質　　※ステンレス製　　・亜鉛鉄板製

イ）風量測定口　　ロ）チャンバー等　　ハ）吹出口及び吸込口の材質

ハ）グリースフィルターは、設置台数と同数の予備品を納入する。

多 湿 箇 所 の 範 囲

他の設備項目の適用

・天吊（標準図による。）

ニ）防煙ダンパー　　ホ）消音内貼り　　ヘ）防振つり金物

送 風 機 の 基 礎

ダ ク ト の 分 岐 方 法 イ）給気用ダクト　　※割込み方式　　・直付け方式

ロ）排気用ダクト　　※割込み方式　　・直付け方式

換 気 フ ー ド

厨 房 排 気 フ ー ド

※指定色仕上げ　　・指定なし

下記のものは、空気調和設備の当該項目を適用する。

※厨房　　※浴室（シール有）

４．

５．

６．

７．

８．

９．

※コーナーボルト工法ダクトは、原則として厨房排気等には使用しない。

鍵 類 この工事で設置する鍵類の仕様については、監督職員（係員）の承諾を受けること。15．

※特記なき電線は、 600Vビニル絶縁電線とする。

※可とう電線管は、 2種金属可とう電線管とする。

※特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外径のねじなし電線管とする。

及び電気工事士資格を要し、「軽微な作業」を自ら行うものは電気工事業の登録または届出を要する。

機 能 試 験 工事の内容に応じて、機能試験を行うこと。

※施工区分表による　　　・図面詳細による５． 他 工 事 と の 取 合 い

７．

・配管（建築配管作業）　・建築板金（ダクト板金作業）　・熱絶縁施工（保温保冷工事作業）

住宅においては 20戸以上、住宅以外の建物については 1,500m2以上の工事に適用する。

・冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）

６．技 能 士 の 適 用

あと施工アンカーの施工は、 (一社 )日本建築あと施工アンカー協会の有資格者にて行うこと。あ と 施 工 ア ン カ ー

・普通　　・盗難防止形　　・耐食　　・盗難防止形耐食　　・身体障害者対応

　定める F☆☆☆☆基準のものとする。

洗 面 化 粧 台

※節水コマ付　　・普通コマ付水 栓

※洗面化粧台キャビネット部材は、ホルムアルデヒト放散量が日本農林規格（ JAS）で

小 便 器 洗 浄 方 式 ※専用洗浄弁式　　　・洗浄弁式

５．

４．

６．

７． 鏡

・節水型ＦＶ（バキュームブレーカ付）　　・タンク式

・洋風大便器（※節水型　　・一般型　　・高座面形）

・床置型　　・壁掛型

大 便 器 洗 浄 方 式

小 便 器

・和風大便器（※節水型　　・一般型）　※耐火カバー（防火区画貫通部）大 便 器

３．

２．

１．

水 栓 柱８．

９．

70°□× 1300（※人研製　・レジコン製　・ SUS製）

２ .　建　物　概　要

器 具 配 置

温　　度

・学校（一般系統） ・学校（厨房）

28.0

19.0

25.0 80

・（　　　　　　　　　）

％

％

構　　造

ＲＣ

・  放流水質 BOD　 20mg/L

　（１）「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（２）「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編　平成 31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（３）「公共建築工事標準仕様書（建築工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（４）「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（５）「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編　平成 31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（６）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編　平成31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（７）「公共住宅建設工事共通仕様書（平成31年版）」　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修

　（１）「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編　平成 31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修

　（２）「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編　平成 31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修

　（３）「建築工事標準詳細図（建築工事編　平成 31年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

　（４）「機械設備工事監理指針（令和元8年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（５）「電気設備工事監理指針（令和元年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（６）「建築工事監理指針（令和元年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（７）「建築改修工事監理指針（令和元年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　　福岡県行橋市大字今井３７５９番地

　　福岡県行橋市大字今井３７５９番地

Ｒ３ １

Ｍ-01

126902

田頭一級建築設計事務所
福岡県行橋市北泉四丁目28-16 TEL 0930-25-3444

田頭　康典

　　行橋市民体育館浄化槽更新工事

　　行橋市民体育館浄化槽更新工事

体 育 館 530人槽

改修

改修

改修

改修

※電気工事士法に定める「電気工事」「軽微な工事」を自ら行うものは、電気工事業の登録または届出

４

２



「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（環境庁大気保全局）」に従い、収集、運搬、処分を行う。

処　　理　　内　　容

現 場 内 に お け る 分 別

現 場 内 分 別 保 管 場 所 の 設 置

分別保管場所からの積込み・運搬・処分

「建設副産物の処理結果報告書」の作成

「建設副産物の処置計画届」の作成

「再生資源利用実施書」の作成

「再生資源利用計画書」の作成

現場 内分別 保管 場所ま での 運搬

※参考受入場所は現場説明書による

・廃石綿等

「電気事業法：電気関係報告規制」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」

・廃PCB等

に従い、報告書の作成・提出を行うとともに、適切に保管できるようにして施設管理者に引き渡すこと。

 特別管理産業廃棄物

　 グラスウール保温筒 　　　　　　　　粘着テープ

１.アルミガラスクロス化粧付　　　 ２.アルミガラスクロス

保 温 種 別

床下･暗渠内･ｺﾝｸﾘｰﾄ内 

施 工 箇 所

営

繕

保

温

仕

様

屋外露出・多湿箇所

天井内･PS内･空隙壁中

床 下 ・ 暗 渠 内

屋 内 露 出

機 械 室 ・ 倉 庫

屋外露出・多湿箇所

Ｔ

H

  900

Ｂ１

25 以下

ｔ
’

　（ハ）桝底部には、必要ある場合は、水抜管を設ける。

2
0

180x180

200φ

  700

120

ｔ
’

  550

弁 桝

100

ｔ”

 75

砂利

100300x300

弁桝ふた

100～200

モルタル

切込み砂利又は切込み砕石

2
0

記号

G.L

Ｔ

ヒンジピン

1
20

MHA-P300

 75

　（ロ）コンクリート部には、必要に応じ鉄筋を入れる。

ふた

コンクリート

Ｔ

Ｂ１

ＶＣ－４

Ｂ１

仕切弁等

 75
40 以下

8
0

450x450

120

MHA-P450

　　　　なおコンクリート部は工場製品でもよい。

 50～ 80

200φVP

ＶＣ－５

ＶＣ－１

ＶＣ－３

VC－PVC－1～VC－5

100

注（イ）本表のB及びH寸法は、5K仕切弁を対象とする。

120

Ｂ

  850

100

B

ｔ’

100

1,200 120

弁の呼び径

ＶＣ－２

ＶＣ－Ｐ

Ｂ

G.L

図２

VU管

（※副管サイズは主管サイズより１サイズ下でも可。）

鋳鉄蓋・ミカゲ蓋

6
0
0
以

上

捨てコンクリート

小口径桝取付要領図

VP管

1
00

VP管
VU・VP変換ソケット

台座

VU・VP変換ソケット

保護鋳鉄蓋塩ビ製中蓋

小口径桝

切込砕石　

G.L

VU・VP変換ソケット

ド ロ ッ プ 桝 参 考 図

小口径桝

VU管

5
0

VU・VP変換ソケット

砲金製バルブ

絶縁オスメスソケット

伸縮メーターユニオン（砲金）
伸縮弁（砲金）

絶縁オスメスソケット

シングルレバー混合水栓

水道メーター（砲金）

絶縁エルボ
水　栓

　　絶縁エルボ又は絶縁オスメスソケットを使用すること。

絶縁オスメスソケット

絶縁オスメスソケット

図３－１

図３－２

建

設

副

産

物

の

処

理

に

つ

い

て

14

１.ポリスチレン　２.粘着テープ　　３.ポリエチレン　　４.着色アルミガラス 埋設標識テープ

山 砂

10
0

1
00

H

1
5
0

150

W1

W2

G.L

山 砂

G.L

図１－２

１．防火区画等の貫通部分及び両側１ｍ以内を不燃材料で

図１－１　配 管 埋 設 参 考 埋 設 深 さ H

１　　　300以上

２　　　600以上

３　　　　 以上

給水管、排水管及び通気管等が防火区画等を貫通する場合の措置は、建築基準法施行令第１２９条の２の５

第１項第７号に規定されており、次のいずれかに該当すること。

図５　防 火 区 画 等 貫 通 部 措 置

水 槽 類 埋 設 参 考

塩ビライニング鋼管

塩ビライニング鋼管

塩ビライニング鋼管

４．水道メーター（砲金）、伸縮弁（砲金）、伸縮メーターユニオン（砲金）と塩ビライニング鋼管

６．上記以外の異種金属接続部

　　接続部

３．マイクロエアベンド及びエアセパレーターと塩ビライニング鋼管接続部

２．衛生器具（水栓類、便器、洗面器等）接続管と塩ビライニング鋼管接続部

異種金属接続部は、屋外埋設配管を除き電食防止のため、異種金属接続用絶縁継手を使用すること。

使用箇所例を下記に示す。15

受
水
槽

浄
化
槽

設
備

※浄化槽仕様書による。

18
設
備

※加圧給水ポンプ（住宅物件）の仕様については、加圧給水ポンプユニット仕様書

16

20

　資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副産物の発生抑制、

再利用、適正処理を推進する。

　現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別保管場所を設置し

集積すること。

（２）軽荷重（１）重荷重

・金属くず

　(アスファルト塊）

 その他の副産物

・廃プラスチック

・ガラス、陶磁器くず

・がれき類

・繊維くず

 指定副産物　（原則として再資源化施設へ持込むもの）

　(コンクリート塊）

・木くず
・廃石こうボード

・汚泥

　また、「再生資源の利用の促進に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物

適正処理推進要綱に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。

　工事に際しては、工事着手時に「建設副産物処理計画書」、工事竣工時に「建設副産物処理結果報告書」

（共に添付書類を含む）を提出すること。

19

フ

ロ

ン

処

理

に

つ

い

て

引取証明書、業者登録書のコピー

工 事 請 負 業 者

発 注 者 (施 設 管 理 者 ）

引取証明書

・・・フロン類回収・運搬

フロン類引渡

委託確認書

回収・運搬・破壊費用支払

５．水抜きテスト弁と塩ビライニング鋼管接続部

図４　異種金属接続部

区 別

給水管 排水管 消火管 給湯管 ガス管

黒 管 塗 装

白 管 塗 装

中

水

道

配

管

設

備

（国土交通省仕様）による。

排水

メーターボックス内黒管

メーターボックス内

屋内露出（住宅内）黒管

メーターボックス内白管

給湯 ガス

屋内露出（住宅内）白管

施 工 箇 所
給水

機 械 室 内

保 温 種 別

床 下 ・ 暗 渠 内

屋内露出（住宅外）

区　　　　分

床 下 ・ 暗 渠 内

住
　
宅
　
保
　
温
　
仕
　
様

１.ポリスチレン　　２.粘着テープ　　　３.ポリエチレン　４.着色アルミガラス

　 フォーム保温筒　　　　　　　　　　  　フィルム　　　　 クロス

17

天 井 内 ・ P S 内

１．保温チューブ

１．保温チューブ

屋 外 露 出

流 し 裏

１.ねじ部錆止め

洗 面 台 内

土 中 埋 設

スラブ上床板間転がし

屋 外 露 出 白 管

屋 外 露 出 黒 管

コ ン ク リ ー ト 内

スラブ上床板間転がし

１.保温チューブ

木 造 壁 内

屋 外 露 出

１.ペーストペトラタム系　　２.ペトラタム系防食テープ １/２重ね１回巻き

１.ポリスチレン　　２.粘着テープ　　　３.ポリエチレン　　４.・ステンレス鋼板

　 フォーム保温筒　　　　　　　　　　　　フィルム 　　　　　・ガルバリウム鋼板

１. 0.4m/m防食ビニールテープ１/２重ね１回巻き

※ 硬質塩化ビニル管及び鋳鉄管のコンクリート、地中埋設部は防食施工しない。

※ 支持金物仕様PS内（鋼製）、屋外（SUS製）、その他（樹脂製）とする。

※ 間仕切壁（PL板除く）貫通の場合は両側にプラスチックプレート取付のこと。

※ サニタリーベンド及び通気管の屋内露出部分は塗装する。

※ 屋内露出（便所）の通気管は塗装する。

※ コンクリート貫通部分には、防食処理を行う。

※ スパイラルダクト（フランジ部を除く。）の保温は、グラスウール保温板32K使用してもよい。

※ ＯＡダクトが室内空調空間を経由する場合は保温すること。

２．アルミガラスクロス粘着テープ　　３．きっ甲金網（鉄）

アルミガラスクロス化粧

アルミガラスクロス化粧

１．ロックウールブランケット　　２．鉄線　　３．着色亜鉛鉄板

円 形

保 温 種 別

１．屋内隠ぺい

屋内隠ぺい

区 分

２．１．鋲

煙 道

ロックウール保温帯

排

煙

風

道

矩 形 ３．アルミガラスクロス粘着テープ　　４．きっ甲金網（鉄）

※ ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒及びﾛｯｸｳｰﾙ保温筒又は､保温板の使用が困難な箇所は､ﾛｯｸｳｰﾙﾌｪﾙﾄを使用してもよい｡

ロックウール保温板

※ 防火区画を貫通する管の保温は、その貫通する部分をロックウール保温材とする。

※ ストレーナー・弁の保温は、屋内屋外ともビスなどにより容易に着脱できる構造とすること。

※ 蒸気管、温水管の保温は、ポリエチレンフィルムを除く。

※ 全熱交換器の一次側ＯＡ、ＥＡダクトは保温工事を施すこと。

円 形 風 道
（スパイラルダクト）

　 保温帯

１.グラスウール

４.鉄線

　 フィルム
３.ポリエチレン

２.鉄線　 グラスウール

　 保温帯

　 クロス化粧 　 保温帯

　 グラスウール

　 クロス化粧

　 保温帯 ２.鉄線

１.グラスウール １.アルミガラス１.アルミガラス

　 テープ

　 クロス粘着

３.着色亜鉛鉄板

　 クロス粘着

２.アルミガラス２.アルミガラス

　 テープ ５.ステンレス鋼板

施 工 箇 所
区 別

保 温 種 別
温水管 蒸気管 冷水管

冷温水管
ブライ
ン管 冷媒管

　 グラスウール保温筒 　　　　　　　　　　粘着テープ

１.アルミガラスクロス化粧付　　　 　　２.アルミガラスクロス

空
調
設
備
工
事
　
　
　
　
　
管

冷
　
媒

冷
温
水

冷水管
(冷水温度2～4℃)

屋 内 露 出
屋内隠ぺい

多湿箇所居 室 ･ 廊 下

屋外露出
区 分

機械室・書庫･倉庫

一

般

風

道

矩 形 風 道

１.鋲１.鋲

３.着色亜鉛鉄板

１.鋲１.鋲

２.グラスウール２.アルミガラス

　 クロス化粧 　 クロス化粧　　保温板 　 保温板

２.アルミガラス ２.グラスウール

　 グラスウール 　 グラスウール

　 保温板 　 保温板
３.ポリエチレン

　 フィルム

　 クロス粘着

　 テープ 　 テープ

３.アルミガラス

　 クロス粘着

３.アルミガラス ４.鉄線

５.ステンレス鋼板

水 源

２．配 管 材 料

１． ・雨水　　・雑用水処理水　　・井水

　　　　　　　・塩ビライニング鋼管（SGP－VB）　・ポリ粉体鋼管（SGP－PB）

　　　　　　　・ステンレス鋼管（SUS）　（・圧縮接合　・溶接接合　・拡管接合）

屋内地中配管　・塩ビライニング鋼管（SGP－VD）　・ポリ粉体鋼管（SGP－PD）

屋外地中配管　・塩ビライニング鋼管（SGP－VD）　・ポリ粉体鋼管（SGP－PD）

　　　　　　　※ブチルゴム系コーキングテープ又はゴムリングで完全に密封すること。

　　　　　　　※ブチルゴム系コーキングテープ又はゴムリングで完全に密封すること。

　　　　　　　・ポリエチレン管　1種（PE）　（・溶着接合　・金属継手接合）

誤接続の防止対策３．

屋内隠ぺい配管 １．保温前の裸管に若草色の着色塗装を行う。

　　間隔に巻く。

２．保温後の上には若草色の表示テープを1個所3回巻きにし、1m

屋内・屋外露出 １．保温前の裸管に若草色の着色塗装を行う。

２．保温後の要所には「処理水」と表示する。

コンクリート内

埋 設 部 の 配 管

２．「処理水」の文字入り埋設標識テープ（黄色）を布設する。

（ 地 中 埋 設 部 ）

地 中 埋 設 部 １．埋設前の裸管に若草色の表示テープを1個所3回巻きにし、1m

　　間隔に巻く。

メ ー タ ー １．メーター本体に若草色の着色塗装を行うこと。

２．メーターボックス蓋は「処理水」入りを使用すること。

バ ル ブ 等 １．バルブハンドルには若草色の着色塗装を行うこと。

２．バルブ等で誤操作する恐れのある個所には、標示板等を取り付け

　　処理水の等であることが識別できるようにする。

３．地中埋設バルブの鉄蓋は「処理水」入りを使用すること。

配　管　等

注）若草色とは黄緑色をいう。

「処理水を雑用水」と読みかえる。

井戸水を雑用水として使用する場合は、上表において「若草色を紫色に」、

処理水用の若草色表示テープ、黄色の埋設標識テープは福岡市管工事組合に常備。

試 験４． 誤接続がないことを確認するため衛生器具等の取付完了後、系統毎に着色水を用いた通

水試験等を行う。

２．平成１２年建設省告示第１４２２号に適合すること。（下表）

用途

の覆い有り

以上の鉄板
厚さ0.5mm

無し

覆いの有無

5.5mm以上

6.6mm以上

4.1mm以上

5.5mm以上

6.6mm以上

5.5mm以上

7.0mm以上

給水管等の外径

３０分
耐火構造

１時間
耐火構造

２時間
耐火構造

　 90mm

　 61mm

　 61mm

　 90mm

　 90mm　115mm

　 90mm

6.6mm以上

防火構造

肉厚

給水管

排水管及

び排水管

に付属す

る通気管

１
ｍ

１
ｍ

　　造ること。（右参考図参照）

表１　厨 房 排 気 ダ ク ト の 板 厚

亜鉛鉄板 ステンレス鋼板

板厚

厨房排気ダクト（矩形ダクトに限る）の板厚については、以下による

0.8以上

0.5以上0.6以上

0.8以上

1.0以上

1.2以上

0.6以上

1,200を超え1,800以下

450を超え1,200以下

450以下

1,800を超えるもの

ダクトの長辺

〔単位：ｍｍ〕

 　保温筒

　 フォーム保温筒　　　　　　　　　　 フィルム　　　　　クロス

１.グラスウール　２.鉄線　　　　　３.ポリエチレン　　４.着色アルミガラス

　 保温筒 　　　　　　　　　　　　　 フィルム　　　　　 クロス

１.グラスウール　２.鉄線　　　　　３.ポリエチレン　　４.・ステンレス鋼板

　 保温筒 　　　　　　　　　　　　　 フィルム　　　　 　・ガルバリウム鋼板

１.ポリスチレン　２.粘着テープ　　３.ポリエチレン　　４.・ステンレス鋼板

　 フォーム保温筒　　　　　　　　　　フィルム　　　　　 ・ガルバリウム鋼板

１.錆止めペイント　２.調合ペイント

 　　（２回）　　 　　（２回）

１.エッチング　　　２.錆止めペイント　３.調合ペイント

 　プライマー　　 　　（１回）　　　　　 （２回）

１.グラスウール　２.鉄線　　　　　３.アルミガラスクロス

　 保温筒 　　　　　　　　　　　　　 化粧原紙

１.グラスウール　２.鉄線　　　　　３.合成樹脂製カバー

１.錆止めペイント　２.調合ペイント

１.エッチング　　　２.錆止めペイント　３.調合ペイント

１.エッチング　　　２.錆止めペイント　３.調合ペイント

１.錆止めペイント　２.調合ペイント

 　　（２回）　　 　　（２回）

１.グラスウール　　２.鉄線　　　　　　３.アルミガラス

 　保温筒  　　　　　　　　　　　　  　　クロス

１.グラスウール　　２.鉄線　　　　　　３.アルミガラス

 　保温筒  　　　　　　　　　　　　  　　クロス

１.エッチング　　　２.鉄線　　　　　　３.原紙　　　　　４.綿布　　　　　５.目止め　　　６.調合ペイント

 　プライマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （２回）

１.グラスウール　　２.鉄線　　　　　　３.原紙　　　　　４.アルミガラス

 　保温筒  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　クロス

 　プライマー　　　 　（１回）　　　 　  （２回）

 　プライマー　　　 　（１回）　　 　   （２回）

 　（２回）　　  　　（２回）

１.エッチング 　 　２.錆止めペイント　３.調合ペイント

１.グラスウール　　２.鉄線　　　　　　３.ポリエチレン　　４.・ステンレス鋼板

　 保温筒　　　　　　　　　　　　　　　　フィルム 　　　　　・ガルバリウム鋼板

１.錆止めペイント　２.調合ペイント

１.エッチング　　　２.錆止めペイント　３.調合ペイント

 　プライマー　　 　　（１回）　　　　　 （２回）

 　　（２回）　　 　　（２回）

 　プライマー　　　　 （１回）　　 　　 （２回）

屋外露出・多湿箇所
１.被覆銅管の断熱材　２．保温化粧ケース

屋外露出・多湿箇所
１.グラスウール　　　２.鉄線　　　　　３.ポリエチレン　　　４.・ステンレス鋼板
　 保温筒 　　　　　　　　　　　　　　　 フィルム　　　　　　 ・ガルバリウム鋼板

屋外露出・多湿箇所

床下･暗渠内･ｺﾝｸﾘｰﾄ内 １.グラスウール　　　２.鉄線　　　　　３.ポリエチレン　　　４.着色アルミガラス　　

　 保温筒 　　　　　　　　　　　　　　　 フィルム　　　 　　　クロス　　　　　　　　　

床下･暗渠内･ｺﾝｸﾘｰﾄ内 

天井内･PS内･空隙壁中

屋 内 露 出
　 保温筒 　　　　　　　　　　　　　　　 フィルム
１.グラスウール　　　２.鉄線　　　　　３.ポリエチレン　　　４.合成樹脂製カバー

天井内･PS内･空隙壁中

機 械 室 ・ 倉 庫 １.グラスウール　　　２.鉄線　　　　　３.ポリエチレン　　　４.アルミガラスクロス

　 保温筒 　　　　　　　　　　　　　　　 フィルム　　　　　　 化粧原紙

屋 内 露 出 １.被覆銅管の断熱材　２．保温化粧ケース

機 械 室 ・ 倉 庫

屋 内 露 出 １.ポリスチレン　　　２.粘着テープ　　３.ポリエチレン　　　４.合成樹脂製カバー

１.ポリスチレン　　　２.粘着テープ　　３.ポリエチレン　　　４.アルミガラスクロス

天井内･PS内･空隙壁中
１.グラスウール　　　２.鉄線　　　　　３.ポリエチレン　　　４.アルミガラスクロス

　 保温筒 　　　　　　　　　　　　　　　 フィルム　　　　　　 

１.ポリスチレン　　　２.粘着テープ　　３.ポリエチレン　　　４.アルミガラスクロス

　 フォーム保温筒　　　　　　　　　　　　フィルム

　 フォーム保温筒 　　　　　　　　　　　 フィルム　　　　　　 

　 フォーム保温筒 　　　　　　　　　　　 フィルム　　　　　　 

１.ポリスチレン　　　２.粘着テープ　　３.ポリエチレン　　　４.着色アルミガラス　　

　 フォーム保温筒　　　　　　　　　　　  フィルム　　　 　　　クロス　　　　　　　　　

１.ポリスチレン　　　２.粘着テープ　　３.ポリエチレン　　　４.・ステンレス鋼板
　 フォーム保温筒　　　　　　　　　　　  フィルム　　　　　　 ・ガルバリウム鋼板

１．錆止めペイント（鋼管部）

配管

防火区画

不燃材料

モルタル埋め

１．砲金製バルブと塩ビライニング鋼管接続部（コア入りバルブは除く。）

※ さや管ヘッダー工法におけるヘッダー管は保温を行うこと。

※ ドレン管の保温は、排水管の項による。
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「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に従い処理すること。

業務用冷凍空調機器の
有無の事前確認への協力

委託確認書

・・・フロン類破壊処理、一部再生利用フロン類破壊・再生業者

引取証明書、業者登録書のコピー
フロン回収証明書

業務用冷凍空調機器の有無の確認
確認結果を書面で説明

※　工事請負業者は、第１種フロン類充てん回収業者にフロン回収処理を依頼し、回収後、引取証明書及び第１種

※　家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）に該当する機器（ルームエアコン等）については、

　適切に処理し、管理票（家電リサイクル券）を竣工図書に添付すること。

フロン類充てん回収業者登録書のコピーの発行を受け、竣工図書に添付のこと。

第１種フロン類充てん回収業者

一般配管　　　・塩ビライニング鋼管（SGP－VA）　・ポリ粉体鋼管（SGP－PA）

　　　　　　　・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP)(屋内） ・鋳鉄管（　　型　　種）

 　　　　 　　・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP） ・水道用硬質塩化ビニル管（VP）

　　（難燃材料又は硬質塩化ビニル管(VP)を用いる場合）

　 90mm(75)

　115mm(100)

　 61mm(50)

　 90mm(75)

　115mm(100)

　 90mm(75)

　115mm(100)

　141mm(125)

３．国土交通大臣の認定を受けたものであること。

　　例１）硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)に防火区画貫通用

　　例２）耐火二層管を認定条件に従って施工する場合

　　　　（立管はすべて耐火二層管とし、横管は立管の

　　　　　分岐から１ｍまでを耐火二層管とし、その延

　　　　　長部分を硬質塩化ビニル管とした場合など）

　　　　　テープを用いる場合（右参考図参照）
防火区画

防火区画貫通用テープ

モルタル埋め

硬質塩ビリサイクル管(RF-VP)

※呼称寸法未満の給水管等については、JISに適合した硬質塩化ビニル管であれば、表中の肉厚に満たなくても
　同一の性能を有しているものとして取り扱う。

※表中の（　）内は適合可能な硬質塩化ビニル管(JIS K 6741のVU管を除く）の呼び径寸法を示す。

備　　　　　　考

下請工事の場合は不要

下請工事の場合は不要

下請工事の場合は不要

下請工事の場合は不要

建設副産物の処理内容

Ｈ３１－４

　　福岡県行橋市大字今井３７５９番地

126902

田頭一級建築設計事務所
福岡県行橋市北泉四丁目28-16 TEL 0930-25-3444

Ｒ３ １

Ｍ-02

　　行橋市民体育館浄化槽更新工事



　②研修所

　・延床面積：2,076.93m2、・定員：126名

　・算定式　：n2＝P＝126.0人

　　15 　　　mg/l

 　　　mg/l

１．

２．工事場所

工事名称

工事上必要な官公庁への手続きは、遅帯なく行うこと。なお費用は請負者負担とする。

３．

４．

５．

６．

一般事項

設計条件

官公庁手続

工事概要

７．工事区分

Ａ）槽躯体工事（ ・ＦＲＰ　　　 ・ 現場打ち ）

Ｂ）内部設備工事

・事後報告事項として、ＦＲＰ型式認定・工事業者・7条検査納付書・保守点検業者となっ

ている。

・届出内容と異なる場合は、届出内容変更（水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置

法、該当施設も同様）の手続きをすること。

・竣工検査前に、浄化槽法の工事完了届、使用開始届を行うこと。

本工事は図面及び特記仕様書に準拠するほか係員の指示に従い誠実に施工するものとする。

施工に先立ち工程表を作成し係員の承認を受ける。工事完成の上は全設備の検査を受けそ

の他許可証・検査証及び竣工図・試験データー写真等を添付する。

１）処理対象人員

処理対象人員の算定はJISA3302-2000によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準

による。

人員算定計算式

１）配管設備工事

４）水質及び除去率

大腸菌群数

区　分

BOD

SS

PH 5.8 ～ 8.6

流入汚水 放流水 除去率

　　　％

　　　％

5.8 ～ 8.6

3000個/cc以下

５）処理系統　　　　別紙添付フローシート参照

２）計画汚水量（排水時間は建築物用途別排水時間による。）

３）処理方式　　　・建設基準法施行令第35条第1項

　接触ばっ気方式（三次処理　　　　　　方式）

・保健所に届出している浄化槽設置届出・計画書の内容を確認すること。

　　　　　　　　　・国土交通省告示第154号

・管材、継手、弁類

　図示による

２）電気設備工事

動力設備工事　　合併処理動力操作盤と合併処理内各機器の配管配線工事(二次側)を行う。

照明設備工事　　合併処理の機械室･階段室･前処理室の配管配線工事を行う。

３）試運転調整

本工事完成後は放流水質安定まで維持管理業者に充分技術指導を行いその機能を充分発

揮させるものとする。6ヶ月間に3回施設管理者立会いで流入汚水・放流処理水を採取

し、その水質検査を公的機関に依頼し、検査結果を施設管理者及び県担当員に提出する

ものとする。

なお費用については本工事に含めるものとする。

・塗装

全てステンレス鋼（SUS304）とする。

槽外の鉄部は防錆下塗後、耐熱性塗料2回塗り。なお、管支持金物・ボルト・ナット類は

行橋市民体育館長寿命化改修工事

浄化槽仕様書

福岡県行橋市

敷地内既設放流配管（放流場所　　　　　　　　　　　　　）

・建築用途　　　　　　　体育館、武道館、弓道場、研修場

・処理対象人員　　　　　530　人槽

日平均汚水量　　　　　90.0　ｍ3/日

　流量調整担体流動生物ろ過方式

 　　　mg/l

 　　　mg/l

　　250 　　15 　　94

　①体育館、武道館、弓道場

　・延床面積：体育館　4,530.90m2、武道館　1,282.74m2、弓道場　270.00m2

　・算定式　：n1＝0.065A＝0.065 ＊（4,530.90＋1,282.74＋270.00）≒395.5人

　∴合計　n＝n1＋n2＝395.5＋126.0＝521.5＜530人槽

２）散気装置

・電動機出力　風量風圧に対応できる出力

・電源　　三相２００Ｖ

・台数　１台

１．計画汚水量

（１）日平均汚水量

Ｑｄ＝ｎ×ｑ〔ｍ３／日〕

ｎ：処理対象人員（人）

ｑ：１人当たりの日平均汚水量（ｍ３）

計画汚水量　　　ｍ３／日

Ｑｄ

Ｔ　：排出時間（ｈｒ）

Ｋ　：流量調整比

ａ．必要容量（Ｖ）

ｂ．実容量

１

２

３

４

５

６

７ 台数：１台

１

２

３

４

５

６

７

ａ．必要容量（Ｖ）

設計計算書（５１人以上～５００人）　必要に応じて選択、変更を行う。

m３／d m３／hr m３／min

計算した数値以上とする。

流量調整比を1.8以下とし。有効容量は次式によって

Ｖ　：流量調整槽必要容量（ｍ３）

Ｑｄ：計画汚水量（ｍ３／日）

Ｖ≧（Ｑｄ／Ｔ－Ｋ×Ｑ／２４）×Ｔ

（Ｑｄの１／２４の１．８倍に流量を調整する場合、

Ｋ＝１．８）

Ｖ　＝　１４．３３８　ｍ３

ＬＷＬは槽底部より４５０ｍｍ

ＨＷＬは流入管底に合わせて１２５０～１９５０ｍｍ

ＬＷＬ：槽底部より４５０ｍｍ

ＨＷＬ：１９５０ｍｍ

１）撹拌用ブロワ

流量調整槽の容量に対して

１ｍ３／ｍ３・ｈｒ以上

・型式　　ロータリー若しくはルーツ型

・口径　風量風圧に対応出来る口径

・風量　０．３０　ｍ３／ｍｉｎ

型式：　ロータリー

口径：　２５Ａ

風量：　０．３４ｍ３／ｍｉｎ

・圧力　２０ｋＰａ以上

圧力：　３０　ｋＰａ

出力：　０．４ｋｗ

電源：　φ３　×　２００Ｖ　×　６０　Ｈｚ

有孔管　　一式

・型　式　　　汚物用水中ポンプ（着脱式）

・口　径　　　５０Ａ

・揚　程　　　２．５ｍ　以上

・揚水量　　　０．１７ｍ３／ｍｉｎ　以上

・電動機出力　　能力に対応出来る出力

・電源 三相　２００Ｖ　６０Ｈｚ

４台以上（内２台予備）・台数

型　式：汚物用水中ポンプ（着脱式）

口　径：　５０Ａ

揚水量：　０．１１８ｍ３／ｍｉｎ

揚　程：　３．０ｍ

出　力：　０．１５ｋｗ×２Ｐ

電　源：　　φ３×２００Ｖ×６０Ｈｚ

台　数：　４台（内２台予備）

・せき式　　　一基

必要容量　

目幅　２．０ｍｍ＋５．０ｍｍ（副水路）

必要面積

　孔径５ｍｍの多孔スクリーンを上部に設ける。

対して６０分の４以上

２５　ｍ３／ｍ２　／ｈｒ　以下

散気装置　　有孔管　　一式

日平均汚水量の４時間分以上

有効水深　２．０５ｍ

ＢＯＤ負荷０．６ｋｇ／ｍ３／日以下

日平均汚水量の４時間分以上

巾 φ2.50ｍ×長さ（1.92ｍ＋2.42ｍ）×深さ 1.50ｍ

実容量　０．７８４　ｍ３

実面積　０．４２２ｍ２

１

２

３

４

５

６

７

型式：ルーツブロワ

台数：３台（内１台予備）

１

２

ばっ気風量３．５ｍ３／ｍ３／ｈｒ以上

ばっ気用ブロワ

・電動機出力　風量風圧に対応できる出力

・電源　　三相２００Ｖ

・型式　　ロータリー若しくはルーツ型

・口径　風量風圧に対応出来る口径

・圧力　２５ｋＰａ以上

・台数　３台（内１台予備）

口径：４０Ａ

風量：　１．７５ｍ３／ｍｉｎ

圧力：　３０ｋＰａ

出力：　１．５　ｋｗ

電源：　　φ３×２００Ｖ×６０Ｈｚ

多孔質散気装置　　６基

ｂ．実容量

日平均汚水量の３時間分以上

有効水深　２．０５ｍ

２５　ｍ３／ｍ２　／ｄ　以下

ａ．必要容量（Ｖ）

ｃ．必要面積（Ｓ）

ｄ．実面積

日平均汚水量に対し１５分間

型式：固形塩素剤溶解型（浸せき型）

・注入能力　　５ｍｇ／Ｌ溶解

・型式　　固形塩素剤溶解型

Ｖ＝１．９８２　ｍ３

ａ．必要容量

日平均汚水量に対し１５分間

必要容量

ａ．必要容量

必要容量

２

１

ｃ．塩素注入装置の仕様塩素注入装置

ｂ．実容量

Ｖ＝２．５９０　ｍ３

ｂ．実容量

ｃ．放流ポンプの仕様

時間当たりの移流汚水汚水量の１．５倍

・揚　程　　　２．５ｍ　以上

・揚水量　　　０．１７ｍ３／ｍｉｎ　以上

・電動機出力　　能力に対応出来る出力

・電源 三相　２００Ｖ　６０Ｈｚ

２台以上（内1台予備）・台数

・口　径　　　４０Ａ

・型　式　　　汚水用水中ポンプ（着脱式）

容量：１５ｋｇ

台　数：２台（内１台予備）７

６

５

４

３

２

１ 型　式：汚水用水中ポンプ（着脱式）

口　径：　　４０Ａ

揚水量：　０．２　ｍ３／ｍｉｎ

揚　程：　３．０　ｍ

出　力：　０．２５ｋｗ×２Ｐ

電　源：　φ３×２００Ｖ×６０Ｈｚ

・流入汚泥量の３日分

ａ．発生汚泥固形物量（Ｓａ）

ｂ．発生汚泥量（Ｓｂ）

１

２

３ 余剰汚泥の水分：９９％

４ ＳＳ濃度：１０．０００ｍｇ／＝１０ｋｇ／ｍ３

５

除去ＢＯＤ量：42.45ｇ／人／日×0.94＝39.9ｇ／人日

余剰汚泥発生率　０．７ｋｇ／ｋｇ

汚泥容量：0.0399×0.7／0.01＝２．８０／人／日

＝０．０２８０ｍ３／人／日

・余剰汚泥濃度１０．０００ｍｇ／１＝１０ｋｇ／ｍ３

１００－９９

１００－９８

濃縮汚泥量の１４日分

・濃縮汚泥濃度２０．０００ｍｇ／１＝２０ｋｇ／ｍ３

・流入汚泥量の３日分＋濃縮汚泥量の１４日分

有孔管　　一式

時間当たりの移流汚水量の１．５倍

２．容量算定

２－１．原水ポンプ槽

（２）移流汚水量

（３）流量調整比

１．８

（４）時間最大汚水量

Ｑｍ＝Ｑｄ÷２４×ピーク係数〔ｍ３／ｈｒ〕

（５）ピーク係数

３．０

Ｑｔ

Ｑｍ

２－３．流量調整槽

1)　必要容量

3)　撹拌機

2)　有効水深

ａ．撹拌ブロワの仕様

ｂ．散気装置

流調ポンプ4) ａ．流調ポンプの仕様

5)　計量調整装置

・せき式

・容量は移送ポンプ２台同時運転流量相当

ａ．計量調整装置仕様

２－４．多孔スクリーン ａ．多孔スクリーンの仕様

２－５．担体流動槽

ａ．担体必要容量（ＶＴ＝Ｖ×０．４～０．４５）

ｂ．実容量

1）流量調整後の約２．０ｍｍ以上のし渣等を分離する。

2)スクリーン目詰まり防止の為、ばっ気を行う。

3)スクリーンは孔径２ｍｍの多孔スクリーンで副水路として

4)容量　し渣貯留部の容量は時間当たりの移流汚水量に

5)スクリーン面積　移流汚水量に対して

ＢＯＤ容積負荷量　０．６　ｋｇ／ｍ３・日以下1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)　実容量

4)　担体容量

・必要容量（Ｖ）×　０．４～０．４５

5)　ばっ気用ブロワ ａ．ばっ気用ブロワの仕様

6)　散気装置 ａ．散気装置

２－６．生物ろ過槽

1）

2)　ろ過速度は日平均汚水量に対して

3)

1)

2)

２－６．消毒槽

２－７．放流ポンプ槽

1)

放流ポンプ2)

２－８.汚泥濃縮貯留槽

1）発生汚泥量

2)濃縮部

3)貯留部

ａ．濃縮部容量

ｂ．濃縮汚泥量（Ｃ）

ｃ．貯蓄部容量

ｄ．必要容量

ｅ．実容量

ａ．散気装置

4)必要容量

5）散気装置

Ｑｔ＝Ｑｄ÷２４×流量調整比〔ｍ３／ｈｒ〕

90

５８

6.75 0.113

11.25 1.188

Ｖ≧（90.0／12－1.8×90.0／24）×12

＝9.000　ｍ３

Ｖ＝９０．０／２４×１．８×（４／６０）

＝０．４５　ｍ３

Ｓ＝９０．０／２４×１．８／２５ｍ３／ｍ２　／ｈｒ　

　＝０．２７ｍ２

Ｖ１＝０．２５ｋｇ／ｍ３　×９０．０÷０．６ｋｇ／ｍ３／日

　　＝　３７．５　ｍ３

Ｖ２＝９０．０　ｍ３／日／２４×４

＝　１５．０ｍ３

よって、Ｖ＝　３７．５ｍ３以上

Ｖ　＝３７．５２４　ｍ３

　３７．５２４ｍ３ ／２×０．４５　＝８．４４３ｍ３

Ｖ＝９０．０　ｍ３／日／２４×３

　１１．２５ｍ３

Ｖ　＝１１．２８６　ｍ３

巾　φ2.50ｍ×長さ（1.31ｍ＋1.31ｍ）×有効水深2.05ｍ

Ｓ＝９０．０×１．８／２５ｍ３／ｍ２　／ｄ　

　＝６．４８０ｍ２

Ｓ＝（1.31ｍ＋1.31ｍ）×２．５０＝６．５５０ｍ２

Ｖ＝９０．０÷２４÷６０×１５分間＝０．９３８ｍ３以上

Ｖ＝９０．０÷２４÷６０×１５分間＝０．９３８ｍ３以上

Ｓａ＝530人×42.45ｇ／人日×0.94×10×0.7

　　＝１４.８０４　ｋｇ／日

Ｓｂ＝１４．８０４ｋｇ／日÷（１００－９９）／１００

×１０＝１．４８０４　ｍ３／日

Ｃ　＝１．４８０４ｍ３／日×

Ｖａ＝１．４８０４ｍ３／日×３日＝４．４４２ｍ３

＝０．７４０２　ｍ３／日

Ｖｂ＝０．７４０２ｍ３／日×１４日＝１０．３６３　ｍ３

Ｖ＝４．４４２＋１０．３６３　＝１４．８０５　ｍ３

巾　φ2.50ｍ×長さ（1.97ｍ×＋1.97ｍ）×有効水深2.10ｍ

Ｖ　＝１４．８７４　ｍ３
ＶＴ＝ ７．８００　ｍ３

巾　φ2.50ｍ×長さ（3.41ｍ＋3.41ｍ）×有効水深2.05ｍ

ＶＴ＝３７．５２４ｍ３ ／２×０．４　＝７．５０５ｍ３～

・風量　１．４３　ｍ３／ｍｉｎ

２－２．ばっ気沈沙槽

１

２

ｂ．実容量

ａ．必要容量

ａ．ばっ気型スクリーンの仕様

目　幅：５０　ｍｍ

台　数：１台

時間最大汚水量の３分間
Ｖ　＝　Ｑｍ　ｍ３／ｍｉｎ　×　３分間

Ｖ　＝２．９６１　ｍ３2)目幅の有効間隔：５０ｍｍ

1)　必要容量

Ｖ　＝0.188　ｍ３／ｍｉｎ　×　3分間　＝0.564　ｍ３

ｂ．実容量時間最大汚水量の１５分間

ａ．必要容量

Ｖ　＝　Ｑｍ　ｍ３／ｍｉｎ　×　１５分間

巾　φ２．５０ｍ　×　深さ　１．１７　ｍ

Ｖ　＝５．２７１　ｍ３

1)　必要容量 Ｖ　＝０．１８８ｍ３／ｍｉｎ×１５分間　＝２．８２ｍ３

・型式

・口径

・電源

２ 口　径：５０　Ａ

３

４

５

６

７ 台　　数：２台（内１台予備）

時間最大汚水量の1.5倍相当

・電動機出力

・台数

汚物用水中ポンプ（着脱式）

型式：汚物用水中ポンプ（着脱式）

揚水量：０．３１　ｍ３／ｍｉｎ

揚　程：　４．０　ｍ

出　力：　０．７５　ｋｗ　×　２ｐ

電　源：　　φ３×２００Ｖ　×　６０Ｈｚ

・能力　　揚水量0.29ｍ３／ｍｉｎ×揚程3.5ｍ以上

能力に対応出来る出力

５０Ａ

三相　２００Ｖ　６０Ｈｚ

２台以上（内1台予備）

2)　原水ポンプ ａ．原水ポンプの仕様

－３

－３

　　福岡県行橋市大字今井３７５９番地

126902

田頭一級建築設計事務所
福岡県行橋市北泉四丁目28-16 TEL 0930-25-3444

Ｒ３ １

　　行橋市民体育館浄化槽更新工事

Ｍ-03

浄 化 槽 仕 様 書

 R2-8 改訂



道路境界線

N

N

前面道路

案内図

建築面積

１階床面積

２階床面積

延べ床面積

４，０４９．３９㎡

３，２６０．４６㎡

１，２７０．４９㎡

４，５３０．９５㎡

面積表

製図年月日

所　　長 検　　図 作　　図
縮尺

特
記
事
項

工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士事務所田頭一級建築設計事務所

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第126902号

福岡県知事登録第1-20466号

田頭　康典
福岡県行橋市北泉四丁目28-16 S=1/500

武道場

現況のママ

1282.74㎡

隣地境界線

受水槽

弓道場

歩道

道
路

境
界

線

7,500 3,200

物置

配置図　S=1:500

建築場所

2021年　1月

案内図.配置図

行橋市民体育館浄化槽更新工事

浄化槽：廃止

新設浄化槽

Ｍ-04



(廃止工事)

特
記
事
項

製図年月日

作　　図検　　図所　　長
縮尺

工  事  名  称

図  面  名  称

田頭一級建築設計事務所 一級建築士事務所

福岡県知事登録第1-20466号

田頭　康典

一級建築士　大臣登録第126902号
TEL 0930-25-3444

福岡県行橋市北泉四丁目 28-16

改修前　受水槽廻り平面図　Ｓ＝１／５０

50

32
G

G

32 40

犬

走

り

側

溝

150

G

150150
(撤去)

ＬＰＧ庫
揚水ポンプ室

量水器40A

Ｍ

×2

(撤去)

PW

2.2

50

50

50

受 水 槽

既設配管切断
既設配管切断

既設配管切断

ＭＭ

(ガス納入業者工事)
ガスマイコンメーター : 撤去

既設配管切断人孔桝 2,300H－撤去

(撤去)

既設配管切断

既設浄化槽(別図参照)

型 式名 称記 号

ＰＷ－２．２

kW

２００

Vφ

３ ２．２ ２揚 水 ポ ン プ 片吸込渦巻ポンプ

機 器 表 ( 撤 去 )

既設配管切断

65

新設浄化槽

汚水桝4号 : 撤去
(1,650H)

150

(取外し)
Ｌ・Ｐ・Ｇ集合装置

φ５０×２１０l/m.n×２５m 

S=1/50

2021年　 1月

行橋市民体育館浄化槽更新工事

参考電気容量
台 数 附属品及び備考

Ｍ-05改修前　受水槽廻り平面図

樹木撤去×9本

側溝 : 撤去・更新



特
記
事
項

製図年月日

作　　図検　　図所　　長
縮尺

工 事 名 称

図 面 名 称

田頭一級建築設計事務所 一級建築士事務所

福岡県知事登録第1-20466号

田頭　康典

一級建築士　大臣登録第126902号
TEL 0930-25-3444

福岡県行橋市北泉四丁目28-16

50

犬

走

り

G

Ｍ

既設浄化槽跡

50

40 150

側

溝

受 水 槽

改修後　受水槽廻り平面図　Ｓ＝１／５０

新設合併処理槽

(別図参照)

量
水

器
40A

50150

150

G
G

G

G

L・P・G容器フェンス

型 式名 称記 号

1

1

kW

２００

Vφ

３ ２．２ ２揚 水 ポ ン プ 片吸込渦巻ポンプ

５０Kg×４本立

５０Kg×４本立

機 器 表 ( 新 設 )

65

×2

PW

2.2

既設配管接続

既設配管接続

既設配管接続
既設配管接続

既設配管接続

50

排気筒（浄化槽付属品)

V

V

150150

50
50

50

23

4 5

250

( 弓 道 場 )

( 体 育 館 )

Ｍ
Ｍ

L・P・G容器フェンス(50K×4本立) : 新設

150

50

250

1

ＰＷ－２．２

参考深さ

２，２７０

２，３５０

２，４００

２，４７０

１，６４０

マンホール蓋

塩ビ蓋

備　　考

９０°Ｌ

ドロップ桝

小口径桝φ１５０×φ２００

形　　状

ＳＣ－４

ＳＣ－４

ＳＣ－４

ＳＣ－４

1

２

３

４

５

番　号

桝 リ ス ト

2021年　1月

S=1/50

行橋市民体育館浄化槽更新修工事

参考電気容量
台 数 附 属 品 及 び 備 考

L・P・G集合装置

(GLt４,000H)

DV40
150

150 ガスマイコンメーター
(貸与品)

32

ＭＨＢ６００

ＭＨＢ６００

ＭＨＢ６００

ＭＨＢ６００

凡例

: 埋設標示杭

Ｍ-06改修後　受水槽廻り平面図

40

32

既設雨水桝へ接続

高圧ホース×4・高圧パイプ×・プレブ配管・転倒防止チェーン(×２段)等他付属品一式共

(耐塩害仕様)　参考寸法　１，８００W×６６５D

L・P・G集合装置(50K×4本立) : 新設

φ５０×２１０l/mｉn×２５m ,　ＧＶ５０×２・ＣＶ５０・ＦＪ(球型)５０×２　等他付属品一式共

コンクリート基礎（２，０００W×１，０００D×１５０H ）共



参考図

Ａ Ａ

Ｂ
Ｂ

Ｃ

Ｃ

消毒槽a

担体流動槽a

担体流動槽a汚泥濃縮貯留槽a流量調整槽a

流量調整槽b

排砂槽　　　

多孔スクリーン槽

ばっ気沈砂槽

流入管
φ150

流入

原水ポンプ槽

原水ポンプ
着脱装置付

スクリーン

φ100
臭突口

φ
20

流調ポンプa
着脱装置付

φ100
臭突管

φ100
臭突管

荒目スクリーン

中間水移流管
φ100

計量調整装置

移流管
φ100

オーバーフロー管

汚泥排出装置

φ150

移流管
φ150 汚泥移送管

φ75

薬剤筒

生物ろ過槽a 放流ポンプ槽

連通管
φ150

φ100
臭突管流調ポンプb

着脱装置付

移流管
φ100

担体流動槽b汚泥濃縮貯留槽b

多孔スクリーン槽

中間水移流管
φ100

汚泥排出装置

計量調整装置 担体流動槽b

φ100
臭突管

汚泥移送管
φ75

薬剤筒

生物ろ過槽b

移流管
φ100

連通管
φ150

放流管

放流ポンプ
着脱装置付

φ40

別途工事
φ250

平面図 Ｓ＝１／５０

　　　　角蓋　　　　
11－600×1000 マンホール

10－φ600
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M4

ＮＯ．２原水ポンプ

ＮＯ．１原水ポンプ

ＮＯ．１放流ポンプ

ＮＯ．２放流ポンプ

SV1

SV2

M7

M9

M8

M5

M6

機器名称

ＮＯ．１ばっ気用ブロワ

ＮＯ．２ばっ気用ブロワ

動作表

M2

M1

M3

撹拌用ブロワ

機器NO. 移行

故障時故障

漏電

警報 機器選択

過負荷
手動

自動

(自交)
自動

M11

M10

ＮＯ．２ばっ気用ブロワ

M12

SV3

SV4

(自動交互）＊交互選択時、流量調整槽Ｈ以上検出中は2台同時運転

＊逆洗時間帯外の通常運転中に、タイマ設定による間欠運転。ただし、間欠オフ時間に「０」設定にて連続運転。

＊交互選択時、流量調整槽Ｌ以上検出にて1台交互運転。Ｌ未満で停止にて、次回１台運転時、前回とは他方の機器を運転。

＊逆洗動作終了後の沈殿中および、逆洗動作中の汚泥移送・逆洗電磁弁運転中は停止。

＊逆洗時間帯の汚泥移送動作中にタイマ設定時間運転。

＊逆洗時間帯の逆洗動作中にタイマ設定時間運転。

入-切

(自動交互）＊交互選択時、流量調整槽Ｈ以上検出中は2台同時運転
＊交互選択時、流量調整槽Ｌ以上検出にて1台交互運転。Ｌ未満で停止にて、次回１台運転時、前回とは他方の機器を運転。

＊逆洗動作終了後の沈殿中および、逆洗動作中の汚泥移送・逆洗電磁弁運転中は停止。

＊交互選択時、放流槽Ｌ以上検出にて1台交互運転。Ｌ未満で停止にて、次回１台運転時、前回とは他方の機器を運転。(自動交互）
＊交互選択時、放流槽Ｈ以上検出中は2台同時運転。

＊交互選択時、原水槽Ｌ以上検出にて1台交互運転。Ｌ未満で停止にて、次回１台運転時、他方の機器を運転。(自動交互）
＊交互選択時、原水槽Ｈ以上検出中は2台同時運転。

＊逆洗時間帯外の通常運転中に、タイマ設定による間欠運転。ただし、間欠オフ時間に「０」設定にて連続運転。
＊逆洗時間帯の汚泥移送動作中にタイマ設定時間運転。

＊逆洗時間帯の逆洗動作中にタイマ設定時間運転。

「片系列」選択時は1台ローテーション運転
「両系列」選択時は2台同時ローテーション運転

タイマ設定による自動交互運転。
ただし、逆洗時間帯は切替を行わず、逆洗終了時に切替え。

ＮＯ．１流調ポンプａ

ＮＯ．２流調ポンプａ

ＮＯ．１流調ポンプｂ

ＮＯ．２流調ポンプｂ

移送用電磁弁ａ

移送用電磁弁ｂ

逆洗用電磁弁ａ

逆洗用電磁弁ｂ

「両系列／片系列」を選択可能とすること、又「片系列選択時に「ａ系列／ｂ系列」を選択可能とすること。

OFF

OFF
ON

ポンプ停止
ポンプ１台運転 ON

OFF

Ｆ
11

ON OFF

ON

ポンプ１台運転

ポンプ2台運転
OFF
ON

Ｆ
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F
1
2

ON

OFF

OFF ポンプ１台運転
ポンプ停止

ON
OFF

ON OFF

ON

Ｆ
21

Ｆ
23

Ｆ
22

ポンプ2台運転

ポンプ１台運転

ON

ON

OFF

OFF ポンプ１台運転
ポンプ停止

ON
OFF

ON OFF

ON

Ｆ
31

Ｆ
33

Ｆ
32

ポンプ2台運転

ポンプ１台運転

ON

「ＯＮ」の間に逆洗運転が行われます。

逆洗は汚泥移送（逆洗）タイマが「ＯＦＦ」の間に行います。
※このタイマは逆洗運転時に汚泥移送（逆洗）タイマが「ＯＦＦ」に切り替わった時点から１０分間起動するタイマです。

「ＯＮ」の間生物ろ過槽内をばっ気し、ろ材の逆洗を行います。
「ＯＦＦ」時間－「逆洗」時間＝５分となるように設定して下さい。
「ＯＦＦ」の間１０分間逆洗が行われます。残りの５分で水位を回復させますので必ず、

「ＯＦＦ」の時間と合わせて３時間おきとなっています。

「ＯＮ」の間、流調ポンプを停止させ生物ろ過槽内汚泥の沈殿を行います。
但し、流量調整槽の水位がHWLに達した場合ポンプが起動します。
※このタイマは通常運転時に切り替わった時点から３０分間起動するタイマです。
「ＯＮ」の間汚泥移送が行われます。

「ＯＮ」の間に汚泥移送が行われます。

ｻｲｸﾙ○○時間おきにブロワを交互に動作させます。（ブロワの故障予防）

タイマ設定

タイマ種類

通常設定を変更する必要はありません

(ソリッドタイマ)
逆洗

(ツインタイマ)
汚泥移送(逆洗)

沈殿(通常)
(ソリッドタイマ)

(ツインタイマ)
汚泥移送(通常)

切替(通常/逆洗)

(24Hタイマ)
ブロワ交互運転

ロック防止

(24Hタイマ)

(24Hタイマ＋子タイマ)

初期設定 役割

逆洗運転時に逆洗を行います

逆洗運転時の汚泥移送を行います

を抑える為に槽内汚泥を沈殿させます
逆洗運転終了後、流入による汚泥流出

通常運転での汚泥移送を行います

通常運転と逆洗運転の切替をします

ブロワの交互運転用起点時刻設定　０：００

1:00～4:00「ＯＮ」
(３項目設定可能)

5分「ＯＮ」
175分「ＯＦＦ」

30分「ＯＮ」
※60分まで設定できること

10分「ＯＮ」
15分「ＯＦＦ」

使用しない水中ポンプのロック防止

10分「ＯＮ」

サイクル１２時間毎(1～24)

サイクル２４時間毎
5秒「ＯＮ」

「ＯＮ」の間に選択していない系列の水中ポンプ運転します。
「有効／無効」の選択付

M13

M14

ＮＯ．１揚水ポンプ

ＮＯ．２揚水ポンプ

流量調整槽

放流ポンプ槽

原水ポンプ槽 給水源

水槽

電極（5P）

OFF

OFF

満水警報

満水警報

満水警報

ポンプ2台運転 OFF

満水警報

減水警報

ポンプ１台運転

ON

OFF

ポンプ１台運転 ON

LWL

HWL

LWL

AWL

HWL

AWL

LWL1

HWL

LWL2

AWL

LWL

HWL

AWL

OFF

満水警報

ON

AWL

LWL1

LWL2

ポンプ停止

ポンプ停止

ポンプ運転

電極（4P）

(減水)
満水

満水*2

減水*1

備考

備考

＊機器番号選択時、原水槽Ｌ以上検出にて選択機運転、Ｌ未満にて停止。

＊機器番号選択時、流量調整槽Ｌ以上検出にて選択機運転、Ｌ未満にて停止。

＊機器番号選択時、流量調整槽Ｌ以上検出にて選択機運転、Ｌ未満にて停止。

＊機器番号選択時、放流槽Ｌ以上検出にて選択機運転、Ｌ未満にて停止。

＊交互選択時、水槽Ｌ１未満にて２台同時運転。Ｌ２以上検出にて１台運転

＊交互選択時、水槽Ｌ２未満にて1台交互運転。Ｈ以上検出にて停止。

＊自動条件：給水源Ｌ２以上検出にて運転、Ｌ１未満にて停止。かつ水槽Ｈ以上検出にて停止。（機器番号選択時及び交互選択時）
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Ｎｏ．２放流ポンプ

Ｎｏ．１放流ポンプ

０．１５

０．１５

ターミナルキャップ付

ターミナルキャップ付

逆洗用電磁弁ａ

移送用電磁弁ａ

０．０４８

SV1

SV2 ３２Ａモールドコイル

３２Ａモールドコイル
０．０４８

１．５０

１．５０

０．２５

０．２５

容量 (ｋＷ)

ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ

Ｎｏ．３ばっ気用ブロワ　　　　　 １．５０ ｋＷ

ＮＯ．２流調ポンプａ

ＮＯ．１流調ポンプａ ０．１５

０．１５

ｋＷ

ｋＷ

ＮＯ．２原水ポンプ

ＮＯ．１原水ポンプ ０．７５

０．７５

ｋＷ

ｋＷ

２
（ＰＦ２２）ＣＶ　２ ｍｍ　　－４ 心

Ｍ

Ｍ

Ｍ

９
Ｍ

10

11

12

ターミナルキャップ付

ターミナルキャップ付

逆洗用電磁弁ｂ

移送用電磁弁ｂ

０．０４８

SV3

SV4 ３２Ａモールドコイル

３２Ａモールドコイル
０．０４８ｋＷ

ｋＷ

２
（ＰＦ２２）ＣＶ　２ ｍｍ　　－４ 心

２
（ＰＦ２２）ＣＶ　２ ｍｍ　　－４ 心

２
（ＰＦ２２）ＣＶ　２ ｍｍ　　－４ 心

２
（ＰＦ２２）ＣＶ　２ ｍｍ　　－４ 心

２
（ＰＦ２２）ＣＶ　２ ｍｍ　　－４ 心

２
（ＰＦ２２）ＣＶ　２ ｍｍ　　－４ 心

２
（ＰＦ２２）ＣＶ　２ ｍｍ　　－４ 心

Ｆ１１－Ｆ１３

Ｆ２１－Ｆ２３ ＣＶＶ１．２５ ｍｍ　－４ 心２
（ＰＦ２２）

ＣＶＶ１．２５ ｍｍ　－４ 心２
（ＰＦ２２）原水ポンプ槽　　フロートスイッチ

流量調整槽　　フロートスイッチ

Ｅ Ｅ　５．５ ｍｍ２ （ＰＦ１６）

Ｆ３１－Ｆ３３ ＣＶＶ１．２５ ｍｍ　－４ 心２
（ＰＦ２２）放流ポンプ槽　フロートスイッチ

機械室設備に含む機械室／換気扇・照明・サーモ

Ｄ－１ Ｄ種接地工事（筐体）

Ｅ Ｅ　５．５ ｍｍ２ （ＰＦ１６）Ｄ－２ Ｄ種接地工事（ＥＬＢ）

２
（ＰＦ２２）ＣＶ　２ ｍｍ　　－４ 心

２
（ＰＦ２２）ＣＶ　２ ｍｍ　　－４ 心

２
（ＰＦ２２）ＣＶ　２ ｍｍ　　－４ 心

２
（ＰＦ２２）ＣＶ　２ ｍｍ　　－４ 心

２
（ＰＦ２２）

２
（ＰＦ２２）

２
（ＰＦ２２）

２
（ＰＦ２２）

ＣＶ　２ ｍｍ　　－２ 心

ＣＶ　２ ｍｍ　　－２ 心

ＣＶ　２ ｍｍ　　－２ 心

ＣＶ　２ ｍｍ　　－２ 心

使用ケーブル、電線管機　器　名　称符号 容量 (ｋＷ)

ｋＷ

ｋＷ

Ｍ

Ｍ

13

14

Ｎｏ．１揚水ポンプ

Ｎｏ．２揚水ポンプ

２．２０

２．２０

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

給水源　　電極棒

水槽　　電極棒

ＦＬ４

ＦＬ５

符号 名　　称 仕様・型式

ＰＢ１ プルボックス ２００　×１００（ＶＥ・ＷＰ）

注意事項

３．ケーブル間の接続部は充分な防水処理を行うこと。

４．電線管端末部にはコーキング処理を行うこと。

６．配管経路は現場合わせとする。

２．外部警報配線工事は別途工事とする。

１．一次側電源引き込み工事は別途工事とする。

５．プルボックスの取付位置は現場合わせとする。

製図年月日 2021年　1月
工 事 名 称 縮尺

特
記
事
項

一級建築士事務所 所　　長 検　　図 作　　図行橋市民体育館浄化槽更新工事田頭一級建築設計事務所
福岡県知事登録第1-20466号

福岡県行橋市北泉四丁目28-16
図 面 名 称田頭　康典

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第126902号

S=1/50

Ｍ-13浄化槽_2次側配線図　（参考図）

参考図



製図年月日

所　　長 検　　図 作　　図
縮尺

特
記
事
項

工 事  名  称

図 面  名  称

一級建築士事務所田頭一級建築設計事務所

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第126902号

福岡県知事登録第 1-20466号

田頭　康典
福岡県行橋市北泉四丁目 28-16

行橋市民体育館浄化槽更新工事

S=1/NOT

2021年　 1月

既設浄化槽　フローシート及び機器表(撤去)

既設浄化槽　フローシート及び機器表

1. 図中機器及び配管は撤去の事。
特記事項

機 器 表 （ 撤 去 ）

Ｍ-14



製図年月日

所　　長 検　　図 作　　図
縮尺

特
記
事
項

工  事  名  称

図 面  名  称

一級建築士事務所田頭一級建築設計事務所

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第126902号

福岡県知事登録第1-20466号

田頭　康典
福岡県行橋市北泉四丁目28-16

行橋市民体育館浄化槽更新工事

S=1/50

2021年　1月

（撤去）

特記事項

1. 図中機器及び配管は撤去の事。

既設浄化槽　平面図 Ｍ-15



製図年月日

所　　長 検　　図 作　　図
縮尺

特
記
事
項

工 事 名  称

図 面  名  称

一級建築士事務所田頭一級建築設計事務所

TEL 0930-25-3444
一級建築士　大臣登録第126902号

福岡県知事登録第 1-20466号

田頭　康典
福岡県行橋市北泉四丁目28-16

行橋市民体育館浄化槽更新工事

S=1/50

2021年　 1月

特記事項

1. 図中機器及び配管は撤去の事。

既設浄化槽　断面図 Ｍ-16


